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1. 各分野の取り組みの総括 
 

(１) 賃金闘争の再構築～実態把握と到達目標の確立、要求・交渉 

  の徹底 
  

【2023人勧に対する取り組み】 

1. 2023人勧においては、自治労として公

務員連絡会に結集し、人勧期中央行動や

人勧期署名、全国統一行動を配置しなが

ら交渉を重ね、月例給・一時金ともに２

年連続の引き上げ勧告となりました。ま

た、公務員人事管理に関する報告では、

「社会と公務の変化に応じた給与制度の

整備」の骨格案について、①人材確保へ

の対応として、初任給近辺の俸給月額引

き上げ、係長～上席補佐層の俸給の最低

水準引き上げ、勤勉手当の成績率上限の

引き上げ等、②組織パフォーマンスの向

上策として、本省課室長級の俸給体系見

直し、地域手当の大括り化等、③働き方

の多様化への対応として、扶養手当の見

直し等が示されました。 

2. 10月７日、総務省は総務副大臣通知を

発出し、地域における民間給与等の状況

を勘案して適切に対処すること、会計年

度任用職員については適正な任用・勤務

条件の確保をはかり、給料・報酬および

期末手当は適切に決定すべきものである

こと等を示しました。 

3. 本部は、地方公務員の労働条件は、労

使交渉・協議とそれに基づく労使合意を

前提に条例で定めることが原則であるこ

とを改めて強調し、地方の主体的判断に

よる決定を損なうような指導・助言を行

わないよう、総務省交渉・協議を展開し

ました。 

 

【交渉力の強化による到達闘争の前進】 

4. 2023確定闘争においても、本部中執に

よる各県本部に対する事前オルグおよび

ヤマ場にむけた点検を２度行い、交渉未

実施単組に対するフォローアップ等に取

り組みました。また、集約した各県の交

渉状況についても、速報として各県本部

に情報共有を行いました。しかし、要求

書提出－交渉－妥結（書面化・協約化）

に関してほぼ2022年と同水準となってお

り、最終的に、要求書未提出単組が約２

割、交渉未実施単組が約４割と、確定闘

争そのものが二極化してしまっている現

状について厳しく受け止める必要があり

ます。 

5. 2023確定闘争は、11月10日を戦術集中

日として設定し取り組みを進めました。

しかし、本部の設定した日程に結集する

県本部は半数超にとどまり、統一闘争へ

の結集については、2022年に引き続き課

題を残すこととなりました。自治労全体

で統一して要求・交渉するという意識が

希薄化していると言わざるを得ない現状

において、結集する意義を改めて全体で

確認し、取り組みを前進させる必要があ

ります。 

  また、地方における給与水準の確保・

底上げをはかり、他自治体・地域の賃金

水準へ波及させる観点からも産別一丸と

なり設定した統一目標にむけてともにた

たかう「到達闘争」に取り組む必要があ

ります。 

6. 自治体確定闘争は組合員の賃金を決定

する重要な取り組みであり、「賃金・労

働条件に関する事項は、必ず労使交渉・

協議、合意により決定する」という労働

組合の基本的な取り組みがなされなけれ

ばなりません。要求・交渉をしなければ

勧告以上の改善は勝ち取れず、交渉力も

培われないため、人勧凍結やマイナス提

案が当局より出された際に単組自らたた

かうことができなくなります。県本部と

しても、そうした単組を見過ごすことな

く、単組支援を重要課題とし、継続して

支援することが必要です。 

  こうした状況を踏まえ、本部は先進的

な単組の取り組み事例を共有し、交渉の

前進をはかるべく全３回にわたり、ウェ

ブでの課題別学習会を開催しました。そ

れぞれ「再任用職員の処遇改善」、「カ

スタマーハラスメント対策」、「勤務間

インターバル・フレックスタイム」を

テーマとし、各回約60人の各県本部、単

組役員参加の下学習と活発な意見交換の

場となりました。 

 

【自治体労働者の賃金要求】 

7. 2023確定闘争の結果、多くの単組が月

例給・一時金の引き上げを勝ち取りまし

たが、一時金の支給月数は県、単組に

よって4.25月から4.65月と依然として

0.4月の差があります。 

  重点課題の１つとして設定した中途採

用者の賃金改善について、具体的な成果

として、民間職務経験を100％換算とす

る、５年超の18月換算の撤廃、経験者採

用として２級以上の格付けを可能とする

ことなどが報告されました。県本部・単

組による粘り強い交渉の成果といえます。

また「協議中」とした単組も３割弱あり、

妥結には至らなかったものの当局と問題

意識を共有できた単組も一定数あると考

えられ、今後の足掛かりにできたといえ

ます。 

8. 本部は、自治体労働者の賃金要求を設

定するにあたっての基礎資料とするため

に2023年度自治労賃金実態調査を実施し

た結果、自治体規模の大小によって賃金

水準に格差が生じていることや40代後半

以降で上昇カーブが緩やかになるといっ

た課題が改めて浮き彫りとなりました。 

9. 賃金水準の改善のためには初任給格付

けを含めた昇給・昇格ラインの改善が不

可欠です。本部はこの間、賃金の運用改

善にむけた「１単組１要求」を提起して

きていますが、要求単組は５割強にとど

まっています。単組の賃金課題を明確に

し、具体的な賃金運用改善要求を出せる

よう、単組力量の強化とともに県本部に

よる分析・指導が求められます。 

10. 単組が交渉できない、賃金改善に取り

組めない要因の１つとして単組役員の知

識と経験不足があると考えられます。勧

告以上の賃金改善を求め、各単組で自信

を持って交渉するためには理論武装が必

要であり、まず単組役員が賃金制度につ

いての知識を身に付ける必要があります。 

  県本部・単組における単組の状況を分
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析し助言することができる賃金担当者を

育成するための学習、また、賃金闘争へ

の結集のためには組合員に対しても基本

的な制度理解と制度をめぐる課題につい

ての学習と共有が必要です。 

 

【災害応急作業等手当支給にむけた取り組み】 

11．能登半島地震を受け、総務省は災害応

急作業等手当について、現場業務を広く

支給対象とする旨の通知を発出しました。

春闘期から取り組みを行い、条例化や支

給対象の拡大、単価の改善を勝ち取った

単組もある一方で、交渉継続となってい

る単組もあります。条例未整備の単組は、

引き続き確定闘争期にむけ取り組みます。 

 

【社会と公務の変化に応じた給与制度の整

備にむけた対応と賃金闘争の再構築】 

12. 人事院は、2023年人事院勧告時報告の

中で、「社会と公務の変化に応じた給与

制度の整備」の骨格案を示し、2024年夏

にむけて検討を進めるとしました。給与

制度見直しの目的とされている人材確保

の必要性は国家公務員、地方公務員に共

通する課題であり、自治労としても新規

採用者、若手職員の処遇改善については

必要だと認識しています。しかし、一部

のキャリア優遇の措置事項が多く、中堅

層以上の組合員層にはメリットが感じら

れるものになっていないこと、成績優秀

者にメリットが偏向していることは問題

だと捉え、公務員連絡会を通じて意見反

映を行ってきました。 

  一方で、給与制度見直しの内容につい

ては多岐にわたることから、課題によっ

て人事院に対する要求と総務省に対する

要求を切り分けて対応することとし、総

務省に対しては、地方の実態と自主性を

尊重した給与制度を求めて、対策を強め

ることとしました。 

13. 総務省は国の給与制度の見直しに対応

し、地方独自の課題や地域の実態を踏ま

えた検討を行うため、「社会の変革に対

応した地方公務員制度のあり方に関する

検討会」の下に給与分科会を設置しまし

た。自治労から林総合労働局長が委員と

して参加し、国家公務員の制度を機械的

に当てはめるのではなく、地方や地域の

実情に応じた、自治体の自主性が尊重さ

れる制度となるよう求めて発言をしてき

ました。 

14. 自治労は、総務省への要求事項を下記

の３点にまとめ、署名に取り組みました。

最終的に56万1,403筆を集め、６月17日

に署名提出・要請行動を実施しました。 

 ① 人事院が検討している「社会と公務

の変化に応じた給与制度の整備」の具

体化にあたっては、国の制度変更に準

じた扱いを自治体に求めないこと。 

 ② 現行、給与制度については、国家公

務員の給与制度を基本とすべきとされ

ているが、地方の実態と自主性を尊重

した柔軟な対応を可能とすること。 

 ③ 国基準を上回る手当を支給したこと

による特別交付税の減額措置について

は撤廃すること。 

  署名は組合員１人２筆以上を目標に取

り組みましたが、目標に達した県本部は

１県本部にとどまり、全体としては組合

員数にも及ばない結果でした。給与制度

見直しに対する自治労独自の取り組みと

して、大衆行動の柱に据えたにもかかわ

らず、この結果となったことは厳しく受

け止める必要があります。また、たとえ

制度変更により地方の自主的な対応が可

能となったとしても、この要求内容が浸

透していなければ運動がつくれない懸念

もあります。 

15. 自治労は、賃金闘争の検証と時代の変

化にあわせた到達目標のあり方を議論す

る「賃金闘争あり方研究会」を立ち上げ、

2024年度に計６回開催してきました。中

間論点整理では、①賃金政策について、

②統一闘争体制の再構築について、③単

組における賃金闘争力の強化について、

④到達闘争について、現時点での議論を

整理しました。今後、具体の方針化につ

なげていくため、2025年度中の報告をめ

ざし、議論を続けます。 

 

【定年引き上げに対応する取り組み】 

16. 2023年４月に定年年齢が引き上げられ、

2024年４月から職場には定年引き上げと

なった職員、役職定年となった職員、暫

定再任用職員、定年前短時間再任用職員

など、さまざまな60歳超の職員が混在し

ています。 

  とりわけ再任用職員については、級格

付けが低く抑えられている自治体も多く、

一時金支給月数が定年前の職員よりも低

いため、定年延長者と比べて賃金水準が

低くなっています。 

  確定闘争時には29単組、春闘時には18

単組が級格付けの改善を勝ち取っており、

単組は引き続き粘り強い交渉を続ける必

要があります。また一時金支給月数、生

活関連手当の支給については国公の制度

に大きく左右されることから、本部は引

き続き公務員連絡会を通じて改善を求め

ていきます。 

 

【社会的横断賃金の確立】 

17. 2024春闘において、賃金、労働条件の

改善にむけ、要求書を提出した自治体単

組は1,028単組63.8％、交渉を実施した

のは584単組36.2％、妥結合意したのは

371単組23.0％、書面協定を締結したの

は219単組13.6％であり、すべての項目

で2023春闘を下回る結果となりました。

依然として約４割の単組では春闘に取り

組んでいない・取り組めていない現状が

あります。 

18. この間、本部では具体的な運用改善に

ついて方針化等を行っていますが、要求

単組および交渉実施単組は年々減少して

いるのが実態です。春闘に取り組めてい

ない県本部・単組が固定化しつつあり、

取り組み全体が低調に推移しています。

このことから、2024春闘においても春闘

に取り組む意義を単組まで十分に浸透さ

せることができなかったと考えられます。

ただ前年の取り組みを踏襲するのではな

く、なぜ春闘期に取り組む必要があるの

かを含め丁寧に組合員に説明し、共通認

識の上で春闘期の運動、ひいては組合活

動そのものの活性化をはかる必要があり

ます。 

  春闘・人勧・確定という賃金闘争サイ

クルの構築にむけ、本部・県本部が連携

し、単組オルグを一層強化するとともに、

単組が春闘に取り組めない、または取り

組まない理由について、原因を分析し対

策を検討しなければなりません。 
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【自律的労使関係制度と消防職員の団結権

の確立にむけた取り組み】 

19. 民主党政権時における政府による自律

的労使関係制度の措置を盛り込んだ公務

員制度改革関連法案の提出がされて以降、

計３回の議員立法が国会に提出されてき

ましたが、いずれも審議未了、廃案と

なっています。このような経過を踏まえ、

2022年５月、立憲民主党は公務員制度改

革ＰＴを発足させ、検討・議論を経て、

2023年６月16日、国民民主党および社会

民主党とともに、第211回通常国会に

「公務員制度改革関連５法案（国家公務

員法および地方公務員法等の改正法案）」

を共同提出（議員立法）しました。この

法案は、刑事施設職員について、新たに

団結権および協約締結権を有する団体交

渉権を措置するとともに、消防職員につ

いて、民主党政権時の閣法やこれまでの

議員立法で措置していた団結権に加え、

協約締結権を措置することにしています。 

  頻発する大規模災害への対応や増え続

ける行政需要に応えていくためには、職

員の経験と知見に基づく業務の充実が不

可欠であり、そこで働く公務員の勤務・

労働条件の自律的決定とともに、労使が

主体的に協議していくことが重要です。

法案の早期の審議入りと成立をめざして、

引き続き粘り強く取り組みを進めていか

なければなりません。 

20. 公務員の労働基本権の回復、とくにＩ

ＬＯ第87号条約との関係における消防職

員や刑事施設職員への団結権付与などに

ついて、2018年に開催されたＩＬＯ第

107回総会で日本政府に対する11度目の

結社の自由委員会報告・勧告等が採択さ

れました。また、同総会において開催さ

れた基準適用委員会で第87号条約に関す

る個別審査が行われ、議長集約（結論）

は５つの課題（①自律的労使関係制度の

検討、②消防職員委員会制度、③消防職

員は警察と同視とする政府見解に関する

協議、④刑事施設職員の団結権付与に関

する分類、⑤人事院の手続の検討）を特

定し、「政府に対し、勧告を実施するた

めの期限付きの行動計画を社会的パート

ナーとともに策定すること」を求めまし

た。これを受けて日本政府と自治労・全

消協は、「ＩＬＯ議長集約にかかる定期

協議」の場で、11回にわたり「消防は警

察同視」の論点を中心に協議を行ってき

ました。しかし、政府は「消防は警察の

職務と同視される」とする見解を繰り返

し、団結権付与については慎重に検討す

るという姿勢を崩しておらず、議論は平

行線となっています。 

21. そのような状況の中、2024年６月、Ｉ

ＬＯ第112回総会において、2018年以来

６年ぶりとなる公務員の労働基本権問題

が基準適用委員会の個別審査にかけられ

ました。当事国の労働者代表として発言

した石上委員長（連合会長代行）は、日

本政府が2018年の個別審査における議長

集約を放置、意図的に無視し続けている

ことを主張の上、2018年の議長集約が指

摘した５つの課題の現状に言及し、日本

の公務員の労働基本権問題の根本的かつ

抜本的な解決にむけた日本政府の誠実な

対応を導くよう、基準適用委員会での討

議と断固とした結論を強く要請しました。

また、労働側代表（ＩＴＵＣ）は、日本

政府に対し、社会的パートナーとの協議

を通じ、2026年までにこの問題を解決す

るためのロードマップと行動計画を早急

に策定し、2024年９月までにＩＬＯ条約

勧告適用専門家委員会に提出することを

求めました。 

  これに対し、日本政府は、①消防職

員・刑事施設職員は警察と同視されるこ

とから、警察職員と同様、団結権を有し

ていないこと、②団結権を与えれば緊急

事態などの対応に支障を来す、③自律的

労使関係制度の構築については、交渉コ

ストの増加や労使交渉の長期化などさま

ざまな問題がある、などの理由をあげ、

「団結権の代償措置として消防職員委員

会制度の定着がはかられている」などと

述べ、依然として制度の維持を前提とす

る従前の主張を繰り返しました。こうし

た日本政府の主張に対して、４ヵ国・２

国際組織の労働側から日本政府を厳しく

非難する発言が行われ、とくに韓国より

消防職員への団結権、団体交渉権の付与

により業務への影響は一切認められず、

日本政府の指摘は国際的な非常識である

という事実に基づいた指摘が行われまし

た。 

22. 最終的に６月14日、基準適用委員会の

個別審査報告書が採択されました。委員

会における議長集約（結論）は、本事案

が長期にわたるものであること、および

直近では、2018年に委員会で議論された

ことについて留意、考慮した上で、日本

政府に対し、消防職員の地位と労働条件

の改善、刑事施設職員における団結権の

あり方、自律的労使関係制度の検討など

に関し、条約に沿って、労働側と使用者

側の団体との協議を行い、2024年９月１

日までに報告書を提出することを要請す

るものとなりました。 

  なお、日本政府は、個別審査の締め括

り発言において「各消防本部における消

防職員委員会の運営状況を適切に把握し

つつ、社会的パートナーを含む関係者と

も協力しながらさらなる運用改善に取り

組んでいく。消防職員委員会を含め、消

防に関する相互の理解を深めるべく、社

会的パートナーとの定期協議を引き続き

行い、一層の意思疎通に努めていきたい」

との考えを述べています。今後、自治

労・全消協は、総務省・消防庁との間に

おいて、消防職員委員会制度の見直しを

はじめとする協議を再開していくことと

なります。 

23. 労働基本権は、公務・民間に関わらず、

すべての労働者に等しく保障されなけれ

ばなりません。日本政府には、ＩＬＯか

らの指摘を受け止め、労働組合と誠実に

対話を行うよう、求めていく必要があり

ます。引き続き、地方公務員の自律的労

使関係制度のための措置や消防職員・刑

事施設職員の団結権などについて、連

合・公務労協と連携しながらＩＬＯ、政

府に対する取り組みを進めます。 
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【自律的労使関係制度と消防職員の団結権

の確立にむけた取り組み】 

19. 民主党政権時における政府による自律

的労使関係制度の措置を盛り込んだ公務

員制度改革関連法案の提出がされて以降、

計３回の議員立法が国会に提出されてき

ましたが、いずれも審議未了、廃案と

なっています。このような経過を踏まえ、

2022年５月、立憲民主党は公務員制度改

革ＰＴを発足させ、検討・議論を経て、

2023年６月16日、国民民主党および社会

民主党とともに、第211回通常国会に

「公務員制度改革関連５法案（国家公務

員法および地方公務員法等の改正法案）」

を共同提出（議員立法）しました。この

法案は、刑事施設職員について、新たに

団結権および協約締結権を有する団体交

渉権を措置するとともに、消防職員につ

いて、民主党政権時の閣法やこれまでの
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引き続き粘り強く取り組みを進めていか

なければなりません。 

20. 公務員の労働基本権の回復、とくにＩ

ＬＯ第87号条約との関係における消防職

員や刑事施設職員への団結権付与などに

ついて、2018年に開催されたＩＬＯ第

107回総会で日本政府に対する11度目の

結社の自由委員会報告・勧告等が採択さ

れました。また、同総会において開催さ

れた基準適用委員会で第87号条約に関す

る個別審査が行われ、議長集約（結論）
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定し、「政府に対し、勧告を実施するた

めの期限付きの行動計画を社会的パート

ナーとともに策定すること」を求めまし

た。これを受けて日本政府と自治労・全

消協は、「ＩＬＯ議長集約にかかる定期

協議」の場で、11回にわたり「消防は警

察同視」の論点を中心に協議を行ってき

ました。しかし、政府は「消防は警察の

職務と同視される」とする見解を繰り返

し、団結権付与については慎重に検討す

るという姿勢を崩しておらず、議論は平

行線となっています。 

21. そのような状況の中、2024年６月、Ｉ

ＬＯ第112回総会において、2018年以来

６年ぶりとなる公務員の労働基本権問題

が基準適用委員会の個別審査にかけられ

ました。当事国の労働者代表として発言
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抜本的な解決にむけた日本政府の誠実な

対応を導くよう、基準適用委員会での討

議と断固とした結論を強く要請しました。

また、労働側代表（ＩＴＵＣ）は、日本

政府に対し、社会的パートナーとの協議

を通じ、2026年までにこの問題を解決す

るためのロードマップと行動計画を早急

に策定し、2024年９月までにＩＬＯ条約

勧告適用専門家委員会に提出することを

求めました。 
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国際組織の労働側から日本政府を厳しく

非難する発言が行われ、とくに韓国より

消防職員への団結権、団体交渉権の付与

により業務への影響は一切認められず、

日本政府の指摘は国際的な非常識である

という事実に基づいた指摘が行われまし

た。 

22. 最終的に６月14日、基準適用委員会の

個別審査報告書が採択されました。委員

会における議長集約（結論）は、本事案

が長期にわたるものであること、および

直近では、2018年に委員会で議論された

ことについて留意、考慮した上で、日本

政府に対し、消防職員の地位と労働条件

の改善、刑事施設職員における団結権の

あり方、自律的労使関係制度の検討など

に関し、条約に沿って、労働側と使用者

側の団体との協議を行い、2024年９月１

日までに報告書を提出することを要請す

るものとなりました。 

  なお、日本政府は、個別審査の締め括

り発言において「各消防本部における消

防職員委員会の運営状況を適切に把握し

つつ、社会的パートナーを含む関係者と

も協力しながらさらなる運用改善に取り

組んでいく。消防職員委員会を含め、消

防に関する相互の理解を深めるべく、社

会的パートナーとの定期協議を引き続き

行い、一層の意思疎通に努めていきたい」

との考えを述べています。今後、自治

労・全消協は、総務省・消防庁との間に

おいて、消防職員委員会制度の見直しを

はじめとする協議を再開していくことと

なります。 

23. 労働基本権は、公務・民間に関わらず、

すべての労働者に等しく保障されなけれ

ばなりません。日本政府には、ＩＬＯか

らの指摘を受け止め、労働組合と誠実に

対話を行うよう、求めていく必要があり

ます。引き続き、地方公務員の自律的労

使関係制度のための措置や消防職員・刑

事施設職員の団結権などについて、連

合・公務労協と連携しながらＩＬＯ、政

府に対する取り組みを進めます。 
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(２) 長時間労働是正と人員確保、安全衛生の推進 
  

【長時間労働是正と労働者の視点による働

き方の改革】 

1. 2024春闘の取り組み報告では、「客観

的な方法（タイムカード、パソコン等）

で勤務時間管理が行われている」単組は

22.6％、「条例・規則に定めた超過勤務

の原則的な上限（月45時間年360時間）

は守られている」単組は9.0％、「他律

的業務の比重が高い部署を必要最小限の

範囲に限定している」単組は8.7％と

なっています。そのような中で、「上限

時間を超えて時間外労働を命じることが

できる特例業務を災害時のみとするなど、

具体的業務に限定している」単組は

26.1％で、2023年を大幅に上回る結果と

なったことは一定評価できるものです。

しかし、時間外労働時間の上限規制の導

入（2019年４月）から５年が経ってもな

お、「他律的業務の比重の高い部署」や

「特例業務」の限定が相当数の自治体で

進んでいない実態となっていることから、

まず単組は組合員の勤務時間の把握を行

い、配置の見直しや業務量に見合った人

員要求につなげていく必要があります。

その上で、特例業務が行われた場合には、

当該勤務にかかる要因の整理、分析・検

証を行い、上限規制の実効性を高めてい

くとともに、職員の健康確保の観点から、

医師の面接指導などを確実に実施させて

いく必要があります。 

2. 2023春闘の取り組み報告では、「36協

定の締結義務職場ではすでにすべて締結」

している単組は31.4％となっており、着

実に増えてきているものの、法令を遵守

すべき自治体の７割で労基法違反の状態

が放置されている状況にあります。労基

法別表第一に該当する事業場においては

36協定が締結されなければ時間外労働を

命じられないということを労使で確認し、

時間外労働の縮減とそれを実現する36協

定の締結にむけて取り組む必要がありま

す。県本部は、各単組の36協定の締結状

況を確認し、締結義務職場において完全

に達成するよう指導力の強化が求められ

ます。 

 

【ワークライフバランスの確保と両立支援】 

3. 国では、2023年８月にフレックスタイ

ムのさらなる柔軟化（ゼロ割振り日の追

加）、11時間の勤務間インターバル確保

の努力義務規定等が勧告・報告され、

2024年３月に人事院規則が改正されまし

た。これを受けて総務省も、フレックス

タイム制の見直しおよび勤務間インター

バルの確保を自治体に促す通知を発出し

ました。 

  自治体での交渉は2024確定闘争から本

格化するものと思われますが、当局主導

で一方的に導入が進まないよう留意が必

要です。まずは適正な労働時間管理と長

時間労働是正、職場の人員体制の確立を

前提とした上で、ワークライフバランス

の実現に資する、職員の希望に基づく割

り振り変更による柔軟な働き方と勤務間

インターバルの確保を求める必要があり

ます。 

【人員確保の取り組み】 

4. 人員確保闘争については、６月を基本

的交渉ゾーンに設定し、６月期以外に取

り組む場合は、県本部ごとに集中期間を

設定することとして取り組みました。６

月期の2023人員確保闘争に取り組んだ単

組は586単組33.8％、また2023確定闘争

での要求単組は856単組53.4％でした。

2023人員確保闘争の前進回答の具体的内

容をみると、人員不足の専門職（技術職、

保育士、獣医師等）などで増員の検討、

新規採用職員の募集時期の前倒しや試験

の回数増などがあげられています。 

  2024春闘においても、賃金・労働条件

と並び、「人員確保」を重点項目に掲げ

て取り組みを進めましたが、「公共サー

ビスの安定的な提供にむけ、必要な人員

を要求した」のは、686単組42.6％と半

数に届いておらず、取り組みの強化が必

要です。 

  公務職場全般での人員不足の状況に加

えて、少子化による労働力人口の減少に

より、すでに公務はもちろん民間とも人

材の争奪戦が始まっています。安定した

地域公共サービスを持続的に提供するた

めには、人員確保は喫緊の課題です。毎

年、春闘期に職場点検を行い、労使で中

途退職の実態を把握するとともに、退職

理由が職場に要因がある場合、職場改善

に取り組みます。そして、春闘段階での

要求に加えて、４月１日の配置状況を踏

まえて、６月の人員確保闘争を中心とし

た交渉に取り組み、必要な人員の確保を

めざしていかなければなりません。 

  あわせて、人員確保の必要性について

世論などにも訴えつつ、人員増を可能と

する財源確保を求めます。 

 

【安全衛生体制の確立と快適職場の確立】 

5. 自治労は毎年７月の安全衛生月間を中

心に、安全衛生委員会の活性化や職場点

検を通じて職場改善に取り組んできまし

た。2023年度の取り組み集約状況では、

労働安全衛生委員会の設置は「すべての

職場で設置」「設置義務のある職場では

設置」は784単組88％でしたが、委員会

の開催は「年１～４回」が約半数を占め、

労働安全衛生規則の規定通り「月１回以

上」開催されているのは３割に満たない

結果となっています。委員会は、労働災

害防止にむけて、労使が対等の立場で継

続的に議論し、取り組みができる場です。

これを活用し、毎月定期的に委員会を開

催し、各職場での毎月の時間外労働の実

態や、ハラスメント等職場における課題

の把握を行い、労働者の意見を踏まえた

職場改善につなげていく必要があります。 

6. 本部は、県本部の労働安全衛生担当者

の育成のため、２月７～８日に労働安全

衛生講座、８日に労働安全衛生担当者会

議を開催しました。労働安全衛生講座の

一部は、学習動画としても発信しました。

各単組において７月の労働安全衛生月間

の取り組みを推進し、通年の取り組みの

構築にむけて、県本部担当者による取り

組みの支援が重要です。 

 

【労働災害・公務災害補償制度の拡充と、

職場の健康と安全を確保する取り組み】 

7. 地方公務員災害補償基金支部・政令市

支部審査会に労働側から選出されている

参与を対象に、地方公務員災害補償基金
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(２) 長時間労働是正と人員確保、安全衛生の推進 
  

【長時間労働是正と労働者の視点による働

き方の改革】 

1. 2024春闘の取り組み報告では、「客観

的な方法（タイムカード、パソコン等）

で勤務時間管理が行われている」単組は

22.6％、「条例・規則に定めた超過勤務

の原則的な上限（月45時間年360時間）

は守られている」単組は9.0％、「他律

的業務の比重が高い部署を必要最小限の

範囲に限定している」単組は8.7％と

なっています。そのような中で、「上限

時間を超えて時間外労働を命じることが

できる特例業務を災害時のみとするなど、

具体的業務に限定している」単組は

26.1％で、2023年を大幅に上回る結果と

なったことは一定評価できるものです。

しかし、時間外労働時間の上限規制の導

入（2019年４月）から５年が経ってもな

お、「他律的業務の比重の高い部署」や

「特例業務」の限定が相当数の自治体で

進んでいない実態となっていることから、

まず単組は組合員の勤務時間の把握を行

い、配置の見直しや業務量に見合った人

員要求につなげていく必要があります。

その上で、特例業務が行われた場合には、

当該勤務にかかる要因の整理、分析・検

証を行い、上限規制の実効性を高めてい

くとともに、職員の健康確保の観点から、

医師の面接指導などを確実に実施させて

いく必要があります。 

2. 2023春闘の取り組み報告では、「36協

定の締結義務職場ではすでにすべて締結」

している単組は31.4％となっており、着

実に増えてきているものの、法令を遵守

すべき自治体の７割で労基法違反の状態

が放置されている状況にあります。労基

法別表第一に該当する事業場においては

36協定が締結されなければ時間外労働を

命じられないということを労使で確認し、

時間外労働の縮減とそれを実現する36協

定の締結にむけて取り組む必要がありま

す。県本部は、各単組の36協定の締結状

況を確認し、締結義務職場において完全

に達成するよう指導力の強化が求められ

ます。 

 

【ワークライフバランスの確保と両立支援】 

3. 国では、2023年８月にフレックスタイ

ムのさらなる柔軟化（ゼロ割振り日の追

加）、11時間の勤務間インターバル確保

の努力義務規定等が勧告・報告され、

2024年３月に人事院規則が改正されまし

た。これを受けて総務省も、フレックス

タイム制の見直しおよび勤務間インター

バルの確保を自治体に促す通知を発出し

ました。 

  自治体での交渉は2024確定闘争から本

格化するものと思われますが、当局主導

で一方的に導入が進まないよう留意が必

要です。まずは適正な労働時間管理と長

時間労働是正、職場の人員体制の確立を

前提とした上で、ワークライフバランス

の実現に資する、職員の希望に基づく割

り振り変更による柔軟な働き方と勤務間

インターバルの確保を求める必要があり

ます。 

【人員確保の取り組み】 

4. 人員確保闘争については、６月を基本

的交渉ゾーンに設定し、６月期以外に取

り組む場合は、県本部ごとに集中期間を

設定することとして取り組みました。６

月期の2023人員確保闘争に取り組んだ単

組は586単組33.8％、また2023確定闘争

での要求単組は856単組53.4％でした。

2023人員確保闘争の前進回答の具体的内

容をみると、人員不足の専門職（技術職、

保育士、獣医師等）などで増員の検討、

新規採用職員の募集時期の前倒しや試験

の回数増などがあげられています。 

  2024春闘においても、賃金・労働条件

と並び、「人員確保」を重点項目に掲げ

て取り組みを進めましたが、「公共サー

ビスの安定的な提供にむけ、必要な人員

を要求した」のは、686単組42.6％と半

数に届いておらず、取り組みの強化が必

要です。 

  公務職場全般での人員不足の状況に加

えて、少子化による労働力人口の減少に

より、すでに公務はもちろん民間とも人

材の争奪戦が始まっています。安定した

地域公共サービスを持続的に提供するた

めには、人員確保は喫緊の課題です。毎

年、春闘期に職場点検を行い、労使で中

途退職の実態を把握するとともに、退職

理由が職場に要因がある場合、職場改善

に取り組みます。そして、春闘段階での

要求に加えて、４月１日の配置状況を踏

まえて、６月の人員確保闘争を中心とし

た交渉に取り組み、必要な人員の確保を

めざしていかなければなりません。 

  あわせて、人員確保の必要性について

世論などにも訴えつつ、人員増を可能と

する財源確保を求めます。 

 

【安全衛生体制の確立と快適職場の確立】 

5. 自治労は毎年７月の安全衛生月間を中

心に、安全衛生委員会の活性化や職場点

検を通じて職場改善に取り組んできまし

た。2023年度の取り組み集約状況では、

労働安全衛生委員会の設置は「すべての

職場で設置」「設置義務のある職場では

設置」は784単組88％でしたが、委員会

の開催は「年１～４回」が約半数を占め、

労働安全衛生規則の規定通り「月１回以

上」開催されているのは３割に満たない

結果となっています。委員会は、労働災

害防止にむけて、労使が対等の立場で継

続的に議論し、取り組みができる場です。

これを活用し、毎月定期的に委員会を開

催し、各職場での毎月の時間外労働の実

態や、ハラスメント等職場における課題

の把握を行い、労働者の意見を踏まえた

職場改善につなげていく必要があります。 

6. 本部は、県本部の労働安全衛生担当者

の育成のため、２月７～８日に労働安全

衛生講座、８日に労働安全衛生担当者会

議を開催しました。労働安全衛生講座の

一部は、学習動画としても発信しました。

各単組において７月の労働安全衛生月間

の取り組みを推進し、通年の取り組みの

構築にむけて、県本部担当者による取り

組みの支援が重要です。 

 

【労働災害・公務災害補償制度の拡充と、

職場の健康と安全を確保する取り組み】 

7. 地方公務員災害補償基金支部・政令市

支部審査会に労働側から選出されている

参与を対象に、地方公務員災害補償基金
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支部労働側参与会議を開催しました。全

国の公務災害認定の現状や課題の共有を

行うとともに、地公災制度の問題点と審

査会審理における労働側参与の役割を確

認しました。 

  公務災害の認定を勝ち取るためには、

認定請求時から労働組合が積極的に関与

し、公務災害認定にむけて取り組むこと

が重要です。自治労「公務災害認定への

取り組みマニュアル」の活用をはじめ、

毎年の参与会議で最新の情報を得て対応

していく必要があります。 

 

【ハラスメント、メンタルヘルス対策の構築】 

8. 2021年８月に公表した「職場における

迷惑行為、悪質クレームに関する調査」

結果から、多くの公務職場でカスタマー

ハラスメントが発生していることが明ら

かになりました。これを受けて、本部は、

「自治労カスタマーハラスメント対策研

究会」を設置し、労働法や安全衛生、自

治体行政の専門家、弁護士、組合役員の

参加を得て、2023年２月に「カスタマー

ハラスメントのない良好な職場をめざし

て～予防・対応マニュアル～」を作成し

ました。このマニュアルを参考に、すべ

ての自治体職場でカスハラの実態を把握

し、その実態に沿った対策を求めていか

なければなりません。2024春闘では、カ

スタマーハラスメント対策等の推進を重

点課題の一つに掲げ取り組みを推進しま

したが、「カスハラの防止にむけて対策

を講ずるよう要求した」単組は627単組

38.9％で、前進回答は133単組21.2％と

なりました。引き続き、全単組での要求

書の提出をめざし、前進回答があった単

組での具体的な対策について情報収集を

はかり、好事例の共有を進めていく必要

があります。 

9. カスハラ防止対策について、政党をは

じめ、さまざまな関係機関との意見交換

を行ってきました。現在はカスハラ防止

の法律上の措置義務はありませんが、連

合や他産別と連携し、カスタマーハラス

メント防止の措置義務の法制化にむけて、

取り組みを進めていきます。 

10. 総務省「地方公共団体における各種ハ

ラスメント対策の取組状況調査」では、

2023年６月１日時点で、パワハラ、セク

ハラ、マタハラの防止のための措置は、

すべての都道府県および指定都市では措

置が講じられているものの、１割超の市

区町村では、いまだ必要な措置が講じら

れていません。未措置の自治体について

は、研修の実施や相談体制の整備など必

要な体制を各自治体に要求する必要があ

ります。 

11. 能登半島地震の発災に伴い、被災自治

体の職員に加え、全国各地からの行政支

援で派遣される職員のメンタルケア対策

として、本部は「惨事ストレスとメンタ

ルケア 災害支援参加のあなたへ 必読

書」「災害対応職員 1000時間後のあな

たへ 現実への帰還のために 必読書」

を改訂し、データ配布しました。 

  発災から約８ヵ月が経過し、継続して

被災地対応にあたってきた職員にとって

は心身の疲労が懸念されます。引き続き、

当局に対し、ストレスチェックの実施な

ど、職員の健康状態の把握と対策に取り

組むよう求めていく必要があります。今

後、被災自治体のニーズを把握し、必要

なメンタルヘルスケアの方策を探ってい

きます。 

 

【地方公務員共済組合制度に関する取り組み】 

12. 自治体等で勤務する短時間労働者の公

務員共済の短期給付の適用に関し、自治

体や各共済組合のシステム改修や業務量

増大に対応する人員の確保を含む体制整

備と必要な財源の確保を求めて、市町村

共済協議会とも連携し、必要な対策を進

めてきました。今後も、マイナンバー

カードに関する対応をはじめ、各種業務

対応を注視し、共済組合の過重な負担と

なる場合には、省庁などに対し必要な対

策を求めていきます。 

13. 地方公務員共済組合連合会等の年金積

立金の運用については、運営審議会や地

方公務員共済資金運用委員会において、

安全性・確実性を優先する観点から、経

過的長期給付積立金へのオルタナティブ

投資について慎重な対応を求めてきまし

た。政府は、経済の成長と国民の資産所

得の増加をはかるとして、「資産運用立

国実現プラン」を掲げていますが、引き

続き、組合員の立場から、安全性・確実

性を優先するよう意見反映をしていく必

要があります。 

  また、地共連の投資については、社会

的責任投資を進めるためにも、ＥＳＧ投

資の拡大を求めてきました。地共連は、

組合員の利益のために長期的な収益を確

保する観点から、ＥＳＧ（環境、社会、

ガバナンス）を考慮した投資に取り組む

ことが重要であると考え、2024年５月に

責任投資原則（ＰＲＩ）に署名しました。

人権尊重や環境保護、労働者保護、女性

の活躍などを重視した社会の実現にむけ

て、引き続き、ＥＳＧを考慮した社会的

責任投資（ＳＲＩ）の拡大への意見反映

を進めます。 

 
(３) 安定雇用の実現と公正なワークルールの確立 
  

【会計年度任用職員の処遇改善】 

1. 2023確定闘争では、地方自治法改正を

受けた会計年度任用職員に対する勤勉手

当支給のための条例改正と、総務省通知

を踏まえた遡及改定が焦点となりました。 

  勤勉手当にかかる交渉結果では、常勤

同様の支給月数とした単組が要求単組比

５割を上回ったものの、条例改正時期、

支給月数について妥結できずに継続協議

となった単組も３割弱ありました。改定

時期について、４月遡及を勝ち取った単

組は引き上げ単組比６割強、2024年度か

らが３割弱、継続協議とした単組も約１

割ありました。 

  遡及改定については、財源等を理由に

後ろ向きの姿勢を見せる当局が多く、本

部としても総務省対策を強めました。11

月10日に2024年度補正予算が閣議決定さ

れ、総務省が同日付けで給与改定にかか

る一般財源所要額について通知を示した

ことから、これを材料に引き続き交渉・

協議を行い、前進をはかった単組も一定

数ありましたが、財源が示されてもなお

遡及改定を勝ち取れなかった単組も多く

あったことについては課題が残りました。 

2. 2024春闘でもこの２点について継続課
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支部労働側参与会議を開催しました。全
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行うとともに、地公災制度の問題点と審

査会審理における労働側参与の役割を確

認しました。 

  公務災害の認定を勝ち取るためには、

認定請求時から労働組合が積極的に関与
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参加を得て、2023年２月に「カスタマー

ハラスメントのない良好な職場をめざし

て～予防・対応マニュアル～」を作成し

ました。このマニュアルを参考に、すべ

ての自治体職場でカスハラの実態を把握

し、その実態に沿った対策を求めていか

なければなりません。2024春闘では、カ

スタマーハラスメント対策等の推進を重

点課題の一つに掲げ取り組みを推進しま

したが、「カスハラの防止にむけて対策

を講ずるよう要求した」単組は627単組

38.9％で、前進回答は133単組21.2％と

なりました。引き続き、全単組での要求

書の提出をめざし、前進回答があった単

組での具体的な対策について情報収集を

はかり、好事例の共有を進めていく必要

があります。 

9. カスハラ防止対策について、政党をは

じめ、さまざまな関係機関との意見交換

を行ってきました。現在はカスハラ防止
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合や他産別と連携し、カスタマーハラス

メント防止の措置義務の法制化にむけて、

取り組みを進めていきます。 

10. 総務省「地方公共団体における各種ハ

ラスメント対策の取組状況調査」では、

2023年６月１日時点で、パワハラ、セク

ハラ、マタハラの防止のための措置は、

すべての都道府県および指定都市では措

置が講じられているものの、１割超の市

区町村では、いまだ必要な措置が講じら

れていません。未措置の自治体について

は、研修の実施や相談体制の整備など必

要な体制を各自治体に要求する必要があ

ります。 

11. 能登半島地震の発災に伴い、被災自治

体の職員に加え、全国各地からの行政支

援で派遣される職員のメンタルケア対策

として、本部は「惨事ストレスとメンタ

ルケア 災害支援参加のあなたへ 必読

書」「災害対応職員 1000時間後のあな

たへ 現実への帰還のために 必読書」

を改訂し、データ配布しました。 

  発災から約８ヵ月が経過し、継続して

被災地対応にあたってきた職員にとって

は心身の疲労が懸念されます。引き続き、

当局に対し、ストレスチェックの実施な

ど、職員の健康状態の把握と対策に取り

組むよう求めていく必要があります。今

後、被災自治体のニーズを把握し、必要

なメンタルヘルスケアの方策を探ってい

きます。 

 

【地方公務員共済組合制度に関する取り組み】 

12. 自治体等で勤務する短時間労働者の公

務員共済の短期給付の適用に関し、自治

体や各共済組合のシステム改修や業務量

増大に対応する人員の確保を含む体制整

備と必要な財源の確保を求めて、市町村

共済協議会とも連携し、必要な対策を進

めてきました。今後も、マイナンバー

カードに関する対応をはじめ、各種業務

対応を注視し、共済組合の過重な負担と

なる場合には、省庁などに対し必要な対

策を求めていきます。 

13. 地方公務員共済組合連合会等の年金積

立金の運用については、運営審議会や地

方公務員共済資金運用委員会において、

安全性・確実性を優先する観点から、経

過的長期給付積立金へのオルタナティブ

投資について慎重な対応を求めてきまし

た。政府は、経済の成長と国民の資産所

得の増加をはかるとして、「資産運用立

国実現プラン」を掲げていますが、引き

続き、組合員の立場から、安全性・確実

性を優先するよう意見反映をしていく必

要があります。 

  また、地共連の投資については、社会

的責任投資を進めるためにも、ＥＳＧ投

資の拡大を求めてきました。地共連は、

組合員の利益のために長期的な収益を確

保する観点から、ＥＳＧ（環境、社会、

ガバナンス）を考慮した投資に取り組む

ことが重要であると考え、2024年５月に

責任投資原則（ＰＲＩ）に署名しました。

人権尊重や環境保護、労働者保護、女性
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責任投資（ＳＲＩ）の拡大への意見反映

を進めます。 

 
(３) 安定雇用の実現と公正なワークルールの確立 
  

【会計年度任用職員の処遇改善】 

1. 2023確定闘争では、地方自治法改正を

受けた会計年度任用職員に対する勤勉手

当支給のための条例改正と、総務省通知

を踏まえた遡及改定が焦点となりました。 

  勤勉手当にかかる交渉結果では、常勤

同様の支給月数とした単組が要求単組比

５割を上回ったものの、条例改正時期、

支給月数について妥結できずに継続協議

となった単組も３割弱ありました。改定

時期について、４月遡及を勝ち取った単

組は引き上げ単組比６割強、2024年度か

らが３割弱、継続協議とした単組も約１
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後ろ向きの姿勢を見せる当局が多く、本

部としても総務省対策を強めました。11

月10日に2024年度補正予算が閣議決定さ

れ、総務省が同日付けで給与改定にかか

る一般財源所要額について通知を示した
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協議を行い、前進をはかった単組も一定
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遡及改定を勝ち取れなかった単組も多く
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題として取り組んだ結果、月例給および

期末手当の改定、勤勉手当の支給を可能

とする条例改正、いずれにおいても協議

中の単組が減少し、月例給の引き上げや

条例の改正を勝ち取った単組が大幅に増

加したことは、県本部・単組の粘り強い

交渉の成果といえます。 

  遡及改定未実施や、勤勉手当の支給月

数が常勤職員未満となるなど課題を残し

た単組は、常勤職員同様の対応がはから

れるよう2024確定闘争での再交渉が必要

です。

 
(４) 地方自治の確立と質の高い公共サービスの推進 
  

【地方自治確立の取り組み】 

1. ６月19日、改正地方自治法が成立しま

した。改正内容は、①公金収納事務のデ

ジタル化、②地域での生活サービス提供

にかかる多様な主体との連携強化、③大

規模災害や感染症まん延時などにおいて、

国の地方に対する「補充的な指示」を可

能とするという３点からなります。①デ

ジタル化については、自治体情報システ

ムの標準化がすでに大きな負担となって

いる自治体に対する新たな負担となりか

ねません。②多様な主体との連携におい

ては、地域での生活サービス提供を行う

市民団体等に対し、首長判断により行政

財産の貸与や随意契約での事務委託が可

能となることから、現行の指定管理者制

度より恣意的な運用を招きかねません。

③国による「補充的指示」は、大規模な

災害、感染症のまん延など、その被害が

国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に

おいて、自治体は国の指示に従うとする

ものです。これは自治体に対する国の関

与を必要最小限度にとどめるという従来

の「一般ルール」を超えるものであり、

地方分権に逆行する内容です。第33次地

方制度調査会において、法改正にかかる

議論が開始されて以降、これらの問題点

について総務省また各政党に対し強く指

摘を行ってきましたが、極めて残念なが

ら与党側の強硬な姿勢により、法案は大

幅な修正もなく可決されました。 

2. しかし、国会審議において、岸まきこ

参議院議員により「指示の対象が自治事

務である場合、代執行はできない」こと、

また「実情を踏まえ対応が可能となるよ

う自治体の声を伺いながら各府省取り組

む」旨の政府答弁を引き出すとともに、

衆議院では11項目、参議院では15項目か

らなる附帯決議を勝ち取りました。附帯

決議では補充的指示に際して、自治体へ

の速やかな周知と事前調整、事後検証な

どを行うこととされています。今後、こ

れらの内容を踏まえた制度運用が確保さ

れるのか、引き続き警戒を怠らない取り

組みが求められます。 

3. また、地域での生活サービス提供を行

う市民団体等に対する、市町村長判断に

基づく随意契約での事務委託については、

恣意的な運用が行われないよう総務省の

動向や自治体における制度運用状況を厳

しく監視していく必要があります。 

4. 一方、一部の自治体では、地方自治法

99条に基づく議会意見書の採択において、

地方自治法の改正内容を批判するなど、

率先した取り組みも見られました。地方

財政の確立にかかる議会意見書採択の取

り組みは全国的に減少傾向にあるため、

日頃からの地方自治の確立にむけた取り

組みを改めて活性化する必要があります。 

 

【質の高い公共サービスの提供への取り組み】 

5. 自治体業務が対人性の高い職務である

ことに鑑みて、「公共サービスにもっと

投資を！」キャンペーンや、必要な人件

費が確保されるよう政府予算要請行動に

取り組みました。地方財政計画上は、人

員増を見込んだ予算編成がされています

が、公務における人員不足の解消や処遇

改善の必要性はさらに高まりつつあるこ

とから、引き続き春闘期における大衆行

動や政府・政党対策を強化する必要があ

ります。 

 

【地方財政の確立と税制改革】 

6. より多様化する行政ニーズの高まりを

受け、本部として地方財政計画における

地方一般財源総額の拡充を求め、政府、

政党、地方三団体に対する要求行動を展

開しました。結果として、2025年度政府

予算における2024年度水準の確保と、賃

金と物価の好循環を支えるための行財政

基盤の強化などが骨太方針上、明記され

ました。2025年度以降も持続可能な行政

サービスを支えるための予算措置が行わ

れるよう、継続的な取り組みが求められ

ます。 

7. 「ふるさと納税」については、居住地

課税の原則から逸脱する等の観点から廃

止を求めていますが、社会的には制度が

定着しつつあります。しかし、自治体間

での税源の奪い合い、財源の不安定性を

招いていることから、引き続き、有識者

などとの連携を強めながら、より広範に

訴える必要があります。 

8. 「森林環境譲与税」については、この

間、森林面積の譲与基準を引き上げるよ

う求めてきましたが、2024年度より森林

面積に対する譲与基準を５％引き上げ、

人口割合を５％引き下げることとなりま

した。その効果や自治体側の反応につい

て検証しながら、今後の制度改善のあり

方についての検討が求められます。 

 

【行政のデジタル化への対応】 

9. 自治体ＤＸをめぐっては、自治体情報

システムの標準化、マイナンバーカード

と健康保険証の一体化、戸籍へのふりが

な登録など、国の主導において矢継ぎ早

に自治体での対応が求められています。

デジタル・ガバメント化対策委員会にお

いて職場ヒアリングを行い、国への意

見・要望を集約し、協力国会議員団に報

告を行いながら、総務省への申し入れな

どを行いました。ＤＸ化は今後も継続的

に推進されることから、引き続き、デジ

タル庁および所管省庁への対応が求めら

れます。今後も、現場における課題や要

望を随時把握し、省庁対策に結び付けて

いく必要があります。 

 

【カーボンニュートラルの実現】 

10. 気候変動問題の解決と地域経済の発展

を両立させるためには、自治体における

官民連携に基づく、地域からのカーボン

ニュートラルの取り組みが不可欠です。

このため、本部では企業における環境活

－ 14 －



題として取り組んだ結果、月例給および
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です。
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組みが求められます。 

3. また、地域での生活サービス提供を行

う市民団体等に対する、市町村長判断に

基づく随意契約での事務委託については、

恣意的な運用が行われないよう総務省の

動向や自治体における制度運用状況を厳

しく監視していく必要があります。 

4. 一方、一部の自治体では、地方自治法

99条に基づく議会意見書の採択において、

地方自治法の改正内容を批判するなど、

率先した取り組みも見られました。地方

財政の確立にかかる議会意見書採択の取

り組みは全国的に減少傾向にあるため、

日頃からの地方自治の確立にむけた取り

組みを改めて活性化する必要があります。 

 

【質の高い公共サービスの提供への取り組み】 

5. 自治体業務が対人性の高い職務である

ことに鑑みて、「公共サービスにもっと

投資を！」キャンペーンや、必要な人件

費が確保されるよう政府予算要請行動に

取り組みました。地方財政計画上は、人

員増を見込んだ予算編成がされています

が、公務における人員不足の解消や処遇

改善の必要性はさらに高まりつつあるこ

とから、引き続き春闘期における大衆行

動や政府・政党対策を強化する必要があ

ります。 

 

【地方財政の確立と税制改革】 

6. より多様化する行政ニーズの高まりを

受け、本部として地方財政計画における

地方一般財源総額の拡充を求め、政府、

政党、地方三団体に対する要求行動を展

開しました。結果として、2025年度政府

予算における2024年度水準の確保と、賃

金と物価の好循環を支えるための行財政

基盤の強化などが骨太方針上、明記され

ました。2025年度以降も持続可能な行政

サービスを支えるための予算措置が行わ

れるよう、継続的な取り組みが求められ

ます。 

7. 「ふるさと納税」については、居住地

課税の原則から逸脱する等の観点から廃

止を求めていますが、社会的には制度が

定着しつつあります。しかし、自治体間

での税源の奪い合い、財源の不安定性を

招いていることから、引き続き、有識者

などとの連携を強めながら、より広範に

訴える必要があります。 

8. 「森林環境譲与税」については、この

間、森林面積の譲与基準を引き上げるよ

う求めてきましたが、2024年度より森林

面積に対する譲与基準を５％引き上げ、

人口割合を５％引き下げることとなりま

した。その効果や自治体側の反応につい

て検証しながら、今後の制度改善のあり

方についての検討が求められます。 

 

【行政のデジタル化への対応】 

9. 自治体ＤＸをめぐっては、自治体情報

システムの標準化、マイナンバーカード

と健康保険証の一体化、戸籍へのふりが

な登録など、国の主導において矢継ぎ早

に自治体での対応が求められています。

デジタル・ガバメント化対策委員会にお

いて職場ヒアリングを行い、国への意

見・要望を集約し、協力国会議員団に報

告を行いながら、総務省への申し入れな

どを行いました。ＤＸ化は今後も継続的

に推進されることから、引き続き、デジ

タル庁および所管省庁への対応が求めら

れます。今後も、現場における課題や要

望を随時把握し、省庁対策に結び付けて

いく必要があります。 

 

【カーボンニュートラルの実現】 

10. 気候変動問題の解決と地域経済の発展

を両立させるためには、自治体における

官民連携に基づく、地域からのカーボン

ニュートラルの取り組みが不可欠です。

このため、本部では企業における環境活

－ 15 －



動を学ぶための場を他産別間において設

置し、環境政策の豊富化にむけて取り組

みを進めています。 

  地域における再生可能エネルギーの積

極的導入やカーボンニュートラルを実現

する中での公正な移行等にむけた新たな

方針の確立が求められます。 

 

【地域公共交通の維持・発展】 

11. 生産年齢人口減や生活様式の変化によ

る利用者の減少に加え、コロナによる影

響、エネルギーや資材の高騰など、公共

交通を取り巻く環境は厳しさを増してい

ます。また、自動車運転者の労働時間規

制（改善基準告示）の施行と、それに付

随する「2024年問題」によりバス運転者

不足はより深刻となり、こうした状況も

相まって多くの路線が廃止・減便・縮小

され、地方ローカル鉄道の存続問題も顕

在化して地域住民の生活や移動に深刻な

影響を及ぼしています。 

  都市交評は各交通事業の状況把握に努

め個別対策を進めるとともに、「地方自

治における公共交通のあり方を考える議

員懇談会」や省庁要請行動等を通じてコ

ロナ特別減収企業債（コロナ企業債）の

償還期間の延長、損失補填に対する新た

な財政支援、人員を確保するための実効

性のある施策などを求めてきました。コ

ロナ企業債については2023年度で終了し、

2024年度からは新たに交通事業債（経営

改善推進事業）が創設されましたが、こ

の制度の利用は、運賃制度の見直しや民

間バスとの共同経営などの経営改善に取

り組むことが発行対象となり、コロナ企

業債以上に活用しにくいものとなってい

ます。一般会計からの繰り入れや自治体

への特別交付税の増額など、即効性のあ

る施策強化が強く求められています。 

12. 利用者数がコロナ禍前に戻りきらない

中、バス運転者をはじめ交通事業従事者

不足による減便や路線の再編・統合に歯

止めがかかっていません。地域の足とし

て持続可能な公共交通を存続・発展させ

るためには、賃金・労働条件、職場環境

を大幅に改善し、魅力ある職場・業種に

変えていくことが極めて重要な課題であ

り、そのための国や自治体からの支援強

化が強く求められています。 

 

【自治研活動の活性化】 

13. 自治労は住民の地方自治を守り、民主

主義を発展させるための運動として、自

治研活動に取り組んできました。近年は

職場の多忙化や組合離れなどにより、自

治研活動にむけられる意識も薄れつつあ

ります。加えて、新型コロナウイルス感

染症への画一的な対応やＤＸ推進など、

自治体の実情を無視した中央集権的施策

が矢継ぎ早に行われたことにより、地域

や職場から自治の力が奪われることにつ

ながりました。このような流れは、住民

に最も近い場所において地方自治を実践

する労働者として強い危機感を抱きます。

地方分権・地方自治の今日的な意義を問

い直す場として、自治研の再構築が求め

られます。 

14. 10月４～５日に「結びつなげる！ し

まね自治研」をサブテーマに第40回地方

自治研究全国集会（しまね自治研）を開

催します。本集会では、わかりにくいと

評されることの多い自治研が、具体的な

実践を通して参加者に見える・触れられ

るよう、さまざまなイベントを展開しま

す。また、自治研への結集力を高められ

るよう、大規模集会がもつ魅力の一つで

ある参加者同士の実践交流を促す集会づ

くりを、自治研中央推進委員および開催

県本部である島根県本部と連携し進めま

す。 

15. しまね自治研にむけた機運醸成の一環

として、２ヵ月ごとに「カウントダウン

セミナー」を開催し、自治研の本質的な

テーマをもとに、明日につながる仕事と

の向き合い方、自治研の活用方法を学び

合う機会としてきました。過去５回の開

催における参加者は通算400人を超え、

気軽に自治研に触れ学び合える場として

ニーズに応えることができています。自

治研のフィールドにおいて、組合員の自

主的な学びに応えるセミナーを、年間を

通じ企画・運営していくことは、今後の

自治研の成長戦略の要になるといえます。 

16. 1951年の創刊以来、自治研活動の情報

誌として発行を続けてきた「月刊自治研」

は、資材の高騰および定期購読者数の減

少により近年、赤字での発行が続いてき

ました。定期購読料の値上げに踏み切っ

た2022年以降は独自採算を維持していま

すが、定期購読者数の減少には歯止めが

かかっていません。2024年５月号からは

電子書籍での取り扱いを開始し、より幅

広い読者層にむけた販売促進を展開して

います。引き続き、読まれる誌面づくり

に注力していくとともに、未購読単組の

解消、電子書籍等を活用した新規購読者

の開拓に取り組んでいく必要があります。 

17. 自治研では2014年から、若手組合員の

参加促進による組織強化をめざしＵＮＤ

ＥＲ35の取り組みを展開しています。

2023年９月には「第４回自治研ＵＮＤＥ

Ｒ35全国集会 in 高知」を開催し、普段、

自治研活動に携わったことのない若年層

とともに、組合活動の自由さ、幅広さに

触れてもらうことができました。しまね

自治研では、ＵＮＤＥＲ35の取り組みを

発展させ、地元大学生を対象に、次世代

の公務の魅力について、自治労組合員と

ともに考えるイベントを開催します。こ

のような取り組みが、県本部や単組の自

治研活動へと波及し、自治研活動が活性

化するようサポート体制を構築していく

ことが重要となってきます。

 
(５) 安心・安全・信頼の社会保障制度改革の推進 
  

【持続可能な社会保障制度の確立】 

1. 持続可能な社会保障制度を確立するた

めには、関係する労働者の処遇改善が不

可欠なことから、連合「医療・福祉部門

連絡会」に結集し、厚生労働省への要請

やヒアリング等を行いながら、人員確保

や処遇改善、医療・介護サービスの質の

向上にむけて取り組みました。コロナ禍

を経て、ようやく対面参加が基本となっ

た「医療・介護フェス」、また産別間交

流による医薬品・医療機器製造見学など

にも積極的に参加しており、今後もより

広範な連帯や社会的なアピールを意識し

た運動の構築が求められます。 
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動を学ぶための場を他産別間において設

置し、環境政策の豊富化にむけて取り組

みを進めています。 
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方針の確立が求められます。 

 

【地域公共交通の維持・発展】 
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自治体の実情を無視した中央集権的施策

が矢継ぎ早に行われたことにより、地域

や職場から自治の力が奪われることにつ
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い直す場として、自治研の再構築が求め

られます。 

14. 10月４～５日に「結びつなげる！ し

まね自治研」をサブテーマに第40回地方

自治研究全国集会（しまね自治研）を開

催します。本集会では、わかりにくいと

評されることの多い自治研が、具体的な

実践を通して参加者に見える・触れられ

るよう、さまざまなイベントを展開しま

す。また、自治研への結集力を高められ

るよう、大規模集会がもつ魅力の一つで

ある参加者同士の実践交流を促す集会づ

くりを、自治研中央推進委員および開催

県本部である島根県本部と連携し進めま

す。 

15. しまね自治研にむけた機運醸成の一環

として、２ヵ月ごとに「カウントダウン

セミナー」を開催し、自治研の本質的な

テーマをもとに、明日につながる仕事と

の向き合い方、自治研の活用方法を学び

合う機会としてきました。過去５回の開

催における参加者は通算400人を超え、

気軽に自治研に触れ学び合える場として

ニーズに応えることができています。自

治研のフィールドにおいて、組合員の自

主的な学びに応えるセミナーを、年間を

通じ企画・運営していくことは、今後の

自治研の成長戦略の要になるといえます。 

16. 1951年の創刊以来、自治研活動の情報

誌として発行を続けてきた「月刊自治研」

は、資材の高騰および定期購読者数の減

少により近年、赤字での発行が続いてき

ました。定期購読料の値上げに踏み切っ

た2022年以降は独自採算を維持していま

すが、定期購読者数の減少には歯止めが

かかっていません。2024年５月号からは

電子書籍での取り扱いを開始し、より幅

広い読者層にむけた販売促進を展開して

います。引き続き、読まれる誌面づくり

に注力していくとともに、未購読単組の

解消、電子書籍等を活用した新規購読者

の開拓に取り組んでいく必要があります。 

17. 自治研では2014年から、若手組合員の

参加促進による組織強化をめざしＵＮＤ

ＥＲ35の取り組みを展開しています。

2023年９月には「第４回自治研ＵＮＤＥ

Ｒ35全国集会 in 高知」を開催し、普段、

自治研活動に携わったことのない若年層

とともに、組合活動の自由さ、幅広さに

触れてもらうことができました。しまね

自治研では、ＵＮＤＥＲ35の取り組みを

発展させ、地元大学生を対象に、次世代

の公務の魅力について、自治労組合員と

ともに考えるイベントを開催します。こ

のような取り組みが、県本部や単組の自

治研活動へと波及し、自治研活動が活性

化するようサポート体制を構築していく

ことが重要となってきます。

 
(５) 安心・安全・信頼の社会保障制度改革の推進 
  

【持続可能な社会保障制度の確立】 

1. 持続可能な社会保障制度を確立するた

めには、関係する労働者の処遇改善が不

可欠なことから、連合「医療・福祉部門

連絡会」に結集し、厚生労働省への要請

やヒアリング等を行いながら、人員確保

や処遇改善、医療・介護サービスの質の

向上にむけて取り組みました。コロナ禍

を経て、ようやく対面参加が基本となっ

た「医療・介護フェス」、また産別間交

流による医薬品・医療機器製造見学など

にも積極的に参加しており、今後もより

広範な連帯や社会的なアピールを意識し

た運動の構築が求められます。 
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2. 2024年度政府予算における地方のこど

も・子育て政策においては、地方単独事

業に対して1,000億円が増額され、地方

独自の取り組みを促す施策がとられまし

た。社会保障に関する地方単独事業の拡

充は、この間、政府予算要請行動におい

て、強く求めてきたものです。社会保険

制度に負担を求める財源確保のあり方に

ついては問題がありますが、地方の独自

性を意識した財源措置については、今後

も継続されるよう取り組む必要がありま

す。 

 

【公的年金制度の改革にむけた取り組み】 

3. 連合は「社会保障構想」の見直しとし

て、働き方に中立的な社会保険制度等の

あり方を基本に、公的年金制度の改革と

して第３号被保険者の見直しを提起して

います。今後、各産別に対して組織的な

討議が求められることから、政策担当者

会議などを配置しながら、自治労として

の考え方について検討を進める必要があ

ります。 

 

【日本版ＤＢＳの導入・法制化における対応】 

4. 「学校設置者等及び民間教育保育等事

業者による児童対象性暴力等の防止等の

ための措置に関する法律」（日本版ＤＢ

Ｓ法）が成立しました。子どもへの暴力

は断じて許されるものではありません。

しかし、性犯罪歴がある者に加え、性犯

罪歴がない者でも「性加害のおそれ」が

あると認められる場合、事業者に配置転

換等の安全確保措置が義務付けられてい

ます。この措置については、情報開示に

等しい配置転換となり得ること、また労

働者の雇用や「職業選択の自由」などの

権利を侵害する可能性があります。法律

の具体的運用はガイドラインに委ねられ

ることから、必要な労働者保護の観点を

欠かさないよう、引き続き、連合と連携

して対策する必要があります。 

 

【医療提供体制の確保】 

5. 2024年２月に地域医療セミナーを開催

し、アフターコロナの自治体病院経営、

医療現場におけるデジタル技術について

情報共有しました。また、タスク・シフ

ト/シェア、公立病院の再編統合、医療

職場における労基法遵守について各分科

会で学習し、持続可能な医療提供体制の

確立に必要な対応について情報共有しま

した。引き続き医療職場における課題の

解消にむけた取り組みを進めていくこと

が必要です。 

6. 医師の働き方改革を受け、タスク・シ

フト/シェアが現場において適切に進め

られるよう、看護問題対策委員会を中心

にモデル要求書を作成し、県本部・単組

に周知しました。また2023年11月には日

本看護協会と意見交換を行い、医療職場

の労働者全体の賃金・労働環境の改善に

むけて協力していくことを確認しました。

引き続き、関係する諸団体とも連携しな

がら、取り組みを進める必要があります。 

7. 地域医療再編対策本部は「公立病院の

再編統合、経営形態の変更に対するポイ

ント」を作成・発信し、病院の再編統合

に直面したときの対策・対応について周

知しました。この「ポイント」を活用し、

県本部・単組の支援につなげていくこと

が必要です。 

 

8. 衛生医療評議会実施の組合員アンケー

ト調査結果について記者発表を行い、医

療労働者の実態と課題を訴えました。調

査内容については国会議員へも説明し、

国会での発言につなげました。引き続き

アンケートを継続し、問題の把握と改善

にむけた取り組みを進めていくことが必

要です。 

9. レベルアップ講座を４回にわたりウェ

ブで開催し、賃金・労働条件、病院の経

営状況把握などについて情報共有・周知

しました。今後も情勢や組合員ニーズに

応じたテーマを設定し実施していく必要

があります。 

 

【地域保健の推進と公衆衛生体制の確立】 

10. 2023年12月に地域保健・精神保健セミ

ナーを開催し、コロナ禍を経験した上で

の保健所・地方衛生研究所の役割と現場

の課題について、情報共有・交換を行い

ました。現場では保健師や研究職などの

人員不足をはじめ、職種間の連携、人材

育成などが問題となっており、新興感染

症に備えた体制強化が求められています。

引き続き、公衆衛生に関わる職場におけ

る課題を整理し、取り組みを進めていく

ことが必要です。 

 

【社会保障分野における労働者の人材確保、

労働条件・環境改善】 

11. 2024年度の診療報酬改定に際し、2023

年10月に要請行動を行い、改定の内容が

公的病院の経営の安定化、人員確保と処

遇改善につながる内容となるよう要請し

ました。 

12. 看護補助者の処遇改善事業と、診療報

酬改定による賃上げについて、積極的に

情報収集と発信を行うとともに、評議会

の賃上げ方針とモデル要求書の作成・配

布、ウェブ学習会の実施に取り組みまし

た。これらの取り組みにより、賃上げ交

渉を実施した単組数は増加したと考えら

れます。引き続き、現場に必要な情報発

信を行うことが求められます。 

13. 報酬改定などで賃上げが措置されたも

のの、医療現場の賃金水準は低位に置か

れたままです。引き続き、医療現場の処

遇改善を求めていくことが必要です。 

 

【介護・障害福祉サービス】 

14. 2023年10月に全国介護・地域福祉集会

を対面形式で開催し、2024年度介護保険

制度改正、介護報酬改定、障害福祉サー

ビス等報酬改定にむけた課題を共有する

とともに、介護・障害福祉サービス労働

者の処遇改善や人員確保にむけ、取り組

み強化を意思統一しました。また、厚生

労働省に対し、介護保険制度の負担と給

付、処遇改善と人員確保などの課題につ

いて要請を行いました。引き続き、次期

制度改正や報酬改定、処遇改善にむけた

議論に現場の課題意識を反映させるよう

連合と連携し省庁対策などに取り組む必

要があります。 

 

【子ども・子育て支援の強化】 

15. 2024年４月より３歳児と４・５歳児の

最低基準の改正が行われました。これは、

この間、現場の実態を集約しながら保育

士配置の最低基準の見直しを訴え、取り

組みを継続してきた成果といえます。今

後は、「当面の間、従前の基準により運
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2. 2024年度政府予算における地方のこど

も・子育て政策においては、地方単独事

業に対して1,000億円が増額され、地方

独自の取り組みを促す施策がとられまし

た。社会保障に関する地方単独事業の拡

充は、この間、政府予算要請行動におい

て、強く求めてきたものです。社会保険

制度に負担を求める財源確保のあり方に

ついては問題がありますが、地方の独自

性を意識した財源措置については、今後

も継続されるよう取り組む必要がありま

す。 

 

【公的年金制度の改革にむけた取り組み】 

3. 連合は「社会保障構想」の見直しとし

て、働き方に中立的な社会保険制度等の

あり方を基本に、公的年金制度の改革と

して第３号被保険者の見直しを提起して

います。今後、各産別に対して組織的な

討議が求められることから、政策担当者

会議などを配置しながら、自治労として

の考え方について検討を進める必要があ

ります。 

 

【日本版ＤＢＳの導入・法制化における対応】 

4. 「学校設置者等及び民間教育保育等事

業者による児童対象性暴力等の防止等の

ための措置に関する法律」（日本版ＤＢ

Ｓ法）が成立しました。子どもへの暴力

は断じて許されるものではありません。

しかし、性犯罪歴がある者に加え、性犯

罪歴がない者でも「性加害のおそれ」が

あると認められる場合、事業者に配置転

換等の安全確保措置が義務付けられてい

ます。この措置については、情報開示に

等しい配置転換となり得ること、また労

働者の雇用や「職業選択の自由」などの

権利を侵害する可能性があります。法律

の具体的運用はガイドラインに委ねられ

ることから、必要な労働者保護の観点を

欠かさないよう、引き続き、連合と連携

して対策する必要があります。 

 

【医療提供体制の確保】 

5. 2024年２月に地域医療セミナーを開催

し、アフターコロナの自治体病院経営、

医療現場におけるデジタル技術について

情報共有しました。また、タスク・シフ

ト/シェア、公立病院の再編統合、医療

職場における労基法遵守について各分科

会で学習し、持続可能な医療提供体制の

確立に必要な対応について情報共有しま

した。引き続き医療職場における課題の

解消にむけた取り組みを進めていくこと

が必要です。 

6. 医師の働き方改革を受け、タスク・シ

フト/シェアが現場において適切に進め

られるよう、看護問題対策委員会を中心

にモデル要求書を作成し、県本部・単組

に周知しました。また2023年11月には日

本看護協会と意見交換を行い、医療職場

の労働者全体の賃金・労働環境の改善に

むけて協力していくことを確認しました。

引き続き、関係する諸団体とも連携しな

がら、取り組みを進める必要があります。 

7. 地域医療再編対策本部は「公立病院の

再編統合、経営形態の変更に対するポイ

ント」を作成・発信し、病院の再編統合

に直面したときの対策・対応について周

知しました。この「ポイント」を活用し、

県本部・単組の支援につなげていくこと

が必要です。 

 

8. 衛生医療評議会実施の組合員アンケー

ト調査結果について記者発表を行い、医

療労働者の実態と課題を訴えました。調

査内容については国会議員へも説明し、

国会での発言につなげました。引き続き

アンケートを継続し、問題の把握と改善

にむけた取り組みを進めていくことが必

要です。 

9. レベルアップ講座を４回にわたりウェ

ブで開催し、賃金・労働条件、病院の経

営状況把握などについて情報共有・周知

しました。今後も情勢や組合員ニーズに

応じたテーマを設定し実施していく必要

があります。 

 

【地域保健の推進と公衆衛生体制の確立】 

10. 2023年12月に地域保健・精神保健セミ

ナーを開催し、コロナ禍を経験した上で

の保健所・地方衛生研究所の役割と現場

の課題について、情報共有・交換を行い

ました。現場では保健師や研究職などの

人員不足をはじめ、職種間の連携、人材

育成などが問題となっており、新興感染

症に備えた体制強化が求められています。

引き続き、公衆衛生に関わる職場におけ

る課題を整理し、取り組みを進めていく

ことが必要です。 

 

【社会保障分野における労働者の人材確保、

労働条件・環境改善】 

11. 2024年度の診療報酬改定に際し、2023

年10月に要請行動を行い、改定の内容が

公的病院の経営の安定化、人員確保と処

遇改善につながる内容となるよう要請し

ました。 

12. 看護補助者の処遇改善事業と、診療報

酬改定による賃上げについて、積極的に

情報収集と発信を行うとともに、評議会

の賃上げ方針とモデル要求書の作成・配

布、ウェブ学習会の実施に取り組みまし

た。これらの取り組みにより、賃上げ交

渉を実施した単組数は増加したと考えら

れます。引き続き、現場に必要な情報発

信を行うことが求められます。 

13. 報酬改定などで賃上げが措置されたも

のの、医療現場の賃金水準は低位に置か

れたままです。引き続き、医療現場の処

遇改善を求めていくことが必要です。 

 

【介護・障害福祉サービス】 

14. 2023年10月に全国介護・地域福祉集会

を対面形式で開催し、2024年度介護保険

制度改正、介護報酬改定、障害福祉サー

ビス等報酬改定にむけた課題を共有する

とともに、介護・障害福祉サービス労働

者の処遇改善や人員確保にむけ、取り組

み強化を意思統一しました。また、厚生

労働省に対し、介護保険制度の負担と給

付、処遇改善と人員確保などの課題につ

いて要請を行いました。引き続き、次期

制度改正や報酬改定、処遇改善にむけた

議論に現場の課題意識を反映させるよう

連合と連携し省庁対策などに取り組む必

要があります。 

 

【子ども・子育て支援の強化】 

15. 2024年４月より３歳児と４・５歳児の

最低基準の改正が行われました。これは、

この間、現場の実態を集約しながら保育

士配置の最低基準の見直しを訴え、取り

組みを継続してきた成果といえます。今

後は、「当面の間、従前の基準により運
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営することを妨げない」とした経過措置

に明確な期限を求め、公立保育所に率先

して最低基準を順守させる取り組みを強

めていく必要があります。 

16.「子ども・子育て支援法」の改正によ

り2026年度から施行される「乳児等の支

援給付（こども誰でも通園制度）」につ

いて、この間、「人員確保を伴わない制

度実施は保育制度の質の低下を招くこと

から、職員配置改善・人員確保策とセッ

トで行うこと」を中心にこども家庭庁に

対し要請・意見交換を行ってきました。

引き続き、2026年度の施行にむけて、試

行的事業を行っている各自治体の実施状

況から課題を洗い出し、具体的な制度設

計に反映させる取り組みを進めていく必

要があります。 

17. 放課後児童クラブについては、放課後

児童健全育成事業が拡充され、常勤職員

配置の補助基準額が創設されました。今

後は各職場の補助金の活用や、雇用実態

をあきらかにしつつ、引き続き、支援員

の処遇改善と正規職員の配置を求めて取

り組んでいく必要があります。 

 

【児童虐待防止対策および困難な問題を抱

える女性への支援の強化】 

18. 2024年４月から市町村・都道府県の体

制強化を目的とした「児童福祉法等の一

部を改正する法律」が施行されています。

市町村に対しては、こども家庭センター

の設置、地域子育て相談機関の整備など

を求められ、都道府県については、親子

再統合支援事業、社会的養護自立支援拠

点事業などが新設されました。改正法の

施行による新たな施策は多岐にわたって

おり、業務増に見合った人員確保をはじ

めとする処遇改善について、2024年２月

にこども家庭庁に対し、要請行動を行い

ました。今後とも、各自治体の施行によ

る現場の課題を把握するとともに継続し

た省庁対策等を行っていく必要がありま

す。 

 

【貧困の解消と格差の是正にむけた取り組み】 

19. 改正生活困窮者自立支援法および生活

保護法に関わる現場の課題について、

2024年２月の要請行動や「くらしとこど

もの福祉を考える全国集会」の場で、厚

生労働省に対し要求・意見交換するなど、

生活保護制度や生活困窮者自立支援施策

の一層の充実を求めて取り組んできまし

た。また、国会審議では連合と連携し取

り組み、人員確保や処遇改善に関する附

帯決議の採択に結び付けてきました。引

き続き、法施行にむけ人員確保や処遇改

善の取り組みを強める必要があります。 

 

【障害者差別のない社会の実現】 

20. 2024年４月から自治体の法定雇用率が

2.8％（教育委員会は2.7％）に引き上げ

られ、これまで国・自治体に義務付けら

れていた合理的配慮が、民間事業者にも

義務付けられました。この間、2023年10

月には総務省と厚生労働省に対し、障害

者雇用の促進や労働環境の整備、合理的

配慮の確保などについて要請を行い、

2023年12月には自治労障労連総会を開催

し、合理的配慮を中心に現場実態を集約

してきました。引き続き、地方自治体が

民間事業者に率先して取り組みを進める

よう運動を進めるとともに、要請行動を

 

中心に省庁対策を強化する必要がありま す。

 

(６) 持続可能な環境社会の実現と脱原発の推進 
  

【脱原発社会の実現】 

1. 2024年１月１日に発生した能登半島地

震では、北陸電力・志賀原発敷地内外で

施設被害が発生するとともに、３メート

ルの津波が到達するなど多くの影響がみ

られました。地震によって、道路の寸断

が相次ぎ、万が一、地震と原発事故の複

合災害になれば、住民避難や事故対応な

どが難しい状況となり、甚大な被害とな

りかねないとの懸念が広がりました。改

めて、断層が集中する能登半島では、再

稼働より「廃炉」を求める取り組みが必

要です。 

2. 政府は、原発回帰政策を強めているこ

とから、自治労は「９・18ワタシのミラ

イ ～No Nukes ＆ No Fossil～」（従

来のさようなら原発集会にあたる集会）、

「３・20さようなら原発全国集会」に結

集し、再生可能エネルギーを中心とした

政策転換を求めてきました。一方、政府

は原発政策・核燃サイクル推進のため、

高レベル放射性廃棄物の最終処分場や使

用済み燃料の中間貯蔵施設の設置にむけ

て自治体や電力会社への働きかけを強め

ており、さらに警戒が必要です。 

 

【東京電力福島第一原発事故に対する対応】 

3. 東京電力福島第一原子力発電所では、

ＡＬＰＳ処理水の海洋放出が2023年８月

24日から始まり、2024年７月16日には７

回目の放出が行われました。海洋放出は

長期に渡る環境影響評価結果はなく、処

理水の放出が海洋の生態系にどういった

影響を与えるのかは未知数です。また、

処理水には、トリチウムだけでなく60種

を超える核種があることに加えて、中に

は半減期の長いものも含まれることから、

安易な海洋放出は危険です。自治労は、

2024年１～３月に「『ＡＬＰＳ処理水』

の海洋放出を直ちに停止することを求め

る署名」に取り組み、経済産業省に提出

してきました。地元の了解がないままの

ＡＬＰＳ処理水海洋放出を許さない取り

組みを強化していく必要があります。 

4. 東日本大震災の被災地である福島県で

は、2024年５月現在で、県内に5,908人、

県外に20,046人、避難先不明５人の合計

25,959人の方々が、今なお長期の避難生

活を余儀なくされています。原発震災か

ら13年目を迎えた現在でも、避難などに

伴う心労が被害者を苦しめているのが現

状です。帰還困難区域での避難指示解除

が進む中、住宅支援などの補償が打ち切

られ、避難者は避難し続けるか帰還する

かの厳しい選択を迫られています。引き

続き原水禁や平和フォーラムに結集し、

原発事故被害者と連帯して、補償の継続、

生活の確保を求めなくてはなりません。 

 

【環境自治体づくりの取り組み】 

5. 地球温暖化が進む中、日本でも温室効

果ガス排出の「2030年46％削減（2013年

度比）」「2050年カーボンニュートラル」

を目標に、さまざまな取り組みが進めら
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再統合支援事業、社会的養護自立支援拠

点事業などが新設されました。改正法の

施行による新たな施策は多岐にわたって
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めて、断層が集中する能登半島では、再
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2. 政府は、原発回帰政策を強めているこ

とから、自治労は「９・18ワタシのミラ

イ ～No Nukes ＆ No Fossil～」（従

来のさようなら原発集会にあたる集会）、

「３・20さようなら原発全国集会」に結

集し、再生可能エネルギーを中心とした

政策転換を求めてきました。一方、政府

は原発政策・核燃サイクル推進のため、

高レベル放射性廃棄物の最終処分場や使

用済み燃料の中間貯蔵施設の設置にむけ

て自治体や電力会社への働きかけを強め

ており、さらに警戒が必要です。 

 

【東京電力福島第一原発事故に対する対応】 

3. 東京電力福島第一原子力発電所では、

ＡＬＰＳ処理水の海洋放出が2023年８月

24日から始まり、2024年７月16日には７

回目の放出が行われました。海洋放出は

長期に渡る環境影響評価結果はなく、処

理水の放出が海洋の生態系にどういった

影響を与えるのかは未知数です。また、

処理水には、トリチウムだけでなく60種

を超える核種があることに加えて、中に

は半減期の長いものも含まれることから、

安易な海洋放出は危険です。自治労は、

2024年１～３月に「『ＡＬＰＳ処理水』

の海洋放出を直ちに停止することを求め

る署名」に取り組み、経済産業省に提出

してきました。地元の了解がないままの

ＡＬＰＳ処理水海洋放出を許さない取り

組みを強化していく必要があります。 

4. 東日本大震災の被災地である福島県で

は、2024年５月現在で、県内に5,908人、

県外に20,046人、避難先不明５人の合計

25,959人の方々が、今なお長期の避難生

活を余儀なくされています。原発震災か

ら13年目を迎えた現在でも、避難などに

伴う心労が被害者を苦しめているのが現

状です。帰還困難区域での避難指示解除

が進む中、住宅支援などの補償が打ち切

られ、避難者は避難し続けるか帰還する

かの厳しい選択を迫られています。引き

続き原水禁や平和フォーラムに結集し、

原発事故被害者と連帯して、補償の継続、

生活の確保を求めなくてはなりません。 

 

【環境自治体づくりの取り組み】 

5. 地球温暖化が進む中、日本でも温室効

果ガス排出の「2030年46％削減（2013年

度比）」「2050年カーボンニュートラル」

を目標に、さまざまな取り組みが進めら
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れています。連合が提案する「エコライ

フ」については自治労としても全国に継

続的な協力を呼びかけています。引き続

き、自治体関連施設や職場の省エネや節

電に取り組むとともに、自治体の環境政

策に労働組合の意見を反映させるなど、

より積極的な行動が求められています。 

 

【環境保全・資源循環型廃棄物行政の確立】 

6. 循環型社会形成推進基本法を軸とし、

資源有効利用促進法や廃棄物処理法など

により、循環型社会の構築にむけた取り

組みが進められ、2015年度までは最終処

分量が大幅に減少したものの、2016年度

以降は横ばいとなっており、取り組みを

強化していくことが求められています。

しかし、各種リサイクル制度では、自治

体財政負担の増加や人員不足が大きな課

題であり、中央環境審議会などで意見反

映を行ってきました。さらに「プラス

チックに係る資源循環の促進等に関する

法律」が施行されたものの、多くの自治

体が導入に至っていない実態などを踏ま

え、引き続き、環境省に対し自治体の財

政負担の軽減にむけた財政支援や適切な

人員配置に基づく持続可能な制度構築を

求めていかなくてはなりません。 

7. 廃棄物の安定的な処理にむけ、ごみ処

理施設は重要な役割を果たしていますが、

全国の多くの施設は、ダイオキシン対策

に伴い、一斉に建て替えが実施され、更

新時期が重なっています。一方、環境省

はごみ処理の広域化・集約化を掲げてい

ますが、過度な広域化・集約化は災害時

における安定的な処理に支障をきたすこ

とが能登半島地震で明確になりました。

今後、環境省に対し、ごみ処理施設のあ

り方や円滑な建て替え更新にむけた予算

措置を求めていかなければなりません。 

 

【健全な水循環と食をめぐる課題への取り

組み】 

8. 自治労水週間では、地域アピール行動

として駅頭行動の実施など、各県本部で

ビラ配布行動など地域に開かれた参加型

運動を通じて環境保全をはかる運動を推

進しました。引き続き、健全な水循環の

確立にむけた取り組みが重要です。

 
(７) 憲法を守り平和を確立する運動の推進 
  

【憲法改悪を阻止する取り組み】 

1. 自民党を中心とする改憲勢力が推し進

める「憲法改正」を阻止するため、中

央・地方で平和フォーラムや「戦争をさ

せない1000人委員会」に結集し、国会議

員会館前・国会議事堂前19日行動や平和

フォーラムと立憲フォーラム共催による

院内集会、全国各地での改憲阻止を求め

る集会に参加してきました。また、「憲

法理念の実現をめざす第60回護憲大会」

や「武力で平和はつくれない！ とりも

どそう憲法いかす政治を2024憲法大集会」

に参加し、憲法改悪の危険性、憲法理念

の共有化をはかりました。引き続き、中

央・地方において、広く世論喚起に努め

ながら、改憲阻止のたたかいを追求する

必要があります。 

2. 国会では、改憲勢力が衆・参の憲法審

 

査会の開催を強行し、とくに衆院・憲法

審では感染症の拡大や災害などの非常時、

世界情勢などを口実に、緊急事態時の衆

議院の議員任期延長を憲法に盛り込むこ

とを主張しています。 

一方、参院・憲法審では、与野党とも

憲法第54条に定める参議院の「緊急集会」

を重視しており、とくに公明党は同規定

で緊急時の対応は可能であるとして議員

任期の延長は不要との考えを示すなど、

改憲派内部ですら主張が食い違っている

のが現状です。それでも衆院・憲法審の

改憲勢力は、議員任期の延長は国会議員

の権力乱用の恐れがあるとして反対の立

場である立憲民主党の姿勢を批判し、具

体的な条文案の起草作業を迫っており、

憲法を改正すること自体が目的化してい

ると指摘せざるを得ません。 

  自治労は、平和フォーラムに結集し、

連携できる国会議員への対策や国会傍聴

行動を行いながら、議論を注視してきま

した。引き続き、議論も不十分で合意形

成もなきまま強行に推し進められること

がないよう、改憲阻止の取り組みを強化

していかなければなりません。 

 

【平和をつくる取り組み】 

3. ４月10日に行われた岸田首相とバイデ

ン大統領との日米首脳会談では、日本を

米国のグローバル・パートナーと位置付

け、米国と自衛隊の「指揮統制」やＧＤ

Ｐ２％への軍事費拡大、武器技術開発の

協力など、2022年12月に閣議決定された

「安保関連３文書」で示されている方針

を具体化させ、日米軍事態勢をより緊密

化することが強調されています。また日

本は、米英豪の軍事同盟＝ＡＵＫＵＳ

（オーカス）やＮＡＴＯ（北大西洋条約

機構）など多国間軍事同盟に同調する動

きを強めていますが、これらは東アジア

の安全保障環境を悪化させ、軍拡競争や

偶発的な衝突の危険性を増大させる危険

をはらんでいます。引き続き、平和

フォーラムに結集して、日中関係改善と

東アジアの平和にむけた取り組みを続け

なくてはなりません。 

4. 沖縄の辺野古新基地建設をめぐっては、

国の代執行により、軟弱地盤の埋め立て

工事が進められています。代執行裁判は

最高裁に沖縄県が上訴していましたが、

最高裁は不受理として、福岡高裁判決が

確定しました。国は代執行以外の解決の

努力を行っていないにもかかわらず国が

地方自治体に対して強権的関与ができる

ことを事実上認めたもので、対等・平等

である国と地方自治体の関係を壊す不当

な司法判断と言わざるを得ません。自治

労は平和フォーラムが呼びかける団体署

名「辺野古代執行訴訟での公正・中立な

立場で実質審理を求める要請書」の取り

組みに協力し、最高裁に全体で2,633筆

を提出し、抗議の意思を示しました。引

き続き辺野古新基地建設阻止にむけ、平

和フォーラムなどと連携して取り組む必

要があります。 

 

【非人道的兵器廃絶の取り組み】 

5. この間、アメリカにおいて、政府高官

が広島や長崎での原爆投下を改めて肯定

したり、連邦議会議員が広島・長崎での

原爆投下を引き合いにパレスチナ・ガザ

地区での核兵器使用を主張したりと、極
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れています。連合が提案する「エコライ

フ」については自治労としても全国に継

続的な協力を呼びかけています。引き続

き、自治体関連施設や職場の省エネや節

電に取り組むとともに、自治体の環境政

策に労働組合の意見を反映させるなど、

より積極的な行動が求められています。 

 

【環境保全・資源循環型廃棄物行政の確立】 

6. 循環型社会形成推進基本法を軸とし、

資源有効利用促進法や廃棄物処理法など

により、循環型社会の構築にむけた取り

組みが進められ、2015年度までは最終処

分量が大幅に減少したものの、2016年度

以降は横ばいとなっており、取り組みを

強化していくことが求められています。

しかし、各種リサイクル制度では、自治

体財政負担の増加や人員不足が大きな課

題であり、中央環境審議会などで意見反

映を行ってきました。さらに「プラス

チックに係る資源循環の促進等に関する

法律」が施行されたものの、多くの自治

体が導入に至っていない実態などを踏ま

え、引き続き、環境省に対し自治体の財

政負担の軽減にむけた財政支援や適切な

人員配置に基づく持続可能な制度構築を

求めていかなくてはなりません。 

7. 廃棄物の安定的な処理にむけ、ごみ処

理施設は重要な役割を果たしていますが、

全国の多くの施設は、ダイオキシン対策

に伴い、一斉に建て替えが実施され、更

新時期が重なっています。一方、環境省

はごみ処理の広域化・集約化を掲げてい

ますが、過度な広域化・集約化は災害時

における安定的な処理に支障をきたすこ

とが能登半島地震で明確になりました。

今後、環境省に対し、ごみ処理施設のあ

り方や円滑な建て替え更新にむけた予算

措置を求めていかなければなりません。 

 

【健全な水循環と食をめぐる課題への取り

組み】 

8. 自治労水週間では、地域アピール行動

として駅頭行動の実施など、各県本部で

ビラ配布行動など地域に開かれた参加型

運動を通じて環境保全をはかる運動を推

進しました。引き続き、健全な水循環の

確立にむけた取り組みが重要です。

 
(７) 憲法を守り平和を確立する運動の推進 
  

【憲法改悪を阻止する取り組み】 

1. 自民党を中心とする改憲勢力が推し進

める「憲法改正」を阻止するため、中

央・地方で平和フォーラムや「戦争をさ

せない1000人委員会」に結集し、国会議

員会館前・国会議事堂前19日行動や平和

フォーラムと立憲フォーラム共催による

院内集会、全国各地での改憲阻止を求め

る集会に参加してきました。また、「憲

法理念の実現をめざす第60回護憲大会」

や「武力で平和はつくれない！ とりも

どそう憲法いかす政治を2024憲法大集会」

に参加し、憲法改悪の危険性、憲法理念

の共有化をはかりました。引き続き、中

央・地方において、広く世論喚起に努め

ながら、改憲阻止のたたかいを追求する

必要があります。 

2. 国会では、改憲勢力が衆・参の憲法審

 

査会の開催を強行し、とくに衆院・憲法

審では感染症の拡大や災害などの非常時、

世界情勢などを口実に、緊急事態時の衆

議院の議員任期延長を憲法に盛り込むこ

とを主張しています。 

一方、参院・憲法審では、与野党とも

憲法第54条に定める参議院の「緊急集会」

を重視しており、とくに公明党は同規定

で緊急時の対応は可能であるとして議員

任期の延長は不要との考えを示すなど、

改憲派内部ですら主張が食い違っている

のが現状です。それでも衆院・憲法審の

改憲勢力は、議員任期の延長は国会議員

の権力乱用の恐れがあるとして反対の立

場である立憲民主党の姿勢を批判し、具

体的な条文案の起草作業を迫っており、

憲法を改正すること自体が目的化してい

ると指摘せざるを得ません。 

  自治労は、平和フォーラムに結集し、

連携できる国会議員への対策や国会傍聴

行動を行いながら、議論を注視してきま

した。引き続き、議論も不十分で合意形

成もなきまま強行に推し進められること

がないよう、改憲阻止の取り組みを強化

していかなければなりません。 

 

【平和をつくる取り組み】 

3. ４月10日に行われた岸田首相とバイデ

ン大統領との日米首脳会談では、日本を

米国のグローバル・パートナーと位置付

け、米国と自衛隊の「指揮統制」やＧＤ

Ｐ２％への軍事費拡大、武器技術開発の

協力など、2022年12月に閣議決定された

「安保関連３文書」で示されている方針

を具体化させ、日米軍事態勢をより緊密

化することが強調されています。また日

本は、米英豪の軍事同盟＝ＡＵＫＵＳ

（オーカス）やＮＡＴＯ（北大西洋条約

機構）など多国間軍事同盟に同調する動

きを強めていますが、これらは東アジア

の安全保障環境を悪化させ、軍拡競争や

偶発的な衝突の危険性を増大させる危険

をはらんでいます。引き続き、平和

フォーラムに結集して、日中関係改善と

東アジアの平和にむけた取り組みを続け

なくてはなりません。 

4. 沖縄の辺野古新基地建設をめぐっては、

国の代執行により、軟弱地盤の埋め立て

工事が進められています。代執行裁判は

最高裁に沖縄県が上訴していましたが、

最高裁は不受理として、福岡高裁判決が

確定しました。国は代執行以外の解決の

努力を行っていないにもかかわらず国が

地方自治体に対して強権的関与ができる

ことを事実上認めたもので、対等・平等

である国と地方自治体の関係を壊す不当

な司法判断と言わざるを得ません。自治

労は平和フォーラムが呼びかける団体署

名「辺野古代執行訴訟での公正・中立な

立場で実質審理を求める要請書」の取り

組みに協力し、最高裁に全体で2,633筆

を提出し、抗議の意思を示しました。引

き続き辺野古新基地建設阻止にむけ、平

和フォーラムなどと連携して取り組む必

要があります。 

 

【非人道的兵器廃絶の取り組み】 

5. この間、アメリカにおいて、政府高官

が広島や長崎での原爆投下を改めて肯定

したり、連邦議会議員が広島・長崎での

原爆投下を引き合いにパレスチナ・ガザ

地区での核兵器使用を主張したりと、極
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めて問題な発言が続く中、岸田首相や上

川外相をはじめとする日本政府は、明確

に抗議の意思を示していません。岸田首

相は、ことあるごとに被爆地広島の選出

議員であることをアピールしながらも、

戦争被爆国の政府首脳として果たすべき

役割、すなわち核抑止論に立ちむかい、

核兵器廃絶にむけた具体的な行動をとっ

ているとはいえません。引き続き、日本

政府に対し「核兵器禁止条約」への署

名・批准と、被爆国として核兵器廃絶に

むけた積極的な役割を果たすよう求めて

いく必要があります。 

6. 全国被爆二世団体連絡協議会総会が２

月に広島で開催され、被爆二世を取り巻

く状況を共有しました。総会終了後には、

自治労原爆被害者連絡協議会の幹事会を

開催し、原爆症認定問題や「被爆体験者」

問題、被爆二世・三世問題など被爆者援

護の拡充、被爆者の高齢化に伴う被爆体

験の継承問題、放射線影響研究所の整

備・拡充の課題などの取り組みを確認し

ました。原水禁、全国被爆二世協と連携

して、被爆二世に対する援護法の適用実

現にむけた取り組みが求められています。

 

(８) 人権を守り共生社会を実現する取り組み 
  

【人権基準を確立する取り組み】 

1. すべての差別の撤廃にむけた包括的な

法規制を求めて、連合や部落解放同盟・

反差別運動団体などとともに、人権侵害

救済法の制定を求めてきましたが、いま

だ制定されていない状況です。５月23日

に開催された「部落解放・人権政策確立

要求第１次中央集会」では、国内人権委

員会の設置を含む人権侵害救済制度を早

急に確立する取り組みを確認しました。

引き続き、人権侵害救済法の制定の取り

組みを継続するとともに、人権を確立す

る取り組みを強化する必要があります。 

2. ６月14日、「技能実習」に代わる「育

成就労」創設などを盛り込んだ改正入管

難民法が成立しました。改正法では、永

住資格を持つ外国人が税金や社会保険料

を故意に滞納した場合に永住許可を取り

消す内容が含まれています。こうした規

定は、外国人住民の生活基盤自体を奪う

もので、外国人住民の尊厳を軽視し、不

安定に陥れるものであり断じて容認でき

ません。また新たに設けられた「育成就

労制度」は、労働者の権利は依然として

制約されたままで国際的な人権基準から

は著しく逸脱しています。日本で社会の

一員として生活していこうと決めた外国

人が安定、安心してくらせるよう「永住

者」資格の取り消しの導入の撤廃と、基

本的な権利と労使対等の原則に基づいた

人権保障がされた制度の創設により、多

文化共生社会を実現する必要があります。 

 

【部落解放・差別撤廃の取り組み】 

3. ５月24日に開催された「狭山事件の再

審を求める市民集会」に結集し、部落差

別解消推進法の具体化や狭山事件の再審

実現のための決意を確認しました。とく

に、「袴田事件」で死刑が確定した袴田

巌さんの再審（やり直し裁判）が５月22

－ 24 － 

日に行われるなど、狭山事件に対する再

審の機運も高まっています。引き続き、

部落解放中央共闘や連合とともに、狭山

事件の真相を広く訴える活動を進め、狭

山事件の再審の実現と、部落差別解消に

むけて各地域・職場で取り組みを強める

必要があります。 

 

(９) 政策実現にむけた政治活動の推進 
  

【政治活動に関する自治労の基本的立場】 

1. 政権交代をめざし、改めて「中道・リ

ベラル」勢力の結集と拡大にむけ、自治

労として一層の努力が求められています。 

2. 新自由主義、新保守主義的な政策を進

める勢力が国会の多数派を占めている限

り、自治労のめざす社会や政策の実現は

極めて厳しい状況にあります。そのため

立憲民主党をはじめとしたリベラル勢力

に加え、公共サービスの再構築、サービ

ス従事者の処遇改善、社会的公正の確立

を重視する政党・政治家との連携・協力

が引き続き必要です。 

 

【政策実現にむけた政治活動の強化】 

3. 「全日本分権自治フォーラム」につい

ては、国会議員を中心とする政策研究会

（座長：片山善博大正大学教授）に、自

治労としても積極的に参加してきました。

2024年３月に開催された研究会では、第

33次地方制度調査会より出された答申に

基づく、地方自治法改正案や能登半島地

震からの復旧・復興に関わる自治体のと

るべき対応など、「地方自治のあるべき

姿」について議論が行われました。現在

の会員は、立憲民主党・国民民主党・社

会民主党を中心に、衆議院議員79人・参

議院議員40人（2024年６月現在）となっ

ています。引き続き、参加議員の拡大に

協力するとともに、研究会での議論参加

を通じて、幅広い議員との連携を強化す

ることが重要です。 

4. 公営競技政策議員懇談会や消防政策議

員懇談会、地方自治における公共交通の

あり方を考える議員懇談会などを通じて、

個別課題の解消にむけて取り組みを進め

てきました。自治労の政策を実現するた

めには、幅広い議員から理解を得る必要

があることから、引き続き懇談会参加国

会議員の拡大と、各種議員懇談会の開催

が求められます。 

 

【自治労協力国会議員との連携】 

5. 臨時国会や通常国会の開催時に、自治

労協力国会議員団会議を開催して、国会

対応について議員との意思一致をはかり

ました。また、総務委員会・内閣委員会

や厚生労働委員会等に所属する組織内議

員とは個別に、各種法案対策や委員会質

問などについて連携をはかりました。引

き続き、組織内議員や政策協力議員に加

え、総務・内閣・厚生労働委員会を中心

に、協力政党の国会議員との連携を広げ

ていくことが重要です。 

6. とくに、この間の国会では、組織内議

員や政策協力議員をはじめ、協力政党の

国会議員に対し、関係評議会と連携し自

治体現場等の実態について、時機を逸す
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めて問題な発言が続く中、岸田首相や上

川外相をはじめとする日本政府は、明確

に抗議の意思を示していません。岸田首

相は、ことあるごとに被爆地広島の選出

議員であることをアピールしながらも、

戦争被爆国の政府首脳として果たすべき

役割、すなわち核抑止論に立ちむかい、

核兵器廃絶にむけた具体的な行動をとっ

ているとはいえません。引き続き、日本

政府に対し「核兵器禁止条約」への署

名・批准と、被爆国として核兵器廃絶に

むけた積極的な役割を果たすよう求めて

いく必要があります。 

6. 全国被爆二世団体連絡協議会総会が２

月に広島で開催され、被爆二世を取り巻

く状況を共有しました。総会終了後には、

自治労原爆被害者連絡協議会の幹事会を

開催し、原爆症認定問題や「被爆体験者」

問題、被爆二世・三世問題など被爆者援

護の拡充、被爆者の高齢化に伴う被爆体

験の継承問題、放射線影響研究所の整

備・拡充の課題などの取り組みを確認し

ました。原水禁、全国被爆二世協と連携

して、被爆二世に対する援護法の適用実

現にむけた取り組みが求められています。

 

(８) 人権を守り共生社会を実現する取り組み 
  

【人権基準を確立する取り組み】 

1. すべての差別の撤廃にむけた包括的な

法規制を求めて、連合や部落解放同盟・

反差別運動団体などとともに、人権侵害

救済法の制定を求めてきましたが、いま

だ制定されていない状況です。５月23日

に開催された「部落解放・人権政策確立

要求第１次中央集会」では、国内人権委

員会の設置を含む人権侵害救済制度を早

急に確立する取り組みを確認しました。

引き続き、人権侵害救済法の制定の取り

組みを継続するとともに、人権を確立す

る取り組みを強化する必要があります。 

2. ６月14日、「技能実習」に代わる「育

成就労」創設などを盛り込んだ改正入管

難民法が成立しました。改正法では、永

住資格を持つ外国人が税金や社会保険料

を故意に滞納した場合に永住許可を取り

消す内容が含まれています。こうした規

定は、外国人住民の生活基盤自体を奪う

もので、外国人住民の尊厳を軽視し、不

安定に陥れるものであり断じて容認でき

ません。また新たに設けられた「育成就

労制度」は、労働者の権利は依然として

制約されたままで国際的な人権基準から

は著しく逸脱しています。日本で社会の

一員として生活していこうと決めた外国

人が安定、安心してくらせるよう「永住

者」資格の取り消しの導入の撤廃と、基

本的な権利と労使対等の原則に基づいた

人権保障がされた制度の創設により、多

文化共生社会を実現する必要があります。 

 

【部落解放・差別撤廃の取り組み】 

3. ５月24日に開催された「狭山事件の再

審を求める市民集会」に結集し、部落差

別解消推進法の具体化や狭山事件の再審

実現のための決意を確認しました。とく

に、「袴田事件」で死刑が確定した袴田

巌さんの再審（やり直し裁判）が５月22

－ 24 － 

日に行われるなど、狭山事件に対する再

審の機運も高まっています。引き続き、

部落解放中央共闘や連合とともに、狭山

事件の真相を広く訴える活動を進め、狭

山事件の再審の実現と、部落差別解消に

むけて各地域・職場で取り組みを強める

必要があります。 

 

(９) 政策実現にむけた政治活動の推進 
  

【政治活動に関する自治労の基本的立場】 

1. 政権交代をめざし、改めて「中道・リ

ベラル」勢力の結集と拡大にむけ、自治

労として一層の努力が求められています。 

2. 新自由主義、新保守主義的な政策を進

める勢力が国会の多数派を占めている限

り、自治労のめざす社会や政策の実現は

極めて厳しい状況にあります。そのため

立憲民主党をはじめとしたリベラル勢力

に加え、公共サービスの再構築、サービ

ス従事者の処遇改善、社会的公正の確立

を重視する政党・政治家との連携・協力

が引き続き必要です。 

 

【政策実現にむけた政治活動の強化】 

3. 「全日本分権自治フォーラム」につい

ては、国会議員を中心とする政策研究会

（座長：片山善博大正大学教授）に、自

治労としても積極的に参加してきました。

2024年３月に開催された研究会では、第

33次地方制度調査会より出された答申に

基づく、地方自治法改正案や能登半島地

震からの復旧・復興に関わる自治体のと

るべき対応など、「地方自治のあるべき

姿」について議論が行われました。現在

の会員は、立憲民主党・国民民主党・社

会民主党を中心に、衆議院議員79人・参

議院議員40人（2024年６月現在）となっ

ています。引き続き、参加議員の拡大に

協力するとともに、研究会での議論参加

を通じて、幅広い議員との連携を強化す

ることが重要です。 

4. 公営競技政策議員懇談会や消防政策議

員懇談会、地方自治における公共交通の

あり方を考える議員懇談会などを通じて、

個別課題の解消にむけて取り組みを進め

てきました。自治労の政策を実現するた

めには、幅広い議員から理解を得る必要

があることから、引き続き懇談会参加国

会議員の拡大と、各種議員懇談会の開催

が求められます。 

 

【自治労協力国会議員との連携】 

5. 臨時国会や通常国会の開催時に、自治

労協力国会議員団会議を開催して、国会

対応について議員との意思一致をはかり

ました。また、総務委員会・内閣委員会

や厚生労働委員会等に所属する組織内議

員とは個別に、各種法案対策や委員会質

問などについて連携をはかりました。引

き続き、組織内議員や政策協力議員に加

え、総務・内閣・厚生労働委員会を中心

に、協力政党の国会議員との連携を広げ

ていくことが重要です。 

6. とくに、この間の国会では、組織内議

員や政策協力議員をはじめ、協力政党の

国会議員に対し、関係評議会と連携し自

治体現場等の実態について、時機を逸す
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ることなく説明し、課題の克服に取り組

みました。今後も継続して、現場の実態

と課題を国政に伝えていくことが必要で

す。 

 

【政治活動に対する認識の共有化と担い手

の育成・確保】 

7. 2019年、2022年の参議院選挙に関する

組合員アンケート調査では、若年層を中

心に組合による政治活動に否定的な意識

を持つ組合員が増え続けていることが明

らかとなっています。この実態を放置せ

ず、労働組合の必要性や政治活動の意義

等の共有化に取り組む必要があります。

とりわけ、組織内議員の必要性や選挙闘

争の重要性について、本部・県本部・単

組が連携し対策する必要があります。 

8. 政治活動については、県本部間で取り

組みに格差があることから、各級選挙闘

争を強化するため、県本部担当者会議な

どを通じて、取り組みの底上げが求めら

れます。 

 

【地域における政治活動と自治体議員連合

の取り組み】 

9. 自治体議員連合では、協力議員の研修

と交流の場として、全国学習会を開催し

てきました。2023年８月には函館で総会

とあわせて開催し、2024年５月には岸ま

きこ参議院議員からの国政報告や自治労

の各種課題について講演を受け議論を深

めました。今後も、国政における制度政

策の課題と地方自治の現場における課題

について、情報提供に努めることが必要

です。 

10. 2023年４月に統一自治体選挙があり、

自治体議員連合の会員数は若干減少し、

442人（2024年５月現在）となっていま

す。「１自治体１協力議員」をめざし、

自治体職員が置かれた立場や、自治労の

自治体政策を理解し連携できる首長・議

員を確保・拡大するため、各級選挙闘争

を強化する必要があります。 

11. 自治体議員連合をはじめ、各議員との

日常的な対話を進めることで議会対策を

強化し、政策実現をはかることが必要で

す。 

 

【国政選挙への対応】 

12. 2023年末から自民党派閥の政治資金

パーティー裏金事件等により、岸田政権

や自民党の支持率が下落する中で、2024

年４月に行われた３つの衆院補欠選挙で

は、立憲民主党の候補者が議席を獲得す

る結果となりました。この結果を次期衆

院選や参院選につなげなければなりませ

ん。現時点で憲法審査会の状況を見ると、

憲法改正が具体化する可能性などもある

ことから、引き続き立憲民主党をはじめ

とした「中道・リベラル」勢力の結集と

拡大を引き続き求めていくことが必要で

す。 

 

【政治課題全体に対する取り組み】 

13. 県本部政治担当者会議などを通じて、

先進的な県本部・単組の取り組みを共有

するとともに、「政治活動の手引き」な

どの活用によって、政治活動の必要性、

選挙制度やコンプライアンスについての

理解を深める必要があります。  

 

 

 
(10) 国際連帯の強化と国際労働運動の推進 
  

【ＰＳＩなどに結集した国際労働運動の推進】 

1. 2023年10月にスイス・ジュネーブで開

催された第31回ＰＳＩ世界大会に自治労

から18人（女性11人、ユース２人）が参

加し、2023年－2028年の行動プログラム、

規約の改正、加盟組織および執行委員会

提出決議案について議論に参加しました。

また「ＰＳＩにおけるＬＧＢＴ＋労働者

の代表性」「世界の家事労働者との連帯」

「ミャンマーで続く労働者の闘いを支援

する」について決議案を提出しました。

採択された行動プログラムに対して東ア

ジア小地域、アジア太平洋地域における

優先課題を定め、取り組みを進めていく

ことが必要です。 

2. 2023年11月にウェブで開催された第

164回ＰＳＩ世界執行委員会、2024年５

月にウェブで開催された第25回ＰＳＩ運

営委員会および同年６月にスイス・ジュ

ネーブで開催された第165回ＰＳＩ世界

執行委員会では、主に事務局体制、加盟

費の検討、ＰＳＩが寄付等を受けるド

ナー（団体）等について議論が行われま

した。ＰＳＩの厳しい財政の下で、世界

大会で採択された行動プログラムを実行

していくために必要な人員の確保とス

タッフの能力向上、また、世界的なイン

フレによる物価上昇を踏まえた加盟費の

引き上げについての議論は先送りできな

い状況にあります。ＰＳＩ－ＪＣ加盟産

別、他国の意見も踏まえて慎重に判断を

行う必要があります。 

3. １月にウェブで開催されたＰＳＩアジ

ア太平洋地域における長期介護ネット

ワーク会議に参加し、介護制度のキャン

ペーンやディーセントワークのための取

り組みについて議論を行いました。 

4. ４月に台湾・台北で開催されたＰＳＩ

東アジア小地域諮問委員会では、世界大

会で決定された行動プログラムに対する

東アジア小地域における優先課題が議論

されました。会議後に提出したＰＳＩ－

ＪＣとしての優先課題を踏まえ、アジア

太平洋地域における行動計画の策定にむ

けて検討を進めます。 

5. ＰＳＩ－ＪＣユースネットワークが作

成したワークライフバランスアンケート

調査を活用して、世界大会に参加した各

国の労働者のワークライフバランスにつ

いての意識調査を実施しました。集約結

果も活用しながら、ユース世代のワーク

ライフバランスの確保にむけた意識啓発

に努めます。 

6. 2023年12月にＰＳＩ－ＪＣユースネッ

トワークセミナーにユースを中心に参加

しました。世界大会に参加したユースの

仲間から世界大会の報告を受けるととも

に、報告を受けて取り組むべき課題を参

加者で議論しました。また、ユース世代

のワークライフバランスについて、参加

者間で自組織の実態について共有をはか

りました。今後は、学習、共有した内容

を組織、職場での取り組みにつなげるこ

とが求められます。 

7. ３月に実施した３・８国際女性デーの

取り組みでは、ＰＳＩ－ＪＣに結集し、
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ることなく説明し、課題の克服に取り組

みました。今後も継続して、現場の実態

と課題を国政に伝えていくことが必要で

す。 

 

【政治活動に対する認識の共有化と担い手

の育成・確保】 

7. 2019年、2022年の参議院選挙に関する

組合員アンケート調査では、若年層を中

心に組合による政治活動に否定的な意識

を持つ組合員が増え続けていることが明

らかとなっています。この実態を放置せ

ず、労働組合の必要性や政治活動の意義

等の共有化に取り組む必要があります。

とりわけ、組織内議員の必要性や選挙闘

争の重要性について、本部・県本部・単

組が連携し対策する必要があります。 

8. 政治活動については、県本部間で取り

組みに格差があることから、各級選挙闘

争を強化するため、県本部担当者会議な

どを通じて、取り組みの底上げが求めら

れます。 

 

【地域における政治活動と自治体議員連合

の取り組み】 

9. 自治体議員連合では、協力議員の研修

と交流の場として、全国学習会を開催し

てきました。2023年８月には函館で総会

とあわせて開催し、2024年５月には岸ま

きこ参議院議員からの国政報告や自治労

の各種課題について講演を受け議論を深

めました。今後も、国政における制度政

策の課題と地方自治の現場における課題

について、情報提供に努めることが必要

です。 

10. 2023年４月に統一自治体選挙があり、

自治体議員連合の会員数は若干減少し、

442人（2024年５月現在）となっていま

す。「１自治体１協力議員」をめざし、

自治体職員が置かれた立場や、自治労の

自治体政策を理解し連携できる首長・議

員を確保・拡大するため、各級選挙闘争

を強化する必要があります。 

11. 自治体議員連合をはじめ、各議員との

日常的な対話を進めることで議会対策を

強化し、政策実現をはかることが必要で

す。 

 

【国政選挙への対応】 

12. 2023年末から自民党派閥の政治資金

パーティー裏金事件等により、岸田政権

や自民党の支持率が下落する中で、2024

年４月に行われた３つの衆院補欠選挙で

は、立憲民主党の候補者が議席を獲得す

る結果となりました。この結果を次期衆

院選や参院選につなげなければなりませ

ん。現時点で憲法審査会の状況を見ると、

憲法改正が具体化する可能性などもある

ことから、引き続き立憲民主党をはじめ

とした「中道・リベラル」勢力の結集と

拡大を引き続き求めていくことが必要で

す。 

 

【政治課題全体に対する取り組み】 

13. 県本部政治担当者会議などを通じて、

先進的な県本部・単組の取り組みを共有

するとともに、「政治活動の手引き」な

どの活用によって、政治活動の必要性、

選挙制度やコンプライアンスについての

理解を深める必要があります。  

 

 

 
(10) 国際連帯の強化と国際労働運動の推進 
  

【ＰＳＩなどに結集した国際労働運動の推進】 

1. 2023年10月にスイス・ジュネーブで開

催された第31回ＰＳＩ世界大会に自治労

から18人（女性11人、ユース２人）が参

加し、2023年－2028年の行動プログラム、

規約の改正、加盟組織および執行委員会

提出決議案について議論に参加しました。

また「ＰＳＩにおけるＬＧＢＴ＋労働者

の代表性」「世界の家事労働者との連帯」

「ミャンマーで続く労働者の闘いを支援

する」について決議案を提出しました。

採択された行動プログラムに対して東ア

ジア小地域、アジア太平洋地域における

優先課題を定め、取り組みを進めていく

ことが必要です。 

2. 2023年11月にウェブで開催された第

164回ＰＳＩ世界執行委員会、2024年５

月にウェブで開催された第25回ＰＳＩ運

営委員会および同年６月にスイス・ジュ

ネーブで開催された第165回ＰＳＩ世界

執行委員会では、主に事務局体制、加盟

費の検討、ＰＳＩが寄付等を受けるド

ナー（団体）等について議論が行われま

した。ＰＳＩの厳しい財政の下で、世界

大会で採択された行動プログラムを実行

していくために必要な人員の確保とス

タッフの能力向上、また、世界的なイン

フレによる物価上昇を踏まえた加盟費の

引き上げについての議論は先送りできな

い状況にあります。ＰＳＩ－ＪＣ加盟産

別、他国の意見も踏まえて慎重に判断を

行う必要があります。 

3. １月にウェブで開催されたＰＳＩアジ

ア太平洋地域における長期介護ネット

ワーク会議に参加し、介護制度のキャン

ペーンやディーセントワークのための取

り組みについて議論を行いました。 

4. ４月に台湾・台北で開催されたＰＳＩ

東アジア小地域諮問委員会では、世界大

会で決定された行動プログラムに対する

東アジア小地域における優先課題が議論

されました。会議後に提出したＰＳＩ－

ＪＣとしての優先課題を踏まえ、アジア

太平洋地域における行動計画の策定にむ

けて検討を進めます。 

5. ＰＳＩ－ＪＣユースネットワークが作

成したワークライフバランスアンケート

調査を活用して、世界大会に参加した各

国の労働者のワークライフバランスにつ

いての意識調査を実施しました。集約結

果も活用しながら、ユース世代のワーク

ライフバランスの確保にむけた意識啓発

に努めます。 

6. 2023年12月にＰＳＩ－ＪＣユースネッ

トワークセミナーにユースを中心に参加

しました。世界大会に参加したユースの

仲間から世界大会の報告を受けるととも

に、報告を受けて取り組むべき課題を参

加者で議論しました。また、ユース世代

のワークライフバランスについて、参加

者間で自組織の実態について共有をはか

りました。今後は、学習、共有した内容

を組織、職場での取り組みにつなげるこ

とが求められます。 

7. ３月に実施した３・８国際女性デーの

取り組みでは、ＰＳＩ－ＪＣに結集し、
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固定的な性別役割分業意識の払拭と意識

の改革と理解の促進や、ＬＧＢＴ＋を含

めたジェンダー平等の推進などについて、

政府、政党や国会議員への要請を行いま

した。労働組合が中心となって職場の課

題を明らかにし、ジェンダー平等社会の

実現にむけた制度や政策につなげていく

ことが重要です。 

8. ３月22日国連「世界水の日」の取り組

みではＰＳＩ－ＪＣの一員として、２月

にポスターと水の重要性を広く周知する

リーフレットを作成し、水行政に関わる

省庁や国会議員、連合など関係団体への

啓発活動を行いました。引き続き、水の

公共性を基盤に、持続可能な水道・下水

道の確立が重要です。 

9. 都市交評および全国一般評も参画して

いる交運労協は、2023年９月にモロッコ

で発生した地震に対して、モロッコ・マ

ラケシュの交通運輸労組の加盟する事務

所の建て替え・改修への支援のため「国

際連帯救援カンパ」から、ＩＴＦに対し

て５万円を寄付しました。 

 

【労働組合権確立とディーセントワーク実

現にむけて】 

10. 消防職員の団結権をはじめとした公務

員労働基本権について、2023年10月に開

催された連合主催によるシンポジウムに

参加しました。2020年に消防職員に対し

て団結権が付与された韓国の公務員組合、

全消協のパネリストが登壇し新型コロナ

ウイルス感染症における消防職員による

救急業務の実態について議論を行いまし

た。 

11. 公務員の労働基本権の回復および消防

職員や刑事施設職員への団結権付与につ

いて、６月に開催された第112回ＩＬＯ

総会の基準適用委員会において、2018年

以来６年ぶりに日本の公務員の労働基本

権問題が個別審査に付されました。連合

代表団の一員として石上委員長が参加し、

当事国の労働者代表としてスピーチを行

い、日本政府が2018年の議長集約に対し

て真摯に向き合っていないことを指摘し

ました。基準適用委員会の議長集約（結

論）において、改めて日本政府に対し

2024年９月１日までに専門家委員会に対

して報告書を提出することが要請された

ことから、引き続き、政府に対して真摯

な議論と実効性のある対応を求めていき

ます。 

 

【国際協力・支援活動の強化】 

12. 国際連帯救援カンパは、2023年度は 

 44,224,527円を集約しました。自治労が

設立したＮＧＯエファジャパンをはじめ、

各種国際協力団体などへの活動支援の資

金源として、引き続きその意義を組合員

に訴えると同時に、具体的な活動への参

加を促す機会の提供に取り組みます。 

13. エファジャパンを通じたラオスおよび

カンボジアの支援事業は、２地連・４県

本部で展開されています。組合員個人、

県本部・単組がより参画できる国際貢献

活動が求められています。2024年がエ

ファジャパン設立20周年であることも踏

まえ、改めて、組合員をはじめとした市

民に対して幅広くエファジャパンの理念

を理解・支持いただけるようサポートし

ます。 

14. 人権や平和、移住労働、地球環境保全

 

などに取り組む国際ＮＧＯのアムネス

ティ・インターナショナル日本とともに、

労働組合アクションリーフ『脱炭素社会

の裏にある大きな犠牲～コバルト採掘に

よる強制立ち退き～』を作成し、啓発活

動を行いました。 

  また、日比国際児とその母親を支える

ＮＧＯ団体（ＤＡＷＮ）を通じ、フィリ

ピンにおける女性の移住労働者に対する

虐待や搾取、人身売買に対応するための

取り組みを支援しました。 

15. ミャンマー国軍による市民弾圧により

避難を余儀なくされている人々への緊急

人道支援として、「ＮＰＯ法人メータ

オ・クリニック支援の会」を通じて100

万円を寄付しました。また、超党派の国

会議員が開催した「ミャンマーに民主体

制と平和を取り戻し、真の連邦制樹立を

目指す院内集会」に参加し、３年間にわ

たって国民が不服従運動という形で粘り

強く抵抗を行っていること等の報告を受

けてきました。軍事政権による弾圧が長

期化し民政移管にむけ見通しが立たない

中、支援の継続と取り組みの強化が必要

です。 

16. 軍事政権下のミャンマーからタイの国

境地帯に避難した難民の子どもたちの教

育の場としてつくられた「パラミ・ラー

ニング・センター」は、2021年２月の

クーデター以降、弾圧から逃れてきた避

難民の支援を行っています。自治労は日

教組との協力の下、子どもたちの教育の

場を保障するとともに、避難民への人道

支援としてパラミ・ラーニング・セン

ターへの支援を継続します。 

17. ロシア軍によるウクライナ侵攻により、

ウクライナ国内外に避難を余儀なくされ

ている人々に対し、日本チェルノブイリ

連帯基金（ＪＣＦ）を通じて、ウクライ

ナ西部のウジホロド、ポーランドのクラ

クフ、ブルガリアのヴァルナに避難して

いる母子達への食糧品・生活用品・学用

品を配布し、心のリラックスのためのイ

ベント等の支援事業に寄付を行いました。

長引く侵攻により移り行くニーズに対応

できるよう、被災している人々に届く支

援を継続していくことが重要です。 

18. アフリカで最も長く最悪の内戦があっ

たスーダンでは、政情不安の中、いまだ

に多くの人々が国内外での避難生活を強

いられています。南スーダンとの国境沿

いにくらす紛争で被災した子どもたちに

対する教育機会の拡大、補習校の運営、

教育研修、障害をもった子どもへのケア

等が得られるよう、日本国際ボランティ

アセンター（ＪＶＣ）を通じて支援しま

した。民族や宗教によらず、子どもたち

が権利を保障され、人間らしく生きるこ

とができるよう、継続して取り組んでい

くことが重要です。 

19. 世界と日本国内の人権問題（アムネス

ティ・インターナショナル日本）、ガザ

地区における女性の生計支援（パルシッ

ク）、フィリピンの路上でくらす若者の

自立支援プロジェクト（ＡＣＣ21）、

ミャンマーの農業再建と農村振興プロ

ジェクト（アジア社会文化交流セン

ター）、ベトナム戦争枯葉剤爆弾被害者

の困窮家庭支援（日本ベトナム平和友好

連絡会議）など、連合愛のカンパを通じ

た支援を行いました。  
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固定的な性別役割分業意識の払拭と意識

の改革と理解の促進や、ＬＧＢＴ＋を含

めたジェンダー平等の推進などについて、

政府、政党や国会議員への要請を行いま

した。労働組合が中心となって職場の課

題を明らかにし、ジェンダー平等社会の

実現にむけた制度や政策につなげていく

ことが重要です。 

8. ３月22日国連「世界水の日」の取り組

みではＰＳＩ－ＪＣの一員として、２月

にポスターと水の重要性を広く周知する

リーフレットを作成し、水行政に関わる

省庁や国会議員、連合など関係団体への

啓発活動を行いました。引き続き、水の

公共性を基盤に、持続可能な水道・下水

道の確立が重要です。 

9. 都市交評および全国一般評も参画して

いる交運労協は、2023年９月にモロッコ

で発生した地震に対して、モロッコ・マ

ラケシュの交通運輸労組の加盟する事務

所の建て替え・改修への支援のため「国

際連帯救援カンパ」から、ＩＴＦに対し

て５万円を寄付しました。 

 

【労働組合権確立とディーセントワーク実

現にむけて】 

10. 消防職員の団結権をはじめとした公務

員労働基本権について、2023年10月に開

催された連合主催によるシンポジウムに

参加しました。2020年に消防職員に対し

て団結権が付与された韓国の公務員組合、

全消協のパネリストが登壇し新型コロナ

ウイルス感染症における消防職員による

救急業務の実態について議論を行いまし

た。 

11. 公務員の労働基本権の回復および消防

職員や刑事施設職員への団結権付与につ

いて、６月に開催された第112回ＩＬＯ

総会の基準適用委員会において、2018年

以来６年ぶりに日本の公務員の労働基本

権問題が個別審査に付されました。連合

代表団の一員として石上委員長が参加し、

当事国の労働者代表としてスピーチを行

い、日本政府が2018年の議長集約に対し

て真摯に向き合っていないことを指摘し

ました。基準適用委員会の議長集約（結

論）において、改めて日本政府に対し

2024年９月１日までに専門家委員会に対

して報告書を提出することが要請された

ことから、引き続き、政府に対して真摯

な議論と実効性のある対応を求めていき

ます。 

 

【国際協力・支援活動の強化】 

12. 国際連帯救援カンパは、2023年度は 

 44,224,527円を集約しました。自治労が

設立したＮＧＯエファジャパンをはじめ、

各種国際協力団体などへの活動支援の資

金源として、引き続きその意義を組合員

に訴えると同時に、具体的な活動への参

加を促す機会の提供に取り組みます。 

13. エファジャパンを通じたラオスおよび

カンボジアの支援事業は、２地連・４県

本部で展開されています。組合員個人、

県本部・単組がより参画できる国際貢献

活動が求められています。2024年がエ

ファジャパン設立20周年であることも踏

まえ、改めて、組合員をはじめとした市

民に対して幅広くエファジャパンの理念

を理解・支持いただけるようサポートし

ます。 

14. 人権や平和、移住労働、地球環境保全

 

などに取り組む国際ＮＧＯのアムネス

ティ・インターナショナル日本とともに、

労働組合アクションリーフ『脱炭素社会

の裏にある大きな犠牲～コバルト採掘に

よる強制立ち退き～』を作成し、啓発活

動を行いました。 

  また、日比国際児とその母親を支える

ＮＧＯ団体（ＤＡＷＮ）を通じ、フィリ

ピンにおける女性の移住労働者に対する

虐待や搾取、人身売買に対応するための

取り組みを支援しました。 

15. ミャンマー国軍による市民弾圧により

避難を余儀なくされている人々への緊急

人道支援として、「ＮＰＯ法人メータ

オ・クリニック支援の会」を通じて100

万円を寄付しました。また、超党派の国

会議員が開催した「ミャンマーに民主体

制と平和を取り戻し、真の連邦制樹立を

目指す院内集会」に参加し、３年間にわ

たって国民が不服従運動という形で粘り

強く抵抗を行っていること等の報告を受

けてきました。軍事政権による弾圧が長

期化し民政移管にむけ見通しが立たない

中、支援の継続と取り組みの強化が必要

です。 

16. 軍事政権下のミャンマーからタイの国

境地帯に避難した難民の子どもたちの教

育の場としてつくられた「パラミ・ラー

ニング・センター」は、2021年２月の

クーデター以降、弾圧から逃れてきた避

難民の支援を行っています。自治労は日

教組との協力の下、子どもたちの教育の

場を保障するとともに、避難民への人道

支援としてパラミ・ラーニング・セン

ターへの支援を継続します。 

17. ロシア軍によるウクライナ侵攻により、

ウクライナ国内外に避難を余儀なくされ

ている人々に対し、日本チェルノブイリ

連帯基金（ＪＣＦ）を通じて、ウクライ

ナ西部のウジホロド、ポーランドのクラ

クフ、ブルガリアのヴァルナに避難して

いる母子達への食糧品・生活用品・学用

品を配布し、心のリラックスのためのイ

ベント等の支援事業に寄付を行いました。

長引く侵攻により移り行くニーズに対応

できるよう、被災している人々に届く支

援を継続していくことが重要です。 

18. アフリカで最も長く最悪の内戦があっ

たスーダンでは、政情不安の中、いまだ

に多くの人々が国内外での避難生活を強

いられています。南スーダンとの国境沿

いにくらす紛争で被災した子どもたちに

対する教育機会の拡大、補習校の運営、

教育研修、障害をもった子どもへのケア

等が得られるよう、日本国際ボランティ

アセンター（ＪＶＣ）を通じて支援しま

した。民族や宗教によらず、子どもたち

が権利を保障され、人間らしく生きるこ

とができるよう、継続して取り組んでい

くことが重要です。 

19. 世界と日本国内の人権問題（アムネス

ティ・インターナショナル日本）、ガザ

地区における女性の生計支援（パルシッ

ク）、フィリピンの路上でくらす若者の

自立支援プロジェクト（ＡＣＣ21）、

ミャンマーの農業再建と農村振興プロ

ジェクト（アジア社会文化交流セン

ター）、ベトナム戦争枯葉剤爆弾被害者

の困窮家庭支援（日本ベトナム平和友好

連絡会議）など、連合愛のカンパを通じ

た支援を行いました。  
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【自治労の国際活動の共有化】 

20. 2023年９月に韓国ＰＳＩ－ＫＣの要請

に基づき、ソウル特別市の組合員の訪日

研修を受け入れました。労使関係および

労働条件などに関する意見交換を行うと

ともに、職場環境や職員の福利厚生施設

などの見学を行いました。公務員の労働

基本権、とくに消防職員の団結権に関

わって、引き続き韓国公務員労組と情報

共有を行いながら、関係の維持をはかっ

ていきます。 

21. 定期交流を行っているシンガポール公

務員労働組合（ＡＵＰＥ）の代表団を３

月に受け入れました。両国にとって喫緊

の課題である高齢化社会における介護人

材不足とそれに対する政府の施策、労働

組合の取り組みについて意見交換を行い

ました。また、両国の温暖化対策につい

ても課題の共有化を行い、労働組合の観

点から「公正な移行」の重要性について

も認識を深めました。ＰＳＩアジア太平

洋地域の有力加盟組合として、引き続き

関係の維持をはかっていきます。

 
(11) ジェンダー平等社会実現の取り組み 
  

【職場におけるジェンダー平等の推進】 

1. ジェンダー平等社会の実現にむけ、あ

らゆる機会に要求・交渉を行う通年闘争

としてジェンダー平等推進を位置付けな

がら、６月を「ジェンダー平等推進集中

月間」に設定し、各種要請行動、組合学

習会の開催などに取り組んできました。

本部は、総務省、内閣府、厚生労働省、

全国知事会、市長会、町村会に要請書を

提出し、①男性職員の育児休暇等の取得

にむけた環境整備、②不妊治療休暇を取

得しやすい環境整備や制度推進の支援、

③あらゆるハラスメント防止の施策推進、

④ＬＧＢＴＱ＋当事者がくらしやすく、

働きやすい社会の実現などの重点項目に

ついて要請しました。 

2. 単組・県本部については、春闘期の職

場の声に基づいた要求行動をスタートに、

ジェンダー平等の課題解決にむけ17県本

部で学習会・セミナーを開催し、男性の

育休取得推進やＬＧＢＴＱ＋の課題など

をテーマに設定して行いました。今後も

通年闘争として取り組みを進めることが

重要です。 

3. 職場におけるジェンダー平等の課題は、

引き続き山積しています。地方公務員管

理職（本庁課長相当職以上）の男女の割

合には、いまだに大きな差があります。

「男性は仕事、女性は家事・育児・介護」

といったアンコンシャスバイアス、固定

的な性的役割分担や長時間労働を前提に

した日本型労働慣行の見直しが必要で、

すべての人が働きやすい職場となるよう

ワークライフバランスの実現が求められ

ます。 

4. 2024年５月公表の厚生労働省「職場の

ハラスメントに関する実態調査」で、職

場におけるさまざまなハラスメントが引

き続き大きな課題であることが報告され

ています。ハラスメントが原因で仕事や

人間関係がうまくいかず心身に不調が生

じ、結果として休職や退職に至ることも

 

あり、公共サービスの職場においてもセ

クハラ、マタハラをはじめとするすべて

のハラスメントの一掃に取り組むことが

重要です。 

5. すべての人が子育てや介護などを担い、

参加することが当たり前となるよう

「Let's challenge 地方公務員のための

両立支援ガイドブック」を改訂し、

「Let's join 地方公務員のための両立

支援ガイドブック」を製作しました。仕

事と家庭の両立支援のためのさらなる取

り組みが求められます。 

 

【ジェンダー平等による自治労運動の推進】 

6. 「2024年度自治労ジェンダー平等推進

県本部代表者会議」を2024年３月６日に

開催し、自治労が取り組むジェンダー平

等の課題を議論するとともに、2024ジェ

ンダー平等推進闘争の具体的取り組みに

ついて確認しました。また、ＬＧＢＴ法

連合会事務局長の神谷悠一さんによるＬ

ＧＢＴＱ＋/ＳＯＧＩに関する研修を行

い、ＬＧＢＴＱ＋に関わる現在の課題解

決のための留意点を学びました。その内

容を６月の「ジェンダー平等推進集中月

間」で活用すべく動画編集の上、アーカ

イブ配信を行いました。 

7. 第97回定期大会で確認された「自治労

ジェンダー平等推進計画」では、達成す

べき目標として機関会議や執行部体制な

ど組合運動への女性参画30％の数値目標

を掲げています。これに基づき2024年５

月に開催した自治労第166回中央委員会

での女性中央委員の参加要請率を変更し

ましたが参加率は25.5％であり、いまだ

目標達成には至っていません。今後も運

動に多くの女性が参画し、活性化をは

かっていくため自治労の各組織において

引き続き取り組みを推進することが求め

られます。 

8. ＬＧＢＴＱ＋に関する取り組みも労働

組合や社会の大きな課題となっています。

ＬＧＢＴＱ＋当事者団体による助言を受

けながら、自治労における課題解決にむ

け「自治労ＳＯＧＩ（性的指向・性自認）

に関する対応指針」を策定しました。Ｌ

ＧＢＴＱ＋当事者の人権を守り、ハラス

メントなどの課題解決への取り組みの強

化が必要です。 

9. ジェンダー平等はすべての人が向き合

うべきテーマであり、多くの人が参画し

やすいよう組合活動のさまざまな場面に

おいてジェンダー平等を意識して取り組

むことが重要です。

 

(12) 運動の強化と持続可能な組織づくり 
 

① 組織強化・拡大にむけた取り組み 

  

【組織強化・拡大のための体制づくり】 

1. 第97回定期大会で確認された第６次組

織強化・拡大のための推進計画（以下：

第６次組強計画）において中心的課題と

した「単組の強化・底上げと組織率の向

上」にむけ、単組と県本部、県本部と本

部の連携強化策の拡充をはかってきまし

た。 
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【自治労の国際活動の共有化】 

20. 2023年９月に韓国ＰＳＩ－ＫＣの要請

に基づき、ソウル特別市の組合員の訪日

研修を受け入れました。労使関係および

労働条件などに関する意見交換を行うと

ともに、職場環境や職員の福利厚生施設

などの見学を行いました。公務員の労働

基本権、とくに消防職員の団結権に関

わって、引き続き韓国公務員労組と情報

共有を行いながら、関係の維持をはかっ

ていきます。 

21. 定期交流を行っているシンガポール公

務員労働組合（ＡＵＰＥ）の代表団を３

月に受け入れました。両国にとって喫緊

の課題である高齢化社会における介護人

材不足とそれに対する政府の施策、労働

組合の取り組みについて意見交換を行い

ました。また、両国の温暖化対策につい

ても課題の共有化を行い、労働組合の観

点から「公正な移行」の重要性について

も認識を深めました。ＰＳＩアジア太平

洋地域の有力加盟組合として、引き続き

関係の維持をはかっていきます。

 
(11) ジェンダー平等社会実現の取り組み 
  

【職場におけるジェンダー平等の推進】 

1. ジェンダー平等社会の実現にむけ、あ

らゆる機会に要求・交渉を行う通年闘争

としてジェンダー平等推進を位置付けな

がら、６月を「ジェンダー平等推進集中

月間」に設定し、各種要請行動、組合学

習会の開催などに取り組んできました。

本部は、総務省、内閣府、厚生労働省、

全国知事会、市長会、町村会に要請書を

提出し、①男性職員の育児休暇等の取得

にむけた環境整備、②不妊治療休暇を取

得しやすい環境整備や制度推進の支援、

③あらゆるハラスメント防止の施策推進、

④ＬＧＢＴＱ＋当事者がくらしやすく、

働きやすい社会の実現などの重点項目に

ついて要請しました。 

2. 単組・県本部については、春闘期の職

場の声に基づいた要求行動をスタートに、

ジェンダー平等の課題解決にむけ17県本

部で学習会・セミナーを開催し、男性の

育休取得推進やＬＧＢＴＱ＋の課題など

をテーマに設定して行いました。今後も

通年闘争として取り組みを進めることが

重要です。 

3. 職場におけるジェンダー平等の課題は、

引き続き山積しています。地方公務員管

理職（本庁課長相当職以上）の男女の割

合には、いまだに大きな差があります。

「男性は仕事、女性は家事・育児・介護」

といったアンコンシャスバイアス、固定

的な性的役割分担や長時間労働を前提に

した日本型労働慣行の見直しが必要で、

すべての人が働きやすい職場となるよう

ワークライフバランスの実現が求められ

ます。 

4. 2024年５月公表の厚生労働省「職場の

ハラスメントに関する実態調査」で、職

場におけるさまざまなハラスメントが引

き続き大きな課題であることが報告され

ています。ハラスメントが原因で仕事や

人間関係がうまくいかず心身に不調が生

じ、結果として休職や退職に至ることも

 

あり、公共サービスの職場においてもセ

クハラ、マタハラをはじめとするすべて

のハラスメントの一掃に取り組むことが

重要です。 

5. すべての人が子育てや介護などを担い、

参加することが当たり前となるよう

「Let's challenge 地方公務員のための

両立支援ガイドブック」を改訂し、

「Let's join 地方公務員のための両立

支援ガイドブック」を製作しました。仕

事と家庭の両立支援のためのさらなる取

り組みが求められます。 

 

【ジェンダー平等による自治労運動の推進】 

6. 「2024年度自治労ジェンダー平等推進

県本部代表者会議」を2024年３月６日に

開催し、自治労が取り組むジェンダー平

等の課題を議論するとともに、2024ジェ

ンダー平等推進闘争の具体的取り組みに

ついて確認しました。また、ＬＧＢＴ法

連合会事務局長の神谷悠一さんによるＬ

ＧＢＴＱ＋/ＳＯＧＩに関する研修を行

い、ＬＧＢＴＱ＋に関わる現在の課題解

決のための留意点を学びました。その内

容を６月の「ジェンダー平等推進集中月

間」で活用すべく動画編集の上、アーカ

イブ配信を行いました。 

7. 第97回定期大会で確認された「自治労

ジェンダー平等推進計画」では、達成す

べき目標として機関会議や執行部体制な

ど組合運動への女性参画30％の数値目標

を掲げています。これに基づき2024年５

月に開催した自治労第166回中央委員会

での女性中央委員の参加要請率を変更し

ましたが参加率は25.5％であり、いまだ

目標達成には至っていません。今後も運

動に多くの女性が参画し、活性化をは

かっていくため自治労の各組織において

引き続き取り組みを推進することが求め

られます。 

8. ＬＧＢＴＱ＋に関する取り組みも労働

組合や社会の大きな課題となっています。

ＬＧＢＴＱ＋当事者団体による助言を受

けながら、自治労における課題解決にむ

け「自治労ＳＯＧＩ（性的指向・性自認）

に関する対応指針」を策定しました。Ｌ

ＧＢＴＱ＋当事者の人権を守り、ハラス

メントなどの課題解決への取り組みの強

化が必要です。 

9. ジェンダー平等はすべての人が向き合

うべきテーマであり、多くの人が参画し

やすいよう組合活動のさまざまな場面に

おいてジェンダー平等を意識して取り組

むことが重要です。

 

(12) 運動の強化と持続可能な組織づくり 
 

① 組織強化・拡大にむけた取り組み 

  

【組織強化・拡大のための体制づくり】 

1. 第97回定期大会で確認された第６次組

織強化・拡大のための推進計画（以下：

第６次組強計画）において中心的課題と

した「単組の強化・底上げと組織率の向

上」にむけ、単組と県本部、県本部と本

部の連携強化策の拡充をはかってきまし

た。 
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  本部は、県本部ごとの担当中執配置を

改編し、個別の担当業務を超えて県本部

との日常的な関係構築をめざすとともに、

組織的課題を抱える県本部に関しては役

職員の複数配置による支援強化を行って

きました。しかし、具体的支援や役職員

間での課題の共有・意思統一については、

十分なものとはなっていません。した

がって、担当制の運用について再検討す

る必要があります。 

2. 組強委員会においては、①第６次組強

計画の実効性の確保のための進捗管理と

後期にむけた課題の整理、②運動と本

部・県本部の機能・体制のあり方と産別

財政確立のための方向性について、長

計・財政両部会も含めて議論をしてきま

した。 

  各委員からの報告によれば、「単組活

動 底上げシート」については、活用が

徐々に広まりつつあります。同時に、県

本部組織集会等でのグループワークの素

材として、あるいは、県本部が実情にあ

わせて独自にカスタマイズし、単組の課

題・取り組み目標の明確化、県本部によ

る単組状況の把握・サポートなどに活用

している事例もあります。こうした事例

について共有をはかり、第６次組強計画

の推進を組織全体として取り組んでいか

なければなりません。 

3. 運動・体制と組合費水準に関する議論

は、本部・組強委員会ともに統一した方

向性は示せていません。そのため、組強

委員会での議論と並行し、本部としての

考え方を明確化するため、総合改革ＰＴ

を改編し（Ｐ）、具体的な改革実施案の

検討を開始したところです。第６次組強

計画のスケジュール上、2025年定期大会

において組織討議案を示すこととしてい

ることから、議論を加速していく必要が

あります。 

4. ①各県本部における単組との連携強化

策など、組強計画の進捗、②新規採用者

や高年齢層職員の組合加入の現状と取り

組み、③競合を抱える単組の実態と対策、

④単組・組合員の脱退対策、などに関す

る課題や具体的好事例の共有をはかるた

め、県本部組織担当者会議を３ブロック

に分けて開催しました。 

  また、会議の１ヵ月前には、全県本部

に対する個別ヒアリングをウェブで実施

し、各取り組み状況を把握しました。 

  脱退防止・未加入者対策の強化を含め、

各県状況や抱える課題は相違点も少なく

ないことから、今後は、全国レベルでの

会議だけではなく、少人数での双方向協

議も重視し、取り組みの深化をめざして

いく必要があります。 

5. 県本部に対して提出を求めていた「組

織拡大行動計画・総括」（年１回）およ

び「組織拡大チーム報告」（３ヵ月に１

度）については、県本部の負担を軽減し

つつ第６次組強計画に沿ったものとする

ため、「強化・拡大のための行動計画」

に見直しました。 

  各県本部における組織強化・拡大体制

については、前組強計画に基づき、「組

織拡大行動委員会」「行動チーム」など

を設置し、対応してきています。しかし、

委員会としての動きは、全般的に活発と

はいえない状況にあります。また、単組

オルグの頻度・内容や単組課題の把握に

ついては、県本部の役職員人数に限りが

 

ある中で、対応に苦慮している県本部も

少なくありません。 

  そのため、改めて位置付けや取り組み

内容の明確化・具体化をはかっていくこ

ととあわせ、これまでの取り組みに新た

な工夫を加えながら、重点単組の指定や

共済県支部との連携などを模索していく

ことが求められています。 

6. この間、解散・脱退する組合数が新規

加盟の組合数を上回っており、結果とし

て自治労組合員数の減少に歯止めをかけ

ることができていません。単組活動の強

化や底上げをはかるべく、第６次組強計

画を自治労全体で確実に実践していくこ

とが重要です。 

7. 県本部に配置されている組織拡大専門

員については、2024年４月からの定年延

長を踏まえ、60歳以上の再雇用組織拡大

専門員の名称をエキスパート組織拡大専

門員へと変更しました。現在45県本部１

社保労連に50人（加配２人、エキスパー

ト７人含）配置されています。 

  本部は新任組織拡大専門員に対する研

修を実施するとともに、育成と経験交流

を目的とする産別オルグ団会議を実施し、

スキルの向上をはかってきました。県本

部は、組織拡大専門員を配置する趣旨や

意義を改めて確認し、組織強化・拡大に

むけて組織拡大専門員の力を十分に活用

していくことが必要です。 

8. 新規採用者などの組織強化・拡大につ

いて、関係評議会・横断組織と組織拡大

担当者が情報共有・連携し、具体的な取

り組みを推進することを目的に組織拡大

行動委員会を設置して３回開催しました。 

  改めて、関係評議会・横断組織職場で

の新規採用者と非正規労働者の組織化の

前進にむけて運動を展開していくことが

必要です。 

 

【次代の担い手育成と教育体制の強化】 

9. 県本部・単組役職員の研修の場として、

2024年７月、第55期中央労働学校を開催

しました。労働学校では参加型のワーク

ショップにより労働組合の意義、役割や

組合運営のあり方等について議論をする

中で、社会的課題や組合運動の現状分析、

解決にむけた手法を探索するなど課題解

決のため自ら考え、受講した仲間との意

見交換が進むよう意識しています。全国

の仲間たちとの交流や学びを通じて、県

本部・単組の人材育成や地域を越えた

ネットワークの形成、運動の活性化に結

び付くよう、教育機能の強化に取り組む

ことが必要です。 

10. 各県における運動の担い手育成につい

て、県本部労働学校を中心とした教育研

修の役割が重要となります。本部に対し

ては引き続き講師紹介の要望が多くあり、

県本部等からの講演や学習会の依頼に対

応すべく、産別ネット・じちろうネット

内の教育研修ポータルに掲載している自

治労本部や外部の講師リストのさらなる

充実が求められます。また、同ポータル

内にある教材ビデオの更新や具体的な内

容紹介を加えるなど、より活用しやすい

サイトの整備を進めています。県本部の

教育研修活動の強化にむけ、引き続き研

修内容や運営方法に関する情報提供や相

談を行うなどの支援が求められます。 

11. 「人材育成プログラム」の策定は、第

５次組強計画から引き続く課題です。こ
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  本部は、県本部ごとの担当中執配置を

改編し、個別の担当業務を超えて県本部

との日常的な関係構築をめざすとともに、

組織的課題を抱える県本部に関しては役

職員の複数配置による支援強化を行って

きました。しかし、具体的支援や役職員

間での課題の共有・意思統一については、

十分なものとはなっていません。した

がって、担当制の運用について再検討す

る必要があります。 

2. 組強委員会においては、①第６次組強

計画の実効性の確保のための進捗管理と

後期にむけた課題の整理、②運動と本

部・県本部の機能・体制のあり方と産別

財政確立のための方向性について、長

計・財政両部会も含めて議論をしてきま

した。 

  各委員からの報告によれば、「単組活

動 底上げシート」については、活用が

徐々に広まりつつあります。同時に、県

本部組織集会等でのグループワークの素

材として、あるいは、県本部が実情にあ

わせて独自にカスタマイズし、単組の課

題・取り組み目標の明確化、県本部によ

る単組状況の把握・サポートなどに活用

している事例もあります。こうした事例

について共有をはかり、第６次組強計画

の推進を組織全体として取り組んでいか

なければなりません。 

3. 運動・体制と組合費水準に関する議論

は、本部・組強委員会ともに統一した方

向性は示せていません。そのため、組強

委員会での議論と並行し、本部としての

考え方を明確化するため、総合改革ＰＴ

を改編し（Ｐ）、具体的な改革実施案の

検討を開始したところです。第６次組強

計画のスケジュール上、2025年定期大会

において組織討議案を示すこととしてい

ることから、議論を加速していく必要が

あります。 

4. ①各県本部における単組との連携強化

策など、組強計画の進捗、②新規採用者

や高年齢層職員の組合加入の現状と取り

組み、③競合を抱える単組の実態と対策、

④単組・組合員の脱退対策、などに関す

る課題や具体的好事例の共有をはかるた

め、県本部組織担当者会議を３ブロック

に分けて開催しました。 

  また、会議の１ヵ月前には、全県本部

に対する個別ヒアリングをウェブで実施

し、各取り組み状況を把握しました。 

  脱退防止・未加入者対策の強化を含め、

各県状況や抱える課題は相違点も少なく

ないことから、今後は、全国レベルでの

会議だけではなく、少人数での双方向協

議も重視し、取り組みの深化をめざして

いく必要があります。 

5. 県本部に対して提出を求めていた「組

織拡大行動計画・総括」（年１回）およ

び「組織拡大チーム報告」（３ヵ月に１

度）については、県本部の負担を軽減し

つつ第６次組強計画に沿ったものとする

ため、「強化・拡大のための行動計画」

に見直しました。 

  各県本部における組織強化・拡大体制

については、前組強計画に基づき、「組

織拡大行動委員会」「行動チーム」など

を設置し、対応してきています。しかし、

委員会としての動きは、全般的に活発と

はいえない状況にあります。また、単組

オルグの頻度・内容や単組課題の把握に

ついては、県本部の役職員人数に限りが

 

ある中で、対応に苦慮している県本部も

少なくありません。 

  そのため、改めて位置付けや取り組み

内容の明確化・具体化をはかっていくこ

ととあわせ、これまでの取り組みに新た

な工夫を加えながら、重点単組の指定や

共済県支部との連携などを模索していく

ことが求められています。 

6. この間、解散・脱退する組合数が新規

加盟の組合数を上回っており、結果とし

て自治労組合員数の減少に歯止めをかけ

ることができていません。単組活動の強

化や底上げをはかるべく、第６次組強計

画を自治労全体で確実に実践していくこ

とが重要です。 

7. 県本部に配置されている組織拡大専門

員については、2024年４月からの定年延

長を踏まえ、60歳以上の再雇用組織拡大

専門員の名称をエキスパート組織拡大専

門員へと変更しました。現在45県本部１

社保労連に50人（加配２人、エキスパー

ト７人含）配置されています。 

  本部は新任組織拡大専門員に対する研

修を実施するとともに、育成と経験交流

を目的とする産別オルグ団会議を実施し、

スキルの向上をはかってきました。県本

部は、組織拡大専門員を配置する趣旨や

意義を改めて確認し、組織強化・拡大に

むけて組織拡大専門員の力を十分に活用

していくことが必要です。 

8. 新規採用者などの組織強化・拡大につ

いて、関係評議会・横断組織と組織拡大

担当者が情報共有・連携し、具体的な取

り組みを推進することを目的に組織拡大

行動委員会を設置して３回開催しました。 

  改めて、関係評議会・横断組織職場で

の新規採用者と非正規労働者の組織化の

前進にむけて運動を展開していくことが

必要です。 

 

【次代の担い手育成と教育体制の強化】 

9. 県本部・単組役職員の研修の場として、

2024年７月、第55期中央労働学校を開催

しました。労働学校では参加型のワーク

ショップにより労働組合の意義、役割や

組合運営のあり方等について議論をする

中で、社会的課題や組合運動の現状分析、

解決にむけた手法を探索するなど課題解

決のため自ら考え、受講した仲間との意

見交換が進むよう意識しています。全国

の仲間たちとの交流や学びを通じて、県

本部・単組の人材育成や地域を越えた

ネットワークの形成、運動の活性化に結

び付くよう、教育機能の強化に取り組む

ことが必要です。 

10. 各県における運動の担い手育成につい

て、県本部労働学校を中心とした教育研

修の役割が重要となります。本部に対し

ては引き続き講師紹介の要望が多くあり、

県本部等からの講演や学習会の依頼に対

応すべく、産別ネット・じちろうネット

内の教育研修ポータルに掲載している自

治労本部や外部の講師リストのさらなる

充実が求められます。また、同ポータル

内にある教材ビデオの更新や具体的な内

容紹介を加えるなど、より活用しやすい

サイトの整備を進めています。県本部の

教育研修活動の強化にむけ、引き続き研

修内容や運営方法に関する情報提供や相

談を行うなどの支援が求められます。 

11. 「人材育成プログラム」の策定は、第

５次組強計画から引き続く課題です。こ

－ 33 －



 

の間、新採の組合加入等個別課題に沿っ

て単組役員むけ学習ツールの作成などに

は取り組んできましたが、産別としての

教育研修制度の見直しには至っていませ

ん。県本部役職員や単組役員だけではな

く、本部役職員のスキルアップも含め、

産別機能の強化にむけた議論が求められ

ています。 

 

【新規採用職員の組合加入】 

12. 新規採用職員の組合加入は、組合員利

益の最大化をはかるために欠かすことの

できない課題であることから、第６次組

強計画における単組のステップおよび

「底上げシート」項目に設定しました。

同時に、組織担当者会議等においては、

プレゼンテーション素材の提供や県本

部・単組における取り組み事例の共有を

はかってきました。 

13. しかし、新採加入率調査においては、

2021年61.0％、2022年60.2％、2023年

57.2％と下降傾向にあり、2024年６月１

日時点でも●％と歯止めがかけられてい

ません。また、２年に１度実施している

組織基本調査（基準日６月30日）でも、

2017年65.9％、2019年62.5％だったのに

対し、2021年には58.8％と６割を切り、

2023年では55.3％とさらに低下しました。

とくに大規模単組での加入実績が厳しい

状況が続いています。 

14. 加入率の低下は、運動の維持・発展に

関わる自治労全体の課題であることを、

単組・県本部とともに共有しながら、単

組実情に寄り添った支援のあり方や組合

説明会とその後の個別対応、企画段階か

らの若手組合員の参画など、新たな工夫

をしていくことが求められています。 

15. あわせて、安心して働き続けるための

セーフティネットとして、組合加入と同

時の団体生命共済加入を引き続き追求し

ていくことが必要です。 

 

【高年齢層職員の組合加入】 

16. 再任用職員を含めた高年齢層職員の組

合加入については、役職定年の初年度に

あたる2024年４月までの取り組みが、以

降の組織化に大きな影響を与えることを

踏まえ、組織的重要課題と位置付けてき

ました。 

17. 2024年６月１日時点での加入率調査に

よると、県本部の明確な取り組み方針の

徹底と単組の地道な取り組みによって対

象者の大多数加入を果たした県がある一

方で、単組が高年齢層職員の組合加入に

消極的、あるいは県本部が状況を把握し

切れていないなど、課題を残すこととな

りました。 

  また、自治労共済の利用状況が加入率

に大きな差を生じさせていることも明ら

かになっています。 

18. 定年引き上げの制度完成時には、高年

齢層職員が一定の割合を占めることにな

ります。そのため、本部は、引き続き好

事例の収集や対応マニュアルの作成など

を進め、取り組みの推進をはかっていく

ことが必要です。 

 

【会計年度任用職員の組織化】 

19. 「会計年度任用職員の処遇改善にむけ

た法改正を求める諸行動」の最終ステー

ジの取り組みを通して、本部は仲間づく

り実践セミナーや県本部組織強化・担当

 

者会議、産別オルグ団会議などで取り組

みの強化を提起するとともに、地連・県

本部等の学習会などに講師を派遣してき

ました。また会計年度任用職員制度の学

習や交渉・協議のための資料等として

「会計年度任用職員の手引き」を発刊し

ました。 

20. 第16回自治労組織基本調査（2023.6.30

実施）によると、自治体単組のうち会計

年度任用職員を組織しているのは422単

組・全体の28.2％で、組合員数ベースで

は15,924人・組織率2.8％にとどまって

います。賃金・労働条件の低い職員が職

場に多数いることは、常勤職員の賃金・

労働条件の下方圧力となります。会計年

度任用職員を含む臨時・非常勤等職員を

組織化し、賃金・労働条件を改善してい

くことが自治労の社会的使命であること

からも、すべての単組で組織化に取り組

むことが必要です。 

21. 本部は、会計年度任用職員の組織化に

ついての全県ヒアリングを実施しました。

その中では、「会計年度任用職員を組織

化している自治体ほど４月遡及や勤勉手

当の支給を勝ち取れている」と当事者の

運動への参画が労働条件の改善につな

がったと報告された一方で、自立的な運

営に苦慮しているケース、キーパーソン

が退職し失速したケースなど組合の維持

存続に関わる意見もありました。各県本

部の実態や、規模・地域性に応じて、引

き続き組織化にむけて県本部支援をして

いくことが必要です。 

 

【非正規労働者の組織化】 

22. 公共民間単組をはじめとする労組法適

用単組においても非正規労働者の組織化

にむけて、仲間づくり実践セミナーなど

を通じて、取り組みの必要性を共有して

きましたが、組織化は進みませんでした。

本部が作成した「仲間づくりハンドブッ

ク」を活用しながら、未加入者への声か

けや組合説明会の開催など、引き続き、

非正規労働者の組織化に取り組む必要が

あります。 

 

【組織競合対策の強化】 

23. 第16回自治労組織基本調査によると、

競合単組は40県本部196単組あることが

明らかとなりました。 

  本部が１月の新採対策会議にあわせ

ウェブ開催した競合単組対策意見交換交

流会には20県本部39人が参加しました。

交流会では、本部提起に加え、ＪＡＭ

（ものづくり産業労働組合）から事例報

告を交えた講演を受けた後、旧全官公自

治労連と全労連（自治労連・医労連）の

それぞれと組織競合している単組を対象

にした２つの分科会において、討論を展

開し、旧全官公自治労連の分科会では、

熊本県本部・八代市職労から「現状と今

後の課題」をテーマに講演を受けました。

なお、八代市職労では、2024年度は15人

が旧全官公自治労連から自治労に加入し

ました。 

  交流会の参加者からは、「参考になっ

た」という意見がある一方、対面での開

催や現場で実践につながるような提起の

希望などの意見もありました。 

  競合単組対策は、数多くを占める未加

入者をいかに組合に加入させるかが大変

重要であり、そのためには単組活動の活

－ 34 －



 

の間、新採の組合加入等個別課題に沿っ

て単組役員むけ学習ツールの作成などに

は取り組んできましたが、産別としての

教育研修制度の見直しには至っていませ

ん。県本部役職員や単組役員だけではな

く、本部役職員のスキルアップも含め、

産別機能の強化にむけた議論が求められ

ています。 

 

【新規採用職員の組合加入】 

12. 新規採用職員の組合加入は、組合員利

益の最大化をはかるために欠かすことの

できない課題であることから、第６次組

強計画における単組のステップおよび

「底上げシート」項目に設定しました。

同時に、組織担当者会議等においては、

プレゼンテーション素材の提供や県本

部・単組における取り組み事例の共有を

はかってきました。 

13. しかし、新採加入率調査においては、

2021年61.0％、2022年60.2％、2023年

57.2％と下降傾向にあり、2024年６月１

日時点でも●％と歯止めがかけられてい

ません。また、２年に１度実施している

組織基本調査（基準日６月30日）でも、

2017年65.9％、2019年62.5％だったのに

対し、2021年には58.8％と６割を切り、

2023年では55.3％とさらに低下しました。

とくに大規模単組での加入実績が厳しい

状況が続いています。 

14. 加入率の低下は、運動の維持・発展に

関わる自治労全体の課題であることを、

単組・県本部とともに共有しながら、単

組実情に寄り添った支援のあり方や組合

説明会とその後の個別対応、企画段階か

らの若手組合員の参画など、新たな工夫

をしていくことが求められています。 

15. あわせて、安心して働き続けるための

セーフティネットとして、組合加入と同

時の団体生命共済加入を引き続き追求し

ていくことが必要です。 

 

【高年齢層職員の組合加入】 

16. 再任用職員を含めた高年齢層職員の組

合加入については、役職定年の初年度に

あたる2024年４月までの取り組みが、以

降の組織化に大きな影響を与えることを

踏まえ、組織的重要課題と位置付けてき

ました。 

17. 2024年６月１日時点での加入率調査に

よると、県本部の明確な取り組み方針の

徹底と単組の地道な取り組みによって対

象者の大多数加入を果たした県がある一

方で、単組が高年齢層職員の組合加入に

消極的、あるいは県本部が状況を把握し

切れていないなど、課題を残すこととな

りました。 

  また、自治労共済の利用状況が加入率

に大きな差を生じさせていることも明ら

かになっています。 

18. 定年引き上げの制度完成時には、高年

齢層職員が一定の割合を占めることにな

ります。そのため、本部は、引き続き好

事例の収集や対応マニュアルの作成など

を進め、取り組みの推進をはかっていく

ことが必要です。 

 

【会計年度任用職員の組織化】 

19. 「会計年度任用職員の処遇改善にむけ

た法改正を求める諸行動」の最終ステー

ジの取り組みを通して、本部は仲間づく

り実践セミナーや県本部組織強化・担当

 

者会議、産別オルグ団会議などで取り組

みの強化を提起するとともに、地連・県

本部等の学習会などに講師を派遣してき

ました。また会計年度任用職員制度の学

習や交渉・協議のための資料等として

「会計年度任用職員の手引き」を発刊し

ました。 

20. 第16回自治労組織基本調査（2023.6.30

実施）によると、自治体単組のうち会計

年度任用職員を組織しているのは422単

組・全体の28.2％で、組合員数ベースで

は15,924人・組織率2.8％にとどまって

います。賃金・労働条件の低い職員が職

場に多数いることは、常勤職員の賃金・

労働条件の下方圧力となります。会計年

度任用職員を含む臨時・非常勤等職員を

組織化し、賃金・労働条件を改善してい

くことが自治労の社会的使命であること

からも、すべての単組で組織化に取り組

むことが必要です。 

21. 本部は、会計年度任用職員の組織化に

ついての全県ヒアリングを実施しました。

その中では、「会計年度任用職員を組織

化している自治体ほど４月遡及や勤勉手

当の支給を勝ち取れている」と当事者の

運動への参画が労働条件の改善につな

がったと報告された一方で、自立的な運

営に苦慮しているケース、キーパーソン

が退職し失速したケースなど組合の維持

存続に関わる意見もありました。各県本

部の実態や、規模・地域性に応じて、引

き続き組織化にむけて県本部支援をして

いくことが必要です。 

 

【非正規労働者の組織化】 

22. 公共民間単組をはじめとする労組法適

用単組においても非正規労働者の組織化

にむけて、仲間づくり実践セミナーなど

を通じて、取り組みの必要性を共有して

きましたが、組織化は進みませんでした。

本部が作成した「仲間づくりハンドブッ

ク」を活用しながら、未加入者への声か

けや組合説明会の開催など、引き続き、

非正規労働者の組織化に取り組む必要が

あります。 

 

【組織競合対策の強化】 

23. 第16回自治労組織基本調査によると、

競合単組は40県本部196単組あることが

明らかとなりました。 

  本部が１月の新採対策会議にあわせ

ウェブ開催した競合単組対策意見交換交

流会には20県本部39人が参加しました。

交流会では、本部提起に加え、ＪＡＭ

（ものづくり産業労働組合）から事例報

告を交えた講演を受けた後、旧全官公自

治労連と全労連（自治労連・医労連）の

それぞれと組織競合している単組を対象

にした２つの分科会において、討論を展

開し、旧全官公自治労連の分科会では、

熊本県本部・八代市職労から「現状と今

後の課題」をテーマに講演を受けました。

なお、八代市職労では、2024年度は15人

が旧全官公自治労連から自治労に加入し

ました。 

  交流会の参加者からは、「参考になっ

た」という意見がある一方、対面での開

催や現場で実践につながるような提起の

希望などの意見もありました。 

  競合単組対策は、数多くを占める未加

入者をいかに組合に加入させるかが大変

重要であり、そのためには単組活動の活
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性化とその活動をきちんと伝えることが

必要です。引き続き情報共有とともに、

実効性のある競合対策の会議（交流会）

のあり方について検討・協議を進めるこ

とが必要です。 

 

【情報宣伝および情報ネットワークの充

実・強化】 

24. 機関紙・誌は、組合員が組合活動に触

れる媒体であるとともに、直接配布する

ことでコミュニケーションの機会が生ま

れる重要なツールです。印刷媒体の弱点

であるコストと伝達速度の遅さを克服す

るため、ホームページとＳＮＳによる発

信の拡大を一層追求します。あわせて、

組合員の視覚に訴え運動課題の理解に資

する内容の提供を主眼に、機関紙「じち

ろう」と機関誌「自治労通信デジタル版」

を統合するとともに、機関紙「じちろう」

の体裁変更・カラー化など、抜本的リ

ニューアルの方向性を打ち出していきま

す。 

25. 情報宣伝セミナーは年２回の初級ウェ

ブ講座と１回の対面・経験者講座を開催

し、参加者の習熟度にあわせた教育体系

を構築してきました。また、県本部の機

関紙添削、セミナー開催助成も行い、単

組・県本部で自前の情宣活動を展開でき

る力の養成に努めており、今後も利用促

進をはかります。 

26. 2025年には参議院選挙が行われること

から、セミナー等を開催し、法令の正し

い理解と適法な宣伝物の作成・活動展開

について担当者の共有認識を作ることが

求められます。とりわけ選挙の公示・告

示後の機関紙の関連記事の取り扱いにつ

いて、公選法上の規制の正確な理解と適

法な報道のあり方について認識の統一が

必要です。 

 

【社会にむけた広報活動の推進】 

27. ホームページ、Ｘ（旧ツイッター）、

Facebook、YouTube、それぞれのメディ

ア特性を活かしながら、ウェブを通じた

タイムリーな情報発信を強化してきまし

た。とくにホームページは紙面の都合で

掲載が叶わないトピックや、他メディア

での掲載情報などを豊富化した結果、掲

載本数が増え、アクセス数も年々増加し

ています。引き続きそれぞれの媒体の特

性を活かし、公共サービスの重要性や、

自治労運動への理解と共感を広げるため

のわかりやすく、かつ見たくなる情報発

信のあり方を追求します。 

ホーム 

ページ 

運 用 

2024年度 

※６月末

時点 

2023年度 2022年度

掲載本数 146 124 72 

月間平均

アクセス

数 

4.6万 

(+0.7万) 

3.9万 

(+1.1万) 
2.8万 

 
28. 単組の活動強化を目的に情報発信を

行ってきた「じちろうモバイル」は、

2024年４月にホームページを入口とした

組合員専用のウェブサイトとしてリ

ニューアルしました。「いつでもそばに

自治労を」をコンセプトに、機関紙にパ

スワードを掲載し、自治労通信デジタル

版の配信や、ウェブ学習会の限定事後配

信、各評議会ニュース・県本部機関紙の

配信や、組合員むけ資料の情報発信の媒

体として活用しています。今後も組合員

の求める情報の掲載を通じ、アクセス数

 

の増大や日常の運動に役立つコンテンツ

の充実をはかります。 

29. 2024年度自治労寄付講座「地方自治体

と労働組合」を明治大学と沖縄大学で開

講しました。県本部・単組の若手役員が

講師を担うことで自らの仕事、組合活動

を捉え直し自治労運動につなげていくと

いう担い手の育成とともに、次代を担う

学生に対し公共サービスの重要性や労働

組合の意義・役割に関する発信に努めま

した。引き続き、労働教育の普及と労働

組合への理解促進にむけた取り組みを進

めることが重要です。 

 

【全国消防職員協議会（全消協）との連携

強化】 

30. 近年、休会や脱会単協が後を絶たない

状況にあり、組織強化はもとより、新規

採用職員や未加入職員への声かけ、未組

織消防本部へのオルグ活動の展開など、

組織拡大にむけて取り組みの強化が必要

です。県本部・単組は、全消協の「組織

強化・拡大アクションプラン2020」も踏

まえ、全消協加盟の県消協・単協と連携

して、組織強化・拡大の取り組みを進め

なければなりません。 

 

【全国展開組織の組織化】 

31. 本部は「連合組織拡大プラン2030」の

関連産業・取引先企業の組織化に連動し、

連合本部とともに指定管理・業務委託関

連会社のオルグを進めました。ピック

アップした企業約70社を訪問し、うち10

社以上は取締役などとの懇談を行ってき

ました。 

32. また、県本部と連携し、地方連合とも

協力しながら地元企業のオルグに取り組

みました。この成果として、2024年１月

５日には、福岡市水道検針員（福岡県）

における「労働協約の地域的拡張適用」

を成立させることができました。この取

り組み成果を全体で共有しつつ、課題等

を整理し、労働条件改善や組織拡大の手

法として今後の対策に活かしていく必要

があります。 

 
② 各部門・横断組織の取り組み 

  

【現業労働者の取り組み】 

1. 現業評議会は人員確保を最重要課題と

して位置付け取り組んできました。現

業・公企統一闘争を通年闘争として取り

組んで以降、現業職員の新規採用者は増

加し、自治労が実施した新規採用調査で

は2023年度について961人の新規採用を

勝ち取っています。 

  一方、いまだ多くの自治体では現業職

場の民間委託導入や退職者不補充などを

理由に新規採用抑制が推し進められ、退

職者数に見合う採用が行われておらず、

厳しい現状にあります。改めて、総務省

交渉や組織内および政策協力議員に対す

る要請行動を強化し、採用抑制につなが

る助言を行わせないこととあわせ、第１

次闘争期からすべての県本部・単組が人

員確保の取り組みを強化することが必要

です。 

2. 現業職場において安易な民間委託が拡
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性化とその活動をきちんと伝えることが

必要です。引き続き情報共有とともに、

実効性のある競合対策の会議（交流会）

のあり方について検討・協議を進めるこ

とが必要です。 

 

【情報宣伝および情報ネットワークの充

実・強化】 

24. 機関紙・誌は、組合員が組合活動に触

れる媒体であるとともに、直接配布する

ことでコミュニケーションの機会が生ま

れる重要なツールです。印刷媒体の弱点

であるコストと伝達速度の遅さを克服す

るため、ホームページとＳＮＳによる発

信の拡大を一層追求します。あわせて、

組合員の視覚に訴え運動課題の理解に資

する内容の提供を主眼に、機関紙「じち

ろう」と機関誌「自治労通信デジタル版」

を統合するとともに、機関紙「じちろう」

の体裁変更・カラー化など、抜本的リ

ニューアルの方向性を打ち出していきま

す。 

25. 情報宣伝セミナーは年２回の初級ウェ

ブ講座と１回の対面・経験者講座を開催

し、参加者の習熟度にあわせた教育体系

を構築してきました。また、県本部の機

関紙添削、セミナー開催助成も行い、単

組・県本部で自前の情宣活動を展開でき

る力の養成に努めており、今後も利用促

進をはかります。 

26. 2025年には参議院選挙が行われること

から、セミナー等を開催し、法令の正し

い理解と適法な宣伝物の作成・活動展開

について担当者の共有認識を作ることが

求められます。とりわけ選挙の公示・告

示後の機関紙の関連記事の取り扱いにつ

いて、公選法上の規制の正確な理解と適

法な報道のあり方について認識の統一が

必要です。 

 

【社会にむけた広報活動の推進】 

27. ホームページ、Ｘ（旧ツイッター）、

Facebook、YouTube、それぞれのメディ

ア特性を活かしながら、ウェブを通じた

タイムリーな情報発信を強化してきまし

た。とくにホームページは紙面の都合で

掲載が叶わないトピックや、他メディア

での掲載情報などを豊富化した結果、掲

載本数が増え、アクセス数も年々増加し

ています。引き続きそれぞれの媒体の特

性を活かし、公共サービスの重要性や、

自治労運動への理解と共感を広げるため

のわかりやすく、かつ見たくなる情報発

信のあり方を追求します。 

ホーム 

ページ 

運 用 

2024年度 

※６月末

時点 

2023年度 2022年度

掲載本数 146 124 72 

月間平均

アクセス

数 

4.6万 

(+0.7万) 

3.9万 

(+1.1万) 
2.8万 

 
28. 単組の活動強化を目的に情報発信を

行ってきた「じちろうモバイル」は、

2024年４月にホームページを入口とした

組合員専用のウェブサイトとしてリ

ニューアルしました。「いつでもそばに

自治労を」をコンセプトに、機関紙にパ

スワードを掲載し、自治労通信デジタル

版の配信や、ウェブ学習会の限定事後配

信、各評議会ニュース・県本部機関紙の

配信や、組合員むけ資料の情報発信の媒

体として活用しています。今後も組合員

の求める情報の掲載を通じ、アクセス数

 

の増大や日常の運動に役立つコンテンツ

の充実をはかります。 

29. 2024年度自治労寄付講座「地方自治体

と労働組合」を明治大学と沖縄大学で開

講しました。県本部・単組の若手役員が

講師を担うことで自らの仕事、組合活動

を捉え直し自治労運動につなげていくと

いう担い手の育成とともに、次代を担う

学生に対し公共サービスの重要性や労働

組合の意義・役割に関する発信に努めま

した。引き続き、労働教育の普及と労働

組合への理解促進にむけた取り組みを進

めることが重要です。 

 

【全国消防職員協議会（全消協）との連携

強化】 

30. 近年、休会や脱会単協が後を絶たない

状況にあり、組織強化はもとより、新規

採用職員や未加入職員への声かけ、未組

織消防本部へのオルグ活動の展開など、

組織拡大にむけて取り組みの強化が必要

です。県本部・単組は、全消協の「組織

強化・拡大アクションプラン2020」も踏

まえ、全消協加盟の県消協・単協と連携

して、組織強化・拡大の取り組みを進め

なければなりません。 

 

【全国展開組織の組織化】 

31. 本部は「連合組織拡大プラン2030」の

関連産業・取引先企業の組織化に連動し、

連合本部とともに指定管理・業務委託関

連会社のオルグを進めました。ピック

アップした企業約70社を訪問し、うち10

社以上は取締役などとの懇談を行ってき

ました。 

32. また、県本部と連携し、地方連合とも

協力しながら地元企業のオルグに取り組

みました。この成果として、2024年１月

５日には、福岡市水道検針員（福岡県）

における「労働協約の地域的拡張適用」

を成立させることができました。この取

り組み成果を全体で共有しつつ、課題等

を整理し、労働条件改善や組織拡大の手

法として今後の対策に活かしていく必要

があります。 

 
② 各部門・横断組織の取り組み 

  

【現業労働者の取り組み】 

1. 現業評議会は人員確保を最重要課題と

して位置付け取り組んできました。現

業・公企統一闘争を通年闘争として取り

組んで以降、現業職員の新規採用者は増

加し、自治労が実施した新規採用調査で

は2023年度について961人の新規採用を

勝ち取っています。 

  一方、いまだ多くの自治体では現業職

場の民間委託導入や退職者不補充などを

理由に新規採用抑制が推し進められ、退

職者数に見合う採用が行われておらず、

厳しい現状にあります。改めて、総務省

交渉や組織内および政策協力議員に対す

る要請行動を強化し、採用抑制につなが

る助言を行わせないこととあわせ、第１

次闘争期からすべての県本部・単組が人

員確保の取り組みを強化することが必要

です。 

2. 現業職場において安易な民間委託が拡
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大する中、自治体によっては委託先の民

間事業者の破産申請等により、サービス

の提供が突如ストップするなど、住民や

利用者に影響を及ぼしています。日常の

公共サービスの提供をはじめ、迅速な災

害対応などにむけ、すでに委託先の民間

事業者が担っている業務について、サー

ビス水準の検証や財政分析を行い、課題が

生じている際は、再度、直営に戻す取り組

みを強化していかなければなりません。 

3. 現業職場では人員不足や賃金抑制など

の課題が山積し、解決にむけ現業運動の

継承が重要です。あわせて次代の担い手

育成が急務となっています。そのため、

担い手育成連続講座や第９回現業組織集

会を開催し、取り組み事例の共有や課題

克服にむけた議論を深めました。 

  引き続き、県本部・単組の実態を踏ま

えつつ取り組みを強化していかなくては

なりません。 

4. 「労働災害ゼロ」をめざすため職場実

態に応じた取り組みにむけ、職場点検活

動のてびきに新たな職場を追加し、あわ

せてチェックリスト項目を見直してきま

した。とくに職種によっては年末が繁忙

期になることから、12月１日に「現業職

場からの労働災害を一掃するための職場

集会」を提起し、職場からの取り組みを

強化してきました。引き続き、安全衛生

委員会の開催や、当局責任での安全衛生

対策の徹底を求めることはもとより、労

働者側の意識向上にむけた運動を強化す

る必要があります。 

5. 現業職場は職種が多岐に渡り、課題も

異なることから、職種別学習会を開催し、

課題の共有と解決にむけた議論を行いま

した。今後、各職種の課題を把握した上

で省庁や国会対策を強化し、取り組みを

強化しなければなりません。 

6. 会計年度任用職員の処遇改善、組織化

にむけ、三役常任幹事による各県本部現

業評オルグを実施し、組織化の取り組み

状況や各単組の規約改正の点検を行うな

ど、取り組みを強化しました。引き続き、

各県本部が配置している組織拡大専門員

との連携をはかり、現業職場における組

織化の取り組みを強化していかなくては

なりません。 

7. 定年年齢が引き上げられましたが、現

業職場では加齢に伴う身体機能の低下に

よる業務への支障が懸念されるなど特有

の課題があることから、部会等を通じて

業務内容や働き方について議論してきま

した。引き続き、当局責任の下、現場実

態に即した誰もが安全で安心して働き続

けられる職場環境を整備していく必要が

あります。 

 

【公企労働者の取り組み】 

8. 国が推し進める事業の広域化や新たな

官民連携方式であるウォーターＰＰＰ

（管理・更新一体マネジメントの後コン

セッションに移行する方式）は、自治体

の関与が希薄となり、人材や技術力が失

われ、サービスの悪化を招く恐れがある

ことから、強引に推し進めることのない

よう関係省庁に求めてきました。引き続

き、直営堅持を基本とし、持続可能な事

業運営を追求するとともに、単組におい

て、事業のあり方や経営計画の策定段階

から労使協議を行うことが求められます。 

9. 各地で複数の事業を一体的に束ねコン

 

セッション方式を検討する自治体の動き

が出てきていることから、全国の状況を

収集し、全国幹事会等で共有してきまし

た。現時点において、検討されている状

況はある中で、導入の意向を示している

自治体はわずかにとどまっていますが、

導入阻止にむけて、本部・県本部や単組

が情報を共有し、連携していくことが求

められます。 

10. 上下水道事業では、国庫補助金や交付

金の交付要件として官民連携、広域化・

共同化の検討が求められています。県本

部と単組は各県における協議会の議論を

注視し、効率化を前提とした事業統合を

検討させないよう各事業体での取り組み

を強化することが求められます。 

11. 能登半島地震など近年頻発する災害に

おいて、改めてライフラインの重要性が

認識されていますが、ライフラインは住

民の生命と財産に直結するものであり、

一刻も早い復旧が求められます。そのこ

とからも、喫緊の課題である災害発生時

に迅速に対応できる人員や広域的な支援

を行うための人員の確保が必要であり、

現業・公企統一闘争に結集し、災害発生

時などを想定した必要な人員の確保を求

め交渉していくことが重要です。 

12. 上下水道統合や広域的事業統合におけ

る組織課題については、県本部と当該単

組の課題を共有化し組織強化にむけて支

援をしてきました。単組の組織強化のた

め、本部・県本部のさらなる関与の強化

が求められます。 

13. 新規採用職員100％加入にむけた取り

組みを強化していくために、単組役員を

担える人材づくりが重要と捉え、「さき

がけ公企塾」を開催しました。公営企業

法などの法律や公企労働者が有する権利

を学びつつ、組合の必要性を改めて実感

してもらうことを目的にし、この間の参

加者から単組役員を担う人材も徐々に増

えてきています。今後も組織強化にむけ

て単組役員を担える人材育成を進めてい

かなければなりません。 

14. 地方公営企業法が全部適用された職場

に対して、地連・県本部と連携して評議

会結成の必要性を説明して取り組んだ結

果、公営企業評議会が結成されてきてい

ます。今後は、公営企業労働者の持つ権

利を最大限発揮するため、通年的な闘争

サイクルの確立と「要求－交渉－妥結

（協約化）」の実践が求められます。 

 

【衛生医療労働者の取り組み】 

15. 本部は、地域医療再編対策本部会議を

開催し、公立病院の再編統合や経営形態

変更の動向について把握するとともに、

当該単組が取り組みスケジュール等を計

画しやすいように「公立病院の再編統合、

経営形態の変更に対するポイント」を作

成しました。 

16. 計画が表面化した事案について、本部

は県本部対策会議（11県本部）に参加し、

その対策に取り組んできました。あわせ

て再編統合に伴う組織競合対策、未組織

未加入職場での組合設立など具体的な課

題に単組、県本部と連携し取り組みまし

た。 

17. 地域医療再編議論は継続しており、単

組、県本部は引き続き連携し、情報収集

を行うとともに、単組役員の育成と日常

的な単組活動の活性化をはかり、いつで
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えつつ取り組みを強化していかなくては
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態に応じた取り組みにむけ、職場点検活
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せてチェックリスト項目を見直してきま

した。とくに職種によっては年末が繁忙

期になることから、12月１日に「現業職
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対策の徹底を求めることはもとより、労

働者側の意識向上にむけた運動を強化す
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異なることから、職種別学習会を開催し、
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にむけ、三役常任幹事による各県本部現

業評オルグを実施し、組織化の取り組み

状況や各単組の規約改正の点検を行うな

ど、取り組みを強化しました。引き続き、

各県本部が配置している組織拡大専門員

との連携をはかり、現業職場における組

織化の取り組みを強化していかなくては

なりません。 

7. 定年年齢が引き上げられましたが、現

業職場では加齢に伴う身体機能の低下に

よる業務への支障が懸念されるなど特有

の課題があることから、部会等を通じて

業務内容や働き方について議論してきま

した。引き続き、当局責任の下、現場実

態に即した誰もが安全で安心して働き続

けられる職場環境を整備していく必要が

あります。 

 

【公企労働者の取り組み】 

8. 国が推し進める事業の広域化や新たな

官民連携方式であるウォーターＰＰＰ

（管理・更新一体マネジメントの後コン

セッションに移行する方式）は、自治体

の関与が希薄となり、人材や技術力が失

われ、サービスの悪化を招く恐れがある

ことから、強引に推し進めることのない

よう関係省庁に求めてきました。引き続

き、直営堅持を基本とし、持続可能な事

業運営を追求するとともに、単組におい

て、事業のあり方や経営計画の策定段階

から労使協議を行うことが求められます。 

9. 各地で複数の事業を一体的に束ねコン

 

セッション方式を検討する自治体の動き

が出てきていることから、全国の状況を

収集し、全国幹事会等で共有してきまし

た。現時点において、検討されている状

況はある中で、導入の意向を示している

自治体はわずかにとどまっていますが、

導入阻止にむけて、本部・県本部や単組
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10. 上下水道事業では、国庫補助金や交付

金の交付要件として官民連携、広域化・

共同化の検討が求められています。県本

部と単組は各県における協議会の議論を

注視し、効率化を前提とした事業統合を

検討させないよう各事業体での取り組み

を強化することが求められます。 

11. 能登半島地震など近年頻発する災害に

おいて、改めてライフラインの重要性が

認識されていますが、ライフラインは住

民の生命と財産に直結するものであり、

一刻も早い復旧が求められます。そのこ

とからも、喫緊の課題である災害発生時

に迅速に対応できる人員や広域的な支援

を行うための人員の確保が必要であり、
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時などを想定した必要な人員の確保を求
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る組織課題については、県本部と当該単
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援をしてきました。単組の組織強化のた
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組みを強化していくために、単組役員を

担える人材づくりが重要と捉え、「さき
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を学びつつ、組合の必要性を改めて実感
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えてきています。今後も組織強化にむけ

て単組役員を担える人材育成を進めてい

かなければなりません。 

14. 地方公営企業法が全部適用された職場

に対して、地連・県本部と連携して評議

会結成の必要性を説明して取り組んだ結

果、公営企業評議会が結成されてきてい

ます。今後は、公営企業労働者の持つ権

利を最大限発揮するため、通年的な闘争

サイクルの確立と「要求－交渉－妥結

（協約化）」の実践が求められます。 

 

【衛生医療労働者の取り組み】 

15. 本部は、地域医療再編対策本部会議を

開催し、公立病院の再編統合や経営形態

変更の動向について把握するとともに、

当該単組が取り組みスケジュール等を計

画しやすいように「公立病院の再編統合、

経営形態の変更に対するポイント」を作

成しました。 

16. 計画が表面化した事案について、本部

は県本部対策会議（11県本部）に参加し、

その対策に取り組んできました。あわせ

て再編統合に伴う組織競合対策、未組織

未加入職場での組合設立など具体的な課

題に単組、県本部と連携し取り組みまし

た。 

17. 地域医療再編議論は継続しており、単

組、県本部は引き続き連携し、情報収集

を行うとともに、単組役員の育成と日常

的な単組活動の活性化をはかり、いつで
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も対応できる組織づくりが必要です。 

 

【社会福祉労働者の取り組み】 

18. 本部は、近年増加している福祉関係単

組の解散や脱退を打開するため、福祉職

場の単組同士の横のつながりを強める取

り組みとして、社協ネットと公共民間評

議会が連携した労組交流会を開催しまし

た。また、県本部担当者の情報共有の場

を設置し県本部間で単組活動の情報共有

を行いました。これらの情報を活用し県

本部では組織拡大の取り組みに加え既存

単組の学習会や交流会の開催、単組オル

グに取り組みました。 

19. これらの活動により、2023年度で４社

協、2024年度は２社協で新規の組合結成

がありました。解散、脱退単組は近年、

年間10単組を超えていましたが、2024年

度は４単組と減少しました。引き続き本

部、県本部は一体となって、新規の組織

拡大と既存単組の組織強化、拡大の取り

組みを強化していく必要があります。 

 

【県職共闘の取り組み】 

20. 県職共闘は、新規採用者の組織化を重

点課題に位置付け、重点単組（静岡県職

連合、兵庫県職、島根県職員連合）を指

定し、現状の把握と対策についてヒアリ

ングやオルグを実施してきました。 

  また、青年層役員を対象にした新採対

策意見交換会を３回開催し、新規採用者

100％加入を目標に各単組の取り組み事

例や課題を共有し、実践にむけた工夫等

について議論しました。 

  新採の組織化は依然厳しい状況です。

とくに本庁での低迷が続いており、早急

な対策が必要です。また、役職定年者を

はじめとする高年齢層職員の組織化対策

も大きな課題です。しかし、支部・分会

役員の減少などから、声かけやオルグを

行う体制が十分でなく、未加入者に対す

る取り組みが困難となっている状況も見

られています。引き続き、情報共有を進

めるとともに、全単組で結果につながる

ようさらに具体的な取り組みについて検

討・強化していく必要があります。 

 

【大都市共闘の取り組み】 

21. 大都市共闘では、人事委員会対策に加

え、闘争期における単組間の情報共有を

促進するとともに、新規採用者の加入を

最重点課題と位置付けて取り組んできま

した。コロナ禍以降、これまで実施して

きた集合形式の組合説明会を開催できな

い単組があるなど、未加入者の増加が依

然として深刻な状況にあります。個別の

声かけを強化するなど、加入率向上をは

かる取り組みが必要です。７月には単組

若手役員を対象としたニューリーダーセ

ミナーを開催し、新規採用者の組合加入

対策を課題としました。セミナーでは、

各単組の取り組みを共有しながら、組織

率など自らの単組の組織実態を確認し、

新採加入率の改善にむけた取り組みにつ

いて、意見交換を通じて検討しました。 

  引き続き、新規採用者の組合加入や若

年層をはじめとした未加入者の組合加入

にむけた対策を強化していく必要があり

ます。 

 

【町村労働者の取り組み】 

22. 町村単組においては、人員確保が最大

 

の課題であることから、町村職総決起集

会の開催を2024年度から５月に変更し、

人員確保闘争の強化にむけて意思統一を

はかりました。また、集会前段で総務

省・全国町村会に対して要請行動を実施

し、町村の職場実態を訴えながら、人員

確保を強く求めました。要請行動で引き

出した総務省・町村会の見解を活用し、

人員確保をはじめとした賃金・労働条件

の改善につなげていく必要があります。 

23. 賃金闘争・組織強化交流集会では、新

規採用者対策の事例報告を共有しました。

好事例に学びながら、引き続き新採対策

に努め、さまざまな活動を通して単組の

活性化と「次代の担い手」の育成を進め

ていかなければなりません。 

 

【政府関係労働者の取り組み】 

24. 新規採用者の組合加入では、事前の意

思統一や丁寧な取り組みの点検を心掛け

た結果、100％加入を勝ち取った地連・

県支部がある一方、分会役員体制の弱さ

などから、対象者への勧奨や説明が自信

をもって行えていない県支部・分会もあ

り、全体としては低調な結果にとどまっ

ています。改めて役員の学習と意識醸成、

分会体制の確立が喫緊の課題です。そう

した中、ねんきん機構労組・協会けんぽ

労組の契約職員部会を中心に、自らが主

体的に加入勧奨を取り組む中で契約職員

の組織化がはかられてきています。新規

採用者や契約職員のさらなる加入拡大に

むけ、地連・県支部・分会が連携し、取

り組みを強化していかなくてはなりませ

ん。 

25. 共済推進活動の強化・活性化も重要な

課題です。新規・継続募集期における加

入拡大の取り組みを進めてきましたが、

十分な結果となっていないことから、引

き続き、新規採用者の労働組合と団体生

命共済の同時加入を追求するとともに、

２満期以内組合員など、とくに若年層を

中心とした働きかけを強めていく必要が

あります。 

26. 制度政策課題に関しては、マイナン

バーと健康保険証の一体化にむけた施策

や公金受取口座の促進に関して、ねんき

ん機構労組・協会けんぽ労組とともに、

連合や協力国会議員との協議や意見交換

を行いました。また、2023年９月に示さ

れた「年収の壁・支援強化パッケージ」

に対しても、連合を通じて、職場実態の

反映や提言などに取り組みました。 

  今後、公的年金の財政検証を踏まえ被

用者保険のさらなる適用拡大など、次期

年金制度改正にむけた議論が加速するこ

とから、その動向を注視しつつ、適宜、

関係方面への政策提言や意見反映を取り

組む必要があります。 

27. ハローワーク職場に関しては、ハロー

ワーク委員会と同連絡協議会を中心に、

概算要求期・査定期における予算要請行

動などに取り組んできました。 

  コロナ禍を経て経済・社会活動も活発

化し、ハローワークの重要性がさらに高

まる中、従来からの各種施策に加え、雇

用保険加入要件緩和による業務量の増加

やオンライン失業認定業務への対応など、

十分な人員・業務運営体制確立と非常勤

職員の雇用安定・処遇改善も含めた予算

確保がこれまで以上に重要となっていま

す。  
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も対応できる組織づくりが必要です。 

 

【社会福祉労働者の取り組み】 

18. 本部は、近年増加している福祉関係単

組の解散や脱退を打開するため、福祉職

場の単組同士の横のつながりを強める取

り組みとして、社協ネットと公共民間評

議会が連携した労組交流会を開催しまし

た。また、県本部担当者の情報共有の場

を設置し県本部間で単組活動の情報共有

を行いました。これらの情報を活用し県

本部では組織拡大の取り組みに加え既存

単組の学習会や交流会の開催、単組オル

グに取り組みました。 

19. これらの活動により、2023年度で４社

協、2024年度は２社協で新規の組合結成

がありました。解散、脱退単組は近年、

年間10単組を超えていましたが、2024年

度は４単組と減少しました。引き続き本

部、県本部は一体となって、新規の組織

拡大と既存単組の組織強化、拡大の取り

組みを強化していく必要があります。 

 

【県職共闘の取り組み】 

20. 県職共闘は、新規採用者の組織化を重

点課題に位置付け、重点単組（静岡県職

連合、兵庫県職、島根県職員連合）を指

定し、現状の把握と対策についてヒアリ

ングやオルグを実施してきました。 

  また、青年層役員を対象にした新採対

策意見交換会を３回開催し、新規採用者

100％加入を目標に各単組の取り組み事

例や課題を共有し、実践にむけた工夫等

について議論しました。 

  新採の組織化は依然厳しい状況です。

とくに本庁での低迷が続いており、早急

な対策が必要です。また、役職定年者を

はじめとする高年齢層職員の組織化対策

も大きな課題です。しかし、支部・分会

役員の減少などから、声かけやオルグを

行う体制が十分でなく、未加入者に対す

る取り組みが困難となっている状況も見

られています。引き続き、情報共有を進

めるとともに、全単組で結果につながる

ようさらに具体的な取り組みについて検

討・強化していく必要があります。 

 

【大都市共闘の取り組み】 

21. 大都市共闘では、人事委員会対策に加

え、闘争期における単組間の情報共有を

促進するとともに、新規採用者の加入を

最重点課題と位置付けて取り組んできま

した。コロナ禍以降、これまで実施して

きた集合形式の組合説明会を開催できな

い単組があるなど、未加入者の増加が依

然として深刻な状況にあります。個別の

声かけを強化するなど、加入率向上をは

かる取り組みが必要です。７月には単組

若手役員を対象としたニューリーダーセ

ミナーを開催し、新規採用者の組合加入

対策を課題としました。セミナーでは、

各単組の取り組みを共有しながら、組織

率など自らの単組の組織実態を確認し、

新採加入率の改善にむけた取り組みにつ

いて、意見交換を通じて検討しました。 

  引き続き、新規採用者の組合加入や若

年層をはじめとした未加入者の組合加入

にむけた対策を強化していく必要があり

ます。 

 

【町村労働者の取り組み】 

22. 町村単組においては、人員確保が最大

 

の課題であることから、町村職総決起集

会の開催を2024年度から５月に変更し、

人員確保闘争の強化にむけて意思統一を

はかりました。また、集会前段で総務

省・全国町村会に対して要請行動を実施

し、町村の職場実態を訴えながら、人員

確保を強く求めました。要請行動で引き

出した総務省・町村会の見解を活用し、

人員確保をはじめとした賃金・労働条件

の改善につなげていく必要があります。 

23. 賃金闘争・組織強化交流集会では、新

規採用者対策の事例報告を共有しました。

好事例に学びながら、引き続き新採対策

に努め、さまざまな活動を通して単組の

活性化と「次代の担い手」の育成を進め

ていかなければなりません。 

 

【政府関係労働者の取り組み】 

24. 新規採用者の組合加入では、事前の意

思統一や丁寧な取り組みの点検を心掛け

た結果、100％加入を勝ち取った地連・

県支部がある一方、分会役員体制の弱さ

などから、対象者への勧奨や説明が自信

をもって行えていない県支部・分会もあ

り、全体としては低調な結果にとどまっ

ています。改めて役員の学習と意識醸成、

分会体制の確立が喫緊の課題です。そう

した中、ねんきん機構労組・協会けんぽ

労組の契約職員部会を中心に、自らが主

体的に加入勧奨を取り組む中で契約職員

の組織化がはかられてきています。新規

採用者や契約職員のさらなる加入拡大に

むけ、地連・県支部・分会が連携し、取

り組みを強化していかなくてはなりませ

ん。 

25. 共済推進活動の強化・活性化も重要な

課題です。新規・継続募集期における加

入拡大の取り組みを進めてきましたが、

十分な結果となっていないことから、引

き続き、新規採用者の労働組合と団体生

命共済の同時加入を追求するとともに、

２満期以内組合員など、とくに若年層を

中心とした働きかけを強めていく必要が

あります。 

26. 制度政策課題に関しては、マイナン

バーと健康保険証の一体化にむけた施策

や公金受取口座の促進に関して、ねんき

ん機構労組・協会けんぽ労組とともに、

連合や協力国会議員との協議や意見交換

を行いました。また、2023年９月に示さ

れた「年収の壁・支援強化パッケージ」

に対しても、連合を通じて、職場実態の

反映や提言などに取り組みました。 

  今後、公的年金の財政検証を踏まえ被

用者保険のさらなる適用拡大など、次期

年金制度改正にむけた議論が加速するこ

とから、その動向を注視しつつ、適宜、

関係方面への政策提言や意見反映を取り

組む必要があります。 

27. ハローワーク職場に関しては、ハロー

ワーク委員会と同連絡協議会を中心に、

概算要求期・査定期における予算要請行

動などに取り組んできました。 

  コロナ禍を経て経済・社会活動も活発

化し、ハローワークの重要性がさらに高

まる中、従来からの各種施策に加え、雇

用保険加入要件緩和による業務量の増加

やオンライン失業認定業務への対応など、

十分な人員・業務運営体制確立と非常勤

職員の雇用安定・処遇改善も含めた予算

確保がこれまで以上に重要となっていま

す。  
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【公共サービス民間労働者の取り組み】 

28. 2023年９月から2024年７月までの公共

民間職場の新規自治労加盟は５単組

1,868人でした（2022年９月から2023年

７月は１単組131人）。とくに岡山済生

会総合病院従業員組合（岡山県）1,050

人の加盟により大幅な増加となりました。

一方、脱退は２単組26人、解散５単組19

人（同上：脱退４単組196人、解散10単

組52人）でした。もともと組合員数が少

ない単組で役員の退職や管理職昇格など

をきっかけに組合存続が困難となり、解

散を判断するケースが増えています。脱

退や解散を防止するためにも、日常の活

動（新規採用者の勧誘、執行委員会の開

催、職場の改善）を活性化させていくこ

とが重要であり、そのためにも県本部の

丁寧なオルグによる単組状況の把握や活

動強化にむけた支援が求められています。 

29. 交渉については、「2023秋闘および 

 2024春闘調査」の結果から、交渉時期で

は春闘期が●単組●.●％（2023年94単

組10.8％）、秋闘期●単組●.●％（113

単組13％）、春秋両方●単組●.●％

（140単組16.1％）でした。交渉状況で

は、要求書提出は●単組●.●％（315単

組36.2％）、交渉を実施した単組は●単

組●.●％（288単組33.1％）、妥結が●

単組●.●％（251単組28.9％）でした。 

  交渉結果では、基本給のプラス改定が

●単組●.●％（257単組29.6％）、改定

なしが●単組●.●％（203単組23.4％）、

一時金のプラス改定が●単組●.●％

（233単組26.8％）、改定なしが●単組

●.●％（216単組24.9％）でした。 

  結果に対する総括【Ｐ】 

30. 地連別交渉力アップセミナーは、４地

連（関東甲、東海、近畿、九州）で労働

組合の基礎や模擬団交、単組活動の活性

化などをテーマに開催しました。参加者

アンケートには「非常に勉強になった」

「交渉への自信がついた」などの声があ

り、引き続き単組役員の育成と活動の活

性化をはかり、情報共有や課題解決にむ

けた手法を学ぶため、工夫した開催が求

められています。 

31. 指定管理者制度が施行され20年が経過

したことから、月刊自治研（2023年９月

号）で特集を組み、その企画として指定

管理者制度の実態やあり方に対して、鬼

木まこと参議院議員を交え座談会を実施

しました。その中では施設の修繕や維持

の問題、指定管理料の確保とそれに伴う

賃金や雇用問題など幅広い課題で議論が

行われました。引き続き、指定管理者制

度の課題解決にむけ研究を進めるととも

に雇用の安定と公共サービスの充実にむ

けて継続して取り組むことが必要です。 

32. 本部は「労務費の適切な転嫁のための

価格交渉に関する指針」（公正取引委員

会）やその指針に対する対応通知（総務

省）の主旨を踏まえ、都道府県知事およ

び市区町村会長あてに要請行動を呼びか

けることや情報の共有等を行ってきまし

た。 

  一方、委託や指定管理者単組からは、

「委託費や指定管理料について価格転嫁

が進んでいない」との声が多くありまし

た。その点について、鬼木まこと参議院

議員と意見交換を行い、入札制度上の問

題（単年度入札や低価格入札など）も含

め対策を検討してきました。委託や指定

 

管理者に対し適正な価格転嫁が行われる

よう省庁対策を含め取り組みを強化して

いくことが求められています。 

 

【国保連合会労働者の取り組み】 

33. 国保連合会の存在意義を高める取り組

みとあわせて、新規業務の受託に対応し

得る体制整備等を整えるため必要な人材

や財源の確保などを求め、対当局交渉に

取り組みました。 

34. 審査支払機関改革やデータヘルス改革、

医療ＤＸの推進に関しては、「自治労の

４つの視点」の考え方をベースに、関係

省庁への要請や組織内議員との意見交換

等を行い、理解と認識の共有に努める取

り組みを進めました。 

35. 「審査支払機能に関する改革工程表」

への対応については、保険者・被保険者、

国保連労働者への負担につながらないよ

う、対政府予算要請行動において国庫補

助を要求しました。また、国保固有の機

能や業務要件が蔑ろにされ、保険者の業

務負荷が高まらないよう、国に対して留

意を求めました。 

36. 国保連合会・国保中央会は、「国保連

合会・国保中央会のめざす方向2023」を

策定しました。今後の職場の基盤安定や

雇用と賃金・労働条件の確保を展望する

ため、労働組合の視点から自らの仕事や

組織のあり様を考え、見直していく取り

組みを進めました。 

37. ２月開催の単組代表者会議・第36回活

動家学習会において、制度政策課題、組

織強化・拡大について議論を深めました。

また、６月に第34回課題別学習会を開催

し、交渉力の強化にむけ模擬団交等、実

践的な学習を行うなど、次代を担う活動

家の育成に取り組みました。 

38. 近年、組織率が低下しつつあります。

各単組は、新規採用者（非正規労働者を

含む）の組合への加入促進と、脱退者を

含む組合未加入者対策の強化が必要です。 

 

【公営競技労働者の取り組み】 

39. 2024春闘では、売上増を背景とした従

事員等の賃金改善、公営競技場のサービ

スを支える多様な業務の確立と安心して

職務に専念できる人員確保・環境づくり

を求めてきました。交渉の結果、多くの

単組で賃上げがはかられたものの、物価

上昇に見合う賃上げとはならず、引き続

き、賃金改善にむけた取り組みが求めら

れています。また、包括的民間委託など

雇用に影響を及ぼす提案も危惧されるこ

とから、単組、県本部、本部が連携し、

一体的に対応していくことが必要です。 

40. ネット投票が進展し、2023年度の売り

上げは、過去最高を記録する業種がある

など好調に推移していますが、公営競技

場（本場）での売り上げ比率は低下して

います。そのため、競技場での雇用確保、

競技の持続的発展のためにも、ファン層

の拡大や競技場の魅力向上に加え、地域

公共サービスの向上に資する公営競技場

の活用など、新たな事業展開について検

討するよう施行者に求めてきました。 

41. １月に開催した第15回全国研究交流集

会では、公営競技場が持つ施設としての

多様な機能を活用し、地域防災、スポー

ツ振興、教育活動、児童・高齢者福祉な

ど、幅広い分野で地域住民に利用される

公営競技場について議論をし、３月に全

－ 42 －



 

【公共サービス民間労働者の取り組み】 

28. 2023年９月から2024年７月までの公共

民間職場の新規自治労加盟は５単組

1,868人でした（2022年９月から2023年

７月は１単組131人）。とくに岡山済生

会総合病院従業員組合（岡山県）1,050

人の加盟により大幅な増加となりました。

一方、脱退は２単組26人、解散５単組19

人（同上：脱退４単組196人、解散10単

組52人）でした。もともと組合員数が少

ない単組で役員の退職や管理職昇格など

をきっかけに組合存続が困難となり、解

散を判断するケースが増えています。脱

退や解散を防止するためにも、日常の活

動（新規採用者の勧誘、執行委員会の開

催、職場の改善）を活性化させていくこ

とが重要であり、そのためにも県本部の

丁寧なオルグによる単組状況の把握や活

動強化にむけた支援が求められています。 

29. 交渉については、「2023秋闘および 

 2024春闘調査」の結果から、交渉時期で

は春闘期が●単組●.●％（2023年94単

組10.8％）、秋闘期●単組●.●％（113

単組13％）、春秋両方●単組●.●％

（140単組16.1％）でした。交渉状況で

は、要求書提出は●単組●.●％（315単

組36.2％）、交渉を実施した単組は●単

組●.●％（288単組33.1％）、妥結が●

単組●.●％（251単組28.9％）でした。 

  交渉結果では、基本給のプラス改定が

●単組●.●％（257単組29.6％）、改定

なしが●単組●.●％（203単組23.4％）、

一時金のプラス改定が●単組●.●％

（233単組26.8％）、改定なしが●単組

●.●％（216単組24.9％）でした。 

  結果に対する総括【Ｐ】 

30. 地連別交渉力アップセミナーは、４地

連（関東甲、東海、近畿、九州）で労働

組合の基礎や模擬団交、単組活動の活性

化などをテーマに開催しました。参加者

アンケートには「非常に勉強になった」

「交渉への自信がついた」などの声があ

り、引き続き単組役員の育成と活動の活

性化をはかり、情報共有や課題解決にむ

けた手法を学ぶため、工夫した開催が求

められています。 

31. 指定管理者制度が施行され20年が経過

したことから、月刊自治研（2023年９月

号）で特集を組み、その企画として指定

管理者制度の実態やあり方に対して、鬼

木まこと参議院議員を交え座談会を実施

しました。その中では施設の修繕や維持

の問題、指定管理料の確保とそれに伴う

賃金や雇用問題など幅広い課題で議論が

行われました。引き続き、指定管理者制

度の課題解決にむけ研究を進めるととも

に雇用の安定と公共サービスの充実にむ

けて継続して取り組むことが必要です。 

32. 本部は「労務費の適切な転嫁のための

価格交渉に関する指針」（公正取引委員

会）やその指針に対する対応通知（総務

省）の主旨を踏まえ、都道府県知事およ

び市区町村会長あてに要請行動を呼びか

けることや情報の共有等を行ってきまし

た。 

  一方、委託や指定管理者単組からは、

「委託費や指定管理料について価格転嫁

が進んでいない」との声が多くありまし

た。その点について、鬼木まこと参議院

議員と意見交換を行い、入札制度上の問

題（単年度入札や低価格入札など）も含

め対策を検討してきました。委託や指定

 

管理者に対し適正な価格転嫁が行われる

よう省庁対策を含め取り組みを強化して

いくことが求められています。 

 

【国保連合会労働者の取り組み】 

33. 国保連合会の存在意義を高める取り組

みとあわせて、新規業務の受託に対応し

得る体制整備等を整えるため必要な人材

や財源の確保などを求め、対当局交渉に

取り組みました。 

34. 審査支払機関改革やデータヘルス改革、

医療ＤＸの推進に関しては、「自治労の

４つの視点」の考え方をベースに、関係

省庁への要請や組織内議員との意見交換

等を行い、理解と認識の共有に努める取

り組みを進めました。 

35. 「審査支払機能に関する改革工程表」

への対応については、保険者・被保険者、

国保連労働者への負担につながらないよ

う、対政府予算要請行動において国庫補

助を要求しました。また、国保固有の機

能や業務要件が蔑ろにされ、保険者の業

務負荷が高まらないよう、国に対して留

意を求めました。 

36. 国保連合会・国保中央会は、「国保連

合会・国保中央会のめざす方向2023」を

策定しました。今後の職場の基盤安定や

雇用と賃金・労働条件の確保を展望する

ため、労働組合の視点から自らの仕事や

組織のあり様を考え、見直していく取り

組みを進めました。 

37. ２月開催の単組代表者会議・第36回活

動家学習会において、制度政策課題、組

織強化・拡大について議論を深めました。

また、６月に第34回課題別学習会を開催

し、交渉力の強化にむけ模擬団交等、実

践的な学習を行うなど、次代を担う活動

家の育成に取り組みました。 

38. 近年、組織率が低下しつつあります。

各単組は、新規採用者（非正規労働者を

含む）の組合への加入促進と、脱退者を

含む組合未加入者対策の強化が必要です。 

 

【公営競技労働者の取り組み】 

39. 2024春闘では、売上増を背景とした従

事員等の賃金改善、公営競技場のサービ

スを支える多様な業務の確立と安心して

職務に専念できる人員確保・環境づくり

を求めてきました。交渉の結果、多くの

単組で賃上げがはかられたものの、物価

上昇に見合う賃上げとはならず、引き続

き、賃金改善にむけた取り組みが求めら

れています。また、包括的民間委託など

雇用に影響を及ぼす提案も危惧されるこ

とから、単組、県本部、本部が連携し、

一体的に対応していくことが必要です。 

40. ネット投票が進展し、2023年度の売り

上げは、過去最高を記録する業種がある

など好調に推移していますが、公営競技

場（本場）での売り上げ比率は低下して

います。そのため、競技場での雇用確保、

競技の持続的発展のためにも、ファン層

の拡大や競技場の魅力向上に加え、地域

公共サービスの向上に資する公営競技場

の活用など、新たな事業展開について検

討するよう施行者に求めてきました。 

41. １月に開催した第15回全国研究交流集

会では、公営競技場が持つ施設としての

多様な機能を活用し、地域防災、スポー

ツ振興、教育活動、児童・高齢者福祉な

ど、幅広い分野で地域住民に利用される

公営競技場について議論をし、３月に全

－ 43 －



 

国３ヵ所で開催したブロック別会議でも

その議論を深化させました。今後は、公

営競技議員懇談会とも連携しながら、公

営競技場で働く労働者の雇用・労働条件

の確立にむけて取り組んでいく必要があ

ります。 

 

【全国一般労働者の取り組み】 

42. 働く者の雇用と権利を守り、生活水準

を向上させるため、春闘や年末・夏季一

時金闘争で職場の要求を取りまとめ、団

体交渉に努めてきました。2024春闘では

前年を上回る回答を多く引き出していま

すが、連合集計でも明らかなように大手

と中小の格差は拡大するなど、課題が残

ることとなりました。 

  春闘は労働組合の最も重要な取り組み

であることを改めて認識し、一つでも多

くの職場で要求書の提出、交渉の実施を

徹底し、底上げをはかっていくことが必

要です。 

43. 春闘期には、全国で集中的に労働相談

を実施し、組織拡大につなげる方針の下

取り組みを進めました。しかし労働相談

そのものの実施すら困難な地方労組があ

るなど、取り組み方についての検討が必

要です。 

44. 組織拡大については、６月に全国一般

委員長・書記長会議で組織化が進んだ地

方労組からの事例報告を受け、情報の共

有化をはかってきました。地方労組は、

職場内の未加入者対策をはじめ、ＳＮＳ

を活用した取り組み、県本部を通じた連

合からの紹介による組織化など、組織の

実情に見合った運動の強化が必要です。 

45. ５月に約５年ぶりに対面で開催した青

年女性交流会は、７地方労組からの参加

にとどまり、多くの地方労組や支部・分

会において、運動の担い手不足であるこ

とが明らかになりました。若い世代の組

織化と運動の継承は、支部・分会が継続

的に取り組まねばならない重要な課題と

なっています。 

46. この１年間、千葉と広島地方労組の解

散や福岡地方労組の自治労からの脱退な

ど、評議会を取り巻く状況は、厳しさを

増しています。千葉では会社からの不当

な行為を押し返すことができず職場を辞

めていく仲間が多発したことで解散しま

した。また、広島では組合員の減少が続

く中で地方労組の維持が困難となり解散

しました。さらに福岡では、県段階での

民間と公務との組織のあり方や運動連携

がうまく進まないことを理由として脱退

しました。地方労組は、産別統合の意義

を再確認するとともに、県本部との日常

的な運動や課題の連携をより強化してい

く必要があります。また、地方労組の運

動の活性化にむけて、ブロック・業種別

部会の強化が求められています。 

 

【地域公共交通労働者の取り組み】 

47. 組織強化、拡大の取り組みについては、

単組ヒアリングや個別対策を行うととも

に、５月には組織集会を開催するなど取

り組みを進めてきました。とくに、組織

集会では、新規採用者や組合未加入者の

組織化や組織強化の先進的な活動報告を

受け、運動強化を意思統一しました。引

き続き、個別対策や単組における組織強

化・拡大の運動の強化をはかっていくこ

とが重要です。 

 

48. 利用者の回復が戻りきらない中、バス

運転者をはじめ交通従事者不足による減

便や路線の再編・統合に歯止めをかけ、

地域の足として公共交通を存続・発展さ

せることが喫緊の課題となっています。

引き続き、単組・県本部・本部が連携を

強化し、持続可能な公共交通の確立にむ

けて運動を強化していかなければなりま

せん。 

 

【女性労働者の取り組み】 

49. 女性が健康で安心して働き続けられる

職場づくりにむけ本部では、「生休・年

休アンケート」や県本部独自のアンケー

トなどを活用した職場点検による要求行

動を提起し取り組んできました。女性部

の各種会議では、アンケート結果を要求

に反映させ、交渉で訴えたことで、子の

看護休暇や家族看護休暇の拡充、更年期

休暇や不妊治療休暇の新設などを勝ち

取ったなど取り組みの成果が報告されて

います。また、定年引き上げでは、時間

外労働の多さなどから身体的な不安や不

満の声が出されており、業務量に見合う

人員の確保や、権利が行使できる働きや

すい職場づくりにむけて取り組んでいか

なければなりません。 

  また、人事評価結果の賃金反映に対し

て不満や不安が出されており、女性組合

員の声を集約し、交渉で訴える取り組み

などが行われています。今後も、人事評

価制度の問題点の学習や、すでに実施さ

れている職場の現状と課題について検証

しながら運用改善にむけて女性の意見を

反映させていくことが必要です。 

  仕事と家庭の両立にむけて職場実態を

把握し、誰もが健康で働き続けられるよ

う職場改善に取り組んでいくことが必要

です。 

50. ジェンダー平等推進、ワークライフバ

ランス社会の実現には、女性の組合参画

や女性部の組織強化は欠かせません。各

種集会や学習会で女性の人権の尊重や、

ワークライフバランスの必要性、ハラス

メント問題について学ぶことによって、

女性役員選出や労働組合参画を追求して

きました。 

  また、会計年度任用職員には女性労働

者が多いことから、処遇改善や組織化の

必要性と具体的な取り組みについて学ぶ

とともに、引き続き、女性労働者の課題

として会計年度任用職員の処遇改善や組

合加入の呼びかけに取り組む必要があり

ます。 

51. 新規採用職員や会計年度任用職員の仲

間の組合加入については、基本組織や青

年部とともに女性部が主体的に組織化に

むけた取り組みを提起してきました。引

き続き、身近な存在である青年層、女性

部員による職場での声かけなど日常から

関係性を深めることが重要です。 

  また、「新たな共済推進方針」に基づ

き、組織強化・拡大にむけて、とくに新

規採用者や未加入者に対して、共済が組

合加入のきっかけとなることから、各

県・単組における各種会議や集会におい

て、じちろう共済の学習・説明の機会を

設けるよう取り組んできました。引き続

き、女性部として、仲間の安心・安定の

くらしのためにじちろう共済の優位性を

伝え、共済推進運動を進めていくことが

必要です。 
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国３ヵ所で開催したブロック別会議でも

その議論を深化させました。今後は、公

営競技議員懇談会とも連携しながら、公

営競技場で働く労働者の雇用・労働条件

の確立にむけて取り組んでいく必要があ

ります。 

 

【全国一般労働者の取り組み】 

42. 働く者の雇用と権利を守り、生活水準

を向上させるため、春闘や年末・夏季一

時金闘争で職場の要求を取りまとめ、団

体交渉に努めてきました。2024春闘では

前年を上回る回答を多く引き出していま

すが、連合集計でも明らかなように大手

と中小の格差は拡大するなど、課題が残

ることとなりました。 

  春闘は労働組合の最も重要な取り組み

であることを改めて認識し、一つでも多

くの職場で要求書の提出、交渉の実施を

徹底し、底上げをはかっていくことが必

要です。 

43. 春闘期には、全国で集中的に労働相談

を実施し、組織拡大につなげる方針の下

取り組みを進めました。しかし労働相談

そのものの実施すら困難な地方労組があ

るなど、取り組み方についての検討が必

要です。 

44. 組織拡大については、６月に全国一般

委員長・書記長会議で組織化が進んだ地

方労組からの事例報告を受け、情報の共

有化をはかってきました。地方労組は、

職場内の未加入者対策をはじめ、ＳＮＳ

を活用した取り組み、県本部を通じた連

合からの紹介による組織化など、組織の

実情に見合った運動の強化が必要です。 

45. ５月に約５年ぶりに対面で開催した青

年女性交流会は、７地方労組からの参加

にとどまり、多くの地方労組や支部・分

会において、運動の担い手不足であるこ

とが明らかになりました。若い世代の組

織化と運動の継承は、支部・分会が継続

的に取り組まねばならない重要な課題と

なっています。 

46. この１年間、千葉と広島地方労組の解

散や福岡地方労組の自治労からの脱退な

ど、評議会を取り巻く状況は、厳しさを

増しています。千葉では会社からの不当

な行為を押し返すことができず職場を辞

めていく仲間が多発したことで解散しま

した。また、広島では組合員の減少が続

く中で地方労組の維持が困難となり解散

しました。さらに福岡では、県段階での

民間と公務との組織のあり方や運動連携

がうまく進まないことを理由として脱退

しました。地方労組は、産別統合の意義

を再確認するとともに、県本部との日常

的な運動や課題の連携をより強化してい

く必要があります。また、地方労組の運

動の活性化にむけて、ブロック・業種別

部会の強化が求められています。 

 

【地域公共交通労働者の取り組み】 

47. 組織強化、拡大の取り組みについては、

単組ヒアリングや個別対策を行うととも

に、５月には組織集会を開催するなど取

り組みを進めてきました。とくに、組織

集会では、新規採用者や組合未加入者の

組織化や組織強化の先進的な活動報告を

受け、運動強化を意思統一しました。引

き続き、個別対策や単組における組織強

化・拡大の運動の強化をはかっていくこ

とが重要です。 

 

48. 利用者の回復が戻りきらない中、バス

運転者をはじめ交通従事者不足による減

便や路線の再編・統合に歯止めをかけ、

地域の足として公共交通を存続・発展さ

せることが喫緊の課題となっています。

引き続き、単組・県本部・本部が連携を

強化し、持続可能な公共交通の確立にむ

けて運動を強化していかなければなりま

せん。 

 

【女性労働者の取り組み】 

49. 女性が健康で安心して働き続けられる

職場づくりにむけ本部では、「生休・年

休アンケート」や県本部独自のアンケー

トなどを活用した職場点検による要求行

動を提起し取り組んできました。女性部

の各種会議では、アンケート結果を要求

に反映させ、交渉で訴えたことで、子の

看護休暇や家族看護休暇の拡充、更年期

休暇や不妊治療休暇の新設などを勝ち

取ったなど取り組みの成果が報告されて

います。また、定年引き上げでは、時間

外労働の多さなどから身体的な不安や不

満の声が出されており、業務量に見合う

人員の確保や、権利が行使できる働きや

すい職場づくりにむけて取り組んでいか

なければなりません。 

  また、人事評価結果の賃金反映に対し

て不満や不安が出されており、女性組合

員の声を集約し、交渉で訴える取り組み

などが行われています。今後も、人事評

価制度の問題点の学習や、すでに実施さ

れている職場の現状と課題について検証

しながら運用改善にむけて女性の意見を

反映させていくことが必要です。 

  仕事と家庭の両立にむけて職場実態を

把握し、誰もが健康で働き続けられるよ

う職場改善に取り組んでいくことが必要

です。 

50. ジェンダー平等推進、ワークライフバ

ランス社会の実現には、女性の組合参画

や女性部の組織強化は欠かせません。各

種集会や学習会で女性の人権の尊重や、

ワークライフバランスの必要性、ハラス

メント問題について学ぶことによって、

女性役員選出や労働組合参画を追求して

きました。 

  また、会計年度任用職員には女性労働

者が多いことから、処遇改善や組織化の

必要性と具体的な取り組みについて学ぶ

とともに、引き続き、女性労働者の課題

として会計年度任用職員の処遇改善や組

合加入の呼びかけに取り組む必要があり

ます。 

51. 新規採用職員や会計年度任用職員の仲

間の組合加入については、基本組織や青

年部とともに女性部が主体的に組織化に

むけた取り組みを提起してきました。引

き続き、身近な存在である青年層、女性

部員による職場での声かけなど日常から

関係性を深めることが重要です。 

  また、「新たな共済推進方針」に基づ

き、組織強化・拡大にむけて、とくに新

規採用者や未加入者に対して、共済が組

合加入のきっかけとなることから、各

県・単組における各種会議や集会におい

て、じちろう共済の学習・説明の機会を

設けるよう取り組んできました。引き続

き、女性部として、仲間の安心・安定の

くらしのためにじちろう共済の優位性を

伝え、共済推進運動を進めていくことが

必要です。 
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52. 女性労働学校やオキナワ平和の旅、

３・８国際女性デー、憲法フォーラムな

どで女性の人権や平和憲法の重要性など

について学習し、憲法を守る取り組みの

強化を確認してきました。各地連・県本

部・単組女性部では、平和学習会の開催

や地域の女性団体などと連帯したビラ配

布など平和の取り組みを実践してきまし

た。人権が尊重され安心してくらせる社

会づくりのため、引き続き、学習を深め、

地域の仲間とも連帯した取り組みの強化

が重要です。 

53. 職場のたたかいや運動交流の場として、

第24回青年女性中央大交流集会を開催し

ました。全国の仲間との実態討論を通じ

て、当たり前だと思っていた働き方のお

かしさに気付き、また、各職場で共通す

る課題の改善につなげた取り組みに学び、

「組合に持ち帰り課題について話し合い

たい」「単組で独自要求をしたい」など、

単組や職場で運動を進める決意と女性部

員の組合活動参画に関する意識の高まり

へとつながっています。学んだことを職

場で実践し、組織強化をはかるために運

動の継続が重要です。 

 

【青年労働者の取り組み】 

54. 青年部運動の活性化こそが、将来にわ

たる自治労の組織強化につながると位置

付け、職場で働く仲間の悩み、課題を自

分事として捉え、主体的に行動できる青

年部運動の構築をめざし、運動を推進し

てきました。 

  長時間労働や不払労働が蔓延した「職

場のおかしさ」に気付けない仲間や、自

治体の勤務条件は労使の力関係で変える

ことができることを知らない仲間も増え

ています。そのため、職場環境を青年自

らが声をあげて変えていく独自要求闘争

の取り組みや、学習・交流・実践のサイ

クルによる運動を追求すべく、本部では、

機関会議等において県本部間の運動交流

をはかる分散会の設定を行うとともに、

各県本部青年部役員会へのオルグや各種

集会における学習会の講師派遣、そして

本部青年部教宣紙による情報発信を行っ

てきました。 

  本部・県本部の集会などを参考に、身

近な学習会を開催する単組や、独自要求

に取り組み、勝ち取った報告も出されて

います。さらなる青年部運動の発展のた

めにも、こうした運動の成果や課題を持

ち寄り、本部・県本部・単組がさらに連

携していく必要があります。 

55. 次代の担い手・活動家育成にむけて本

部青年労働学校を開催してきました。自

分たちの勤務条件は自分たちで声をあげ

て勝ち取っていくものであるという「労

働者のものの見方考え方」を学び合いま

した。また、「交渉をしたことがない」

「イメージがつかない」等の仲間も多い

ことから、過去の闘争に学ぶ機会を設け

るとともに、模擬交渉を実施しました。 

  こうした取り組みを経験した参加者か

らは、要求・交渉を自単組でもやりたい

という声や、県本部でも模擬交渉を取り

入れたいという意見も出されています。

引き続き青年労働学校への参加の呼びか

けを行っていく必要があります。 

56. 新規採用職員や会計年度任用職員の仲

間の組合加入については、職場の身近な

存在である、青年層からの声かけも重要

 

ですが、青年層が関わり切れていない県

本部・単組が多くあります。基本組織に

対して積極的に意見反映を行いながら、

職場での声かけなど日常から関係性を深

めることが不可欠です。引き続き、単

組・県本部と情報共有しながら、青年の

主体的な行動として仲間の組合加入にむ

けた取り組みを推進し、自治労全体の組

織力向上につなげていかなければなりま

せん。 

57. 「新たな共済推進方針」に基づき、組

織強化・拡大にむけ、とくに新規採用者

や未加入者に対して、各県本部の部長会

議でじちろう共済の学習・説明を設ける

事例も増えてきました。しかし、じちろ

う共済の優位性がいまだ十分に浸透して

いるとはいえないことから、引き続き、

学習と声かけを強化していく必要があり

ます。 

58. 職場でのたたかいや運動交流の場とし

て、第24回青年女性中央大交流集会を開

催しました。同様の職種で働く仲間同士

の交流から、マイナンバーカードの普及

促進や定額減税など、過密化・複雑化す

る公務職場の背景にある政治的な課題と

その影響について共有するとともに、人

員不足や低賃金の中で働いている実態を

確認し、職場で自ら声をあげていくこと

の重要性を学びました。こうした集会で

得たものを単組での運動実践や組織強化

につなげることが必要です。 

59. 反戦平和の取り組みとして、日本平和

友好祭運動と連帯するとともに青年女性

オキナワ平和の旅に取り組みました。ま

た、原子力災害の実態を学ぶべく、福島

スタディーツアーを行いました。 

  現地に赴くことで、改めて平和の大切

さや学習の必要性について考えるきっか

けになっており、県本部単位でも同様の

現地ツアーに独自に取り組む報告がされ

ています。引き続き各県本部・単組での

学習・実践を追求していかなければなり

ません。 

 

【自治体非正規労働者の取り組み】 

60. 臨時・非常勤等職員全国協議会では、

「会計年度任用職員の処遇改善にむけた

法改正を求める諸行動」の最終ステージ

の取り組みを進めてきました。当事者運

動の強化のため、賃金体系や休暇制度な

どの知識を学ぶ「ウェブスキルアップ講

座」を３ヵ月連続で開催、２月には組織

拡大のための「スキルアップ集会」を

ウェブと対面のハイブリッド形式で開催

しました。３月以降は、学んだことを実

践する期間と位置付け、単組・県本部・

地連で学習会や集会など開催するよう全

国幹事を通して提起し、学習会の開催な

ど新たな取り組みにつながりました。こ

うした運動を通じて単組運動の活性化と

全国協議会および地連・県本部の協議会

（評議会）の強化・拡大をはかっていま

す。 

61. 臨職協の活動強化には、基本組織との

連携強化が不可欠であることから、基本

組織に対するオルグを強化しました。

2023年８月には熊本県本部で新たに県本

部臨時・非常勤等職員協議会等が結成さ

れ、2024年６月現在、24県本部１社保労

連が協議会等を設置しています。 

62. 協議会未設置県の中には、県本部と当

事者との協議中のところもあり、引き続
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52. 女性労働学校やオキナワ平和の旅、

３・８国際女性デー、憲法フォーラムな

どで女性の人権や平和憲法の重要性など

について学習し、憲法を守る取り組みの

強化を確認してきました。各地連・県本

部・単組女性部では、平和学習会の開催

や地域の女性団体などと連帯したビラ配

布など平和の取り組みを実践してきまし

た。人権が尊重され安心してくらせる社

会づくりのため、引き続き、学習を深め、

地域の仲間とも連帯した取り組みの強化

が重要です。 

53. 職場のたたかいや運動交流の場として、

第24回青年女性中央大交流集会を開催し

ました。全国の仲間との実態討論を通じ

て、当たり前だと思っていた働き方のお

かしさに気付き、また、各職場で共通す

る課題の改善につなげた取り組みに学び、

「組合に持ち帰り課題について話し合い

たい」「単組で独自要求をしたい」など、

単組や職場で運動を進める決意と女性部

員の組合活動参画に関する意識の高まり

へとつながっています。学んだことを職

場で実践し、組織強化をはかるために運

動の継続が重要です。 

 

【青年労働者の取り組み】 

54. 青年部運動の活性化こそが、将来にわ

たる自治労の組織強化につながると位置

付け、職場で働く仲間の悩み、課題を自

分事として捉え、主体的に行動できる青

年部運動の構築をめざし、運動を推進し

てきました。 

  長時間労働や不払労働が蔓延した「職

場のおかしさ」に気付けない仲間や、自

治体の勤務条件は労使の力関係で変える

ことができることを知らない仲間も増え

ています。そのため、職場環境を青年自

らが声をあげて変えていく独自要求闘争

の取り組みや、学習・交流・実践のサイ

クルによる運動を追求すべく、本部では、

機関会議等において県本部間の運動交流

をはかる分散会の設定を行うとともに、

各県本部青年部役員会へのオルグや各種

集会における学習会の講師派遣、そして

本部青年部教宣紙による情報発信を行っ

てきました。 

  本部・県本部の集会などを参考に、身

近な学習会を開催する単組や、独自要求

に取り組み、勝ち取った報告も出されて

います。さらなる青年部運動の発展のた

めにも、こうした運動の成果や課題を持

ち寄り、本部・県本部・単組がさらに連

携していく必要があります。 

55. 次代の担い手・活動家育成にむけて本

部青年労働学校を開催してきました。自

分たちの勤務条件は自分たちで声をあげ

て勝ち取っていくものであるという「労

働者のものの見方考え方」を学び合いま

した。また、「交渉をしたことがない」

「イメージがつかない」等の仲間も多い

ことから、過去の闘争に学ぶ機会を設け

るとともに、模擬交渉を実施しました。 

  こうした取り組みを経験した参加者か

らは、要求・交渉を自単組でもやりたい

という声や、県本部でも模擬交渉を取り

入れたいという意見も出されています。

引き続き青年労働学校への参加の呼びか

けを行っていく必要があります。 

56. 新規採用職員や会計年度任用職員の仲

間の組合加入については、職場の身近な

存在である、青年層からの声かけも重要

 

ですが、青年層が関わり切れていない県

本部・単組が多くあります。基本組織に

対して積極的に意見反映を行いながら、

職場での声かけなど日常から関係性を深

めることが不可欠です。引き続き、単

組・県本部と情報共有しながら、青年の

主体的な行動として仲間の組合加入にむ

けた取り組みを推進し、自治労全体の組

織力向上につなげていかなければなりま

せん。 

57. 「新たな共済推進方針」に基づき、組

織強化・拡大にむけ、とくに新規採用者

や未加入者に対して、各県本部の部長会

議でじちろう共済の学習・説明を設ける

事例も増えてきました。しかし、じちろ

う共済の優位性がいまだ十分に浸透して

いるとはいえないことから、引き続き、

学習と声かけを強化していく必要があり

ます。 

58. 職場でのたたかいや運動交流の場とし

て、第24回青年女性中央大交流集会を開

催しました。同様の職種で働く仲間同士

の交流から、マイナンバーカードの普及

促進や定額減税など、過密化・複雑化す

る公務職場の背景にある政治的な課題と

その影響について共有するとともに、人

員不足や低賃金の中で働いている実態を

確認し、職場で自ら声をあげていくこと

の重要性を学びました。こうした集会で

得たものを単組での運動実践や組織強化

につなげることが必要です。 

59. 反戦平和の取り組みとして、日本平和

友好祭運動と連帯するとともに青年女性

オキナワ平和の旅に取り組みました。ま

た、原子力災害の実態を学ぶべく、福島

スタディーツアーを行いました。 

  現地に赴くことで、改めて平和の大切

さや学習の必要性について考えるきっか

けになっており、県本部単位でも同様の

現地ツアーに独自に取り組む報告がされ

ています。引き続き各県本部・単組での

学習・実践を追求していかなければなり

ません。 

 

【自治体非正規労働者の取り組み】 

60. 臨時・非常勤等職員全国協議会では、

「会計年度任用職員の処遇改善にむけた

法改正を求める諸行動」の最終ステージ

の取り組みを進めてきました。当事者運

動の強化のため、賃金体系や休暇制度な

どの知識を学ぶ「ウェブスキルアップ講

座」を３ヵ月連続で開催、２月には組織

拡大のための「スキルアップ集会」を

ウェブと対面のハイブリッド形式で開催

しました。３月以降は、学んだことを実

践する期間と位置付け、単組・県本部・

地連で学習会や集会など開催するよう全

国幹事を通して提起し、学習会の開催な

ど新たな取り組みにつながりました。こ

うした運動を通じて単組運動の活性化と

全国協議会および地連・県本部の協議会

（評議会）の強化・拡大をはかっていま

す。 

61. 臨職協の活動強化には、基本組織との

連携強化が不可欠であることから、基本

組織に対するオルグを強化しました。

2023年８月には熊本県本部で新たに県本

部臨時・非常勤等職員協議会等が結成さ

れ、2024年６月現在、24県本部１社保労

連が協議会等を設置しています。 

62. 協議会未設置県の中には、県本部と当

事者との協議中のところもあり、引き続
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きオルグを進めていきます。今後も当事

者運動として仲間の声を集め、要求交渉

を実践していく取り組みを強化していく

ことが重要です。

 
(13) 労働者自主福祉活動の推進 
  

【共済推進委員会を基軸とした取り組み】 

1. 本部は、じちろう共済推進にむけて、

①新規採用者対策、②退職予定者対策、

③役職定年者対策、④団体生命共済の競

合対策を直面する重要な取り組みと位置

付けて取り組みの推進をめざしました。 

  とくに、「新たな共済推進方針」に基

づく団体生命共済2026年保有件数目標の

到達状況については、2019年度の保有件

数321,230件から2026年度までに336,044

件へと14,814件増を目標としていますが、

2024年５月時点での保有件数は310,171

件に減少し、目標までの件数差は25,873

件に拡大しています。共済推進県本部代

表者会議や共済推進県本部・県支部合同

会議において各県と共有をはかってきま

したが、改めて方針を意識し、目標にむ

けた推進計画を補強しながら取り組みを

強化し、全県で目標達成をめざしていか

なければなりません。 

2. 新規採用者対策としては、2024年４月

新規採用者の組合加入と共済（団体生命

共済）の同時加入の取り組み内容につい

て、第２回共済推進県本部代表者会議

（2024年２月29日）で提起し、共済推進

県本部・県支部合同会議において各県に

おける単組への提起内容や具体的な取り

組み方について報告・意見交換を行いま

した。 

  プレプリントの活用や早期の説明会開

催、少人数による個別説明会などを実施

し、その場で組合加入届と団体生命共済

加入申込書の回収を追求した結果、加入

に結び付けた単組もある一方で、説明会

の時間が確保できないなどの課題も見ら

れました。 

  引き続き、同時加入に至らなかった新

規採用者に対して、少人数による説明会

や個別保障相談などを設け、丁寧にアプ

ローチし、加入推進に取り組んでいく必

要があります。 

3. 役職定年者対策としては、役職定年者

の組織化方針とじちろう共済加入の対応

方針に基づき、じちろう共済制度の利用

条件について整理を行い、“じちろう共

済”制度を利用する契約者は、「自治労

共済生協組合員」かつ「単組の構成員」

であることを明確にし、役職定年後も引

き続きじちろう共済を利用する場合は、

組合加入を前提とすることについて全体

で共有をはかりました。 

  じちろう共済の継続利用を通じて、役

職定年者に加え、再任用職員の組合加入

の取り組みを進めていく必要があります。 

4. 互助会や共済組合などが扱うグループ

保険がじちろう共済と競合している状況

にあり、若年層に過剰な保障を勧めてい

ることや当局ルートで強引な勧誘に組合

員が困惑しているといった課題が報告さ

れています。 

  「組合員利益の最大化」をめざす基本

的立場を共有し、じちろう共済をメイン

 

の保障とすることを全体で追求していく

ことが必要です。 

5. 「第９回じちろう全国共済集会」を開

催し、会場505人と県拠点354人が参加し

ました。講演を通じてじちろう共済に取

り組む意義等を再確認したほか、じちろ

う共済を生涯保障のメインとするための

取り組みを確認し、高い熱量をもって共

済推進に取り組んでいる単組の事例を学

習しました。 

6. 社会貢献活動とリンクした「広げよ

う！ たすけあいありがとう」キャン

ペーン（2023年10月～2024年５月）につ

いて、組合員の組合活動への参加を促し、

組織の強化とじちろう共済制度の意義や

優位性の周知を目的として応募５万件を

目標に実施しましたが、8,378件と低調

な結果となり、周知や取り組み方法に課

題を残す取り組みとなりました。 

7. 「じちろう共済に関するアンケート」

（第２グループ）を実施し、組合員の保

障ニーズの把握と集約結果を県本部へ報

告・共有しました。特徴的な傾向として

は、じちろうマイカー共済の弁護士費用

等補償特約による失職防止の取り組みに

ついて、「知らなかった」が60.9％と高

くなっており、じちろう共済制度の優位

性について周知の余地が窺えました。 

  一方で、アンケートの回収率は37.0％

で目標の70％を大きく下回る結果となり

ました。今後は、アンケート結果の精度

を高めるためにも、引き続き実施する第

３・４グループでは回収率を意識して取

り組み、より良い共済制度の提供、共済

推進運動の強化につなげていきます。 

8. 県本部は、県本部共済推進委員会を定

例的に開催し、共済推進に関わる取り組

み方針や具体的な目標を確認し、「共済

推進県本部交付金」を活用した単組の共

済推進運動の強化をめざしました。 

  共済推進と組織強化・拡大の取り組み

と連動した単組オルグが行われています

が、各県によって取り組みの濃淡があり、

課題となっています。 

9. 単組は、執行部学習会や組合員説明会、

個別保障相談などを実施しました。推進

サイクルが確立している単組では、執行

部が自律的な共済推進体制を展開し、実

績をあげることができました。 

 

【各共済制度の取り組み】 

10. 団体生命共済については、「加入拡大

モデル単組」を全国で111単組選定し、

取り組みました。全体で3,119件の団体

生命共済新契約目標に対し、新契約件数

は2,543件で、目標達成に至らなかった

ものの、目標到達率は81.5％と2023年

（78.7％）を上回る結果となりました。 

  目標達成に至らなかった単組において

は、組合員説明会や個別保障相談、ス

ポット募集など推進サイクルを確立する

ことが重要です。 

11. じちろう退職者団体生命共済について

は、各県で退職予定者に対し制度の優位

性の周知や再任用期間が終了となる対象

者を抽出した「移行確認リスト」を活用

し、個々に移行案内を送付するなど取り

組みを進めた結果、継続加入につながり、

退職時の解約に歯止めがかかっています。 

  また、2024年度は、県本部・単組で開

催するセカンドライフセミナーや個別相

談で活用できる推進支援動画「考えよう 
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きオルグを進めていきます。今後も当事

者運動として仲間の声を集め、要求交渉

を実践していく取り組みを強化していく

ことが重要です。

 
(13) 労働者自主福祉活動の推進 
  

【共済推進委員会を基軸とした取り組み】 

1. 本部は、じちろう共済推進にむけて、

①新規採用者対策、②退職予定者対策、

③役職定年者対策、④団体生命共済の競

合対策を直面する重要な取り組みと位置

付けて取り組みの推進をめざしました。 

  とくに、「新たな共済推進方針」に基

づく団体生命共済2026年保有件数目標の

到達状況については、2019年度の保有件

数321,230件から2026年度までに336,044

件へと14,814件増を目標としていますが、

2024年５月時点での保有件数は310,171

件に減少し、目標までの件数差は25,873

件に拡大しています。共済推進県本部代

表者会議や共済推進県本部・県支部合同

会議において各県と共有をはかってきま

したが、改めて方針を意識し、目標にむ

けた推進計画を補強しながら取り組みを

強化し、全県で目標達成をめざしていか

なければなりません。 

2. 新規採用者対策としては、2024年４月

新規採用者の組合加入と共済（団体生命

共済）の同時加入の取り組み内容につい

て、第２回共済推進県本部代表者会議

（2024年２月29日）で提起し、共済推進

県本部・県支部合同会議において各県に

おける単組への提起内容や具体的な取り

組み方について報告・意見交換を行いま

した。 

  プレプリントの活用や早期の説明会開

催、少人数による個別説明会などを実施

し、その場で組合加入届と団体生命共済

加入申込書の回収を追求した結果、加入

に結び付けた単組もある一方で、説明会

の時間が確保できないなどの課題も見ら

れました。 

  引き続き、同時加入に至らなかった新

規採用者に対して、少人数による説明会

や個別保障相談などを設け、丁寧にアプ

ローチし、加入推進に取り組んでいく必

要があります。 

3. 役職定年者対策としては、役職定年者

の組織化方針とじちろう共済加入の対応

方針に基づき、じちろう共済制度の利用

条件について整理を行い、“じちろう共

済”制度を利用する契約者は、「自治労

共済生協組合員」かつ「単組の構成員」

であることを明確にし、役職定年後も引

き続きじちろう共済を利用する場合は、

組合加入を前提とすることについて全体

で共有をはかりました。 

  じちろう共済の継続利用を通じて、役

職定年者に加え、再任用職員の組合加入

の取り組みを進めていく必要があります。 

4. 互助会や共済組合などが扱うグループ

保険がじちろう共済と競合している状況

にあり、若年層に過剰な保障を勧めてい

ることや当局ルートで強引な勧誘に組合

員が困惑しているといった課題が報告さ

れています。 

  「組合員利益の最大化」をめざす基本

的立場を共有し、じちろう共済をメイン

 

の保障とすることを全体で追求していく

ことが必要です。 

5. 「第９回じちろう全国共済集会」を開

催し、会場505人と県拠点354人が参加し

ました。講演を通じてじちろう共済に取

り組む意義等を再確認したほか、じちろ

う共済を生涯保障のメインとするための

取り組みを確認し、高い熱量をもって共

済推進に取り組んでいる単組の事例を学

習しました。 

6. 社会貢献活動とリンクした「広げよ

う！ たすけあいありがとう」キャン

ペーン（2023年10月～2024年５月）につ

いて、組合員の組合活動への参加を促し、

組織の強化とじちろう共済制度の意義や

優位性の周知を目的として応募５万件を

目標に実施しましたが、8,378件と低調

な結果となり、周知や取り組み方法に課

題を残す取り組みとなりました。 

7. 「じちろう共済に関するアンケート」

（第２グループ）を実施し、組合員の保

障ニーズの把握と集約結果を県本部へ報

告・共有しました。特徴的な傾向として

は、じちろうマイカー共済の弁護士費用

等補償特約による失職防止の取り組みに

ついて、「知らなかった」が60.9％と高

くなっており、じちろう共済制度の優位

性について周知の余地が窺えました。 

  一方で、アンケートの回収率は37.0％

で目標の70％を大きく下回る結果となり

ました。今後は、アンケート結果の精度

を高めるためにも、引き続き実施する第

３・４グループでは回収率を意識して取

り組み、より良い共済制度の提供、共済

推進運動の強化につなげていきます。 

8. 県本部は、県本部共済推進委員会を定

例的に開催し、共済推進に関わる取り組

み方針や具体的な目標を確認し、「共済

推進県本部交付金」を活用した単組の共

済推進運動の強化をめざしました。 

  共済推進と組織強化・拡大の取り組み

と連動した単組オルグが行われています

が、各県によって取り組みの濃淡があり、

課題となっています。 

9. 単組は、執行部学習会や組合員説明会、

個別保障相談などを実施しました。推進

サイクルが確立している単組では、執行

部が自律的な共済推進体制を展開し、実

績をあげることができました。 

 

【各共済制度の取り組み】 

10. 団体生命共済については、「加入拡大

モデル単組」を全国で111単組選定し、

取り組みました。全体で3,119件の団体

生命共済新契約目標に対し、新契約件数

は2,543件で、目標達成に至らなかった

ものの、目標到達率は81.5％と2023年

（78.7％）を上回る結果となりました。 

  目標達成に至らなかった単組において

は、組合員説明会や個別保障相談、ス

ポット募集など推進サイクルを確立する

ことが重要です。 

11. じちろう退職者団体生命共済について

は、各県で退職予定者に対し制度の優位

性の周知や再任用期間が終了となる対象

者を抽出した「移行確認リスト」を活用

し、個々に移行案内を送付するなど取り

組みを進めた結果、継続加入につながり、

退職時の解約に歯止めがかかっています。 

  また、2024年度は、県本部・単組で開

催するセカンドライフセミナーや個別相

談で活用できる推進支援動画「考えよう 
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退職後のライフプラン」を配信しました

が、定年前から制度の優位性を広く周知

していくことが重要です。 

12. じちろうマイカー共済については、

キャンペーン等を通じた掛金見積もりの

取り組みにより、新契約や車両損害補償

の新規付帯が堅調に増加しています。引

き続き、補償の優位性を訴求するととも

に、団体割引率が伝わるようキャンペー

ン等を通じた周知活動が重要です。 

  一方で、マイカー共済の団体割引率

（2024年11月発効以降）は、事故件数の

増加や修理費の高騰などにより損害率が

上昇した結果、上限割引率を30.0％とす

ることが示されました。団体割引率の維

持・拡大にむけては、一層の加入拡大に

加え、事故防止の啓発活動に取り組むこ

とが重要です。 

13. 住まいる共済については、2024年４月

の制度改定による補償範囲の拡大や各種

特約の必要性等を周知するとともに頻発

している風水害・地震などの自然災害に

備え、自然災害共済の付帯推進に取り組

みました。 

 

【ろうきん運動の推進】 

14. 県本部・単組は、各県労金営業本部や

支店と連携し、組合員の生涯の資金計画

を支えるろうきん運動に取り組みました。

職場での「世話役活動」の一環として、

組合員の生活支援につながる取り組みを

引き続き進めることが必要です。 

 

 

Ⅱ 連合新会費制度の概要と移行にむけた自治労の対応について 
 

 

1. これまでの経緯 

 連合新会費制度については、この間 2022 年度第３回県本部代表者会議（2022 年２月 28

日）、県本部書記長会議（2023 年２月 12～13 日）、2022 年度、2024 年度県本部財政担当役職

員会議（2022 年３月 28～29 日、2024 年５月 16 日）、組織強化委員会等で連合の議論状況お

よび概要の説明を行ってきました。 

 連合第 87 回中央委員会(2022 年６月１日)において確認された「中央会費制度・実行プラ

ン」は、その後設置された「組織登録・交付金等のあり方に係る作業部会」において各課題

への具体的な対応について協議が進められ、この作業部会の最終報告が連合第 91 回中央委員

会（2023 年 12 月１日）で確認されました。2024 年４月には、中央会費制度移行後の各産別

の登録人員調査があり、自治労はこれまでの厚生労働省労働組合基礎調査の人数から、自治

労の登録納入確定の人数に変更し登録を行ったところです。今後、2024 年 10 月の連合第 93

回中央委員会において新会費の単価が決定される予定となっています。現段階で具体的な会

費単価についてはお示しできませんが、状況について報告するものです。 

 また納入方法についても、これまで各地方構成組織から地方連合会へ納入していた会費

が、2026 年１月から構成組織本部が連合本部へと納入する方式へと変更となります。そのた

め各県本部は、それぞれの地方連合会に納入していた会費相当分（会費額未定）を自治労本

部に納入することになります。 

 

2. 「中央会費制度・実行プラン」：制度改正のポイント 

(１)移行スケジュール 

 準備期間  2022 年６月～2025 年 12 月 

 移行期間  2026 年１月～2034 年 12 月 

 新制度完全移行 2035 年１月 

 

(２)納入方法 

 2026 年１月より構成組織本部から連合本部への一括納入に変更になります 

 2026 年１月より県本部は本部に連合会費の県本部負担分を納入することとなります 
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(３)単価 

 地方連合会ごとに異なっていた会費が統一されます 

 
 

 

 
 
 

  
    
 
 
 
 
 
 
 

※ 制度完成時（第６ステップ：2035 年１月～） 
※ 区分Ａ（正規）の月額 

  

県本部負担分 ？？円

一般会費 60 円

連帯活動費 5 円

地方交付会費      30 円

政策活動資金 3.3 円

新単価 ？？円 
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(２)単価 

 地方連合会ごとに異なっていた会費が統一されます 

 

 

 

 
 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

※ 制度完成時（第６ステップ：2035 年１月～） 

※ 区分Ａ（正規）の月額 

  

県本部負担分 ？？円

一般会費 60 円

連帯活動費 5 円

地方交付会費      30 円

政策活動資金 3.3 円

新単価 ？？円 

3. 登録人員にかかわる考え方と自治労の対応について 

① 全体登録数/納入率 

中央会費制度における基本方針 自治労対応 

厚生労働省労働組合基礎調査の登録数の

90％         

自治労の登録納入確定で決定する登録数の

90％ 

 

② 会費単価区分 

 中央会費制度における基本方針 自治労対応 

区分Ａ 一般 区分Ｂ,Ｃ以外 

区分Ｂ パート等（週 20 時間以上） 登録納入確定 年収減免Ａ,Ｂ 

区分Ｃ パート等（週 20 時間未満） 登録納入確定 年収減免Ｃ 

 

※１ 各県本部の組織人員数は、現行の各県本部が各地方連合会に登録する数から、自治

労登録納入確定数へ変更となる 

※２ ※１に基づき地方連合運動に参画することとなる（代議員数や執行部選出等含む） 

 

4. 各県本部の登録人数の決定と納付について 

① 自治労組合費は、毎年の登録納入確定（６月１日基準）で登録数と納入数を決定していま

す。2025 年度登録納入確定（2025 年６月）より、この登録数を連合に対する各県本部の

登録数として確認し、連合会費の納入数を決定します。自治労組合費の納入率は 80％で

すが、連合会費の納入率は 90％です。 

② 2026 年１月より本部は県本部に毎月「自治労組合費」と「連合会費（県本部負担分）」を

それぞれ請求し、各県本部は自治労本部に納入します。 

 
 

5. 県本部負担分の考え方について 

 新会費は、現行制度において中央本部が連合本部に支払っている会費と県本部が地方連合

会に支払っている会費を一本化するものです。制度完成（2035 年１月）まで第１～６ステッ

プの移行期間が設けられますが（2026 年１月～2034 年 12 月）、この期間中は「賦課金（県本

部が 2025 年度に地方連合会に支払った会費額）」と「新会費」の組み合わせとなり、賦課金

が段階的に減少し新会費に移行します。そのため新会費はステップごとに上がっていき、第

６ステップで最終単価に到達します。県本部負担分は、「賦課金」＋「新会費のうち賦課金か

ら移行した部分」となります。 
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① 第１ステップ（2026 年１月～12 月） 

 「賦課金」＝県本部が 2025 年度に地方連合会に支払った会費相当分 

「2025 年度」とは、2025 年中に期末を迎える会計年度であり各地方連合会の会計年

度によって対象期間は異なります 

 「新会費（県本部負担分）」＝なし 

② 第２ステップ（2027 年１月～2028 年 12 月） 

 「賦課金」＝前年度賦課金 ×（今年度登録人員数／前年度登録人員数）× ４／５ 

 「新会費（県本部負担分）」＝例）20 円（区分Ａ正規） 

※ 現時点で単価が決定していないため県本部負担分の単価も未定です。20 円はあ

くまでも制度の概要を示すための仮の例であり、第３ステップ以降も同様です 

③ 第３ステップ（2029 年１月～2030 年 12 月） 

 「賦課金」＝前年度賦課金 ×（今年度登録人員数／前年度登録人員数）× ３／４ 

 「新会費（県本部負担分）」＝例）40 円（区分Ａ正規） 

④ 第４ステップ（2031 年１月～2032 年 12 月） 

 「賦課金」＝前年度賦課金 ×（今年度登録人員数／前年度登録人員数）× ２／３ 

 「新会費（県本部負担分）」＝例）60 円（区分Ａ正規） 

⑤ 第５ステップ（2033 年１月～2034 年 12 月） 

 「賦課金」＝前年度賦課金 ×（今年度登録人員数／前年度登録人員数）× １／２ 

 「新会費（県本部負担分）」＝例 80 円（区分Ａ正規） 

⑥ 第６ステップ（2035 年１月～） 

 「賦課金」＝なし 

 「新会費（県本部負担分）」＝例 100 円（区分Ａ正規） 

 

6. 今後のスケジュールについて 

2024 年 10 月  【連合】第 93 回中央委員会 中央会費制度 新会費単価の決定 

2025 年１月 【自治労】県本部代表者会議にて県本部負担分の単価や移行期間中の取り

   扱い等詳細を提示 

2025 年８月  【自治労】第 99 回定期大会において必要な規約・規則の改正 
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第３条～第８条 （略） 

  

（特別手当） 

第９条 特別手当は、次の各号の通りと

し、手当額は中央執行委員会が定める。 

（１）～（３） （略） 

 

 

第10条～第20条 （略） 

 

３ 主幹、部長、副部長、主任（３級）の

職にある書記については満60歳に達した日

以降の最初の９月１日（以下、「特定日」

という。）からエルダースタッフとし、満

60歳に達した日以降、最初の８月時点の到

達級に位置づける。 

４ 主任オルグの職にある組織拡大オルグ

について、特定日からエルダースタッフオ

ルグとし、４級に位置づける。 

５ 特定日以降の書記、組織拡大オルグの

基本賃金は 60歳に達した日以降、最初の

８月に支給される級・号給の７割とする。

 

第３条～第８条 （略） 

 

（特別手当） 

第９条 特別手当は、次の各号の通りと

し、手当額は中央執行委員会が定める。 

（１）～（３） （略） 

（４） 共済拡大手当 

 

第10条～第20条 （略） 

 

附 則 

１～24 （略） 

 

附 則 

１～24 （略） 

25 第98回定期大会における第２条および

第９条の改正は、2024年９月１日から適用

する。 

 

 

2. 役職員退職金規程改正 

 

(１) 改正の主旨 

① 特定日から満65歳に達した日以後の最初の８月31日までに退職する者は、自己都合退職

と扱わずに定年退職として取り扱い、調整額を支給することとします。退職金支給率につ

いては、東京都退職手当条例「ピーク時特例」と同様の扱いとします（施行日：2024年９

月１日）。 

② 早期退職者に対する加算対象年齢について規定します（施行日：2024年９月１日）。 

 

(２) 改正条文案の記載 

現   行 改 正 案 

第１条～第３条 （略） 

 

第１条～第３条 （略） 

 

 

 

Ⅲ 規程の一部改正について（案） 
 

2023年度拡大県本部代表者会議（2023年７月27～28日）で報告した「自治労本部書記の定

年延長について」（参考資料）に関する具体の検討および労使合意を踏まえて、第98回定期

大会に提案する規程の改正案は、以下の通りです。 

 

1. 役職員賃金規程改正 

 

(１) 改正の主旨 

① 第２条の級別職務に、自治労本部書記の定年延長に伴う書記および組織拡大オルグの新

たな職名である「エルダースタッフ」「エルダースタッフオルグ」を明記するとともに、

60歳に達した日以降、最初の９月１日（以下、「特定日」という）から、「エルダース

タッフ」「エルダースタッフオルグ」に位置づけます（施行日：2024年９月１日）。 

② 特定日以降の書記、組織拡大オルグの基本賃金については、60歳に達した日以降、最初

の８月に支給される級・号給の７割の支給とします（施行日：2024年９月１日）。 

③ 特別手当に、組織拡大オルグに支給している「共済拡大手当」が漏れていたため記載し

ます。 

 

(２) 改正条文案の記載 

現  行 改 正 案 

第１条 （略）  

 

（基本賃金） 

第２条 役員および書記の基本賃金は、東

京都特別区職員行政職給料表(一)に準じ

て定める。ただし、中央執行委員長は東

京都職員指定職給料表２号を適用する。 

２ 中央執行委員長を除く役員および職員

の級別職務を次の通りとする。 

 ７級 副中央執行委員長、書記長、書記

次長およびこれらに相当する者 

 ６級 中央執行委員 

 ５級 主幹 

 ４級 部長 

 

 ３級 副部長、主任 

  

２級 主任、局員 

 １級 局員 

第１条 （略） 

 

（基本賃金） 

第２条 役員および書記の基本賃金は、東

京都特別区職員行政職給料表(一)に準じて

定める。ただし、中央執行委員長は東京都

職員指定職給料表２号を適用する。 

２ 中央執行委員長を除く役員および職員

の級別職務を次の通りとする。 

 ７級 副中央執行委員長、書記長、書記

次長およびこれらに相当する者 

 ６級 中央執行委員 

 ５級 主幹、エルダースタッフ 

４級 部長、主任オルグ、エルダース

タッフ、エルダースタッフオルグ 

 ３級 副部長、主任、オルグ、エルダー

スタッフ、エルダースタッフオルグ 

 ２級 主任、局員、オルグ 

 １級 局員 
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第３条～第８条 （略） 

  

（特別手当） 

第９条 特別手当は、次の各号の通りと

し、手当額は中央執行委員会が定める。 

（１）～（３） （略） 

 

 

第10条～第20条 （略） 

 

３ 主幹、部長、副部長、主任（３級）の

職にある書記については満60歳に達した日

以降の最初の９月１日（以下、「特定日」

という。）からエルダースタッフとし、満

60歳に達した日以降、最初の８月時点の到

達級に位置づける。 

４ 主任オルグの職にある組織拡大オルグ

について、特定日からエルダースタッフオ

ルグとし、４級に位置づける。 

５ 特定日以降の書記、組織拡大オルグの

基本賃金は 60歳に達した日以降、最初の

８月に支給される級・号給の７割とする。

 

第３条～第８条 （略） 

 

（特別手当） 

第９条 特別手当は、次の各号の通りと

し、手当額は中央執行委員会が定める。 

（１）～（３） （略） 

（４） 共済拡大手当 

 

第10条～第20条 （略） 

 

附 則 

１～24 （略） 

 

附 則 

１～24 （略） 

25 第98回定期大会における第２条および

第９条の改正は、2024年９月１日から適用

する。 

 

 

2. 役職員退職金規程改正 

 

(１) 改正の主旨 

① 特定日から満65歳に達した日以後の最初の８月31日までに退職する者は、自己都合退職

と扱わずに定年退職として取り扱い、調整額を支給することとします。退職金支給率につ

いては、東京都退職手当条例「ピーク時特例」と同様の扱いとします（施行日：2024年９

月１日）。 

② 早期退職者に対する加算対象年齢について規定します（施行日：2024年９月１日）。 

 

(２) 改正条文案の記載 

現   行 改 正 案 

第１条～第３条 （略） 

 

第１条～第３条 （略） 

 

 

 

Ⅲ 規程の一部改正について（案） 
 

2023年度拡大県本部代表者会議（2023年７月27～28日）で報告した「自治労本部書記の定

年延長について」（参考資料）に関する具体の検討および労使合意を踏まえて、第98回定期

大会に提案する規程の改正案は、以下の通りです。 

 

1. 役職員賃金規程改正 

 

(１) 改正の主旨 

① 第２条の級別職務に、自治労本部書記の定年延長に伴う書記および組織拡大オルグの新

たな職名である「エルダースタッフ」「エルダースタッフオルグ」を明記するとともに、

60歳に達した日以降、最初の９月１日（以下、「特定日」という）から、「エルダース

タッフ」「エルダースタッフオルグ」に位置づけます（施行日：2024年９月１日）。 

② 特定日以降の書記、組織拡大オルグの基本賃金については、60歳に達した日以降、最初

の８月に支給される級・号給の７割の支給とします（施行日：2024年９月１日）。 

③ 特別手当に、組織拡大オルグに支給している「共済拡大手当」が漏れていたため記載し

ます。 

 

(２) 改正条文案の記載 

現  行 改 正 案 

第１条 （略）  

 

（基本賃金） 

第２条 役員および書記の基本賃金は、東

京都特別区職員行政職給料表(一)に準じ

て定める。ただし、中央執行委員長は東

京都職員指定職給料表２号を適用する。 

２ 中央執行委員長を除く役員および職員

の級別職務を次の通りとする。 

 ７級 副中央執行委員長、書記長、書記

次長およびこれらに相当する者 

 ６級 中央執行委員 

 ５級 主幹 

 ４級 部長 

 

 ３級 副部長、主任 

  

２級 主任、局員 

 １級 局員 

第１条 （略） 

 

（基本賃金） 

第２条 役員および書記の基本賃金は、東

京都特別区職員行政職給料表(一)に準じて

定める。ただし、中央執行委員長は東京都

職員指定職給料表２号を適用する。 

２ 中央執行委員長を除く役員および職員

の級別職務を次の通りとする。 

 ７級 副中央執行委員長、書記長、書記

次長およびこれらに相当する者 

 ６級 中央執行委員 

 ５級 主幹、エルダースタッフ 

４級 部長、主任オルグ、エルダース

タッフ、エルダースタッフオルグ 

 ３級 副部長、主任、オルグ、エルダー

スタッフ、エルダースタッフオルグ 

 ２級 主任、局員、オルグ 

 １級 局員 
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＜参考資料：2023年度拡大県代会議議案 下線部が第98回定期大会での改正事項＞ 

 

Ⅴ 自治労本部書記の定年延長について 

 

はじめに 

  

自治労本部役員の立候補年齢要件の引き上げや自治労本部賃金制度の基準である東京都の

65歳定年制度の導入もあり、自治労本部書記においても65歳定年制の導入が喫緊の課題と

なっています。 

基本的に東京都の定年延長制度に準拠しながら、本部書記の人事制度・年齢構成などの特

殊性も勘案しつつ、65歳定年制を導入します。 

定年延長に伴う制度の具体的な設計は以下を基本的な方向として労使検討委員会を設置し、

協議を進めます。 

 

１．書記定年の延長 

① 自治労本部書記の定年を65歳とします。施行日は2023年９月１日とします。東京都にお

いては定年を２年に１歳延長する暫定措置を講じていますが、自治労本部においては、

ア）暫定措置する人数が少数であること、イ）暫定措置期間導入による複雑な人事管理

の事務負担が大きいことが予想されること、などから暫定措置期間を設けません。 

⇒2023年度第21回中執会議（７月７日）で、「就業規則」改正により措置済 

 

② 定年延長に伴う賃金、手当、昇給、昇格の取り扱い 

ア）基本給は60歳に到達後最初の８月（以下特定日という）に支給される号給の７割としま

す。給料表の位置づけは変更しません。また、役職員賃金規程および細則に定められた

諸手当を支給します。 

＊諸手当：地域手当、扶養手当、住宅手当、通勤手当、特別手当（うち通信手当）、時間

外勤務手当、期末手当 

イ）特定日以降は昇給・昇格しません。 

ウ）職名（主幹・部長・副部長）の上限年齢を満60歳とし、職名により支給される役職調整

手当および特別手当（副部長手当）は支給しません。なお、特定日以降やむを得ず担当

業務の中心的な職責を担う場合について、専門職手当等の支給を検討します。 

エ）以上の取り扱いは当面の措置とし、国・東京都等の動向を注視しながら必要な検討を進

めます。 

⇒ア）のうち諸手当、およびイ）～ウ）は、2024年度中執会議で、「役職員賃金規程細則」「役

職員賃金運用内規」改正予定 

 

（退職金の額） 

第４条 役員および書記の退職金は、退職

の日における賃金月額に勤続期間に対する

支給率を乗じて得た基本額に、第７条に定

める調整額を加えて得た額とする。 

  ただし、調整額は、自己都合による退

職、第９条に定める支給制限を適用される

退職には支給しない。 

 

 

 

 

 

 

 

（退職金の支給率） 

第５条 勤続期間に対する支給率（月数）

は、この規程に特別の定めのある場合を除

き、附則別表の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(定年前早期退職者に対する特例) 

第12条 勤続年数が25年以上であり、かつ

定年年齢から10年を減じた年齢以上の書記

が退職する場合は、算定基礎となる賃金月

額に、定年年齢と退職する日の年齢との差

に相当する年数１年につき２％ずつ加算で

きる。 

 

（退職金の額） 

第４条 役員および書記の退職金は、退職

の日における賃金月額に勤続期間に対す

る支給率を乗じて得た基本額に、第７条

に定める調整額を加えて得た額とする。 

  ただし、調整額は、自己都合による退

職、第９条に定める支給制限を適用され

る退職には支給しない。なお、満60歳に

達した日以降の最初の９月１日（以下、

「特定日」という。）から就業規則第35

条に規定される日までに退職する者は、

自己都合によるものではなく定年退職と

して取り扱い、調整額を支給するものと

する。 

 

（退職金の支給率） 

第５条 勤続期間に対する支給率（月数）

は、この規程に特別の定めのある場合を

除き、附則別表の通りとする。 

  なお、特定日以降に退職する者につい

ては、次に掲げる額の合算額を支給する

こととする。 

・ 満60歳に達した日以降、最初の８月

時点の賃金月額に満60歳までの勤続期

間に対する支給率を乗じた額 

・ 特定日以降、７割水準とした賃金月

額に特定日以降の勤続期間に対する支

給率から満60歳までの勤続期間に対す

る支給率を減じた額を乗じた額 

 

第６条～第11条 （略） 

 

(定年前早期退職者に対する特例) 

第12条 勤続年数が25年以上であり、かつ

特定日から10年を減じた年齢以上の書記

が退職する場合は、算定基礎となる賃金

月額に、特定日と退職する日の年齢との

差に相当する年数１年につき２％ずつ加

算できる。 

 

附 則 

１～14 （略） 

 

附 則 

１～14 （略） 

15 第98回定期大会における第４条、第５

条、第12条の改正は、2024年９月１日から

適用する。 
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＜参考資料：2023年度拡大県代会議議案 下線部が第98回定期大会での改正事項＞ 

 

Ⅴ 自治労本部書記の定年延長について 

 

はじめに 

  

自治労本部役員の立候補年齢要件の引き上げや自治労本部賃金制度の基準である東京都の

65歳定年制度の導入もあり、自治労本部書記においても65歳定年制の導入が喫緊の課題と

なっています。 

基本的に東京都の定年延長制度に準拠しながら、本部書記の人事制度・年齢構成などの特

殊性も勘案しつつ、65歳定年制を導入します。 

定年延長に伴う制度の具体的な設計は以下を基本的な方向として労使検討委員会を設置し、

協議を進めます。 

 

１．書記定年の延長 

① 自治労本部書記の定年を65歳とします。施行日は2023年９月１日とします。東京都にお

いては定年を２年に１歳延長する暫定措置を講じていますが、自治労本部においては、

ア）暫定措置する人数が少数であること、イ）暫定措置期間導入による複雑な人事管理

の事務負担が大きいことが予想されること、などから暫定措置期間を設けません。 

⇒2023年度第21回中執会議（７月７日）で、「就業規則」改正により措置済 

 

② 定年延長に伴う賃金、手当、昇給、昇格の取り扱い 

ア）基本給は60歳に到達後最初の８月（以下特定日という）に支給される号給の７割としま

す。給料表の位置づけは変更しません。また、役職員賃金規程および細則に定められた

諸手当を支給します。 

＊諸手当：地域手当、扶養手当、住宅手当、通勤手当、特別手当（うち通信手当）、時間

外勤務手当、期末手当 

イ）特定日以降は昇給・昇格しません。 

ウ）職名（主幹・部長・副部長）の上限年齢を満60歳とし、職名により支給される役職調整

手当および特別手当（副部長手当）は支給しません。なお、特定日以降やむを得ず担当

業務の中心的な職責を担う場合について、専門職手当等の支給を検討します。 

エ）以上の取り扱いは当面の措置とし、国・東京都等の動向を注視しながら必要な検討を進

めます。 

⇒ア）のうち諸手当、およびイ）～ウ）は、2024年度中執会議で、「役職員賃金規程細則」「役

職員賃金運用内規」改正予定 

 

（退職金の額） 

第４条 役員および書記の退職金は、退職

の日における賃金月額に勤続期間に対する

支給率を乗じて得た基本額に、第７条に定

める調整額を加えて得た額とする。 

  ただし、調整額は、自己都合による退

職、第９条に定める支給制限を適用される

退職には支給しない。 

 

 

 

 

 

 

 

（退職金の支給率） 

第５条 勤続期間に対する支給率（月数）

は、この規程に特別の定めのある場合を除

き、附則別表の通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(定年前早期退職者に対する特例) 

第12条 勤続年数が25年以上であり、かつ

定年年齢から10年を減じた年齢以上の書記

が退職する場合は、算定基礎となる賃金月

額に、定年年齢と退職する日の年齢との差

に相当する年数１年につき２％ずつ加算で

きる。 

 

（退職金の額） 

第４条 役員および書記の退職金は、退職

の日における賃金月額に勤続期間に対す

る支給率を乗じて得た基本額に、第７条

に定める調整額を加えて得た額とする。 

  ただし、調整額は、自己都合による退

職、第９条に定める支給制限を適用され

る退職には支給しない。なお、満60歳に

達した日以降の最初の９月１日（以下、

「特定日」という。）から就業規則第35

条に規定される日までに退職する者は、

自己都合によるものではなく定年退職と

して取り扱い、調整額を支給するものと

する。 

 

（退職金の支給率） 

第５条 勤続期間に対する支給率（月数）

は、この規程に特別の定めのある場合を

除き、附則別表の通りとする。 

  なお、特定日以降に退職する者につい

ては、次に掲げる額の合算額を支給する

こととする。 

・ 満60歳に達した日以降、最初の８月

時点の賃金月額に満60歳までの勤続期

間に対する支給率を乗じた額 

・ 特定日以降、７割水準とした賃金月

額に特定日以降の勤続期間に対する支

給率から満60歳までの勤続期間に対す

る支給率を減じた額を乗じた額 

 

第６条～第11条 （略） 

 

(定年前早期退職者に対する特例) 

第12条 勤続年数が25年以上であり、かつ

特定日から10年を減じた年齢以上の書記

が退職する場合は、算定基礎となる賃金

月額に、特定日と退職する日の年齢との

差に相当する年数１年につき２％ずつ加

算できる。 

 

附 則 

１～14 （略） 

 

附 則 

１～14 （略） 

15 第98回定期大会における第４条、第５

条、第12条の改正は、2024年９月１日から

適用する。 
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③ 定年延長に伴う退職金の取り扱い 

 特定日以降の書記の退職金の算定方法は、以下の数式とします。ただし算定に際しては、

東京都と同様に定年退職扱いとします。 

（60歳時給料月額×支給率）＋退職時給料月額×（退職時支給率‐60歳時支給率））＋調整

額 

 

 

２．60歳を超える書記の雇用制度について 

① 65歳定年制の導入を踏まえ、書記の再雇用制度についても必要な改定を、労使協議を踏

まえながら進めます。なお、定年延長制度と再雇用制度の賃金格差を是正するため、再

雇用書記の賃金を自治労給料表２級再雇用給料月額から３級再雇用給料月額に引き上げ

ます。 

⇒2023年度第21回中執会議（７月７日）で、「書記の再雇用に関する内規」改正により措置済 

 

② 現行満65歳までとしている再雇用期間について、東京都をはじめとする自治体の動向を

踏まえながら70歳上限を検討します。 

⇒今後の検討事項 

 

③ 加齢に伴う諸事情への柔軟な対応については、現行の再雇用制度との整合性をはかりつ

つ、地方公務員法第26条の３に準じた高齢者部分休業制度の導入を検討します。 

⇒2024年度中執会議で、「就業規則」「役職員賃金運用内規」改正、および「高齢者部分休業に

関する内規」新設予定 

 

以  上 

 

 
Ⅳ 第98回定期大会の運営について 

 
 
８月に開催する第 98 回定期大会は、中間年大会として２日間の日程、役員選挙等も予定

されていることから、日程は極めてタイトであり、大会運営の効率化が求められています。

このことから、大会の運営について、以下の５点を提起し、確認を求めます。 

 
１．大会提出議案・報告と事前配布の取り扱いについて 

（1）大会提出議案・報告については以下の通りです。 

議案 

第１号議案 当面の闘争方針（案） ２週間前 

第２号議案 2025 年度一般会計・特別会計予算（案） １ヵ月前 

第３号議案 規程の一部改正について（案） １ヵ月前 

第４号議案 2025 年定期大会の開催地について（案） ２週間前 

 

報告 

一般経過報告（現業・公企統一闘争中間総括を含む） 当日配布

当日配布

当日配布

当日配布

2024 年度一般会計・特別会計決算報告 

監査報告 

自治労共済事業活動報告 

 

（2）事前配布日程は以下の通りです。 

 ①１ヵ月前配布 

＜日程＞７月29日（月）産別ネットアップ 

 ②２週間前配布 

  ＜日程＞８月15日（木）産別ネットアップ 

 

２．議事日程について（別紙参照） 

（1）今大会では、役員選挙を行います。 
（2）討議時間の確保のために、役員選挙（電子投票）を１日目の終わりに設定します。 
 

３．予算小委員会について 

（1）議事規則第 20 条に基づき、今大会に予算小委員会を設けることとします。日時は、

１日目午後の議案に関する質疑討論時間とします（およそ 115 分）。 

（2）この間の慣例に基づき、出席代議員の割当数や運営などは次の通りとしますが、開会

前（当日朝）の議事運営委員会で改めて提起・確認を求めます。なお、円滑な運営等の

観点から、事前に発文書にて各県本部に周知することとします。 

 ① 各県本部の割当数は代議員の 10％（端数は四捨五入）とし、最低１人は出席するこ

ととします。 
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③ 定年延長に伴う退職金の取り扱い 

 特定日以降の書記の退職金の算定方法は、以下の数式とします。ただし算定に際しては、

東京都と同様に定年退職扱いとします。 

（60歳時給料月額×支給率）＋退職時給料月額×（退職時支給率‐60歳時支給率））＋調整

額 

 

 

２．60歳を超える書記の雇用制度について 

① 65歳定年制の導入を踏まえ、書記の再雇用制度についても必要な改定を、労使協議を踏

まえながら進めます。なお、定年延長制度と再雇用制度の賃金格差を是正するため、再

雇用書記の賃金を自治労給料表２級再雇用給料月額から３級再雇用給料月額に引き上げ

ます。 

⇒2023年度第21回中執会議（７月７日）で、「書記の再雇用に関する内規」改正により措置済 

 

② 現行満65歳までとしている再雇用期間について、東京都をはじめとする自治体の動向を

踏まえながら70歳上限を検討します。 

⇒今後の検討事項 

 

③ 加齢に伴う諸事情への柔軟な対応については、現行の再雇用制度との整合性をはかりつ

つ、地方公務員法第26条の３に準じた高齢者部分休業制度の導入を検討します。 

⇒2024年度中執会議で、「就業規則」「役職員賃金運用内規」改正、および「高齢者部分休業に

関する内規」新設予定 

 

以  上 

 

 
Ⅳ 第98回定期大会の運営について 

 
 
８月に開催する第 98 回定期大会は、中間年大会として２日間の日程、役員選挙等も予定

されていることから、日程は極めてタイトであり、大会運営の効率化が求められています。

このことから、大会の運営について、以下の５点を提起し、確認を求めます。 

 
１．大会提出議案・報告と事前配布の取り扱いについて 

（1）大会提出議案・報告については以下の通りです。 

議案 

第１号議案 当面の闘争方針（案） ２週間前 

第２号議案 2025 年度一般会計・特別会計予算（案） １ヵ月前 

第３号議案 規程の一部改正について（案） １ヵ月前 

第４号議案 2025 年定期大会の開催地について（案） ２週間前 

 

報告 

一般経過報告（現業・公企統一闘争中間総括を含む） 当日配布

当日配布

当日配布

当日配布

2024 年度一般会計・特別会計決算報告 

監査報告 

自治労共済事業活動報告 

 

（2）事前配布日程は以下の通りです。 

 ①１ヵ月前配布 

＜日程＞７月29日（月）産別ネットアップ 

 ②２週間前配布 

  ＜日程＞８月15日（木）産別ネットアップ 

 

２．議事日程について（別紙参照） 

（1）今大会では、役員選挙を行います。 
（2）討議時間の確保のために、役員選挙（電子投票）を１日目の終わりに設定します。 
 

３．予算小委員会について 

（1）議事規則第 20 条に基づき、今大会に予算小委員会を設けることとします。日時は、

１日目午後の議案に関する質疑討論時間とします（およそ 115 分）。 

（2）この間の慣例に基づき、出席代議員の割当数や運営などは次の通りとしますが、開会

前（当日朝）の議事運営委員会で改めて提起・確認を求めます。なお、円滑な運営等の

観点から、事前に発文書にて各県本部に周知することとします。 

 ① 各県本部の割当数は代議員の 10％（端数は四捨五入）とし、最低１人は出席するこ

ととします。 
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 ② 付託議案は、第１号議案「当面の闘争方針（案）」の財政に関わる項目、第２号議

案「2025 年度一般会計・特別会計予算（案）」、第３号議案「規程の一部改正につい

て（案）」の財政に関わる項目とします。 

 ③ 予算小委員会では採決（拍手による承認）を行います。 

 ④ 大会２日目に、予算小委員長から報告を行うこととします。 

 

４.出欠の確認について 

 電子投票システムにより確認を行います。 

 

５．発言の事前エントリー方式について 

（1）議事規則第 25 条の規定を適用し、事前エントリー方式を採用します。なお、質疑討

論時間の確保や円滑な運営等の観点から、予算小委員会も事前エントリー方式を採用す

ることとします。 
（2）エントリー内容は、「発言者および主な発言内容」とし、発言項目だけでなく、発言

内容をできるだけ具体的に記述するようお願いします。（発言原稿そのものの提出・登録

も可） 
（3）上記により、大会会場において議長が挙手を促し、発言者を指名する時間を短縮する

とともに、事前の答弁メモの作成など、円滑な本部答弁をめざします。 
（4）あくまでも円滑な運営をめざすもので、エントリー以外の発言を制限する趣旨のもの

ではありません。 
※ 連合大会でも、発言者と発言内容を事前に登録する方法が採られています。（発言時

間は５分） 

 

■事前エントリーの方法 
（1）第１号～第４号議案と報告事項（一般経過報告、2024 年度一般会計・特別会計決算

報告、監査報告、自治労共済事業活動報告）について、および予算小委員会において発

言を希望する県本部は、発言の事前エントリーをお願いします。 

（2）各県からの事前エントリーを本部において整理し、開会前（当日朝）の議事運営委員

会で提起し、確認を求めます。 
（3）事前エントリーには、キントーンを活用します。 
（4）大会日程がタイトである一方で、なるべく多くの県に発言の機会を設けるため、本会

議においては、議案と報告それぞれで「各県各一本ずつ」を基本とします（従前どおり

評議会を代表してのエントリーは行いません）。 
（5）発言時間は、１人５分を基本、最大７分とします。 
 
■エントリー締め切り   
８月 21 日（水）15：00 厳守 

（発言エントリー・用紙・キントーンＵＲＬなどとともに、後日別途発文します） 
 
 

第 98 回定期大会議事日程（案） 

【１日目(29 日）】 

10：00～ 開会 

     ・本部あいさつ 

     ・来賓あいさつ等 

     ・来賓紹介等 

11：15～ 一般経過報告および 2024 年度運動の総括(25 分) 

11：40～ 2024 年度一般会計・特別会計決算報告（10 分） 

11：50～ 監査報告・自治労共済事業活動報告（11 分） 

12：01～ 昼食休憩 

12：51～ 各報告に関する質疑討論・承認（130 分） 

15：01～ 選挙委員長報告および立候補者紹介（５分） 

15：06～ 新規加盟組合の紹介・代表者あいさつ（10 分） 

15：16～ 第１号～第４号議案の提案（計 37 分） 

15：53～ 休憩等（18 分） 

16：11～ 第１号～第４号議案に関する質疑討論（115 分） 

※並行して予算小委員会 

18：06～ 役員選挙（流れ解散） 

18：16  終了予定 

 

【２日目(30 日)】 

９：00～ 開会 

９：07～ 第１号～第４号議案に関する質疑討論（173 分） 

12：00～ 昼食休憩（60 分） 

13：00～ 第１号～第４号議案に関する質疑討論（74 分） 

14：15～ 第１号～第４号議案に関する採決等（17 分） 

14：31～ 選挙委員長報告（３分） 

14：34～ 表彰・新旧役員あいさつ・大会宣言等 

15：00  終了予定 

 

※議案に関する質疑討論時間は計 362 分です 
（第 96 回定期大会（前回中間年大会）は 365 分） 

 

＜前後の会議について＞ 

（1）28 日（水）13：30～ 人勧対策会議 

（2）28 日（水）16：50～ 臨時県本部代表者会議 

（3）28 日（水）17：20～ 政治活動推進県本部代表者会議 

 ※開始時間は、あくまで現時点の予定です。 
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 ② 付託議案は、第１号議案「当面の闘争方針（案）」の財政に関わる項目、第２号議

案「2025 年度一般会計・特別会計予算（案）」、第３号議案「規程の一部改正につい

て（案）」の財政に関わる項目とします。 

 ③ 予算小委員会では採決（拍手による承認）を行います。 

 ④ 大会２日目に、予算小委員長から報告を行うこととします。 

 

４.出欠の確認について 

 電子投票システムにより確認を行います。 

 

５．発言の事前エントリー方式について 

（1）議事規則第 25 条の規定を適用し、事前エントリー方式を採用します。なお、質疑討

論時間の確保や円滑な運営等の観点から、予算小委員会も事前エントリー方式を採用す

ることとします。 
（2）エントリー内容は、「発言者および主な発言内容」とし、発言項目だけでなく、発言

内容をできるだけ具体的に記述するようお願いします。（発言原稿そのものの提出・登録

も可） 
（3）上記により、大会会場において議長が挙手を促し、発言者を指名する時間を短縮する

とともに、事前の答弁メモの作成など、円滑な本部答弁をめざします。 
（4）あくまでも円滑な運営をめざすもので、エントリー以外の発言を制限する趣旨のもの

ではありません。 
※ 連合大会でも、発言者と発言内容を事前に登録する方法が採られています。（発言時

間は５分） 

 

■事前エントリーの方法 
（1）第１号～第４号議案と報告事項（一般経過報告、2024 年度一般会計・特別会計決算

報告、監査報告、自治労共済事業活動報告）について、および予算小委員会において発

言を希望する県本部は、発言の事前エントリーをお願いします。 

（2）各県からの事前エントリーを本部において整理し、開会前（当日朝）の議事運営委員

会で提起し、確認を求めます。 
（3）事前エントリーには、キントーンを活用します。 
（4）大会日程がタイトである一方で、なるべく多くの県に発言の機会を設けるため、本会

議においては、議案と報告それぞれで「各県各一本ずつ」を基本とします（従前どおり

評議会を代表してのエントリーは行いません）。 
（5）発言時間は、１人５分を基本、最大７分とします。 
 
■エントリー締め切り   
８月 21 日（水）15：00 厳守 

（発言エントリー・用紙・キントーンＵＲＬなどとともに、後日別途発文します） 
 
 

第 98 回定期大会議事日程（案） 

【１日目(29 日）】 

10：00～ 開会 

     ・本部あいさつ 

     ・来賓あいさつ等 

     ・来賓紹介等 

11：15～ 一般経過報告および 2024 年度運動の総括(25 分) 

11：40～ 2024 年度一般会計・特別会計決算報告（10 分） 

11：50～ 監査報告・自治労共済事業活動報告（11 分） 

12：01～ 昼食休憩 

12：51～ 各報告に関する質疑討論・承認（130 分） 

15：01～ 選挙委員長報告および立候補者紹介（５分） 

15：06～ 新規加盟組合の紹介・代表者あいさつ（10 分） 

15：16～ 第１号～第４号議案の提案（計 37 分） 

15：53～ 休憩等（18 分） 

16：11～ 第１号～第４号議案に関する質疑討論（115 分） 

※並行して予算小委員会 

18：06～ 役員選挙（流れ解散） 

18：16  終了予定 

 

【２日目(30 日)】 

９：00～ 開会 

９：07～ 第１号～第４号議案に関する質疑討論（173 分） 

12：00～ 昼食休憩（60 分） 

13：00～ 第１号～第４号議案に関する質疑討論（74 分） 

14：15～ 第１号～第４号議案に関する採決等（17 分） 

14：31～ 選挙委員長報告（３分） 

14：34～ 表彰・新旧役員あいさつ・大会宣言等 

15：00  終了予定 

 

※議案に関する質疑討論時間は計 362 分です 
（第 96 回定期大会（前回中間年大会）は 365 分） 

 

＜前後の会議について＞ 

（1）28 日（水）13：30～ 人勧対策会議 

（2）28 日（水）16：50～ 臨時県本部代表者会議 

（3）28 日（水）17：20～ 政治活動推進県本部代表者会議 

 ※開始時間は、あくまで現時点の予定です。 
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Ⅴ 機関紙「じちろう」のリニューアルについて 
 

 

1. 機関紙「じちろう」のＡ４版（中折）/ヨコ組み/カラー/８ページへの体裁

変更と月１回発行への移行 

 

（1） 現在のタブロイド版/タテ組み/単色/２ページの体裁を変更し、Ａ４サイ

ズ（中折）/ヨコ組み/カラー/、８ページ（Ａ３サイズの紙２枚）とします。

新体裁への移行は 2025 年１月号からとし、発行回数を現在の月２回から１

回へと変更します。カラーにすることで、視覚的にアピール力のある紙面

とします。この方針は、2024 年８月第 98 回定期大会の「当面の闘争方針」

で正式決定します。 

（2） 現在、組合機関紙はタブロイド版が主ですが、Ａ４サイズ（中折）/ヨコ

組みに移行する県本部・単組が増えています。若年層を中心に紙の新聞を

購読する人が減少しており、ウェブのニュース記事も横書きです。また組

合活動においても、議案書は横書き、単組等の新聞・ビラも多くが横書き

です。また、Ａ４サイズは職場で回覧しやすい利点があります。 

（3） 現在、機関紙「じちろう」の記事の多くは交渉や各評議会等の集会、各

種要請行動の報告となっており、取材と入稿日のタイミングの問題もあり、

速報性はありません。リアルタイムでの取り組みの発信はホームページや

ＳＮＳを活用し、印刷媒体を補完しています。上記の変更により発行頻度

が減ることから、記事の内容を「運動課題の解説」「問題提起型」を中心と

し、交渉や集会報告記事の発信は、ホームページやＳＮＳでの速報性をこ

れまで以上に強化します。印刷媒体をデジタル媒体である「じちろうモバ

イル」へのゲートウェイとし、双方の連携、相乗効果をめざします。 

 

2. 機関誌「自治労通信」の廃刊・機関紙「じちろう」紙面への統合 

 

（1） 現在、隔月で発行している機関誌「自治労通信」（デジタル版）を廃止し、

連載記事を機関紙「じちろう」の見開きページ（４－５ページ）に掲載す

ることとします。連載記事は、有識者寄稿の質の高い記事を掲載している

ことから、組合員の目に触れる機会をより増やすことで、社会的な課題へ

の問題意識の喚起を図ります。 

    なお下記記事は、「じちろうモバイル」を構成するコンテンツとし、デジ

タルでの活用を可能とします。 

【連載記事】  木村草太（東京都立大教授/憲法学） 「憲法をどう使うか」 

        水無田気流（国学院大教授/ジェンダー論） 「流体碩学」 

        自治労法律相談所顧問弁護士 「困ったときの法律相談」 

   

3. 「人勧特集号」への俸給表掲載の取りやめとデジタル提供への移行 

 

（1） 機関紙「じちろう」の人勧特集号は、経費節減のため従前の号外を取り

やめ、2023 年から通常号（８月 15 日号）としましたが、声明・勧告および

報告の骨子を掲載する４ページに、俸給表６表を載せた 12 ページを合わせ

た計 16 ページとなりました。今年の勧告で「社会と公務の変化に応じた給

与制度の整備」について成案が示され掲載することとなれば、さらなる増

ページ・費用増嵩が不可避となります。 

（2） 従来から全単組一律に、国公俸給表６表を印刷物として提供してきまし

たが、単組においてその活用状況や、費用増嵩をトータルに考えた見直し

が必要と判断します。 

    このため今年の特集号は俸給表を掲載せず、声明・勧告/報告を掲載した

８ページとします。俸給表は「じちろうモバイル」にデータ掲載し、紙面

からＱＲコードでアクセス/ダウンロードできる構成とします。各種俸給は

Ａ３サイズ１枚の裏表でコピー・印刷が可能なように分割し、ＰＤＦに編

集・加工します。 
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＜協議・報告事項②＞



 

Ⅴ 機関紙「じちろう」のリニューアルについて 
 

 

1. 機関紙「じちろう」のＡ４版（中折）/ヨコ組み/カラー/８ページへの体裁

変更と月１回発行への移行 

 

（1） 現在のタブロイド版/タテ組み/単色/２ページの体裁を変更し、Ａ４サイ

ズ（中折）/ヨコ組み/カラー/、８ページ（Ａ３サイズの紙２枚）とします。

新体裁への移行は 2025 年１月号からとし、発行回数を現在の月２回から１

回へと変更します。カラーにすることで、視覚的にアピール力のある紙面

とします。この方針は、2024 年８月第 98 回定期大会の「当面の闘争方針」

で正式決定します。 

（2） 現在、組合機関紙はタブロイド版が主ですが、Ａ４サイズ（中折）/ヨコ

組みに移行する県本部・単組が増えています。若年層を中心に紙の新聞を

購読する人が減少しており、ウェブのニュース記事も横書きです。また組

合活動においても、議案書は横書き、単組等の新聞・ビラも多くが横書き

です。また、Ａ４サイズは職場で回覧しやすい利点があります。 

（3） 現在、機関紙「じちろう」の記事の多くは交渉や各評議会等の集会、各

種要請行動の報告となっており、取材と入稿日のタイミングの問題もあり、

速報性はありません。リアルタイムでの取り組みの発信はホームページや

ＳＮＳを活用し、印刷媒体を補完しています。上記の変更により発行頻度

が減ることから、記事の内容を「運動課題の解説」「問題提起型」を中心と

し、交渉や集会報告記事の発信は、ホームページやＳＮＳでの速報性をこ

れまで以上に強化します。印刷媒体をデジタル媒体である「じちろうモバ

イル」へのゲートウェイとし、双方の連携、相乗効果をめざします。 

 

2. 機関誌「自治労通信」の廃刊・機関紙「じちろう」紙面への統合 

 

（1） 現在、隔月で発行している機関誌「自治労通信」（デジタル版）を廃止し、

連載記事を機関紙「じちろう」の見開きページ（４－５ページ）に掲載す

ることとします。連載記事は、有識者寄稿の質の高い記事を掲載している

ことから、組合員の目に触れる機会をより増やすことで、社会的な課題へ

の問題意識の喚起を図ります。 

    なお下記記事は、「じちろうモバイル」を構成するコンテンツとし、デジ

タルでの活用を可能とします。 

【連載記事】  木村草太（東京都立大教授/憲法学） 「憲法をどう使うか」 

        水無田気流（国学院大教授/ジェンダー論） 「流体碩学」 

        自治労法律相談所顧問弁護士 「困ったときの法律相談」 

   

3. 「人勧特集号」への俸給表掲載の取りやめとデジタル提供への移行 

 

（1） 機関紙「じちろう」の人勧特集号は、経費節減のため従前の号外を取り

やめ、2023 年から通常号（８月 15 日号）としましたが、声明・勧告および

報告の骨子を掲載する４ページに、俸給表６表を載せた 12 ページを合わせ

た計 16 ページとなりました。今年の勧告で「社会と公務の変化に応じた給

与制度の整備」について成案が示され掲載することとなれば、さらなる増

ページ・費用増嵩が不可避となります。 

（2） 従来から全単組一律に、国公俸給表６表を印刷物として提供してきまし

たが、単組においてその活用状況や、費用増嵩をトータルに考えた見直し

が必要と判断します。 

    このため今年の特集号は俸給表を掲載せず、声明・勧告/報告を掲載した

８ページとします。俸給表は「じちろうモバイル」にデータ掲載し、紙面

からＱＲコードでアクセス/ダウンロードできる構成とします。各種俸給は

Ａ３サイズ１枚の裏表でコピー・印刷が可能なように分割し、ＰＤＦに編

集・加工します。 
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予定利率改定にともなう退職後共済・親子共済等の推進上の取り扱いについて 

 
（添付資料：有） 

Ⅰ．提案の趣旨 

全労済本部における、個人長期生命共済・終身生命共済の予定利率改定（2025 年 4 月実施）を

踏まえた、じちろう共済制度【退職後共済 医療給付（定期・終身）・遺族給付（定期・終身）、

こども保障満期金付タイプ、親子共済、介護保障】への影響については、6 月～7 月に開催された

共済推進県本部・県支部合同会議ならびに第 5 回県支部事務局長会議（2024 年 6 月 25 日）におい

て報告し意見交換を行った。 

今般、退職後共済や親子共済等のじちろう共済制度について、推進上の取り扱いを確認する。 

 
Ⅱ．各共済制度への影響 

 各共済制度の掛金や制度への影響についての詳細は、別紙 2「予定利率改定にともなう退職後共

済等への影響」参照 

 

Ⅲ．自治労における推進上の取り扱い 

  

１．じちろう共済制度における推進方針の考え方 

（１）退職後の基軸制度はじちろう退職者団体生命共済 

① じちろう共済の退職後の生命・医療保障については、じちろう退職者団体生命共済と退職後

共済（医療・遺族）の 2 つの制度を準備しているが、移行加入する場合はいずれか一方を選択

し移行しなければならない。 

② じちろう退職者団体生命共済は、退職後共済の掛金改定後も、保障・掛金ともに有利であり、

在職中制度から健康状態にかかわらず継続利用可能な制度であることから、退職後の生命保

障・医療保障の基軸制度は「じちろう退職者団体生命共済」とし、長期共済からの移行制度は

年金給付とする。なお、退職後共済（終身医療・遺族終身）については、組合員が希望した場

合に加入案内を行う制度とする。 

③ 長期共済・税制適格年金は、組合員の退職後に向けた有力な資産形成手段として、主として

退職後の年金給付を目的とする積立制度であることを訴求し、積極的な推進をはかることとす

る。 

 

（２）親子共済の積極推進の再開 

① 2025 年 4 月の掛金改定では親子共済の満期共済金・重度障害共済金が増額となり、元本割れ

する年齢層が縮小する。また、親子共済は、教育資金と組合員死亡保障を兼ね備える制度であ

（参考：改革後の発行予定と主な内容見込み） 

 

号 発行日 内容等 

１月号 １月15(新年着) 新年号（全員配布）  

号外 （１月末） 春闘特集号（全員配布） 

２月号 ２月 15 日 １月中央委員会ほか 

３月号 ３月 15 日 新採職員歓迎ほか   

４月号 ４月 15 日 春闘課題ほか     

５月号 ５月 15 日 ときの運動課題   

６月号 ６月 15 日 ５月中央委員会ほか  

７月号 ７月 15 日 人勧期の課題ほか   

８月号 ８月 15 日 人勧期の課題ほか   

号外 （勧告日） 2025 人事院勧告特集 

９月号 ９月 15 日 自治労定期大会特集 

＊10 月以降、15 日発行。内容は確定闘争、予算要求など、ときごとの課題 

＊新採特集（３月号）は新採対策に活用できるよう注文に応じて配布部数を増 

＊人勧特集号は体裁変更後もタブロイド判とします 
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予定利率改定にともなう退職後共済・親子共済等の推進上の取り扱いについて 

 
（添付資料：有） 

Ⅰ．提案の趣旨 

全労済本部における、個人長期生命共済・終身生命共済の予定利率改定（2025 年 4 月実施）を

踏まえた、じちろう共済制度【退職後共済 医療給付（定期・終身）・遺族給付（定期・終身）、

こども保障満期金付タイプ、親子共済、介護保障】への影響については、6 月～7 月に開催された

共済推進県本部・県支部合同会議ならびに第 5 回県支部事務局長会議（2024 年 6 月 25 日）におい

て報告し意見交換を行った。 

今般、退職後共済や親子共済等のじちろう共済制度について、推進上の取り扱いを確認する。 

 
Ⅱ．各共済制度への影響 

 各共済制度の掛金や制度への影響についての詳細は、別紙 2「予定利率改定にともなう退職後共

済等への影響」参照 

 

Ⅲ．自治労における推進上の取り扱い 

  

１．じちろう共済制度における推進方針の考え方 

（１）退職後の基軸制度はじちろう退職者団体生命共済 

① じちろう共済の退職後の生命・医療保障については、じちろう退職者団体生命共済と退職後

共済（医療・遺族）の 2 つの制度を準備しているが、移行加入する場合はいずれか一方を選択

し移行しなければならない。 

② じちろう退職者団体生命共済は、退職後共済の掛金改定後も、保障・掛金ともに有利であり、

在職中制度から健康状態にかかわらず継続利用可能な制度であることから、退職後の生命保

障・医療保障の基軸制度は「じちろう退職者団体生命共済」とし、長期共済からの移行制度は

年金給付とする。なお、退職後共済（終身医療・遺族終身）については、組合員が希望した場

合に加入案内を行う制度とする。 

③ 長期共済・税制適格年金は、組合員の退職後に向けた有力な資産形成手段として、主として

退職後の年金給付を目的とする積立制度であることを訴求し、積極的な推進をはかることとす

る。 

 

（２）親子共済の積極推進の再開 

① 2025 年 4 月の掛金改定では親子共済の満期共済金・重度障害共済金が増額となり、元本割れ

する年齢層が縮小する。また、親子共済は、教育資金と組合員死亡保障を兼ね備える制度であ

（参考：改革後の発行予定と主な内容見込み） 

 

号 発行日 内容等 

１月号 １月15(新年着) 新年号（全員配布）  

号外 （１月末） 春闘特集号（全員配布） 

２月号 ２月 15 日 １月中央委員会ほか 

３月号 ３月 15 日 新採職員歓迎ほか   

４月号 ４月 15 日 春闘課題ほか     

５月号 ５月 15 日 ときの運動課題   

６月号 ６月 15 日 ５月中央委員会ほか  

７月号 ７月 15 日 人勧期の課題ほか   

８月号 ８月 15 日 人勧期の課題ほか   

号外 （勧告日） 2025 人事院勧告特集 

９月号 ９月 15 日 自治労定期大会特集 

＊10 月以降、15 日発行。内容は確定闘争、予算要求など、ときごとの課題 

＊新採特集（３月号）は新採対策に活用できるよう注文に応じて配布部数を増 

＊人勧特集号は体裁変更後もタブロイド判とします 
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（３）組合員周知のための資料の作成 

 ① 予定利率改定にともなう掛金改定と推進上の取り扱いを組合員に周知するための資料とし

て、「きょうさい NEWS」を作成することを検討する。 

 ② 作成時期については、厚生労働省との認可折衝の状況を見ながら別途明らかにする。 

 

３．親子共済推進にあたっての留意点 

 ① 掛金改定が 2025 年 4 月 1 日実施であるため、各県枝の更新月に関わらず、2025 年 4 月 1 日

以降に親子共済に新規加入・追加加入する場合は、改定後掛金が一斉適用となる。 

 ② 2025 年 4 月発効以降の県枝のセット共済パンフレットには、順次、親子共済を掲載するが、

それまでの間に、組合員が親子共済への加入を希望した場合は、単品パンフレットを使用する。 

 ③ 親子共済への新規加入は継続募集期に限られ、例月加入が可能なのは新生児誕生時（2 満期

以内）のみとなっているため、集団加入単組においては、2025 年 4 月 1 日から各県枝の継続募

集期までに実施するスポット募集で、親子共済について周知し、親子共済への加入ニーズに対

応するよう準備する。 

 

４．その他 

  その他の推進ツールや実務対応などついては、詳細が確定次第、別途内容等を明らかにする。 

 

Ⅳ．進め方とスケジュール 
 

日程 取り組み 

全労済本部 自治労本部・自治労共済推進本部 

2024 年 

2 月 21 日 

全労済理事会 

「貯蓄性商品のさらなる展開について」 

（業務報告） 

 

4 月 25 日 

全労済理事会 

「個人長期生命共済および終身生命共済

の予定利率等の改定案」協議・確認 

行政折衝の開始 

 

5 月 24 日 
 臨時常任代表委員会 

退職後共済等への影響 報告  

5 月 24 日 
 第 8 回代表委員会 

退職後共済等への影響 報告 

6 月～7 月 

 ブロック別共済推進県本部・県支部合同

会議 

同上報告と意見交換 

6 月 25 日 
 第 5 回県支部事務局長会議（ＷＥＢ） 

同上報告・意見交換 

7 月 2 日 
 第 19 回企画調整会議 

「推進上の取り扱い」 協議 

 
 

り、こども保障満期金付タイプに比較しても優位な制度内容であることを組合員に訴求できる

ことから、親子共済を基軸制度として積極推進を再開する。 

 ② 親子共済の付加掛金は、こども保障満期金付タイプと比較しても高く、単組事務手数料につ

いても、親子共済は 1 口あたり 35 円/月（年 420 円）、こども保障満期金付タイプは 1 共済期

間の契約月数で異なりますが、100 万円型で年 180 円（50 万型は年 90 円）となっており、親

子共済の積極推進を再開することで、単組財政にも寄与することとなる。 

 

（３）こども保障満期金付タイプの取り扱い 

① 2025 年 3 月までは、こども保障満期金付タイプを推進する。 

② 2025 年 4 月以降のこども保障満期金付タイプの募集停止は行わない。 

③ ただし、親子共済の代替制度としての役割りは終えるため、積極推進は行わず、親子共済に

加入できない場合や親子共済では元本割れする場合など、こども保障満期金付タイプへの加入

を組合員が希望した場合に加入案内を行うこととする。 

 

（４）介護保障について 

① 介護保障は、現行通り取り扱う。 

 

２．推進ツールについて 

（１）退職後共済（医療・遺族） 

① 2025 年 4 月 1 日以降の発効契約から、改定後掛金が適用されることから、2025 年 3 月末退

職予定者に対する移行掛金案内については、改定後掛金で案内する。 

② 2025 年 3 月末退職者に向け、掛金改定を反映した「退職後共済移行のしおり」「考えよう退

職後のライフプラン」を作成する。 

③ 掛金以外の見直しについては、推進方針に変更がないことから、2026 年 6 月発効以降の長期

共済加入者の健康告知に関する注意文言の記載など小幅な見直しにとどめ、内容の大幅改定は

行わない。 

④ なお、改定掛金については厚生労働省との認可折衝中であり、パンフレットの作成・提供時

期、実務対応等については別途明らかにする。 

 

（２）親子共済・こども保障満期金付タイプ 

 ① 親子共済を基軸制度として積極推進を行う方針と、方針にそった加入案内を組合員に行うた

めにも、2025 年 4 月発効以降のセット共済パンフレットには、親子共済のみを掲載する。 

 ② こども保障満期金付きタイプについては、セット共済パンレットの親子共済のページに、こ

ども保障満期金付タイプの案内について記載する。 

 ③ こども保障満期金付タイプへの加入を希望する組合員については、単品パンフレットで案内

する。 

 ④ セット共済パンフレットの清刷り、親子共済等の単品パンフレットの作成時期等は、厚生労

働省との認可折衝の状況を見ながら別途明らかにする。 

 ⑤ 2024 年度推進計画（案）で提起しているこども保障満期金付タイプのおすすめプランの打出

しについては、予定利率変更にともなう掛金改定が明らかになったため実施を見送る。 
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（３）組合員周知のための資料の作成 

 ① 予定利率改定にともなう掛金改定と推進上の取り扱いを組合員に周知するための資料とし

て、「きょうさい NEWS」を作成することを検討する。 

 ② 作成時期については、厚生労働省との認可折衝の状況を見ながら別途明らかにする。 

 

３．親子共済推進にあたっての留意点 

 ① 掛金改定が 2025 年 4 月 1 日実施であるため、各県枝の更新月に関わらず、2025 年 4 月 1 日

以降に親子共済に新規加入・追加加入する場合は、改定後掛金が一斉適用となる。 

 ② 2025 年 4 月発効以降の県枝のセット共済パンフレットには、順次、親子共済を掲載するが、

それまでの間に、組合員が親子共済への加入を希望した場合は、単品パンフレットを使用する。 

 ③ 親子共済への新規加入は継続募集期に限られ、例月加入が可能なのは新生児誕生時（2 満期

以内）のみとなっているため、集団加入単組においては、2025 年 4 月 1 日から各県枝の継続募

集期までに実施するスポット募集で、親子共済について周知し、親子共済への加入ニーズに対

応するよう準備する。 

 

４．その他 

  その他の推進ツールや実務対応などついては、詳細が確定次第、別途内容等を明らかにする。 

 

Ⅳ．進め方とスケジュール 
 

日程 取り組み 

全労済本部 自治労本部・自治労共済推進本部 

2024 年 

2 月 21 日 

全労済理事会 

「貯蓄性商品のさらなる展開について」 

（業務報告） 

 

4 月 25 日 

全労済理事会 

「個人長期生命共済および終身生命共済

の予定利率等の改定案」協議・確認 

行政折衝の開始 

 

5 月 24 日 
 臨時常任代表委員会 

退職後共済等への影響 報告  

5 月 24 日 
 第 8 回代表委員会 

退職後共済等への影響 報告 

6 月～7 月 

 ブロック別共済推進県本部・県支部合同

会議 

同上報告と意見交換 

6 月 25 日 
 第 5 回県支部事務局長会議（ＷＥＢ） 

同上報告・意見交換 

7 月 2 日 
 第 19 回企画調整会議 

「推進上の取り扱い」 協議 

 
 

り、こども保障満期金付タイプに比較しても優位な制度内容であることを組合員に訴求できる

ことから、親子共済を基軸制度として積極推進を再開する。 

 ② 親子共済の付加掛金は、こども保障満期金付タイプと比較しても高く、単組事務手数料につ

いても、親子共済は 1 口あたり 35 円/月（年 420 円）、こども保障満期金付タイプは 1 共済期

間の契約月数で異なりますが、100 万円型で年 180 円（50 万型は年 90 円）となっており、親

子共済の積極推進を再開することで、単組財政にも寄与することとなる。 

 

（３）こども保障満期金付タイプの取り扱い 

① 2025 年 3 月までは、こども保障満期金付タイプを推進する。 

② 2025 年 4 月以降のこども保障満期金付タイプの募集停止は行わない。 

③ ただし、親子共済の代替制度としての役割りは終えるため、積極推進は行わず、親子共済に

加入できない場合や親子共済では元本割れする場合など、こども保障満期金付タイプへの加入

を組合員が希望した場合に加入案内を行うこととする。 

 

（４）介護保障について 

① 介護保障は、現行通り取り扱う。 

 

２．推進ツールについて 

（１）退職後共済（医療・遺族） 

① 2025 年 4 月 1 日以降の発効契約から、改定後掛金が適用されることから、2025 年 3 月末退

職予定者に対する移行掛金案内については、改定後掛金で案内する。 

② 2025 年 3 月末退職者に向け、掛金改定を反映した「退職後共済移行のしおり」「考えよう退

職後のライフプラン」を作成する。 

③ 掛金以外の見直しについては、推進方針に変更がないことから、2026 年 6 月発効以降の長期

共済加入者の健康告知に関する注意文言の記載など小幅な見直しにとどめ、内容の大幅改定は

行わない。 

④ なお、改定掛金については厚生労働省との認可折衝中であり、パンフレットの作成・提供時

期、実務対応等については別途明らかにする。 

 

（２）親子共済・こども保障満期金付タイプ 

 ① 親子共済を基軸制度として積極推進を行う方針と、方針にそった加入案内を組合員に行うた

めにも、2025 年 4 月発効以降のセット共済パンフレットには、親子共済のみを掲載する。 

 ② こども保障満期金付きタイプについては、セット共済パンレットの親子共済のページに、こ

ども保障満期金付タイプの案内について記載する。 

 ③ こども保障満期金付タイプへの加入を希望する組合員については、単品パンフレットで案内

する。 

 ④ セット共済パンフレットの清刷り、親子共済等の単品パンフレットの作成時期等は、厚生労

働省との認可折衝の状況を見ながら別途明らかにする。 

 ⑤ 2024 年度推進計画（案）で提起しているこども保障満期金付タイプのおすすめプランの打出

しについては、予定利率変更にともなう掛金改定が明らかになったため実施を見送る。 
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【別紙１】予定利率改定にともなうＱＡ 
区分 Ｑ Ａ 

制度 1 

長期共済に関する課題が重なっ

て示され、混乱しています。概

要をなるべくコンパクトにまと

めることはできませんか。 

つぎの①、②の課題があります。 
① 2025 年 4 月利率改定 
本部において実施される予定利率の引上げは、

自治労共済制度のうち、退職後共済（医療給

付・遺族給付）、親子共済、こども保障満期金付

ﾀｲﾌﾟ、介護保障に影響します。制度によって、

掛金額の引下げ、または、保障額の引上げとな

り、加入者有利な内容と言えます。なお、加入

要件や保障内容に変更は生じません。 
② 2026 年 6 月以降の取り組み 

つぎの２点の変更が生じます。 

Ａ 退職後共済定期保障の新規募集停止 

 

Ｂ 長期共済加入時期による退職後共済終身保障

移行時の健康告知の取扱整理 

◇ 26 年 5 月までに加入 

   無告知・無審査で移行 

◇ 26 年 6 月以降に加入 

   有告知・有審査で移行 

 

Ａ 自治労では、1980 年代から「在職中は団体生命

共済、退職後は長期共済 退職後共済」としてきまし

たが、2022 年 6 月抜本改正における退職者団生の新

設を機に、「在職中は団体生命共済、退職後の基軸制

度は退職者団体生命共済、退職後共済の終身保障

（医療・遺族）は退職時に１回限り選択できる制度

として引き続き存続することとしました。 

なお、退職後共済の定期保障（医療・遺族）につい

ては、経過措置として 2026 年 5 月まで移行可能と

していました。 

 

Ｂ 長期共済加入時期による退職後共済移行時の健

康告知の取扱については、、長期間にわたり、長期共

済加入時のパンフレット等で、退職後共済への移行

（無告知・無審査）を案内していることから、2026

年 5 月発効以前の長期共済既契約者（組合員本人）

が退職後共済に移行加入する場合、無告知・無審査

での移行を可能としました。 

 
 

日程 取り組み 

全労済本部 自治労本部・自治労共済推進本部 

7 月 5 日 
 第 20 回常任代表委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7 月 12 日 
 第 9 回代表委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7 月 16 日 
 第 11 回本部共済推進委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7 月 29 日 
 自治労第 5回県本部代表者会議 

「推進上の取り扱い」 提案 

8 月 23 日 
 第 1 回県支部事務局長会議（WEB） 

「推進上の取り扱い」 意見交換 

8 月 28 日 

全労済通常総会 

「個人長期生命共済および終身生命共済

事業規約改正案」決定 

 

9 月 30 日 
 第 1 回共済推進県本部代表者会議 

「推進上の取り扱い」 確認 

2025 年 

4 月 1 日 

個人長期生命共済・終身生命共済（予定利

率）改定実施 

退職後共済・親子共済等の掛金改定 

 

Ⅴ．添付資料 

【別紙１】予定利率改定にともなうＱＡ 

【別紙２】「予定利率改定にともなう退職後共済等への影響について」（共済推進県本部・県支部合

同会議資料） 

【別紙３】「退職後共済」改定後の移行掛金表 

【別紙４】「こども保障満期金付タイプ」改定後の掛金表 

【別紙５】「親子共済」改定後の満期共済金額 

【別紙６】「介護保障」改定後の掛金表 

【別紙７】じちろう退職者団体生命共済と退職後共済（医療・遺族）の比較 

【別紙８】「親子共済」と「こども保障満期金付タイプ」の制度比較  

 

以 上 
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【別紙１】予定利率改定にともなうＱＡ 
区分 Ｑ Ａ 

制度 1 

長期共済に関する課題が重なっ

て示され、混乱しています。概

要をなるべくコンパクトにまと

めることはできませんか。 

つぎの①、②の課題があります。 
① 2025 年 4 月利率改定 
本部において実施される予定利率の引上げは、

自治労共済制度のうち、退職後共済（医療給

付・遺族給付）、親子共済、こども保障満期金付

ﾀｲﾌﾟ、介護保障に影響します。制度によって、

掛金額の引下げ、または、保障額の引上げとな

り、加入者有利な内容と言えます。なお、加入

要件や保障内容に変更は生じません。 
② 2026 年 6 月以降の取り組み 

つぎの２点の変更が生じます。 

Ａ 退職後共済定期保障の新規募集停止 

 

Ｂ 長期共済加入時期による退職後共済終身保障

移行時の健康告知の取扱整理 

◇ 26 年 5 月までに加入 

   無告知・無審査で移行 

◇ 26 年 6 月以降に加入 

   有告知・有審査で移行 

 

Ａ 自治労では、1980 年代から「在職中は団体生命

共済、退職後は長期共済 退職後共済」としてきまし

たが、2022 年 6 月抜本改正における退職者団生の新

設を機に、「在職中は団体生命共済、退職後の基軸制

度は退職者団体生命共済、退職後共済の終身保障

（医療・遺族）は退職時に１回限り選択できる制度

として引き続き存続することとしました。 

なお、退職後共済の定期保障（医療・遺族）につい

ては、経過措置として 2026 年 5 月まで移行可能と

していました。 

 

Ｂ 長期共済加入時期による退職後共済移行時の健

康告知の取扱については、、長期間にわたり、長期共

済加入時のパンフレット等で、退職後共済への移行

（無告知・無審査）を案内していることから、2026

年 5 月発効以前の長期共済既契約者（組合員本人）

が退職後共済に移行加入する場合、無告知・無審査

での移行を可能としました。 

 
 

日程 取り組み 

全労済本部 自治労本部・自治労共済推進本部 

7 月 5 日 
 第 20 回常任代表委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7 月 12 日 
 第 9 回代表委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7 月 16 日 
 第 11 回本部共済推進委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7 月 29 日 
 自治労第 5回県本部代表者会議 

「推進上の取り扱い」 提案 

8 月 23 日 
 第 1 回県支部事務局長会議（WEB） 

「推進上の取り扱い」 意見交換 

8 月 28 日 

全労済通常総会 

「個人長期生命共済および終身生命共済

事業規約改正案」決定 

 

9 月 30 日 
 第 1 回共済推進県本部代表者会議 

「推進上の取り扱い」 確認 

2025 年 

4 月 1 日 

個人長期生命共済・終身生命共済（予定利

率）改定実施 

退職後共済・親子共済等の掛金改定 

 

Ⅴ．添付資料 

【別紙１】予定利率改定にともなうＱＡ 

【別紙２】「予定利率改定にともなう退職後共済等への影響について」（共済推進県本部・県支部合

同会議資料） 

【別紙３】「退職後共済」改定後の移行掛金表 

【別紙４】「こども保障満期金付タイプ」改定後の掛金表 

【別紙５】「親子共済」改定後の満期共済金額 

【別紙６】「介護保障」改定後の掛金表 

【別紙７】じちろう退職者団体生命共済と退職後共済（医療・遺族）の比較 

【別紙８】「親子共済」と「こども保障満期金付タイプ」の制度比較  

 

以 上 
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区分 Ｑ Ａ 

制度 5 

予定利率が改善されるため、現在

加入しているこども保障満期金

付きプランを解約し、新たに親子

共済やこども保障満期金付きプ

ランに加入することは可能です

か。 

可能です。 
ただし、途中解約すると元本割れが生じる場合が

あります。 
また、新たに親子共済やこども保障満期金付プラ

ンに加入する場合は、親子共済は親と子どもの健

康告知、こども保障満期金付きプランは子どもの

健康告知が必要なため、解約してしまうと再度加

入できない場合があることに留意することが必

要です。 

制度 6 

2026 年 6 月以降に長期共済に加

入した組合員は、退職後共済（終

身医療、遺族終身）移行時には「有

告知・有審査」となるため、じち

ろう退職者団体生命共済との併

用は可能ですか。 
 
可能な場合、2026 年 5 月以前に

長期共済に加入した組合員につ

いても、退職後共済（終身医療、

遺族終身）移行時に「有告知・有

審査」であるなら、じちろう退職

者団体生命共済との併用は可能

ですか。 

自治労では、1980 年代から「在職中は団体生命共

済、退職後は長期共済 退職後共済」としてきまし

たが、2022 年 6 月抜本改正における退職者団生の

新設を機に、「在職中は団体生命共済、退職後の基

軸制度は退職者団体生命共済、退職後共済の終身

保障（医療・遺族）は退職時に１回限り選択でき

る制度として引き続き存続する」こととしまし

た。 

じちろう退職者団体生命共済と退職後共済の終身

保障（医療、遺族）の併用加入については、団体

生命共済・長期共済 退職後共済・税制適格年金の

共済制度の根幹にかかわる課題であり、退職後の保

障体系全体の見直しを必要とすることから、長期共

済の加入時期にかかわらず、じちろう退職者団体生

命共済を選択した場合は、退職後共済（終身医療、

遺族終身）を選択することはできません。 

なお、じちろう退職者団体生命共済とは別に、終

身医療や終身生命などへの加入を希望される場合、

各県推進本部を通じた加入をご案内する取扱いと

なります。 

制度 7 

長期共済未加入者が、退職時に有告

知・有審査で「退職後共済の終身保

障（医療・遺族）」に移行すること

はできますか。 

退職後共済の終身保障（医療、遺族）は、長期共

済加入者が退職時に移行（転換）できる自治労独

自の共済制度であることから、長期共済の未加入

者は、退職後共済（終身医療、遺族終身）に新規

加入することはできません。 

なお、終身医療や終身生命などへの加入を希望さ

れる場合、各県推進本部を通じた加入をご案内する

取扱いとなります。 

推進 1 
退職後共済の遺族終身が改善さ

れるので、退職後の資産形成や万

推進方針では、退職後の生命保障・医療保障の基

軸となる制度はじちろう退職者団体生命共済と

区分 Ｑ Ａ 
 一方で、2026 年 6 月発効以降の長期共済新規契約

者（組合員本人）が退職後共済終身保障（医療・遺

族）に移行する場合には、有告知・有審査となりま

す。 

制度 2 

個人長期生命共済と終身生命共

済の予定利率が引き上げとなる

理由は何ですか。 

①共済掛金は、将来の共済金などの支払いに備

え、堅実な資産運用を基本として運用していま

す。長期共済などの資金を運用するにあたって

は、公社債を中心に安定的な利息収入を確保する

運用を行っています。 

②予定利率引上げは、「中経 2025 期間における

資本政策」にもとづき、「健全性」「収益性」「組

合員還元」のバランスをとった収益性の向上や、

受入共済掛金維持に向け、昨今の市場金利上昇や

貯蓄性商品のニーズの高まりを鑑みた ERM（統合

型リスク管理）の観点での検証をふまえ、民間保

険の状況も考慮しながら、貯蓄性商品の推進上の

取り扱いの一部緩和の一環として行うものです。

③なお、予定利率改定後、定期的に収益性等を検

証しながら、必要な場合には、予定利率や推進上

の取り扱いを見直すこととしています。 

 

＜予定利率の例＞ 

制度名 保障型 共済期間

現行 改定後 

2019 年 

8 月～ 

2025 年 

4 月～ 

退職後 

共済 

医療 
定期 0.25 0.50 

終身 0.75 1.00 

遺族 
定期 0.25 0.50 

終身 0.35 1.00 
 

制度 3 

運用環境が改善されたのに長期

共済や税制適格年金の予定利率

が変わらないのはなぜですか。 

①長期共済・税制適格年金（新団体年金共済）の

予定利率は、1.25％です。 
②市場金利上昇とはいえ、財務省国債金利情報に

よると、2024 年 6 月 14 日現在の 10 年国債は

0．95％の現状にあり、金利リスクの影響を払拭

するまで至っていません。  

制度 4 
現在、親子共済やこども保障満期

金付タイプに加入している契約

者は何か影響がありますか。 

親子共済やこども保障満期金付タイプは、加入時

の利率で固定されますので、既加入者には影響は

ありません。 
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区分 Ｑ Ａ 

制度 5 

予定利率が改善されるため、現在

加入しているこども保障満期金

付きプランを解約し、新たに親子

共済やこども保障満期金付きプ

ランに加入することは可能です

か。 

可能です。 
ただし、途中解約すると元本割れが生じる場合が

あります。 
また、新たに親子共済やこども保障満期金付プラ

ンに加入する場合は、親子共済は親と子どもの健

康告知、こども保障満期金付きプランは子どもの

健康告知が必要なため、解約してしまうと再度加

入できない場合があることに留意することが必

要です。 

制度 6 

2026 年 6 月以降に長期共済に加

入した組合員は、退職後共済（終

身医療、遺族終身）移行時には「有

告知・有審査」となるため、じち

ろう退職者団体生命共済との併

用は可能ですか。 
 
可能な場合、2026 年 5 月以前に

長期共済に加入した組合員につ

いても、退職後共済（終身医療、

遺族終身）移行時に「有告知・有

審査」であるなら、じちろう退職

者団体生命共済との併用は可能

ですか。 

自治労では、1980 年代から「在職中は団体生命共

済、退職後は長期共済 退職後共済」としてきまし

たが、2022 年 6 月抜本改正における退職者団生の

新設を機に、「在職中は団体生命共済、退職後の基

軸制度は退職者団体生命共済、退職後共済の終身

保障（医療・遺族）は退職時に１回限り選択でき

る制度として引き続き存続する」こととしまし

た。 

じちろう退職者団体生命共済と退職後共済の終身

保障（医療、遺族）の併用加入については、団体

生命共済・長期共済 退職後共済・税制適格年金の

共済制度の根幹にかかわる課題であり、退職後の保

障体系全体の見直しを必要とすることから、長期共

済の加入時期にかかわらず、じちろう退職者団体生

命共済を選択した場合は、退職後共済（終身医療、

遺族終身）を選択することはできません。 

なお、じちろう退職者団体生命共済とは別に、終

身医療や終身生命などへの加入を希望される場合、

各県推進本部を通じた加入をご案内する取扱いと

なります。 

制度 7 

長期共済未加入者が、退職時に有告

知・有審査で「退職後共済の終身保

障（医療・遺族）」に移行すること

はできますか。 

退職後共済の終身保障（医療、遺族）は、長期共

済加入者が退職時に移行（転換）できる自治労独

自の共済制度であることから、長期共済の未加入

者は、退職後共済（終身医療、遺族終身）に新規

加入することはできません。 

なお、終身医療や終身生命などへの加入を希望さ

れる場合、各県推進本部を通じた加入をご案内する

取扱いとなります。 

推進 1 
退職後共済の遺族終身が改善さ

れるので、退職後の資産形成や万

推進方針では、退職後の生命保障・医療保障の基

軸となる制度はじちろう退職者団体生命共済と

区分 Ｑ Ａ 
 一方で、2026 年 6 月発効以降の長期共済新規契約

者（組合員本人）が退職後共済終身保障（医療・遺

族）に移行する場合には、有告知・有審査となりま

す。 

制度 2 

個人長期生命共済と終身生命共

済の予定利率が引き上げとなる

理由は何ですか。 

①共済掛金は、将来の共済金などの支払いに備

え、堅実な資産運用を基本として運用していま

す。長期共済などの資金を運用するにあたって

は、公社債を中心に安定的な利息収入を確保する

運用を行っています。 

②予定利率引上げは、「中経 2025 期間における

資本政策」にもとづき、「健全性」「収益性」「組

合員還元」のバランスをとった収益性の向上や、

受入共済掛金維持に向け、昨今の市場金利上昇や

貯蓄性商品のニーズの高まりを鑑みた ERM（統合

型リスク管理）の観点での検証をふまえ、民間保

険の状況も考慮しながら、貯蓄性商品の推進上の

取り扱いの一部緩和の一環として行うものです。

③なお、予定利率改定後、定期的に収益性等を検

証しながら、必要な場合には、予定利率や推進上

の取り扱いを見直すこととしています。 

 

＜予定利率の例＞ 

制度名 保障型 共済期間

現行 改定後 

2019 年 

8 月～ 

2025 年 

4 月～ 

退職後 

共済 

医療 
定期 0.25 0.50 

終身 0.75 1.00 

遺族 
定期 0.25 0.50 

終身 0.35 1.00 
 

制度 3 

運用環境が改善されたのに長期

共済や税制適格年金の予定利率

が変わらないのはなぜですか。 

①長期共済・税制適格年金（新団体年金共済）の

予定利率は、1.25％です。 
②市場金利上昇とはいえ、財務省国債金利情報に

よると、2024 年 6 月 14 日現在の 10 年国債は

0．95％の現状にあり、金利リスクの影響を払拭

するまで至っていません。  

制度 4 
現在、親子共済やこども保障満期

金付タイプに加入している契約

者は何か影響がありますか。 

親子共済やこども保障満期金付タイプは、加入時

の利率で固定されますので、既加入者には影響は

ありません。 
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【別紙２】 
 

 

 

 

予定利率改定にともなう退職後共済等への影響について 

 
（添付資料：有） 

Ⅰ．提案の趣旨 

全労済本部では、資産運用を取り巻く環境（財務省国債金利情報 2024 年 5 月 22 日現在 10 年

国債 1.007％）などをふまえ、個人長期生命共済・終身生命共済の予定利率改定を 2025 年 4 月

実施で行うこととしている。 

じちろう共済制度【退職後共済 医療給付（定期・終身）・遺族給付（定期・終身）、こども保

障満期金付タイプ、親子共済、介護保障】への影響を確認する。 

なお、新団体年金共済の予定利率の変更はないため、長期共済・税制適格年金への影響はな

い。 

 
Ⅱ．予定利率改定等について 

１．個人長期生命共済・終身共済の予定利率改定（2025 年 4 月 1 日実施） 

（１）改定内容 

  改定内容は予定利率変更のみ、保障内容の変更はない。 

詳細については、「【別紙１】本部理事会（2024 年４月 25 日開催）資料」を参照。 

 

（２）じちろう共済制度への影響 

制度名 保障型 共済期間 

現行 

予定利率 

改定後 

予定利率 加入者への影響    

（○有利、×不利） 2019 年 

8 月～ 

2025 年 

4 月～ 

退職後 

共済 

医療 
定期 0.25 0.50 

掛金額の引下げ ○
終身 0.75 1.00 

遺族 
定期 0.25 0.50 

終身 0.35 1.00 

こども保障 
満期金付ﾀｲﾌﾟ 

月払 定期 0.50 1.00 掛金額の引下げ ○

親子共済 月払 定期 0.50 1.00 
満期共済金、死亡・重

度障害共済金の増額 
○

介護保障 
月・年払

終身 
0.50 0.75 

掛金額の引下げ ○
一時払 0.35 1.00 

区分 Ｑ Ａ 
一の備えとして、積極的に推進し

ても良いですか。 
し、退職後の資産形成は退職後共済（年金給付）

と位置付けています。 
退職後共済の医療保障や遺族保障を選択した場

合は、じちろう退職者団体生命共済を選択するこ

とはできませんので、まずは、じちろう退職者団

体生命共済を積極推進し、組合員の要望に応じて

選択することも可能です。 
ただし、2026 年 6 月以降に長期共済に加入した

契約者は、退職後共済への移行時に「有告知・有

審査」となることに注意が必要です。 

推進 2 

こども保障満期金付タイプへの

加入を希望する組合員も考えら

れるため、セット共済パンフレッ

トに親子共済とこども保障満期

金付タイプの両方を掲載できま

せんか。 

親子共済は、子どもの高校卒業当該年度に満期金

が受け取れる制度ですが、組合員本人が積立期間

中に死亡した場合、それまでの積立金相当額と満

期金相当額が支払われる制度であり、組合員に万

一のことがあっても満期金が受け取れるという

優位な制度となっています。 
組合員が親子共済とこども保障満期金付タイプ

のどちらに加入したらよいかという混乱を避け

る意味からも、パンフレットには親子共済のみ掲

載することとします。 
ただし、親の告知該当や元本割れ年齢などにより

こども保障満期金付タイプへの加入を希望する

場合は、単品パンフレットにて個別にご案内する

こととします。 
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【別紙２】 
 

 

 

 

予定利率改定にともなう退職後共済等への影響について 

 
（添付資料：有） 

Ⅰ．提案の趣旨 

全労済本部では、資産運用を取り巻く環境（財務省国債金利情報 2024 年 5 月 22 日現在 10 年

国債 1.007％）などをふまえ、個人長期生命共済・終身生命共済の予定利率改定を 2025 年 4 月

実施で行うこととしている。 

じちろう共済制度【退職後共済 医療給付（定期・終身）・遺族給付（定期・終身）、こども保

障満期金付タイプ、親子共済、介護保障】への影響を確認する。 

なお、新団体年金共済の予定利率の変更はないため、長期共済・税制適格年金への影響はな

い。 

 
Ⅱ．予定利率改定等について 

１．個人長期生命共済・終身共済の予定利率改定（2025 年 4 月 1 日実施） 

（１）改定内容 

  改定内容は予定利率変更のみ、保障内容の変更はない。 

詳細については、「【別紙１】本部理事会（2024 年４月 25 日開催）資料」を参照。 

 

（２）じちろう共済制度への影響 

制度名 保障型 共済期間 

現行 

予定利率 

改定後 

予定利率 加入者への影響    

（○有利、×不利） 2019 年 

8 月～ 

2025 年 

4 月～ 

退職後 

共済 

医療 
定期 0.25 0.50 

掛金額の引下げ ○
終身 0.75 1.00 

遺族 
定期 0.25 0.50 

終身 0.35 1.00 

こども保障 
満期金付ﾀｲﾌﾟ 

月払 定期 0.50 1.00 掛金額の引下げ ○

親子共済 月払 定期 0.50 1.00 
満期共済金、死亡・重

度障害共済金の増額 
○

介護保障 
月・年払

終身 
0.50 0.75 

掛金額の引下げ ○
一時払 0.35 1.00 

区分 Ｑ Ａ 
一の備えとして、積極的に推進し

ても良いですか。 
し、退職後の資産形成は退職後共済（年金給付）

と位置付けています。 
退職後共済の医療保障や遺族保障を選択した場

合は、じちろう退職者団体生命共済を選択するこ

とはできませんので、まずは、じちろう退職者団

体生命共済を積極推進し、組合員の要望に応じて

選択することも可能です。 
ただし、2026 年 6 月以降に長期共済に加入した

契約者は、退職後共済への移行時に「有告知・有

審査」となることに注意が必要です。 

推進 2 

こども保障満期金付タイプへの

加入を希望する組合員も考えら

れるため、セット共済パンフレッ

トに親子共済とこども保障満期

金付タイプの両方を掲載できま

せんか。 

親子共済は、子どもの高校卒業当該年度に満期金

が受け取れる制度ですが、組合員本人が積立期間

中に死亡した場合、それまでの積立金相当額と満

期金相当額が支払われる制度であり、組合員に万

一のことがあっても満期金が受け取れるという

優位な制度となっています。 
組合員が親子共済とこども保障満期金付タイプ

のどちらに加入したらよいかという混乱を避け

る意味からも、パンフレットには親子共済のみ掲

載することとします。 
ただし、親の告知該当や元本割れ年齢などにより

こども保障満期金付タイプへの加入を希望する

場合は、単品パンフレットにて個別にご案内する

こととします。 
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（２）こども保障満期金付タイプ 

2025 年 4 月予定利率改定によって、掛金が引き下げとなり、返戻率が引き上げとなる。 

詳細については、「【別紙３】こども保障満期金付タイプ 改定後の掛金表」を参照。 

 

＜例＞ 子ども 0 歳、満了年齢 18 歳で（大学入学準備コース）に加入する場合 

 

① 満期金50万円型 

 現行 改定後 

満期金 50万円 50万円 

子どもの死亡・重度障害 50万円 50万円 

加入年齢：0歳 

満了年齢：18歳 

月 払 掛 金： 2,275円 

掛金払込総額：491,400円 

返 戻 率： 101.75％ 

月 払 掛 金： 2,175円 

掛金払込総額：469,800円 

返 戻 率： 106.43％ 

  ※ 返戻率＝満期金÷掛金払込総額 

 

② 満期金100万円型 

 現行 改定後 

満期金 100万円 100万円 

子どもの死亡・重度障害 100万円 100万円 

加入年齢：0歳 

満了年齢：18歳 

月 払 掛 金： 4,550円 

掛金払込総額：982,800円 

返 戻 率： 101.75％ 

月 払 掛 金： 4,350円 

掛金払込総額：939,600円 

返 戻 率： 106.43％ 

  ※ 返戻率＝満期金÷掛金払込総額 

 
（３）親子共済 

2025 年 4 月予定利率改定によって、満期共済金額と死亡・重度障害共済金額が増額する。 

 

満期共済金について、元本割れする年齢層が縮小し、満期共済金額が掛金払込累計を上回る年

齢層が拡大する。 

詳細については、「【別紙４】親子共済 改定後の満期共済金額」を参照。 

 

＜男性の例＞ 

現行、元本割れするのは、子ども 0 歳で加入する場合の親年齢が 26 歳以上の年齢層だったが、

改定後は、41 歳以上の場合に限定されることになる。 

 

＜女性の例＞ 

現行、元本割れするのは、子ども 0 歳で加入する場合の親年齢が 33 歳以上の年齢層だったが、

改定後は、元本割れする年齢層はなくなる。 

 

２．各共済制度の共済掛金（主な例） 

（１）退職後共済 

2025 年 4 月予定利率改定によって、退職後共済移行時の掛金（移行掛金）は、つぎのとおり、

引き下げとなる。 

詳細については、「【別紙２】退職後共済の改定後の移行掛金表」を参照。 

 

＜例＞ 組合員が 65 歳で移行する場合 

 

① 医療給付 

ア 定期医療給付 入院日額 5,000 円・80 歳満期・三大疾病付 

 現行 改定後 差額 率 

男性 2,333,282 円 2,286,093 円 ▲47,189 円 ▲2.0％

女性 1,557,282 円 1,524,133 円 ▲33,149 円 ▲2.0％

＊「定期医療給付 三大疾病付」 は、「定期医療プラン」に三大疾病医療特約を付帯した共済契約 

 

イ 終身医療給付 三大疾病付 

 現行 改定後 差額 率 

男性 4,199,527 円 4,139,511 円 ▲60,016 円 ▲1.4％

女性 3,475,626 円 3,403,608 円 ▲72,018 円 ▲2.1％

＊「終身医療給付 三大疾病付」 は、75 歳までの定期保障「定期医療プラン（2019）」（入院日額

2,000 円）と、終身保障「終身医療プラン（2019）三大疾病タイプ」（入院日額 3,000 円）の組

み合わせによる共済契約 

 

② 遺族給付 

ア 遺族定期給付 80 歳満期（100 万円あたり） 

 現行 改定後 差額 率 

男性 391,880 円 383,410 円 ▲8,470 円 ▲2.2％

女性 203,280 円 198,690 円 ▲4,590 円 ▲2.3％

＊「遺族定期給付」は、「定期生命プラン（2019）」による共済契約 

 

イ 遺族終身給付（100 万円あたり） 

 現行 改定後 差額 率 

男性 975,430 円 866,510 円 ▲108,920 円 ▲11.2％

女性 963,820 円 825,470 円 ▲138,350 円 ▲14.4％

＊「遺族終身給付」名は、「終身生命プラン（2019）」による共済契約 
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（２）こども保障満期金付タイプ 

2025 年 4 月予定利率改定によって、掛金が引き下げとなり、返戻率が引き上げとなる。 

詳細については、「【別紙３】こども保障満期金付タイプ 改定後の掛金表」を参照。 

 

＜例＞ 子ども 0 歳、満了年齢 18 歳で（大学入学準備コース）に加入する場合 

 

① 満期金50万円型 

 現行 改定後 

満期金 50万円 50万円 

子どもの死亡・重度障害 50万円 50万円 

加入年齢：0歳 

満了年齢：18歳 

月 払 掛 金： 2,275円 

掛金払込総額：491,400円 

返 戻 率： 101.75％ 

月 払 掛 金： 2,175円 

掛金払込総額：469,800円 

返 戻 率： 106.43％ 

  ※ 返戻率＝満期金÷掛金払込総額 

 

② 満期金100万円型 

 現行 改定後 

満期金 100万円 100万円 

子どもの死亡・重度障害 100万円 100万円 

加入年齢：0歳 

満了年齢：18歳 

月 払 掛 金： 4,550円 

掛金払込総額：982,800円 

返 戻 率： 101.75％ 

月 払 掛 金： 4,350円 

掛金払込総額：939,600円 

返 戻 率： 106.43％ 

  ※ 返戻率＝満期金÷掛金払込総額 

 
（３）親子共済 

2025 年 4 月予定利率改定によって、満期共済金額と死亡・重度障害共済金額が増額する。 

 

満期共済金について、元本割れする年齢層が縮小し、満期共済金額が掛金払込累計を上回る年

齢層が拡大する。 

詳細については、「【別紙４】親子共済 改定後の満期共済金額」を参照。 

 

＜男性の例＞ 

現行、元本割れするのは、子ども 0 歳で加入する場合の親年齢が 26 歳以上の年齢層だったが、

改定後は、41 歳以上の場合に限定されることになる。 

 

＜女性の例＞ 

現行、元本割れするのは、子ども 0 歳で加入する場合の親年齢が 33 歳以上の年齢層だったが、

改定後は、元本割れする年齢層はなくなる。 

 

２．各共済制度の共済掛金（主な例） 

（１）退職後共済 

2025 年 4 月予定利率改定によって、退職後共済移行時の掛金（移行掛金）は、つぎのとおり、

引き下げとなる。 

詳細については、「【別紙２】退職後共済の改定後の移行掛金表」を参照。 

 

＜例＞ 組合員が 65 歳で移行する場合 

 

① 医療給付 

ア 定期医療給付 入院日額 5,000 円・80 歳満期・三大疾病付 

 現行 改定後 差額 率 

男性 2,333,282 円 2,286,093 円 ▲47,189 円 ▲2.0％

女性 1,557,282 円 1,524,133 円 ▲33,149 円 ▲2.0％

＊「定期医療給付 三大疾病付」 は、「定期医療プラン」に三大疾病医療特約を付帯した共済契約 

 

イ 終身医療給付 三大疾病付 

 現行 改定後 差額 率 

男性 4,199,527 円 4,139,511 円 ▲60,016 円 ▲1.4％

女性 3,475,626 円 3,403,608 円 ▲72,018 円 ▲2.1％

＊「終身医療給付 三大疾病付」 は、75 歳までの定期保障「定期医療プラン（2019）」（入院日額

2,000 円）と、終身保障「終身医療プラン（2019）三大疾病タイプ」（入院日額 3,000 円）の組

み合わせによる共済契約 

 

② 遺族給付 

ア 遺族定期給付 80 歳満期（100 万円あたり） 

 現行 改定後 差額 率 

男性 391,880 円 383,410 円 ▲8,470 円 ▲2.2％

女性 203,280 円 198,690 円 ▲4,590 円 ▲2.3％

＊「遺族定期給付」は、「定期生命プラン（2019）」による共済契約 

 

イ 遺族終身給付（100 万円あたり） 

 現行 改定後 差額 率 

男性 975,430 円 866,510 円 ▲108,920 円 ▲11.2％

女性 963,820 円 825,470 円 ▲138,350 円 ▲14.4％

＊「遺族終身給付」名は、「終身生命プラン（2019）」による共済契約 
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＜参 考＞ 介護保障の保障内容 
要介護 2 以上となった場合に一時金が支払われ、要介護状態にならなかった場合でも死亡共済金

が支払われる、死亡保障と介護保障が組み合わされた保障内容となっている。 

 

Ⅲ．各共済制度への影響 

１．退職後共済とじちろう退職者団体生命共済 

（１）制度上の取り扱い 

「じちろう退職者団体生命共済」と「退職後共済（医療給付・遺族給付）」は、退職時にいずれ

か一方を選択し移行加入する制度であり、両方を選択することは不可となる。 

ただし、じちろう退職者団体生命共済を選択し、退職後共済の「年金給付」を利用することは

可能となっている。 

 

（２）退職後の基幹制度は、じちろう退職者団体生命共済 

2022 年 6 月抜本改正により、じちろう退職者団体生命共済が発足し、退職後の基幹制度は、じ

ちろう退職者団体生命共済となった。 

 

（３）じちろう退職者団体生命共済は、加入者有利な共済制度 

今回の予定利率改定後も、じちろう退職者団体生命共済が、保障内容、掛金水準とも、加入者

有利な共済制度であることに変わりはない。 

詳細については、「【別紙６】じちろう退職者団体生命共済と退職後共済（医療・遺族）の比較」

を参照。 

 

① 現行、じちろう退職者団体生命共済の掛金水準は、一定の条件（同程度の保障内容）のもと、

退職後共済と比較した場合、約 32％低い掛金水準となっている。 

＜現行の比較＞ 

性別 退職者団体生命共済 
退職後共済

（A） 

掛金累計差額

（B） 

％ 

（B÷A） 

男性 1,750,440 円 2,563,945 円 ▲ 813,505 円 ▲31.7％ 

女性 1,004,160 円 1,472,720 円 ▲ 468,560 円 ▲31.8％ 

 

② 改定後、じちろう退職者団体生命共済の掛金水準は、一定の条件（同程度の保障内容）のも

と、退職後共済と比較した場合、約 31％低い掛金水準となり、約 1.0％縮小するが、じちろ

う退職者団体生命共済の方が、加入者有利な共済制度であることに変わりはない。 

＜改定後の比較＞ 

性別 退職者団体生命共済 
退職後共済

（A） 

掛金累計差額

（B） 

％ 

（B÷A） 

男性 1,750,440 円 2,528,825 円 ▲ 778,385 円 ▲30.8％ 

女性 1,004,160 円 1,451,790 円 ▲ 447,630 円 ▲30.8％ 

 

＜例＞ 組合員 30 歳男性、子ども 0 歳で加入した場合（100 円未満切り捨て） 

 現行 改定後 差額 

保

障

内

容 

満期共済金 1,074,900 円 1,121,300 円 46,400 円

死亡・重度障害

共済金額 

組合員 1,100,000 円 1,200,000 円 100,000 円

子ども 100,000 円 100,000 円 － 

掛

金 

月 払 掛 金 5,000 円 5,000 円 － 

掛金払込総額 1,080,000 円 1,080,000 円 － 

返 戻 率 99.5％ 103.8％ － 

 

＜参 考＞ 親子共済の保障内容 
子どもの高校卒業当該年度に満期金（満期共済金）が受け取れる制度。組合員本人が積立期間中

に死亡した場合は、それまでの積立金相当額（累加死亡・重度障害共済金）と満期金相当額（死亡・

重度障害共済金）が支払われる制度となっている。また、こどもの死亡・重度障がいの際には 1 口

あたり 10 万円のこども死亡・重度障害共済金が支払われる。 

2025 年 4 月の予定利率改定では、満期共済金額と死亡・重度障害共済金額が増額する。 

 

（４）介護保障（せいめい共済・新終身生命プラン介護タイプ） 

2025 年 4 月予定利率改定によって、掛金が引き下げとなる。 

詳細については、「【別紙５】介護保障 改定後の掛金表」を参照。 

 

＜例＞ 組合員が 40 歳で加入する場合 

 

① 月払い（終身払） 

 現行 改定後 差額 率 

男性 11,700 円 11,250 円 ▲450 円 ▲3.8％ 

女性 10,850 円 10,400 円 ▲450 円 ▲4.1％ 

 
② 一時払 

 現行 改定後 差額 率 

男性 4,769,450 円 3,824,800 円 ▲944,650 円 ▲19.8％ 

女性 4,749,300 円 3,748,800 円 ▲1,000,500 円 ▲21.1％ 
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＜参 考＞ 介護保障の保障内容 
要介護 2 以上となった場合に一時金が支払われ、要介護状態にならなかった場合でも死亡共済金

が支払われる、死亡保障と介護保障が組み合わされた保障内容となっている。 

 

Ⅲ．各共済制度への影響 

１．退職後共済とじちろう退職者団体生命共済 

（１）制度上の取り扱い 

「じちろう退職者団体生命共済」と「退職後共済（医療給付・遺族給付）」は、退職時にいずれ

か一方を選択し移行加入する制度であり、両方を選択することは不可となる。 

ただし、じちろう退職者団体生命共済を選択し、退職後共済の「年金給付」を利用することは

可能となっている。 

 

（２）退職後の基幹制度は、じちろう退職者団体生命共済 

2022 年 6 月抜本改正により、じちろう退職者団体生命共済が発足し、退職後の基幹制度は、じ

ちろう退職者団体生命共済となった。 

 

（３）じちろう退職者団体生命共済は、加入者有利な共済制度 

今回の予定利率改定後も、じちろう退職者団体生命共済が、保障内容、掛金水準とも、加入者

有利な共済制度であることに変わりはない。 

詳細については、「【別紙６】じちろう退職者団体生命共済と退職後共済（医療・遺族）の比較」

を参照。 

 

① 現行、じちろう退職者団体生命共済の掛金水準は、一定の条件（同程度の保障内容）のもと、

退職後共済と比較した場合、約 32％低い掛金水準となっている。 

＜現行の比較＞ 

性別 退職者団体生命共済 
退職後共済

（A） 

掛金累計差額

（B） 

％ 

（B÷A） 

男性 1,750,440 円 2,563,945 円 ▲ 813,505 円 ▲31.7％ 

女性 1,004,160 円 1,472,720 円 ▲ 468,560 円 ▲31.8％ 

 

② 改定後、じちろう退職者団体生命共済の掛金水準は、一定の条件（同程度の保障内容）のも

と、退職後共済と比較した場合、約 31％低い掛金水準となり、約 1.0％縮小するが、じちろ

う退職者団体生命共済の方が、加入者有利な共済制度であることに変わりはない。 

＜改定後の比較＞ 

性別 退職者団体生命共済 
退職後共済

（A） 

掛金累計差額

（B） 

％ 

（B÷A） 

男性 1,750,440 円 2,528,825 円 ▲ 778,385 円 ▲30.8％ 

女性 1,004,160 円 1,451,790 円 ▲ 447,630 円 ▲30.8％ 

 

＜例＞ 組合員 30 歳男性、子ども 0 歳で加入した場合（100 円未満切り捨て） 

 現行 改定後 差額 

保

障

内

容 

満期共済金 1,074,900 円 1,121,300 円 46,400 円

死亡・重度障害

共済金額 

組合員 1,100,000 円 1,200,000 円 100,000 円

子ども 100,000 円 100,000 円 － 

掛

金 

月 払 掛 金 5,000 円 5,000 円 － 

掛金払込総額 1,080,000 円 1,080,000 円 － 

返 戻 率 99.5％ 103.8％ － 

 

＜参 考＞ 親子共済の保障内容 
子どもの高校卒業当該年度に満期金（満期共済金）が受け取れる制度。組合員本人が積立期間中

に死亡した場合は、それまでの積立金相当額（累加死亡・重度障害共済金）と満期金相当額（死亡・

重度障害共済金）が支払われる制度となっている。また、こどもの死亡・重度障がいの際には 1 口

あたり 10 万円のこども死亡・重度障害共済金が支払われる。 

2025 年 4 月の予定利率改定では、満期共済金額と死亡・重度障害共済金額が増額する。 

 

（４）介護保障（せいめい共済・新終身生命プラン介護タイプ） 

2025 年 4 月予定利率改定によって、掛金が引き下げとなる。 

詳細については、「【別紙５】介護保障 改定後の掛金表」を参照。 

 

＜例＞ 組合員が 40 歳で加入する場合 

 

① 月払い（終身払） 

 現行 改定後 差額 率 

男性 11,700 円 11,250 円 ▲450 円 ▲3.8％ 

女性 10,850 円 10,400 円 ▲450 円 ▲4.1％ 

 
② 一時払 

 現行 改定後 差額 率 

男性 4,769,450 円 3,824,800 円 ▲944,650 円 ▲19.8％ 

女性 4,749,300 円 3,748,800 円 ▲1,000,500 円 ▲21.1％ 
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＜第４回県本部代表者会議（2018 年７月 23 日開催）資料から抜粋＞ 

１ 元本割れをしないキッズ満期金付プランをすすめていきます。 

２ 親子共済は積極的な推進を行わないこととします。ただし、組合員が加入を希望された場合

は、元本割れとなることを含む制度の丁寧な説明を行い、加入を案内していきます。 

 

（２）加入実績 

詳細については、「【別紙８】親子共済とこども満期付タイプの加入実績」を参照。 
 

＜年度別新規加入実績＞                              件数 

年度 
2017 

※1 

2018 

※1 

2019

※2 
2020

 
2021 

 

2022

  

2023 

※3  

＜参 考＞ 

2019 年 8 月～ 

制度改定後の合計件数

親子共済 1,694 2,102 
562

(121)
133 91 70 35 450

こども保障 
満期金付タイプ 

― ― 668 851 646 642 332 3,139

つぎの※1～※3 を除く各年度は、6 月発効～翌年 5 月発効の実績 
※1 2017 年度、2018 年度のこども保障満期金付タイプは、実績なし（2019 年 8 月制度実施前）。 
※2 2019 年度の親子共済（ ）内件数は、制度改定後 2019 年 8 月発効～2020 年 5 月発効の実績。 
※3 2023 年度のこども保障満期金付タイプは、2023 年 6 月発効～2024 年 4 月発効の実績。 
 

Ⅳ．実施時期 

2025 年 4 月 1 日以降の発効契約から適用とする。したがって、既に加入している共済契約につ

いては影響しない。 

 

Ⅴ．進め方とスケジュール 
 

日程 取り組み 

全労済本部 自治労本部・自治労共済推進本部 

2024 年 

2 月 21 日 

全労済理事会 

「貯蓄性商品のさらなる展開について」 

（業務報告） 

 

4 月 25 日 

全労済理事会 

「個人長期生命共済および終身生命共済

の予定利率等の改定案」協議・確認 

行政折衝の開始 

 

5 月 24 日 
 臨時常任代表委員会 

退職後共済等への影響 報告  

 

＜比較条件＞ 

ア じちろう退職者団体生命共済 

（医療保障充実型・Ｅ型 500 万円 + 医療保障 25 コース入院日額 5,000 円） 

イ 退職後共済 

（定期遺族給付 500 万円・定期医療給付 5000 円コース + 三大疾病保障） 

ウ 移行加入年齢：65 歳 

エ 掛金払込方法：じちろう退職者団体生命共済は、年払口座振替 

退職後共済は、長期共済積立金からの一括払 

オ 共済期間 10 年 

 

２．「こども保障満期金付タイプ」と「親子共済」 

（１）2019 年 8 月制度改定時の経過 

＜保障イメージ＞  

親子共済 こども保障満期金付タイプ 

  

 

詳細については、「【別紙７】「親子共済」と「こども保障満期金付タイプ」の制度比較」を参照。 

 

① 親子共済（個人長期生命共済）は、子どもの教育資金（満期金）と、組合員と子どもの万一の

ときの保障（死亡・重度障害）を組み合わせた共済制度（自治労独自制度）である。 

2019 年 8 月個人長期生命共済等の制度改定において、予定利率の引き下げ、予定死亡率等の見

直しにより、満期金および死亡保障額の水準が低下したが、教育資金と組合員の生命保障を兼ね

備える制度として広く普及している状況を鑑み、新しい予定利率が適用された後も、引き続き制

度提供をしてきた。 

 

② こども保障満期金付タイプ（個人長期生命共済）は、子どもの教育資金（満期金）と、子どもの

万一の保障（死亡・重度障害）を準備できる共済制度である。 

2019 年 8 月個人長期生命共済等の制度改定を機に、多様化する組合員ニーズに対応するため、

取扱いを開始した。 

 

③ 親子共済は 2019 年 8 月制度改定より積極推進を控え、元本割れをしないこども保障満期金付タイ

プを代替制度として推進してきたものの、2025 年 4 月の予定利率改定を踏まえた推進上の取り扱いを

検討する必要がある。 
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＜第４回県本部代表者会議（2018 年７月 23 日開催）資料から抜粋＞ 

１ 元本割れをしないキッズ満期金付プランをすすめていきます。 

２ 親子共済は積極的な推進を行わないこととします。ただし、組合員が加入を希望された場合

は、元本割れとなることを含む制度の丁寧な説明を行い、加入を案内していきます。 

 

（２）加入実績 

詳細については、「【別紙８】親子共済とこども満期付タイプの加入実績」を参照。 
 

＜年度別新規加入実績＞                              件数 

年度 
2017 

※1 

2018 

※1 

2019

※2 
2020
 

2021 
 

2022

  

2023 

※3  

＜参 考＞ 

2019 年 8 月～ 

制度改定後の合計件数

親子共済 1,694 2,102 
562

(121)
133 91 70 35 450

こども保障 
満期金付タイプ 

― ― 668 851 646 642 332 3,139

つぎの※1～※3 を除く各年度は、6 月発効～翌年 5 月発効の実績 
※1 2017 年度、2018 年度のこども保障満期金付タイプは、実績なし（2019 年 8 月制度実施前）。 
※2 2019 年度の親子共済（ ）内件数は、制度改定後 2019 年 8 月発効～2020 年 5 月発効の実績。 
※3 2023 年度のこども保障満期金付タイプは、2023 年 6 月発効～2024 年 4 月発効の実績。 
 

Ⅳ．実施時期 

2025 年 4 月 1 日以降の発効契約から適用とする。したがって、既に加入している共済契約につ

いては影響しない。 

 

Ⅴ．進め方とスケジュール 
 

日程 取り組み 

全労済本部 自治労本部・自治労共済推進本部 

2024 年 

2 月 21 日 

全労済理事会 

「貯蓄性商品のさらなる展開について」 

（業務報告） 

 

4 月 25 日 

全労済理事会 

「個人長期生命共済および終身生命共済

の予定利率等の改定案」協議・確認 

行政折衝の開始 

 

5 月 24 日 
 臨時常任代表委員会 

退職後共済等への影響 報告  

 

＜比較条件＞ 

ア じちろう退職者団体生命共済 

（医療保障充実型・Ｅ型 500 万円 + 医療保障 25 コース入院日額 5,000 円） 

イ 退職後共済 

（定期遺族給付 500 万円・定期医療給付 5000 円コース + 三大疾病保障） 

ウ 移行加入年齢：65 歳 

エ 掛金払込方法：じちろう退職者団体生命共済は、年払口座振替 

退職後共済は、長期共済積立金からの一括払 

オ 共済期間 10 年 

 

２．「こども保障満期金付タイプ」と「親子共済」 

（１）2019 年 8 月制度改定時の経過 

＜保障イメージ＞  

親子共済 こども保障満期金付タイプ 

  

 

詳細については、「【別紙７】「親子共済」と「こども保障満期金付タイプ」の制度比較」を参照。 

 

① 親子共済（個人長期生命共済）は、子どもの教育資金（満期金）と、組合員と子どもの万一の

ときの保障（死亡・重度障害）を組み合わせた共済制度（自治労独自制度）である。 

2019 年 8 月個人長期生命共済等の制度改定において、予定利率の引き下げ、予定死亡率等の見

直しにより、満期金および死亡保障額の水準が低下したが、教育資金と組合員の生命保障を兼ね

備える制度として広く普及している状況を鑑み、新しい予定利率が適用された後も、引き続き制

度提供をしてきた。 

 

② こども保障満期金付タイプ（個人長期生命共済）は、子どもの教育資金（満期金）と、子どもの

万一の保障（死亡・重度障害）を準備できる共済制度である。 

2019 年 8 月個人長期生命共済等の制度改定を機に、多様化する組合員ニーズに対応するため、

取扱いを開始した。 

 

③ 親子共済は 2019 年 8 月制度改定より積極推進を控え、元本割れをしないこども保障満期金付タイ

プを代替制度として推進してきたものの、2025 年 4 月の予定利率改定を踏まえた推進上の取り扱いを

検討する必要がある。 
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【別紙７】「親子共済」と「こども保障満期金付タイプ」の制度比較  

【別紙８】「親子共済」と「こども保障満期金付タイプ」の加入実績  

 

以 上 

日程 取り組み 

全労済本部 自治労本部・自治労共済推進本部 

5 月 24 日 
 第 8 回代表委員会 

退職後共済等への影響 報告 

6 月～7 月 

 ブロック別共済推進県本部・県支部合同

会議 

同上報告と意見交換 

6 月 25 日 
 第 5 回県支部事務局長会議（ＷＥＢ） 

同上報告・意見交換 

7 月 2 日 
 第 19 回企画調整会議 

「推進上の取り扱い」 協議 

7 月 5 日 
 第 20 回常任代表委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7 月 12 日 
 第 9 回代表委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7 月 16 日 
 第 11 回本部共済推進委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7 月 29 日 
 自治労第 5回県本部代表者会議 

「推進上の取り扱い」 提案 

8 月 23 日 
 第 1 回県支部事務局長会議 

「推進上の取り扱い」 意見交換 

8 月 28 日 

全労済通常総会 

「個人長期生命共済および終身生命共済

事業規約改正案」決定 

 

9 月●日 
 第 1 回共済推進県本部代表者会議 

「推進上の取り扱い」 確認 

2025 年 

4 月 1 日 

個人長期生命共済・終身生命共済（予定利

率）改定実施 

退職後共済等の掛金改定 

 

Ⅵ. 留意点  

本資料は、今後の認可折衝の状況によっては変更となる場合があることに留意する。 

 
Ⅶ．添付資料 

【別紙１】本部理事会（2024 年 4 月 25 日開催）資料（一部抜粋） 

【別紙２】「退職後共済」改定後の移行掛金表 

【別紙３】「こども保障満期金付タイプ」改定後の掛金表 

【別紙４】「親子共済」改定後の満期共済金額 

【別紙５】「介護保障」改定後の掛金表 

【別紙６】じちろう退職者団体生命共済と退職後共済（医療・遺族）の比較 

－ 82 －



【別紙７】「親子共済」と「こども保障満期金付タイプ」の制度比較  

【別紙８】「親子共済」と「こども保障満期金付タイプ」の加入実績  

 

以 上 

日程 取り組み 

全労済本部 自治労本部・自治労共済推進本部 

5 月 24 日 
 第 8 回代表委員会 

退職後共済等への影響 報告 

6 月～7 月 

 ブロック別共済推進県本部・県支部合同

会議 

同上報告と意見交換 

6 月 25 日 
 第 5 回県支部事務局長会議（ＷＥＢ） 

同上報告・意見交換 

7 月 2 日 
 第 19 回企画調整会議 

「推進上の取り扱い」 協議 

7 月 5 日 
 第 20 回常任代表委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7 月 12 日 
 第 9 回代表委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7 月 16 日 
 第 11 回本部共済推進委員会 

「推進上の取り扱い」 協議・確認 

7 月 29 日 
 自治労第 5回県本部代表者会議 

「推進上の取り扱い」 提案 

8 月 23 日 
 第 1 回県支部事務局長会議 

「推進上の取り扱い」 意見交換 

8 月 28 日 

全労済通常総会 

「個人長期生命共済および終身生命共済

事業規約改正案」決定 

 

9 月●日 
 第 1 回共済推進県本部代表者会議 

「推進上の取り扱い」 確認 

2025 年 

4 月 1 日 

個人長期生命共済・終身生命共済（予定利

率）改定実施 

退職後共済等の掛金改定 

 

Ⅵ. 留意点  

本資料は、今後の認可折衝の状況によっては変更となる場合があることに留意する。 

 
Ⅶ．添付資料 

【別紙１】本部理事会（2024 年 4 月 25 日開催）資料（一部抜粋） 

【別紙２】「退職後共済」改定後の移行掛金表 

【別紙３】「こども保障満期金付タイプ」改定後の掛金表 

【別紙４】「親子共済」改定後の満期共済金額 

【別紙５】「介護保障」改定後の掛金表 

【別紙６】じちろう退職者団体生命共済と退職後共済（医療・遺族）の比較 

－ 83 －
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,
0
0
0
円

入
院
日
額
7
,
0
0
0
円

遺
族
給
付
（
組
合
員
本
人
・
配
偶
者
）

8
0
歳

満
期

型
入

院
日

額
5
,
0
0
0
円

入
院

日
額

7
,
0
0
0
円

医
療
給
付
（
組
合
員
本
人
・
配
偶
者
）

7
5
歳

満
期

型
入

院
日

額
5
,
0
0
0
円

入
院

日
額

7
,
0
0
0
円

遺
族

給
付

（
組

合
員

本
人

・
配

偶
者

）

医
療
給
付
（
組
合
員
本
人
・
配
偶
者
）

7
0
歳
満
期
型

7
5
歳
満
期
型

入
院
日
額
5
,
0
0
0
円

入
院
日
額
7
,
0
0
0
円

終
身

終
身
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【
別

紙
３

】
退

職
後

共
済

改
定

後
の

移
行

掛
金

表

＜
女

性
＞

＜
女

性
＞

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大
疾
病
あ
り

三
大
疾
病
な
し

三
大
疾
病
あ
り

三
大
疾
病
な
し

三
大
疾
病
あ
り

三
大
疾
病
な
し

三
大
疾
病
あ
り

5
1
歳

6
6
1
,
9
5
3

1
,
1
1
6
,
2
0
3

8
6
1
,
5
5
3

1
,
4
9
7
,
5
0
3

9
0
1
,
6
6
6

1
,
5
5
8
,
5
6
6

1
,
1
8
4
,
3
6
6

2
,
1
0
4
,
0
2
6

5
1
歳

6
4
2
,
8
9
5

1
,
0
8
5
,
1
4
5

8
3
7
,
3
3
5

1
,
4
5
6
,
4
8
5

8
6
8
,
9
1
2

1
,
5
0
3
,
1
6
2

1
,
1
4
2
,
0
9
2

2
,
0
3
0
,
0
4
2

5
2
歳

6
4
3
,
2
9
6

1
,
0
8
3
,
8
4
6

8
3
6
,
1
7
6

1
,
4
5
2
,
9
4
6

8
8
4
,
0
6
4

1
,
5
2
8
,
1
6
4

1
,
1
6
0
,
4
0
4

2
,
0
6
2
,
1
4
4

5
2
歳

6
2
5
,
6
5
7

1
,
0
5
5
,
2
0
7

8
1
3
,
7
9
7

1
,
4
1
5
,
1
6
7

8
5
3
,
3
4
3

1
,
4
7
6
,
2
9
3

1
,
1
2
0
,
8
0
3

1
,
9
9
2
,
9
3
3

5
3
歳

6
2
4
,
0
4
1

1
,
0
4
9
,
8
9
1

8
1
0
,
0
0
1

1
,
4
0
6
,
1
9
1

8
6
6
,
0
2
2

1
,
4
9
6
,
3
7
2

1
,
1
3
5
,
8
6
2

2
,
0
1
8
,
3
5
2

5
3
歳

6
0
7
,
8
6
8

1
,
0
2
3
,
7
6
8

7
8
9
,
5
2
8

1
,
3
7
1
,
7
8
8

8
3
7
,
2
3
1

1
,
4
4
7
,
8
8
1

1
,
0
9
8
,
7
9
1

1
,
9
5
3
,
7
0
1

5
4
歳

6
0
4
,
1
2
5

1
,
0
1
4
,
5
7
5

7
8
2
,
9
4
5

1
,
3
5
7
,
5
7
5

8
4
7
,
3
2
9

1
,
4
6
3
,
2
2
9

1
,
1
1
0
,
4
4
9

1
,
9
7
2
,
7
0
9

5
4
歳

5
8
9
,
4
1
1

9
9
0
,
8
6
1

7
6
4
,
3
7
1

1
,
3
2
6
,
4
0
1

8
2
0
,
4
6
0

1
,
4
1
8
,
0
6
0

1
,
0
7
5
,
9
0
0

1
,
9
1
2
,
5
4
0

5
5
歳

5
8
3
,
5
8
2

9
7
7
,
9
3
2

7
5
5
,
0
6
2

1
,
3
0
7
,
1
5
2

8
2
8
,
0
6
4

1
,
4
2
8
,
9
1
4

1
,
0
8
4
,
2
8
4

1
,
9
2
5
,
4
7
4

5
5
歳

5
7
0
,
2
3
3

9
5
6
,
4
8
3

7
3
8
,
2
5
3

1
,
2
7
9
,
0
0
3

8
0
3
,
1
2
1

1
,
3
8
7
,
0
2
1

1
,
0
5
2
,
2
6
1

1
,
8
6
9
,
7
2
1

5
6
歳

5
6
2
,
3
5
4

9
3
9
,
8
0
4

7
2
6
,
2
7
4

1
,
2
5
4
,
7
0
4

8
0
8
,
1
1
8

1
,
3
9
3
,
1
6
8

1
,
0
5
7
,
2
1
8

1
,
8
7
6
,
2
8
8

5
6
歳

5
5
0
,
3
0
2

9
2
0
,
6
0
2

7
1
1
,
1
4
2

1
,
2
2
9
,
5
6
2

7
8
5
,
0
4
5

1
,
3
5
4
,
5
4
5

1
,
0
2
7
,
6
4
5

1
,
8
2
4
,
9
4
5

5
7
歳

5
4
0
,
3
3
8

9
0
0
,
1
3
8

6
9
6
,
4
3
8

1
,
2
0
0
,
1
5
8

7
8
7
,
5
4
6

1
,
3
5
6
,
0
9
6

1
,
0
2
9
,
3
2
6

1
,
8
2
5
,
2
9
6

5
7
歳

5
2
9
,
5
8
8

8
8
3
,
0
8
8

6
8
2
,
9
8
8

1
,
1
7
7
,
8
8
8

7
6
6
,
2
3
7

1
,
3
2
0
,
5
3
7

1
,
0
0
2
,
0
5
7

1
,
7
7
8
,
0
7
7

5
8
歳

5
1
7
,
5
9
2

8
5
8
,
9
9
2

6
6
5
,
6
3
2

1
,
1
4
3
,
5
9
2

7
6
6
,
2
5
1

1
,
3
1
7
,
6
0
1

1
,
0
0
0
,
4
7
1

1
,
7
7
2
,
3
6
1

5
8
歳

5
0
8
,
0
3
8

8
4
3
,
9
3
8

6
5
3
,
7
1
8

1
,
1
2
3
,
9
7
8

7
4
6
,
7
0
3

1
,
2
8
5
,
0
5
3

9
7
5
,
5
0
3

1
,
7
2
9
,
1
9
3

5
9
歳

4
9
3
,
3
6
1

8
1
4
,
9
6
1

6
3
2
,
8
0
1

1
,
0
8
3
,
0
4
1

7
4
3
,
5
2
5

1
,
2
7
6
,
3
2
5

9
6
9
,
6
6
5

1
,
7
1
5
,
5
8
5

5
9
歳

4
8
5
,
0
0
1

8
0
1
,
9
0
1

6
2
2
,
4
2
1

1
,
0
6
6
,
0
8
1

7
2
5
,
6
9
1

1
,
2
4
6
,
7
9
1

9
4
6
,
9
3
1

1
,
6
7
6
,
4
7
1

6
0
歳

4
6
7
,
4
8
0

7
6
7
,
9
3
0

5
9
7
,
7
2
0

1
,
0
1
8
,
3
5
0

7
1
9
,
2
6
2

1
,
2
3
2
,
2
1
2

9
3
6
,
7
6
2

1
,
6
5
4
,
8
9
2

6
0
歳

4
6
0
,
2
5
5

7
5
6
,
7
0
5

5
8
8
,
7
9
5

1
,
0
0
3
,
8
2
5

7
0
3
,
1
3
3

1
,
2
0
5
,
5
3
3

9
1
6
,
2
5
3

1
,
6
1
9
,
6
1
3

6
1
歳

4
3
9
,
9
6
7

7
1
7
,
8
1
7

5
6
0
,
4
2
7

9
4
9
,
4
1
7

6
9
3
,
4
2
9

1
,
1
8
5
,
1
7
9

9
0
1
,
7
2
9

1
,
5
9
0
,
1
7
9

6
1
歳

4
3
3
,
8
2
8

7
0
8
,
3
7
8

5
5
2
,
8
8
8

9
3
7
,
2
5
8

6
7
8
,
9
0
2

1
,
1
6
1
,
3
0
2

8
8
3
,
3
0
2

1
,
5
5
8
,
6
6
2

6
2
歳

4
1
0
,
6
9
2

6
6
4
,
4
9
2

5
2
0
,
7
5
2

8
7
6
,
0
7
2

6
6
5
,
8
4
3

1
,
1
3
4
,
9
9
3

8
6
4
,
3
2
3

1
,
5
2
1
,
1
3
3

6
2
歳

4
0
5
,
4
7
7

6
5
6
,
6
2
7

5
1
4
,
3
7
7

8
6
5
,
9
8
7

6
5
2
,
9
0
8

1
,
1
1
3
,
8
0
8

8
4
7
,
9
6
8

1
,
4
9
3
,
2
2
8

6
3
歳

3
7
9
,
4
4
9

6
0
7
,
6
4
9

4
7
8
,
4
0
9

7
9
7
,
8
8
9

6
3
6
,
5
0
7

1
,
0
8
1
,
6
5
7

8
2
4
,
5
4
7

1
,
4
4
7
,
7
5
7

6
3
歳

3
7
5
,
3
0
2

6
0
1
,
4
5
2

4
7
3
,
4
0
2

7
9
0
,
0
1
2

6
2
5
,
1
1
3

1
,
0
6
3
,
0
6
3

8
1
0
,
1
9
3

1
,
4
2
3
,
3
2
3

6
4
歳

3
4
6
,
3
7
4

5
4
7
,
5
2
4

4
3
3
,
5
9
4

7
1
5
,
2
0
4

6
0
5
,
3
4
6

1
,
0
2
5
,
0
9
6

7
8
2
,
3
0
6

1
,
3
6
9
,
9
5
6

6
4
歳

3
4
2
,
9
8
7

5
4
2
,
5
8
7

4
2
9
,
5
2
7

7
0
8
,
9
6
7

5
9
5
,
3
8
6

1
,
0
0
8
,
9
3
6

7
6
9
,
8
0
6

1
,
3
4
8
,
7
7
6

6
5
歳

3
1
1
,
1
1
8

4
8
3
,
6
1
8

3
8
5
,
8
1
8

6
2
7
,
3
1
8

5
7
2
,
2
2
0

9
6
5
,
0
7
0

7
3
7
,
4
0
0

1
,
2
8
7
,
3
9
0

6
5
歳

3
0
8
,
6
3
8

4
8
0
,
0
3
8

3
8
2
,
8
9
8

6
2
2
,
8
5
8

5
6
3
,
6
4
0

9
5
1
,
2
4
0

7
2
6
,
6
8
0

1
,
2
6
9
,
3
2
0

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病
な
し

三
大
疾
病
あ
り

三
大
疾
病
な
し

三
大
疾
病
あ
り

三
大
疾
病
な
し

三
大
疾
病
あ
り

5
1
歳

2
,
0
3
7
,
3
2
2

3
,
5
2
1
,
4
7
8

5
1
歳

1
,
9
7
1
,
8
2
0

3
,
4
1
3
,
7
7
8

5
2
歳

2
,
0
4
0
,
4
8
0

3
,
5
2
8
,
6
9
0

5
2
歳

1
,
9
7
7
,
2
2
1

3
,
4
2
4
,
4
2
7

5
3
歳

2
,
0
4
4
,
3
5
6

3
,
5
3
5
,
4
0
6

5
3
歳

1
,
9
8
3
,
2
9
7

3
,
4
3
5
,
0
0
9

5
4
歳

2
,
0
4
7
,
5
6
3

3
,
5
3
9
,
1
9
9

5
4
歳

1
,
9
8
6
,
1
6
4

3
,
4
3
9
,
6
4
6

5
5
歳

1
,
1
3
7
,
4
5
0

1
,
9
8
3
,
7
0
0

1
,
4
9
6
,
8
9
0

2
,
6
8
1
,
6
4
0

2
,
0
4
9
,
9
4
0

3
,
5
4
4
,
2
7
4

5
5
歳

1
,
0
9
4
,
4
7
9

1
,
9
1
0
,
4
2
9

1
,
4
4
1
,
1
9
9

2
,
5
8
3
,
5
2
9

1
,
9
9
0
,
8
5
7

3
,
4
4
6
,
1
3
1

5
6
歳

1
,
1
1
9
,
1
8
6

1
,
9
5
0
,
9
3
6

1
,
4
7
2
,
0
6
6

2
,
6
3
6
,
5
1
6

2
,
0
5
2
,
5
7
2

3
,
5
4
8
,
2
6
0

5
6
歳

1
,
0
7
8
,
7
3
7

1
,
8
8
2
,
0
3
7

1
,
4
1
9
,
6
9
7

2
,
5
4
4
,
3
1
7

1
,
9
9
5
,
5
3
3

3
,
4
5
3
,
4
0
5

5
7
歳

1
,
1
0
0
,
3
6
4

1
,
9
1
7
,
0
1
4

1
,
4
4
6
,
5
0
4

2
,
5
8
9
,
8
1
4

2
,
0
5
4
,
5
3
6

3
,
5
4
9
,
7
4
4

5
7
歳

1
,
0
6
2
,
3
3
3

1
,
8
5
2
,
3
3
3

1
,
3
9
7
,
3
1
3

2
,
5
0
3
,
3
1
3

1
,
9
9
9
,
7
4
1

3
,
4
5
8
,
5
8
3

5
8
歳

1
,
0
8
0
,
9
2
2

1
,
8
8
1
,
7
7
2

1
,
4
2
0
,
1
2
2

2
,
5
4
1
,
3
1
2

2
,
0
5
6
,
9
3
5

3
,
5
5
1
,
0
3
5

5
8
歳

1
,
0
4
5
,
3
0
6

1
,
8
2
1
,
3
0
6

1
,
3
7
4
,
1
0
6

2
,
4
6
0
,
5
0
6

2
,
0
0
2
,
2
7
5

3
,
4
6
1
,
2
8
3

5
9
歳

1
,
0
6
0
,
0
7
4

1
,
8
4
3
,
8
7
4

1
,
3
9
1
,
8
1
4

2
,
4
8
9
,
1
3
4

2
,
0
5
7
,
0
4
5

3
,
5
4
8
,
7
8
3

5
9
歳

1
,
0
2
6
,
8
7
0

1
,
7
8
7
,
6
2
0

1
,
3
4
8
,
9
7
0

2
,
4
1
4
,
0
2
0

2
,
0
0
4
,
6
6
9

3
,
4
6
2
,
7
6
5

6
0
歳

1
,
0
3
7
,
8
4
9

1
,
8
0
3
,
3
4
9

1
,
3
6
1
,
6
2
9

2
,
4
3
3
,
3
2
9

2
,
0
5
6
,
2
3
0

3
,
5
4
5
,
6
0
8

6
0
歳

1
,
0
0
6
,
9
5
6

1
,
7
5
1
,
1
5
6

1
,
3
2
1
,
8
1
6

2
,
3
6
3
,
6
9
6

2
,
0
0
5
,
9
1
3

3
,
4
6
3
,
0
0
9

6
1
歳

1
,
0
1
4
,
0
6
8

1
,
7
6
0
,
0
1
8

1
,
3
2
9
,
3
2
8

2
,
3
7
3
,
6
5
8

2
,
0
5
2
,
7
1
7

3
,
5
3
8
,
8
5
3

6
1
歳

9
8
5
,
4
8
0

1
,
7
1
1
,
8
3
0

1
,
2
9
2
,
5
4
0

2
,
3
0
9
,
4
3
0

2
,
0
0
4
,
6
3
2

3
,
4
5
7
,
8
1
4

6
2
歳

9
8
8
,
7
5
6

1
,
7
1
3
,
9
0
6

1
,
2
9
4
,
9
5
6

2
,
3
1
0
,
1
6
6

2
,
0
4
7
,
9
5
5

3
,
5
2
6
,
9
8
9

6
2
歳

9
6
2
,
3
7
2

1
,
6
6
9
,
5
2
2

1
,
2
6
1
,
0
5
2

2
,
2
5
1
,
0
6
2

2
,
0
0
0
,
1
0
0

3
,
4
4
7
,
6
4
0

6
3
歳

9
6
1
,
8
1
1

1
,
6
6
4
,
8
1
1

1
,
2
5
8
,
3
7
1

2
,
2
4
2
,
5
7
1

2
,
0
3
9
,
6
2
5

3
,
5
1
1
,
3
7
5

6
3
歳

9
3
7
,
6
2
8

1
,
6
2
4
,
2
2
8

1
,
2
2
7
,
3
4
8

2
,
1
8
8
,
5
8
8

1
,
9
9
3
,
9
0
5

3
,
4
3
5
,
6
0
1

6
4
歳

9
3
3
,
0
6
5

1
,
6
1
2
,
6
1
5

1
,
2
1
9
,
3
4
5

2
,
1
7
0
,
7
1
5

2
,
0
3
2
,
5
2
4

3
,
4
9
5
,
9
6
2

6
4
歳

9
1
1
,
0
7
6

1
,
5
7
5
,
8
2
6

1
,
1
9
1
,
1
9
6

2
,
1
2
1
,
8
4
6

1
,
9
8
8
,
9
8
8

3
,
4
2
3
,
7
3
2

6
5
歳

9
0
2
,
5
8
2

1
,
5
5
7
,
2
8
2

1
,
1
7
7
,
9
6
2

2
,
0
9
4
,
5
4
2

2
,
0
2
1
,
0
1
6

3
,
4
7
5
,
6
2
6

6
5
歳

8
8
2
,
6
8
3

1
,
5
2
4
,
1
3
3

1
,
1
5
2
,
5
4
3

2
,
0
5
0
,
5
7
3

1
,
9
7
8
,
0
7
4

3
,
4
0
3
,
6
0
8

7
0
歳

満
期

型
7
5
歳
満

期
型

8
0
歳
満

期
型

終
身

7
0
歳

満
期
型

7
5
歳
満
期
型

8
0
歳
満
期
型

終
身

5
1
歳

9
4
,
7
8
0

1
5
1
,
3
2
0

9
3
9
,
6
1
0

5
1
歳

9
2
,
1
5
0

1
4
5
,
7
1
0

7
4
5
,
2
3
0

5
2
歳

9
2
,
5
8
0

1
4
9
,
3
7
0

9
4
1
,
3
4
0

5
2
歳

9
0
,
1
7
0

1
4
4
,
1
0
0

7
5
0
,
7
7
0

5
3
歳

9
0
,
2
0
0

1
4
7
,
2
5
0

9
4
3
,
0
8
0

5
3
歳

8
8
,
0
0
0

1
4
2
,
3
2
0

7
5
6
,
3
5
0

5
4
歳

8
7
,
6
1
0

1
4
4
,
9
4
0

9
4
4
,
8
2
0

5
4
歳

8
5
,
6
1
0

1
4
0
,
3
3
0

7
6
1
,
9
5
0

5
5
歳

8
4
,
7
8
0

1
4
2
,
4
0
0

2
3
7
,
7
5
0

9
4
6
,
5
5
0

5
5
歳

8
2
,
9
9
0

1
3
8
,
1
2
0

2
2
8
,
2
3
0

7
6
7
,
5
8
0

5
6
歳

8
1
,
6
9
0

1
3
9
,
6
1
0

2
3
5
,
4
6
0

9
4
8
,
2
8
0

5
6
歳

8
0
,
0
8
0

1
3
5
,
6
5
0

2
2
6
,
4
6
0

7
7
3
,
2
3
0

5
7
歳

7
8
,
3
4
0

1
3
6
,
5
8
0

2
3
2
,
9
7
0

9
5
0
,
0
1
0

5
7
歳

7
6
,
9
2
0

1
3
2
,
9
3
0

2
2
4
,
4
8
0

7
7
8
,
9
2
0

5
8
歳

7
4
,
7
4
0

1
3
3
,
3
2
0

2
3
0
,
2
5
0

9
5
1
,
7
4
0

5
8
歳

7
3
,
5
0
0

1
2
9
,
9
7
0

2
2
2
,
2
7
0

7
8
4
,
6
4
0

5
9
歳

7
0
,
8
9
0

1
2
9
,
8
1
0

2
2
7
,
3
3
0

9
5
3
,
4
7
0

5
9
歳

6
9
,
8
2
0

1
2
6
,
7
7
0

2
1
9
,
8
5
0

7
9
0
,
3
9
0

6
0
歳

6
6
,
7
5
0

1
2
6
,
0
4
0

2
2
4
,
1
7
0

9
5
5
,
2
1
0

6
0
歳

6
5
,
8
4
0

1
2
3
,
2
9
0

2
1
7
,
1
9
0

7
9
6
,
1
7
0

6
1
歳

6
2
,
2
6
0

1
2
1
,
9
4
0

2
2
0
,
7
1
0

9
5
6
,
9
3
0

6
1
歳

6
1
,
5
1
0

1
1
9
,
4
8
0

2
1
4
,
2
2
0

8
0
1
,
9
8
0

6
2
歳

5
7
,
3
6
0

1
1
7
,
4
5
0

2
1
6
,
9
0
0

9
5
8
,
6
6
0

6
2
歳

5
6
,
7
5
0

1
1
5
,
2
6
0

2
1
0
,
9
0
0

8
0
7
,
8
2
0

6
3
歳

5
2
,
0
4
0

1
1
2
,
5
7
0

2
1
2
,
7
4
0

9
6
0
,
3
8
0

6
3
歳

5
1
,
5
6
0

1
1
0
,
6
5
0

2
0
7
,
2
2
0

8
1
3
,
6
7
0

6
4
歳

4
6
,
2
7
0

1
0
7
,
2
6
0

2
0
8
,
1
9
0

9
6
2
,
1
0
0

6
4
歳

4
5
,
9
0
0

1
0
5
,
5
9
0

2
0
3
,
1
4
0

8
1
9
,
5
6
0

6
5
歳

4
0
,
0
5
0

1
0
1
,
5
3
0

2
0
3
,
2
8
0

9
6
3
,
8
2
0

6
5
歳

3
9
,
7
9
0

1
0
0
,
1
1
0

1
9
8
,
6
9
0

8
2
5
,
4
7
0

遺
族
給
付
（
組
合
員
本
人
・
配
偶
者
）【
　

改
　

定
　

案
　

】
【
　
現
　
行
　
】

医
療
給
付
（
組
合
員
本
人
・
配
偶
者
）

8
0
歳
満
期
型

入
院
日
額
5
,
0
0
0
円

入
院
日
額
7
,
0
0
0
円

医
療
給
付
（
組
合
員
本
人
・
配
偶
者
）

7
0
歳
満
期
型

7
5
歳
満
期
型

入
院
日
額
5
,
0
0
0
円

入
院
日
額
7
,
0
0
0
円

入
院
日
額
5
,
0
0
0
円

遺
族

給
付

（
組

合
員

本
人

・
配

偶
者

）

医
療

給
付

（
組

合
員

本
人

・
配

偶
者

）

医
療

給
付

（
組

合
員

本
人

・
配

偶
者

）

入
院
日
額
7
,
0
0
0
円

8
0
歳

満
期

型

入
院

日
額

5
,
0
0
0
円

入
院

日
額

7
,
0
0
0
円

入
院

日
額

5
,
0
0
0
円

7
0
歳

満
期

型
7
5
歳

満
期

型

入
院

日
額

7
,
0
0
0
円

入
院

日
額

5
,
0
0
0
円

入
院

日
額

7
,
0
0
0
円

終
身

終
身
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【
別
紙
３
-
１
】
退
職
後
共
済
　
現
行
お
よ
び
改
定
後

の
移

行
掛

金
差

額

＜
男

性
＞

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

5
1
歳

▲
2
6
,
7
9
8

▲
4
5
,
4
4
8

▲
3
4
,
5
1
8

▲
6
0
,
6
2
8

▲
4
6
,
0
4
9

▲
8
1
,
5
9
9

▲
5
9
,
8
0
9

▲
1
0
9
,
5
7
9

5
2
歳

▲
2
4
,
7
8
9

▲
4
1
,
9
8
9

▲
3
1
,
8
8
9

▲
5
5
,
9
6
9

▲
4
3
,
2
7
1

▲
7
6
,
6
7
1

▲
5
6
,
1
5
1

▲
1
0
2
,
9
1
1

5
3
歳

▲
2
2
,
7
2
3

▲
3
8
,
4
7
3

▲
2
9
,
1
8
3

▲
5
1
,
2
3
3

▲
4
0
,
4
9
6

▲
7
1
,
7
9
6

▲
5
2
,
4
9
6

▲
9
6
,
3
1
6

5
4
歳

▲
2
0
,
7
6
4

▲
3
5
,
1
1
4

▲
2
6
,
6
2
4

▲
4
6
,
7
1
4

▲
3
7
,
8
1
9

▲
6
7
,
0
1
9

▲
4
8
,
9
7
9

▲
8
9
,
8
5
9

5
5
歳

▲
1
8
,
7
6
4

▲
3
1
,
7
6
4

▲
2
4
,
0
0
4

▲
4
2
,
2
0
4

▲
3
5
,
1
4
8

▲
6
2
,
2
9
8

▲
4
5
,
4
6
8

▲
8
3
,
4
7
8

5
6
歳

▲
1
6
,
9
1
7

▲
2
8
,
5
1
7

▲
2
1
,
5
9
7

▲
3
7
,
8
3
7

▲
3
2
,
4
7
8

▲
5
7
,
5
7
8

▲
4
1
,
9
5
8

▲
7
7
,
0
9
8

5
7
歳

▲
1
5
,
0
7
5

▲
2
5
,
3
7
5

▲
1
9
,
1
9
5

▲
3
3
,
6
1
5

▲
2
9
,
9
2
4

▲
5
2
,
9
7
4

▲
3
8
,
6
0
4

▲
7
0
,
8
7
4

5
8
歳

▲
1
3
,
3
3
9

▲
2
2
,
3
8
9

▲
1
6
,
9
3
9

▲
2
9
,
6
0
9

▲
2
7
,
4
1
3

▲
4
8
,
5
1
3

▲
3
5
,
3
1
3

▲
6
4
,
8
5
3

5
9
歳

▲
1
1
,
6
1
0

▲
1
9
,
4
6
0

▲
1
4
,
6
9
0

▲
2
5
,
6
8
0

▲
2
4
,
9
6
4

▲
4
4
,
1
1
4

▲
3
2
,
1
0
4

▲
5
8
,
9
1
4

6
0
歳

▲
9
,
9
9
0

▲
1
6
,
6
4
0

▲
1
2
,
5
9
0

▲
2
1
,
9
0
0

▲
2
2
,
5
1
4

▲
3
9
,
8
1
4

▲
2
8
,
8
9
4

▲
5
3
,
1
1
4

6
1
歳

▲
8
,
4
2
9

▲
1
3
,
9
7
9

▲
1
0
,
5
6
9

▲
1
8
,
3
3
9

▲
2
0
,
2
2
7

▲
3
5
,
6
7
7

▲
2
5
,
9
0
7

▲
4
7
,
5
3
7

6
2
歳

▲
7
,
0
7
0

▲
1
1
,
5
7
0

▲
8
,
8
3
0

▲
1
5
,
1
3
0

▲
1
8
,
0
0
0

▲
3
1
,
7
0
0

▲
2
3
,
0
0
0

▲
4
2
,
1
8
0

6
3
歳

▲
5
,
6
8
2

▲
9
,
2
8
2

▲
7
,
0
4
2

▲
1
2
,
0
8
2

▲
1
5
,
8
7
9

▲
2
7
,
8
2
9

▲
2
0
,
2
3
9

▲
3
6
,
9
6
9

6
4
歳

▲
4
,
4
4
7

▲
7
,
1
4
7

▲
5
,
4
6
7

▲
9
,
2
4
7

▲
1
3
,
8
1
5

▲
2
4
,
1
1
5

▲
1
7
,
5
5
5

▲
3
1
,
9
7
5

6
5
歳

▲
3
,
3
4
0

▲
5
,
2
9
0

▲
4
,
0
6
0

▲
6
,
7
9
0

▲
1
1
,
8
7
0

▲
2
0
,
6
2
0

▲
1
5
,
0
3
0

▲
2
7
,
2
8
0

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

5
1
歳

▲
6
1
,
8
1
1

▲
1
0
9
,
3
8
5

5
2
歳

▲
5
9
,
4
2
3

▲
1
0
5
,
5
4
3

5
3
歳

▲
5
7
,
0
3
8

▲
1
0
1
,
4
7
8

5
4
歳

▲
5
7
,
2
5
3

▲
9
9
,
9
8
3

5
5
歳

▲
5
8
,
1
9
6

▲
1
0
4
,
0
4
6

▲
7
5
,
4
3
6

▲
1
3
9
,
6
2
6

▲
5
2
,
5
6
6

▲
9
6
,
1
0
8

5
6
歳

▲
5
4
,
7
6
9

▲
9
7
,
9
1
9

▲
7
0
,
9
2
9

▲
1
3
1
,
3
3
9

▲
5
0
,
2
2
6

▲
9
2
,
2
6
4

5
7
歳

▲
5
1
,
4
4
1

▲
9
1
,
8
4
1

▲
6
6
,
5
6
1

▲
1
2
3
,
1
2
1

▲
5
0
,
2
9
4

▲
8
8
,
2
0
0

5
8
歳

▲
4
8
,
0
7
1

▲
8
5
,
8
2
1

▲
6
2
,
1
3
1

▲
1
1
4
,
9
8
1

▲
4
5
,
6
4
1

▲
8
1
,
8
9
7

5
9
歳

▲
4
4
,
8
5
4

▲
7
9
,
9
5
4

▲
5
7
,
9
1
4

▲
1
0
7
,
0
5
4

▲
4
3
,
6
1
8

▲
7
8
,
4
1
0

6
0
歳

▲
4
1
,
6
9
8

▲
7
4
,
2
4
8

▲
5
3
,
7
7
8

▲
9
9
,
3
4
8

▲
4
3
,
4
9
0

▲
7
6
,
6
7
2

6
1
歳

▲
3
8
,
4
8
8

▲
6
8
,
4
8
8

▲
4
9
,
5
6
8

▲
9
1
,
5
6
8

▲
4
1
,
2
6
3

▲
7
0
,
9
3
9

6
2
歳

▲
3
5
,
4
9
4

▲
6
2
,
9
9
4

▲
4
5
,
6
5
4

▲
8
4
,
1
5
4

▲
3
7
,
2
0
0

▲
6
7
,
3
8
8

6
3
歳

▲
3
2
,
4
9
8

▲
5
7
,
6
4
8

▲
4
1
,
7
3
8

▲
7
6
,
9
4
8

▲
3
5
,
0
7
9

▲
6
3
,
6
6
7

6
4
歳

▲
2
9
,
5
6
4

▲
5
2
,
3
1
4

▲
3
7
,
9
0
4

▲
6
9
,
7
5
4

▲
3
4
,
8
8
7

▲
6
2
,
1
0
1

6
5
歳

▲
2
6
,
7
3
9

▲
4
7
,
1
8
9

▲
3
4
,
2
1
9

▲
6
2
,
8
4
9

▲
3
4
,
4
1
8

▲
6
0
,
0
1
6

7
0
歳

満
期

型
7
5
歳

満
期

型
8
0
歳

満
期

型
終

身
5
1
歳

▲
5
,
3
1
0

▲
1
1
,
0
0
0

▲
1
6
5
,
7
9
0

5
2
歳

▲
4
,
9
1
0

▲
1
0
,
3
7
0

▲
1
6
1
,
7
7
0

5
3
歳

▲
4
,
5
0
0

▲
9
,
7
4
0

▲
1
5
7
,
7
2
0

5
4
歳

▲
4
,
1
0
0

▲
9
,
1
1
0

▲
1
5
3
,
6
6
0

5
5
歳

▲
3
,
7
2
0

▲
8
,
4
9
0

▲
1
7
,
3
7
0

▲
1
4
9
,
5
7
0

5
6
歳

▲
3
,
3
4
0

▲
7
,
8
7
0

▲
1
6
,
4
4
0

▲
1
4
5
,
4
9
0

5
7
歳

▲
2
,
9
7
0

▲
7
,
2
8
0

▲
1
5
,
5
1
0

▲
1
4
1
,
4
1
0

5
8
歳

▲
2
,
6
1
0

▲
6
,
6
8
0

▲
1
4
,
5
9
0

▲
1
3
7
,
3
3
0

5
9
歳

▲
2
,
2
7
0

▲
6
,
1
0
0

▲
1
3
,
6
8
0

▲
1
3
3
,
2
3
0

6
0
歳

▲
1
,
9
4
0

▲
5
,
5
2
0

▲
1
2
,
7
9
0

▲
1
2
9
,
1
4
0

6
1
歳

▲
1
,
6
3
0

▲
4
,
9
6
0

▲
1
1
,
8
9
0

▲
1
2
5
,
0
5
0

6
2
歳

▲
1
,
3
2
0

▲
4
,
4
2
0

▲
1
1
,
0
2
0

▲
1
2
1
,
0
0
0

6
3
歳

▲
1
,
0
5
0

▲
3
,
8
9
0

▲
1
0
,
1
5
0

▲
1
1
6
,
9
5
0

6
4
歳

▲
7
9
0

▲
3
,
3
8
0

▲
9
,
3
0
0

▲
1
1
2
,
9
3
0

6
5
歳

▲
5
8
0

▲
2
,
9
0
0

▲
8
,
4
7
0

▲
1
0
8
,
9
2
0

遺
族

給
付

（
組

合
員

本
人

・
配

偶
者

）

入
院

日
額

5
,
0
0
0
円

入
院

日
額

7
,
0
0
0
円

8
0
歳

満
期

型
医

療
給

付
（

組
合

員
本

人
・

配
偶

者
）

入
院

日
額

5
,
0
0
0
円

入
院

日
額

7
,
0
0
0
円

入
院

日
額

5
,
0
0
0
円

入
院

日
額

7
,
0
0
0
円

医
療

給
付

（
組

合
員

本
人

・
配

偶
者

）

終
身

7
0
歳

満
期

型
7
5
歳

満
期

型

－ 86 －



【
別
紙
３
-
１
】
退
職
後
共
済
　
現
行
お
よ
び
改
定
後

の
移

行
掛

金
差

額

＜
女

性
＞

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

5
1
歳

▲
1
9
,
0
5
8

▲
3
1
,
0
5
8

▲
2
4
,
2
1
8

▲
4
1
,
0
1
8

▲
3
2
,
7
5
4

▲
5
5
,
4
0
4

▲
4
2
,
2
7
4

▲
7
3
,
9
8
4

5
2
歳

▲
1
7
,
6
3
9

▲
2
8
,
6
3
9

▲
2
2
,
3
7
9

▲
3
7
,
7
7
9

▲
3
0
,
7
2
1

▲
5
1
,
8
7
1

▲
3
9
,
6
0
1

▲
6
9
,
2
1
1

5
3
歳

▲
1
6
,
1
7
3

▲
2
6
,
1
2
3

▲
2
0
,
4
7
3

▲
3
4
,
4
0
3

▲
2
8
,
7
9
1

▲
4
8
,
4
9
1

▲
3
7
,
0
7
1

▲
6
4
,
6
5
1

5
4
歳

▲
1
4
,
7
1
4

▲
2
3
,
7
1
4

▲
1
8
,
5
7
4

▲
3
1
,
1
7
4

▲
2
6
,
8
6
9

▲
4
5
,
1
6
9

▲
3
4
,
5
4
9

▲
6
0
,
1
6
9

5
5
歳

▲
1
3
,
3
4
9

▲
2
1
,
4
4
9

▲
1
6
,
8
0
9

▲
2
8
,
1
4
9

▲
2
4
,
9
4
3

▲
4
1
,
8
9
3

▲
3
2
,
0
2
3

▲
5
5
,
7
5
3

5
6
歳

▲
1
2
,
0
5
2

▲
1
9
,
2
0
2

▲
1
5
,
1
3
2

▲
2
5
,
1
4
2

▲
2
3
,
0
7
3

▲
3
8
,
6
2
3

▲
2
9
,
5
7
3

▲
5
1
,
3
4
3

5
7
歳

▲
1
0
,
7
5
0

▲
1
7
,
0
5
0

▲
1
3
,
4
5
0

▲
2
2
,
2
7
0

▲
2
1
,
3
0
9

▲
3
5
,
5
5
9

▲
2
7
,
2
6
9

▲
4
7
,
2
1
9

5
8
歳

▲
9
,
5
5
4

▲
1
5
,
0
5
4

▲
1
1
,
9
1
4

▲
1
9
,
6
1
4

▲
1
9
,
5
4
8

▲
3
2
,
5
4
8

▲
2
4
,
9
6
8

▲
4
3
,
1
6
8

5
9
歳

▲
8
,
3
6
0

▲
1
3
,
0
6
0

▲
1
0
,
3
8
0

▲
1
6
,
9
6
0

▲
1
7
,
8
3
4

▲
2
9
,
5
3
4

▲
2
2
,
7
3
4

▲
3
9
,
1
1
4

6
0
歳

▲
7
,
2
2
5

▲
1
1
,
2
2
5

▲
8
,
9
2
5

▲
1
4
,
5
2
5

▲
1
6
,
1
2
9

▲
2
6
,
6
7
9

▲
2
0
,
5
0
9

▲
3
5
,
2
7
9

6
1
歳

▲
6
,
1
3
9

▲
9
,
4
3
9

▲
7
,
5
3
9

▲
1
2
,
1
5
9

▲
1
4
,
5
2
7

▲
2
3
,
8
7
7

▲
1
8
,
4
2
7

▲
3
1
,
5
1
7

6
2
歳

▲
5
,
2
1
5

▲
7
,
8
6
5

▲
6
,
3
7
5

▲
1
0
,
0
8
5

▲
1
2
,
9
3
5

▲
2
1
,
1
8
5

▲
1
6
,
3
5
5

▲
2
7
,
9
0
5

6
3
歳

▲
4
,
1
4
7

▲
6
,
1
9
7

▲
5
,
0
0
7

▲
7
,
8
7
7

▲
1
1
,
3
9
4

▲
1
8
,
5
9
4

▲
1
4
,
3
5
4

▲
2
4
,
4
3
4

6
4
歳

▲
3
,
3
8
7

▲
4
,
9
3
7

▲
4
,
0
6
7

▲
6
,
2
3
7

▲
9
,
9
6
0

▲
1
6
,
1
6
0

▲
1
2
,
5
0
0

▲
2
1
,
1
8
0

6
5
歳

▲
2
,
4
8
0

▲
3
,
5
8
0

▲
2
,
9
2
0

▲
4
,
4
6
0

▲
8
,
5
8
0

▲
1
3
,
8
3
0

▲
1
0
,
7
2
0

▲
1
8
,
0
7
0

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

5
1
歳

▲
6
5
,
5
0
2

▲
1
0
7
,
7
0
0

5
2
歳

▲
6
3
,
2
5
9

▲
1
0
4
,
2
6
3

5
3
歳

▲
6
1
,
0
5
9

▲
1
0
0
,
3
9
7

5
4
歳

▲
6
1
,
3
9
9

▲
9
9
,
5
5
3

5
5
歳

▲
4
2
,
9
7
1

▲
7
3
,
2
7
1

▲
5
5
,
6
9
1

▲
9
8
,
1
1
1

▲
5
9
,
0
8
3

▲
9
8
,
1
4
3

5
6
歳

▲
4
0
,
4
4
9

▲
6
8
,
8
9
9

▲
5
2
,
3
6
9

▲
9
2
,
1
9
9

▲
5
7
,
0
3
9

▲
9
4
,
8
5
5

5
7
歳

▲
3
8
,
0
3
1

▲
6
4
,
6
8
1

▲
4
9
,
1
9
1

▲
8
6
,
5
0
1

▲
5
4
,
7
9
5

▲
9
1
,
1
6
1

5
8
歳

▲
3
5
,
6
1
6

▲
6
0
,
4
6
6

▲
4
6
,
0
1
6

▲
8
0
,
8
0
6

▲
5
4
,
6
6
0

▲
8
9
,
7
5
2

5
9
歳

▲
3
3
,
2
0
4

▲
5
6
,
2
5
4

▲
4
2
,
8
4
4

▲
7
5
,
1
1
4

▲
5
2
,
3
7
6

▲
8
6
,
0
1
8

6
0
歳

▲
3
0
,
8
9
3

▲
5
2
,
1
9
3

▲
3
9
,
8
1
3

▲
6
9
,
6
3
3

▲
5
0
,
3
1
7

▲
8
2
,
5
9
9

6
1
歳

▲
2
8
,
5
8
8

▲
4
8
,
1
8
8

▲
3
6
,
7
8
8

▲
6
4
,
2
2
8

▲
4
8
,
0
8
5

▲
8
1
,
0
3
9

6
2
歳

▲
2
6
,
3
8
4

▲
4
4
,
3
8
4

▲
3
3
,
9
0
4

▲
5
9
,
1
0
4

▲
4
7
,
8
5
5

▲
7
9
,
3
4
9

6
3
歳

▲
2
4
,
1
8
3

▲
4
0
,
5
8
3

▲
3
1
,
0
2
3

▲
5
3
,
9
8
3

▲
4
5
,
7
2
0

▲
7
5
,
7
7
4

6
4
歳

▲
2
1
,
9
8
9

▲
3
6
,
7
8
9

▲
2
8
,
1
4
9

▲
4
8
,
8
6
9

▲
4
3
,
5
3
6

▲
7
2
,
2
3
0

6
5
歳

▲
1
9
,
8
9
9

▲
3
3
,
1
4
9

▲
2
5
,
4
1
9

▲
4
3
,
9
6
9

▲
4
2
,
9
4
2

▲
7
2
,
0
1
8

7
0
歳

満
期

型
7
5
歳

満
期

型
8
0
歳

満
期

型
終

身
5
1
歳

▲
2
,
6
3
0

▲
5
,
6
1
0

▲
1
9
4
,
3
8
0

5
2
歳

▲
2
,
4
1
0

▲
5
,
2
7
0

▲
1
9
0
,
5
7
0

5
3
歳

▲
2
,
2
0
0

▲
4
,
9
3
0

▲
1
8
6
,
7
3
0

5
4
歳

▲
2
,
0
0
0

▲
4
,
6
1
0

▲
1
8
2
,
8
7
0

5
5
歳

▲
1
,
7
9
0

▲
4
,
2
8
0

▲
9
,
5
2
0

▲
1
7
8
,
9
7
0

5
6
歳

▲
1
,
6
1
0

▲
3
,
9
6
0

▲
9
,
0
0
0

▲
1
7
5
,
0
5
0

5
7
歳

▲
1
,
4
2
0

▲
3
,
6
5
0

▲
8
,
4
9
0

▲
1
7
1
,
0
9
0

5
8
歳

▲
1
,
2
4
0

▲
3
,
3
5
0

▲
7
,
9
8
0

▲
1
6
7
,
1
0
0

5
9
歳

▲
1
,
0
7
0

▲
3
,
0
4
0

▲
7
,
4
8
0

▲
1
6
3
,
0
8
0

6
0
歳

▲
9
1
0

▲
2
,
7
5
0

▲
6
,
9
8
0

▲
1
5
9
,
0
4
0

6
1
歳

▲
7
5
0

▲
2
,
4
6
0

▲
6
,
4
9
0

▲
1
5
4
,
9
5
0

6
2
歳

▲
6
1
0

▲
2
,
1
9
0

▲
6
,
0
0
0

▲
1
5
0
,
8
4
0

6
3
歳

▲
4
8
0

▲
1
,
9
2
0

▲
5
,
5
2
0

▲
1
4
6
,
7
1
0

6
4
歳

▲
3
7
0

▲
1
,
6
7
0

▲
5
,
0
5
0

▲
1
4
2
,
5
4
0

6
5
歳

▲
2
6
0

▲
1
,
4
2
0

▲
4
,
5
9
0

▲
1
3
8
,
3
5
0

遺
族

給
付

（
組

合
員

本
人

・
配

偶
者

）

入
院

日
額

5
,
0
0
0
円

入
院

日
額

7
,
0
0
0
円

8
0
歳

満
期

型
医

療
給

付
（

組
合

員
本

人
・

配
偶

者
）

入
院

日
額

5
,
0
0
0
円

入
院

日
額

7
,
0
0
0
円

入
院

日
額

5
,
0
0
0
円

入
院

日
額

7
,
0
0
0
円

医
療

給
付

（
組

合
員

本
人

・
配

偶
者

）
7
0
歳

満
期

型
7
5
歳

満
期

型

終
身
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【
別
紙
３
-
２
】
退
職
後
共
済
　
現
行
お
よ
び
改

定
後

の
移

行
掛

金
改

定
率

＜
男

性
＞

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

5
1
歳

▲
2
.
9
%

▲
2
.
9
%

▲
2
.
8
%

▲
2
.
8
%

▲
3
.
6
%

▲
3
.
6
%

▲
3
.
6
%

▲
3
.
6
%

5
2
歳

▲
2
.
7
%

▲
2
.
7
%

▲
2
.
7
%

▲
2
.
7
%

▲
3
.
4
%

▲
3
.
5
%

▲
3
.
4
%

▲
3
.
4
%

5
3
歳

▲
2
.
6
%

▲
2
.
5
%

▲
2
.
5
%

▲
2
.
5
%

▲
3
.
3
%

▲
3
.
3
%

▲
3
.
2
%

▲
3
.
2
%

5
4
歳

▲
2
.
4
%

▲
2
.
4
%

▲
2
.
4
%

▲
2
.
3
%

▲
3
.
1
%

▲
3
.
1
%

▲
3
.
1
%

▲
3
.
1
%

5
5
歳

▲
2
.
2
%

▲
2
.
2
%

▲
2
.
2
%

▲
2
.
2
%

▲
2
.
9
%

▲
2
.
9
%

▲
2
.
9
%

▲
2
.
9
%

5
6
歳

▲
2
.
1
%

▲
2
.
0
%

▲
2
.
0
%

▲
2
.
0
%

▲
2
.
8
%

▲
2
.
8
%

▲
2
.
7
%

▲
2
.
7
%

5
7
歳

▲
1
.
9
%

▲
1
.
9
%

▲
1
.
9
%

▲
1
.
9
%

▲
2
.
6
%

▲
2
.
6
%

▲
2
.
6
%

▲
2
.
6
%

5
8
歳

▲
1
.
8
%

▲
1
.
7
%

▲
1
.
7
%

▲
1
.
7
%

▲
2
.
5
%

▲
2
.
4
%

▲
2
.
4
%

▲
2
.
4
%

5
9
歳

▲
1
.
6
%

▲
1
.
6
%

▲
1
.
6
%

▲
1
.
6
%

▲
2
.
3
%

▲
2
.
3
%

▲
2
.
3
%

▲
2
.
2
%

6
0
歳

▲
1
.
5
%

▲
1
.
4
%

▲
1
.
4
%

▲
1
.
4
%

▲
2
.
1
%

▲
2
.
1
%

▲
2
.
1
%

▲
2
.
1
%

6
1
歳

▲
1
.
3
%

▲
1
.
3
%

▲
1
.
3
%

▲
1
.
2
%

▲
2
.
0
%

▲
2
.
0
%

▲
2
.
0
%

▲
1
.
9
%

6
2
歳

▲
1
.
2
%

▲
1
.
1
%

▲
1
.
2
%

▲
1
.
1
%

▲
1
.
8
%

▲
1
.
8
%

▲
1
.
8
%

▲
1
.
8
%

6
3
歳

▲
1
.
0
%

▲
1
.
0
%

▲
1
.
0
%

▲
1
.
0
%

▲
1
.
7
%

▲
1
.
7
%

▲
1
.
7
%

▲
1
.
6
%

6
4
歳

▲
0
.
9
%

▲
0
.
8
%

▲
0
.
9
%

▲
0
.
8
%

▲
1
.
6
%

▲
1
.
5
%

▲
1
.
5
%

▲
1
.
5
%

6
5
歳

▲
0
.
8
%

▲
0
.
7
%

▲
0
.
7
%

▲
0
.
7
%

▲
1
.
4
%

▲
1
.
4
%

▲
1
.
4
%

▲
1
.
4
%

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

5
1
歳

▲
2
.
7
%

▲
2
.
6
%

5
2
歳

▲
2
.
5
%

▲
2
.
5
%

5
3
歳

▲
2
.
4
%

▲
2
.
4
%

5
4
歳

▲
2
.
4
%

▲
2
.
3
%

5
5
歳

▲
3
.
6
%

▲
3
.
6
%

▲
3
.
6
%

▲
3
.
6
%

▲
2
.
2
%

▲
2
.
2
%

5
6
歳

▲
3
.
5
%

▲
3
.
5
%

▲
3
.
4
%

▲
3
.
4
%

▲
2
.
1
%

▲
2
.
1
%

5
7
歳

▲
3
.
3
%

▲
3
.
3
%

▲
3
.
3
%

▲
3
.
3
%

▲
2
.
1
%

▲
2
.
0
%

5
8
歳

▲
3
.
1
%

▲
3
.
1
%

▲
3
.
1
%

▲
3
.
1
%

▲
2
.
0
%

▲
1
.
9
%

5
9
歳

▲
3
.
0
%

▲
2
.
9
%

▲
2
.
9
%

▲
2
.
9
%

▲
1
.
9
%

▲
1
.
8
%

6
0
歳

▲
2
.
8
%

▲
2
.
8
%

▲
2
.
8
%

▲
2
.
8
%

▲
1
.
9
%

▲
1
.
8
%

6
1
歳

▲
2
.
7
%

▲
2
.
6
%

▲
2
.
6
%

▲
2
.
6
%

▲
1
.
8
%

▲
1
.
6
%

6
2
歳

▲
2
.
5
%

▲
2
.
5
%

▲
2
.
5
%

▲
2
.
4
%

▲
1
.
6
%

▲
1
.
6
%

6
3
歳

▲
2
.
4
%

▲
2
.
3
%

▲
2
.
3
%

▲
2
.
3
%

▲
1
.
5
%

▲
1
.
5
%

6
4
歳

▲
2
.
2
%

▲
2
.
2
%

▲
2
.
2
%

▲
2
.
1
%

▲
1
.
6
%

▲
1
.
5
%

6
5
歳

▲
2
.
1
%

▲
2
.
0
%

▲
2
.
0
%

▲
2
.
0
%

▲
1
.
6
%

▲
1
.
4
%

7
0
歳

満
期

型
7
5
歳

満
期

型
8
0
歳

満
期

型
終

身
5
1
歳

▲
2
.
9
%

▲
3
.
8
%

▲
1
7
.
4
%

5
2
歳

▲
2
.
7
%

▲
3
.
6
%

▲
1
7
.
0
%

5
3
歳

▲
2
.
6
%

▲
3
.
4
%

▲
1
6
.
5
%

5
4
歳

▲
2
.
4
%

▲
3
.
2
%

▲
1
6
.
1
%

5
5
歳

▲
2
.
2
%

▲
3
.
0
%

▲
3
.
9
%

▲
1
5
.
6
%

5
6
歳

▲
2
.
0
%

▲
2
.
9
%

▲
3
.
7
%

▲
1
5
.
1
%

5
7
歳

▲
1
.
9
%

▲
2
.
7
%

▲
3
.
6
%

▲
1
4
.
7
%

5
8
歳

▲
1
.
7
%

▲
2
.
5
%

▲
3
.
4
%

▲
1
4
.
2
%

5
9
歳

▲
1
.
5
%

▲
2
.
3
%

▲
3
.
2
%

▲
1
3
.
8
%

6
0
歳

▲
1
.
4
%

▲
2
.
2
%

▲
3
.
0
%

▲
1
3
.
3
%

6
1
歳

▲
1
.
2
%

▲
2
.
0
%

▲
2
.
8
%

▲
1
2
.
9
%

6
2
歳

▲
1
.
1
%

▲
1
.
8
%

▲
2
.
7
%

▲
1
2
.
5
%

6
3
歳

▲
0
.
9
%

▲
1
.
7
%

▲
2
.
5
%

▲
1
2
.
0
%

6
4
歳

▲
0
.
8
%

▲
1
.
5
%

▲
2
.
3
%

▲
1
1
.
6
%

6
5
歳

▲
0
.
7
%

▲
1
.
4
%

▲
2
.
2
%

▲
1
1
.
2
%

医
療

給
付

（
組

合
員

本
人

・
配

偶
者

）
7
0
歳

満
期

型
7
5
歳

満
期

型

終
身

入
院

日
額

7
,
0
0
0
円

医
療

給
付

（
組

合
員

本
人

・
配

偶
者

）

入
院

日
額

5
,
0
0
0
円

入
院

日
額

7
,
0
0
0
円

入
院

日
額

5
,
0
0
0
円

遺
族

給
付

（
組

合
員

本
人

・
配

偶
者

）

8
0
歳

満
期

型
入

院
日

額
5
,
0
0
0
円

入
院

日
額

7
,
0
0
0
円

－ 88 －



【
別
紙
３
-
２
】
退

職
後

共
済

　
現

行
お
よ
び
改

定
後

の
移

行
掛

金
改

定
率

＜
女

性
＞

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

5
1
歳

▲
2
.
9
%

▲
2
.
8
%

▲
2
.
8
%

▲
2
.
7
%

▲
3
.
6
%

▲
3
.
6
%

▲
3
.
6
%

▲
3
.
5
%

5
2
歳

▲
2
.
7
%

▲
2
.
6
%

▲
2
.
7
%

▲
2
.
6
%

▲
3
.
5
%

▲
3
.
4
%

▲
3
.
4
%

▲
3
.
4
%

5
3
歳

▲
2
.
6
%

▲
2
.
5
%

▲
2
.
5
%

▲
2
.
4
%

▲
3
.
3
%

▲
3
.
2
%

▲
3
.
3
%

▲
3
.
2
%

5
4
歳

▲
2
.
4
%

▲
2
.
3
%

▲
2
.
4
%

▲
2
.
3
%

▲
3
.
2
%

▲
3
.
1
%

▲
3
.
1
%

▲
3
.
1
%

5
5
歳

▲
2
.
3
%

▲
2
.
2
%

▲
2
.
2
%

▲
2
.
2
%

▲
3
.
0
%

▲
2
.
9
%

▲
3
.
0
%

▲
2
.
9
%

5
6
歳

▲
2
.
1
%

▲
2
.
0
%

▲
2
.
1
%

▲
2
.
0
%

▲
2
.
9
%

▲
2
.
8
%

▲
2
.
8
%

▲
2
.
7
%

5
7
歳

▲
2
.
0
%

▲
1
.
9
%

▲
1
.
9
%

▲
1
.
9
%

▲
2
.
7
%

▲
2
.
6
%

▲
2
.
6
%

▲
2
.
6
%

5
8
歳

▲
1
.
8
%

▲
1
.
8
%

▲
1
.
8
%

▲
1
.
7
%

▲
2
.
6
%

▲
2
.
5
%

▲
2
.
5
%

▲
2
.
4
%

5
9
歳

▲
1
.
7
%

▲
1
.
6
%

▲
1
.
6
%

▲
1
.
6
%

▲
2
.
4
%

▲
2
.
3
%

▲
2
.
3
%

▲
2
.
3
%

6
0
歳

▲
1
.
5
%

▲
1
.
5
%

▲
1
.
5
%

▲
1
.
4
%

▲
2
.
2
%

▲
2
.
2
%

▲
2
.
2
%

▲
2
.
1
%

6
1
歳

▲
1
.
4
%

▲
1
.
3
%

▲
1
.
3
%

▲
1
.
3
%

▲
2
.
1
%

▲
2
.
0
%

▲
2
.
0
%

▲
2
.
0
%

6
2
歳

▲
1
.
3
%

▲
1
.
2
%

▲
1
.
2
%

▲
1
.
2
%

▲
1
.
9
%

▲
1
.
9
%

▲
1
.
9
%

▲
1
.
8
%

6
3
歳

▲
1
.
1
%

▲
1
.
0
%

▲
1
.
0
%

▲
1
.
0
%

▲
1
.
8
%

▲
1
.
7
%

▲
1
.
7
%

▲
1
.
7
%

6
4
歳

▲
1
.
0
%

▲
0
.
9
%

▲
0
.
9
%

▲
0
.
9
%

▲
1
.
6
%

▲
1
.
6
%

▲
1
.
6
%

▲
1
.
5
%

6
5
歳

▲
0
.
8
%

▲
0
.
7
%

▲
0
.
8
%

▲
0
.
7
%

▲
1
.
5
%

▲
1
.
4
%

▲
1
.
5
%

▲
1
.
4
%

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

三
大

疾
病

な
し

三
大

疾
病

あ
り

5
1
歳

▲
3
.
2
%

▲
3
.
1
%

5
2
歳

▲
3
.
1
%

▲
3
.
0
%

5
3
歳

▲
3
.
0
%

▲
2
.
8
%

5
4
歳

▲
3
.
0
%

▲
2
.
8
%

5
5
歳

▲
3
.
8
%

▲
3
.
7
%

▲
3
.
7
%

▲
3
.
7
%

▲
2
.
9
%

▲
2
.
8
%

5
6
歳

▲
3
.
6
%

▲
3
.
5
%

▲
3
.
6
%

▲
3
.
5
%

▲
2
.
8
%

▲
2
.
7
%

5
7
歳

▲
3
.
5
%

▲
3
.
4
%

▲
3
.
4
%

▲
3
.
3
%

▲
2
.
7
%

▲
2
.
6
%

5
8
歳

▲
3
.
3
%

▲
3
.
2
%

▲
3
.
2
%

▲
3
.
2
%

▲
2
.
7
%

▲
2
.
5
%

5
9
歳

▲
3
.
1
%

▲
3
.
1
%

▲
3
.
1
%

▲
3
.
0
%

▲
2
.
5
%

▲
2
.
4
%

6
0
歳

▲
3
.
0
%

▲
2
.
9
%

▲
2
.
9
%

▲
2
.
9
%

▲
2
.
4
%

▲
2
.
3
%

6
1
歳

▲
2
.
8
%

▲
2
.
7
%

▲
2
.
8
%

▲
2
.
7
%

▲
2
.
3
%

▲
2
.
3
%

6
2
歳

▲
2
.
7
%

▲
2
.
6
%

▲
2
.
6
%

▲
2
.
6
%

▲
2
.
3
%

▲
2
.
2
%

6
3
歳

▲
2
.
5
%

▲
2
.
4
%

▲
2
.
5
%

▲
2
.
4
%

▲
2
.
2
%

▲
2
.
2
%

6
4
歳

▲
2
.
4
%

▲
2
.
3
%

▲
2
.
3
%

▲
2
.
3
%

▲
2
.
1
%

▲
2
.
1
%

6
5
歳

▲
2
.
2
%

▲
2
.
1
%

▲
2
.
2
%

▲
2
.
1
%

▲
2
.
1
%

▲
2
.
1
%

7
0
歳

満
期

型
7
5
歳

満
期

型
8
0
歳

満
期

型
終

身
5
1
歳

▲
2
.
8
%

▲
3
.
7
%

▲
2
0
.
7
%

5
2
歳

▲
2
.
6
%

▲
3
.
5
%

▲
2
0
.
2
%

5
3
歳

▲
2
.
4
%

▲
3
.
3
%

▲
1
9
.
8
%

5
4
歳

▲
2
.
3
%

▲
3
.
2
%

▲
1
9
.
4
%

5
5
歳

▲
2
.
1
%

▲
3
.
0
%

▲
4
.
0
%

▲
1
8
.
9
%

5
6
歳

▲
2
.
0
%

▲
2
.
8
%

▲
3
.
8
%

▲
1
8
.
5
%

5
7
歳

▲
1
.
8
%

▲
2
.
7
%

▲
3
.
6
%

▲
1
8
.
0
%

5
8
歳

▲
1
.
7
%

▲
2
.
5
%

▲
3
.
5
%

▲
1
7
.
6
%

5
9
歳

▲
1
.
5
%

▲
2
.
3
%

▲
3
.
3
%

▲
1
7
.
1
%

6
0
歳

▲
1
.
4
%

▲
2
.
2
%

▲
3
.
1
%

▲
1
6
.
6
%

6
1
歳

▲
1
.
2
%

▲
2
.
0
%

▲
2
.
9
%

▲
1
6
.
2
%

6
2
歳

▲
1
.
1
%

▲
1
.
9
%

▲
2
.
8
%

▲
1
5
.
7
%

6
3
歳

▲
0
.
9
%

▲
1
.
7
%

▲
2
.
6
%

▲
1
5
.
3
%

6
4
歳

▲
0
.
8
%

▲
1
.
6
%

▲
2
.
4
%

▲
1
4
.
8
%

6
5
歳

▲
0
.
6
%

▲
1
.
4
%

▲
2
.
3
%

▲
1
4
.
4
%

医
療

給
付

（
組

合
員

本
人

・
配

偶
者

）
7
0
歳

満
期

型
7
5
歳

満
期

型

終
身

入
院

日
額

7
,
0
0
0
円

医
療

給
付

（
組

合
員

本
人

・
配

偶
者

）

入
院

日
額

5
,
0
0
0
円

入
院

日
額

7
,
0
0
0
円

入
院

日
額

5
,
0
0
0
円

遺
族

給
付

（
組

合
員

本
人

・
配

偶
者

）

8
0
歳

満
期

型
入

院
日

額
5
,
0
0
0
円

入
院

日
額

7
,
0
0
0
円
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【
別
紙
４
】
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

　
改

定
後

の
掛

金
表

1
.
現

行
お

よ
び

改
定

後
の

月
払

掛
金

（
１

）
5
0
万

円
型

（
満

期
金

5
0
万

円
）

単
位

：
円

（
１

）
5
0
万

円
型

（
満

期
金

5
0
万

円
）

単
位

：
円

 
 
 
 
 
 
 
 
満

了
年

齢
加

入
年

齢
満

1
1
歳

満
1
2
歳

満
1
4
歳

満
1
5
歳

満
1
7
歳

満
1
8
歳

 
 
 
 
 
 
 
 
満

了
年

齢
加

入
年

齢
満

1
1
歳

満
1
2
歳

満
1
4
歳

満
1
5
歳

満
1
7
歳

満
1
8
歳

満
0
歳

3
,
7
4
5

3
,
4
3
0

2
,
9
3
5

2
,
7
3
5

2
,
4
1
0

2
,
2
7
5

満
0
歳

3
,
6
4
5

3
,
3
3
0

2
,
8
3
5

2
,
6
3
5

2
,
3
1
0

2
,
1
7
5

満
1
歳

4
,
1
2
5

3
,
7
4
5

3
,
1
6
5

2
,
9
3
5

2
,
5
6
5

2
,
4
1
0

満
1
歳

4
,
0
2
5

3
,
6
4
5

3
,
0
6
5

2
,
8
3
5

2
,
4
6
5

2
,
3
1
0

満
2
歳

4
,
5
9
0

4
,
1
2
5

3
,
4
3
0

3
,
1
6
5

2
,
7
3
5

2
,
5
6
5

満
2
歳

4
,
4
8
5

4
,
0
2
5

3
,
3
3
0

3
,
0
6
5

2
,
6
3
5

2
,
4
6
5

満
3
歳

5
,
1
6
5

4
,
5
9
0

3
,
7
4
5

3
,
4
3
0

2
,
9
3
5

2
,
7
3
5

満
3
歳

5
,
0
6
5

4
,
4
8
5

3
,
6
4
5

3
,
3
3
0

2
,
8
3
5

2
,
6
3
5

満
4
歳

5
,
9
1
0

5
,
1
6
5

4
,
1
2
5

3
,
7
4
5

3
,
1
6
5

2
,
9
3
5

満
4
歳

5
,
8
0
5

5
,
0
6
5

4
,
0
2
5

3
,
6
4
5

3
,
0
6
5

2
,
8
3
5

満
5
歳

6
,
9
0
0

5
,
9
1
0

4
,
5
9
0

4
,
1
2
5

3
,
4
3
0

3
,
1
6
5

満
5
歳

6
,
8
0
0

5
,
8
0
5

4
,
4
8
5

4
,
0
2
5

3
,
3
3
0

3
,
0
6
5

満
6
歳

8
,
2
9
0

6
,
9
0
0

5
,
1
6
5

4
,
5
9
0

3
,
7
4
5

3
,
4
3
0

満
6
歳

8
,
1
8
5

6
,
8
0
0

5
,
0
6
5

4
,
4
8
5

3
,
6
4
5

3
,
3
3
0

満
7
歳

8
,
2
9
0

5
,
9
1
0

5
,
1
6
5

4
,
1
2
5

3
,
7
4
5

満
7
歳

8
,
1
8
5

5
,
8
0
5

5
,
0
6
5

4
,
0
2
5

3
,
6
4
5

満
8
歳

6
,
9
0
0

5
,
9
1
0

4
,
5
9
0

4
,
1
2
5

満
8
歳

6
,
8
0
0

5
,
8
0
5

4
,
4
8
5

4
,
0
2
5

満
9
歳

8
,
2
9
0

6
,
9
0
0

5
,
1
6
5

4
,
5
9
0

満
9
歳

8
,
1
8
5

6
,
8
0
0

5
,
0
6
5

4
,
4
8
5

満
1
0
歳

8
,
2
9
0

5
,
9
1
0

5
,
1
6
5

満
1
0
歳

8
,
1
8
5

5
,
8
0
5

5
,
0
6
5

満
1
1
歳

6
,
9
0
0

5
,
9
1
0

満
1
1
歳

6
,
8
0
0

5
,
8
0
5

満
1
2
歳

8
,
2
9
0

6
,
9
0
0

満
1
2
歳

8
,
1
8
5

6
,
8
0
0

満
1
3
歳

8
,
2
9
0

満
1
3
歳

8
,
1
8
5

満
1
4
歳

1
0
,
3
7
5

満
1
4
歳

1
0
,
2
7
0

（
２

）
1
0
0
万

円
型

（
満

期
金

1
0
0
万

円
）

単
位

：
円

（
２

）
1
0
0
万

円
型

（
満

期
金

1
0
0
万

円
）

単
位

：
円

 
 
 
 
 
 
 
 
満

了
年

齢
加

入
年

齢
満

1
1
歳

満
1
2
歳

満
1
4
歳

満
1
5
歳

満
1
7
歳

満
1
8
歳

 
 
 
 
 
 
 
 
満

了
年

齢
加

入
年

齢
満

1
1
歳

満
1
2
歳

満
1
4
歳

満
1
5
歳

満
1
7
歳

満
1
8
歳

満
0
歳

7
,
4
9
0

6
,
8
6
0

5
,
8
7
0

5
,
4
7
0

4
,
8
2
0

4
,
5
5
0

満
0
歳

7
,
2
9
0

6
,
6
6
0

5
,
6
7
0

5
,
2
7
0

4
,
6
2
0

4
,
3
5
0

満
1
歳

8
,
2
5
0

7
,
4
9
0

6
,
3
3
0

5
,
8
7
0

5
,
1
3
0

4
,
8
2
0

満
1
歳

8
,
0
5
0

7
,
2
9
0

6
,
1
3
0

5
,
6
7
0

4
,
9
3
0

4
,
6
2
0

満
2
歳

9
,
1
8
0

8
,
2
5
0

6
,
8
6
0

6
,
3
3
0

5
,
4
7
0

5
,
1
3
0

満
2
歳

8
,
9
7
0

8
,
0
5
0

6
,
6
6
0

6
,
1
3
0

5
,
2
7
0

4
,
9
3
0

満
3
歳

1
0
,
3
3
0

9
,
1
8
0

7
,
4
9
0

6
,
8
6
0

5
,
8
7
0

5
,
4
7
0

満
3
歳

1
0
,
1
3
0

8
,
9
7
0

7
,
2
9
0

6
,
6
6
0

5
,
6
7
0

5
,
2
7
0

満
4
歳

1
1
,
8
2
0

1
0
,
3
3
0

8
,
2
5
0

7
,
4
9
0

6
,
3
3
0

5
,
8
7
0

満
4
歳

1
1
,
6
1
0

1
0
,
1
3
0

8
,
0
5
0

7
,
2
9
0

6
,
1
3
0

5
,
6
7
0

満
5
歳

1
3
,
8
0
0

1
1
,
8
2
0

9
,
1
8
0

8
,
2
5
0

6
,
8
6
0

6
,
3
3
0

満
5
歳

1
3
,
6
0
0

1
1
,
6
1
0

8
,
9
7
0

8
,
0
5
0

6
,
6
6
0

6
,
1
3
0

満
6
歳

1
6
,
5
8
0

1
3
,
8
0
0

1
0
,
3
3
0

9
,
1
8
0

7
,
4
9
0

6
,
8
6
0

満
6
歳

1
6
,
3
7
0

1
3
,
6
0
0

1
0
,
1
3
0

8
,
9
7
0

7
,
2
9
0

6
,
6
6
0

満
7
歳

1
6
,
5
8
0

1
1
,
8
2
0

1
0
,
3
3
0

8
,
2
5
0

7
,
4
9
0

満
7
歳

1
6
,
3
7
0

1
1
,
6
1
0

1
0
,
1
3
0

8
,
0
5
0

7
,
2
9
0

満
8
歳

1
3
,
8
0
0

1
1
,
8
2
0

9
,
1
8
0

8
,
2
5
0

満
8
歳

1
3
,
6
0
0

1
1
,
6
1
0

8
,
9
7
0

8
,
0
5
0

満
9
歳

1
6
,
5
8
0

1
3
,
8
0
0

1
0
,
3
3
0

9
,
1
8
0

満
9
歳

1
6
,
3
7
0

1
3
,
6
0
0

1
0
,
1
3
0

8
,
9
7
0

満
1
0
歳

1
6
,
5
8
0

1
1
,
8
2
0

1
0
,
3
3
0

満
1
0
歳

1
6
,
3
7
0

1
1
,
6
1
0

1
0
,
1
3
0

満
1
1
歳

1
3
,
8
0
0

1
1
,
8
2
0

満
1
1
歳

1
3
,
6
0
0

1
1
,
6
1
0

満
1
2
歳

1
6
,
5
8
0

1
3
,
8
0
0

満
1
2
歳

1
6
,
3
7
0

1
3
,
6
0
0

満
1
3
歳

1
6
,
5
8
0

満
1
3
歳

1
6
,
3
7
0

満
1
4
歳

2
0
,
7
5
0

満
1
4
歳

2
0
,
5
4
0

中
学

入
学

準
備

コ
ー

ス
高

校
入

学
準

備
コ

ー
ス

大
学

入
学

準
備

コ
ー

ス
中

学
入

学
準

備
コ

ー
ス

高
校

入
学

準
備

コ
ー

ス

【
　

現
　

行
　

】
【

　
改

　
定

　
案

　
】

中
学

入
学

準
備

コ
ー

ス
高

校
入

学
準

備
コ

ー
ス

大
学

入
学

準
備

コ
ー

ス
中

学
入

学
準

備
コ

ー
ス

高
校

入
学

準
備

コ
ー

ス
大

学
入

学
準

備
コ

ー
ス

大
学

入
学

準
備

コ
ー

ス
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【
別
紙
４
】
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

　
改

定
後

の
掛

金
表

２
．

掛
金

払
込

総
額

（
１

）
5
0
万

円
型

（
満

期
金

5
0
万

円
）

単
位

：
円

（
１

）
5
0
万

円
型

（
満

期
金

5
0
万

円
）

単
位

：
円

 
 
 
 
 
 
 
 
満

了
年

齢
加

入
年

齢
満

1
1
歳

満
1
2
歳

満
1
4
歳

満
1
5
歳

満
1
7
歳

満
1
8
歳

 
 
 
 
 
 
 
 
満

了
年

齢
加

入
年

齢
満

1
1
歳

満
1
2
歳

満
1
4
歳

満
1
5
歳

満
1
7
歳

満
1
8
歳

満
0
歳

4
9
4
,
3
4
0

4
9
3
,
9
2
0

4
9
3
,
0
8
0

4
9
2
,
3
0
0

4
9
1
,
6
4
0

4
9
1
,
4
0
0

満
0
歳

4
8
1
,
1
4
0

4
7
9
,
5
2
0

4
7
6
,
2
8
0

4
7
4
,
3
0
0

4
7
1
,
2
4
0

4
6
9
,
8
0
0

満
1
歳

4
9
5
,
0
0
0

4
9
4
,
3
4
0

4
9
3
,
7
4
0

4
9
3
,
0
8
0

4
9
2
,
4
8
0

4
9
1
,
6
4
0

満
1
歳

4
8
3
,
0
0
0

4
8
1
,
1
4
0

4
7
8
,
1
4
0

4
7
6
,
2
8
0

4
7
3
,
2
8
0

4
7
1
,
2
4
0

満
2
歳

4
9
5
,
7
2
0

4
9
5
,
0
0
0

4
9
3
,
9
2
0

4
9
3
,
7
4
0

4
9
2
,
3
0
0

4
9
2
,
4
8
0

満
2
歳

4
8
4
,
3
8
0

4
8
3
,
0
0
0

4
7
9
,
5
2
0

4
7
8
,
1
4
0

4
7
4
,
3
0
0

4
7
3
,
2
8
0

満
3
歳

4
9
5
,
8
4
0

4
9
5
,
7
2
0

4
9
4
,
3
4
0

4
9
3
,
9
2
0

4
9
3
,
0
8
0

4
9
2
,
3
0
0

満
3
歳

4
8
6
,
2
4
0

4
8
4
,
3
8
0

4
8
1
,
1
4
0

4
7
9
,
5
2
0

4
7
6
,
2
8
0

4
7
4
,
3
0
0

満
4
歳

4
9
6
,
4
4
0

4
9
5
,
8
4
0

4
9
5
,
0
0
0

4
9
4
,
3
4
0

4
9
3
,
7
4
0

4
9
3
,
0
8
0

満
4
歳

4
8
7
,
6
2
0

4
8
6
,
2
4
0

4
8
3
,
0
0
0

4
8
1
,
1
4
0

4
7
8
,
1
4
0

4
7
6
,
2
8
0

満
5
歳

4
9
6
,
8
0
0

4
9
6
,
4
4
0

4
9
5
,
7
2
0

4
9
5
,
0
0
0

4
9
3
,
9
2
0

4
9
3
,
7
4
0

満
5
歳

4
8
9
,
6
0
0

4
8
7
,
6
2
0

4
8
4
,
3
8
0

4
8
3
,
0
0
0

4
7
9
,
5
2
0

4
7
8
,
1
4
0

満
6
歳

4
9
7
,
4
0
0

4
9
6
,
8
0
0

4
9
5
,
8
4
0

4
9
5
,
7
2
0

4
9
4
,
3
4
0

4
9
3
,
9
2
0

満
6
歳

4
9
1
,
1
0
0

4
8
9
,
6
0
0

4
8
6
,
2
4
0

4
8
4
,
3
8
0

4
8
1
,
1
4
0

4
7
9
,
5
2
0

満
7
歳

4
9
7
,
4
0
0

4
9
6
,
4
4
0

4
9
5
,
8
4
0

4
9
5
,
0
0
0

4
9
4
,
3
4
0

満
7
歳

4
9
1
,
1
0
0

4
8
7
,
6
2
0

4
8
6
,
2
4
0

4
8
3
,
0
0
0

4
8
1
,
1
4
0

満
8
歳

4
9
6
,
8
0
0

4
9
6
,
4
4
0

4
9
5
,
7
2
0

4
9
5
,
0
0
0

満
8
歳

4
8
9
,
6
0
0

4
8
7
,
6
2
0

4
8
4
,
3
8
0

4
8
3
,
0
0
0

満
9
歳

4
9
7
,
4
0
0

4
9
6
,
8
0
0

4
9
5
,
8
4
0

4
9
5
,
7
2
0

満
9
歳

4
9
1
,
1
0
0

4
8
9
,
6
0
0

4
8
6
,
2
4
0

4
8
4
,
3
8
0

満
1
0
歳

4
9
7
,
4
0
0

4
9
6
,
4
4
0

4
9
5
,
8
4
0

満
1
0
歳

4
9
1
,
1
0
0

4
8
7
,
6
2
0

4
8
6
,
2
4
0

満
1
1
歳

4
9
6
,
8
0
0

4
9
6
,
4
4
0

満
1
1
歳

4
8
9
,
6
0
0

4
8
7
,
6
2
0

満
1
2
歳

4
9
7
,
4
0
0

4
9
6
,
8
0
0

満
1
2
歳

4
9
1
,
1
0
0

4
8
9
,
6
0
0

満
1
3
歳

4
9
7
,
4
0
0

満
1
3
歳

4
9
1
,
1
0
0

満
1
4
歳

4
9
8
,
0
0
0

満
1
4
歳

4
9
2
,
9
6
0

（
２

）
1
0
0
万

円
型

（
満

期
金

1
0
0
万

円
）

単
位

：
円

（
２

）
1
0
0
万

円
型

（
満

期
金

1
0
0
万

円
）

単
位

：
円

 
 
 
 
 
 
 
 
満

了
年

齢
加

入
年

齢
満

1
1
歳

満
1
2
歳

満
1
4
歳

満
1
5
歳

満
1
7
歳

満
1
8
歳

 
 
 
 
 
 
 
 
満

了
年

齢
加

入
年

齢
満

1
1
歳

満
1
2
歳

満
1
4
歳

満
1
5
歳

満
1
7
歳

満
1
8
歳

満
0
歳

9
8
8
,
6
8
0

9
8
7
,
8
4
0

9
8
6
,
1
6
0

9
8
4
,
6
0
0

9
8
3
,
2
8
0

9
8
2
,
8
0
0

満
0
歳

9
6
2
,
2
8
0

9
5
9
,
0
4
0

9
5
2
,
5
6
0

9
4
8
,
6
0
0

9
4
2
,
4
8
0

9
3
9
,
6
0
0

満
1
歳

9
9
0
,
0
0
0

9
8
8
,
6
8
0

9
8
7
,
4
8
0

9
8
6
,
1
6
0

9
8
4
,
9
6
0

9
8
3
,
2
8
0

満
1
歳

9
6
6
,
0
0
0

9
6
2
,
2
8
0

9
5
6
,
2
8
0

9
5
2
,
5
6
0

9
4
6
,
5
6
0

9
4
2
,
4
8
0

満
2
歳

9
9
1
,
4
4
0

9
9
0
,
0
0
0

9
8
7
,
8
4
0

9
8
7
,
4
8
0

9
8
4
,
6
0
0

9
8
4
,
9
6
0

満
2
歳

9
6
8
,
7
6
0

9
6
6
,
0
0
0

9
5
9
,
0
4
0

9
5
6
,
2
8
0

9
4
8
,
6
0
0

9
4
6
,
5
6
0

満
3
歳

9
9
1
,
6
8
0

9
9
1
,
4
4
0

9
8
8
,
6
8
0

9
8
7
,
8
4
0

9
8
6
,
1
6
0

9
8
4
,
6
0
0

満
3
歳

9
7
2
,
4
8
0

9
6
8
,
7
6
0

9
6
2
,
2
8
0

9
5
9
,
0
4
0

9
5
2
,
5
6
0

9
4
8
,
6
0
0

満
4
歳

9
9
2
,
8
8
0

9
9
1
,
6
8
0

9
9
0
,
0
0
0

9
8
8
,
6
8
0

9
8
7
,
4
8
0

9
8
6
,
1
6
0

満
4
歳

9
7
5
,
2
4
0

9
7
2
,
4
8
0

9
6
6
,
0
0
0

9
6
2
,
2
8
0

9
5
6
,
2
8
0

9
5
2
,
5
6
0

満
5
歳

9
9
3
,
6
0
0

9
9
2
,
8
8
0

9
9
1
,
4
4
0

9
9
0
,
0
0
0

9
8
7
,
8
4
0

9
8
7
,
4
8
0

満
5
歳

9
7
9
,
2
0
0

9
7
5
,
2
4
0

9
6
8
,
7
6
0

9
6
6
,
0
0
0

9
5
9
,
0
4
0

9
5
6
,
2
8
0

満
6
歳

9
9
4
,
8
0
0

9
9
3
,
6
0
0

9
9
1
,
6
8
0

9
9
1
,
4
4
0

9
8
8
,
6
8
0

9
8
7
,
8
4
0

満
6
歳

9
8
2
,
2
0
0

9
7
9
,
2
0
0

9
7
2
,
4
8
0

9
6
8
,
7
6
0

9
6
2
,
2
8
0

9
5
9
,
0
4
0

満
7
歳

9
9
4
,
8
0
0

9
9
2
,
8
8
0

9
9
1
,
6
8
0

9
9
0
,
0
0
0

9
8
8
,
6
8
0

満
7
歳

9
8
2
,
2
0
0

9
7
5
,
2
4
0

9
7
2
,
4
8
0

9
6
6
,
0
0
0

9
6
2
,
2
8
0

満
8
歳

9
9
3
,
6
0
0

9
9
2
,
8
8
0

9
9
1
,
4
4
0

9
9
0
,
0
0
0

満
8
歳

9
7
9
,
2
0
0

9
7
5
,
2
4
0

9
6
8
,
7
6
0

9
6
6
,
0
0
0

満
9
歳

9
9
4
,
8
0
0

9
9
3
,
6
0
0

9
9
1
,
6
8
0

9
9
1
,
4
4
0

満
9
歳

9
8
2
,
2
0
0

9
7
9
,
2
0
0

9
7
2
,
4
8
0

9
6
8
,
7
6
0

満
1
0
歳

9
9
4
,
8
0
0

9
9
2
,
8
8
0

9
9
1
,
6
8
0

満
1
0
歳

9
8
2
,
2
0
0

9
7
5
,
2
4
0

9
7
2
,
4
8
0

満
1
1
歳

9
9
3
,
6
0
0

9
9
2
,
8
8
0

満
1
1
歳

9
7
9
,
2
0
0

9
7
5
,
2
4
0

満
1
2
歳

9
9
4
,
8
0
0

9
9
3
,
6
0
0

満
1
2
歳

9
8
2
,
2
0
0

9
7
9
,
2
0
0

満
1
3
歳

9
9
4
,
8
0
0

満
1
3
歳

9
8
2
,
2
0
0

満
1
4
歳

9
9
6
,
0
0
0

満
1
4
歳

9
8
5
,
9
2
0

大
学

入
学

準
備

コ
ー

ス

【
　

現
　

行
　

】
【

　
改

　
定

　
案

　
】

中
学

入
学

準
備

コ
ー

ス
高

校
入

学
準

備
コ

ー
ス

大
学

入
学

準
備

コ
ー

ス
中

学
入

学
準

備
コ

ー
ス

高
校

入
学

準
備

コ
ー

ス
大

学
入

学
準

備
コ

ー
ス

中
学

入
学

準
備

コ
ー

ス
高

校
入

学
準

備
コ

ー
ス

大
学

入
学

準
備

コ
ー

ス
中

学
入

学
準

備
コ

ー
ス

高
校

入
学

準
備

コ
ー

ス
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【
別

紙
５
】
親
子
共
済
　
改
定
後
の
満
期
共

済
金
額

１
．
親

子
共

済
の

保
障

内
容

（
１
）
　
満
期
金
　
：

組
合
員
の
性
別
・
加
入
年
齢
に
よ
り
異
な
る
。
満
期
金
額
は
組
合
員
の
死
亡
保
障
と
同
程
度
。

（
２
）
　
組
合
員
の
死
亡
・
重
度
障
害
保
障
　
：

組
合
員

の
加
入
年
齢
・
性
別
に
よ
り
異
な
る
。
死
亡
保
障
額
は
満
期
金
額
と
同
程
度
。

（
３
）
　
子
ど
も
の
死
亡
・
重
度
障
害
保
障
　
：

1
口
あ
た
り
1
0
万
円

２
．
現

行
お
よ
び
改

定
後

の
満

期
金

・
死

亡
保

障
額

（
1
口

あ
た
り
）

＜
男

性
＞

※
太
枠
・
網
掛
け
部
分
は
元
本
割
れ
。

＜
男

性
＞

※
太
枠
・
網
掛
け
部
分
は
元
本
割
れ
。

加
入

年
齢

(子
)→

6
歳

5
歳

4
歳

3
歳

2
歳

1
歳

0
歳

加
入

年
齢

(子
)→

6
歳

5
歳

4
歳

3
歳

2
歳

1
歳

0
歳

共
済

期
間

→
1
2
年

1
3
年

1
4
年

1
5
年

1
6
年

1
7
年

1
8
年

共
済

期
間

→
1
2
年

1
3
年

1
4
年

1
5
年

1
6
年

1
7
年

1
8
年

払
込
掛

金
累

計
→

7
2
0
,0
0
0
円

7
8
0
,0
0
0
円

8
4
0
,0
0
0
円

9
0
0
,0
0
0
円

9
6
0
,0
0
0
円

1
,0
2
0
,0
0
0
円

1
,0
8
0
,0
0
0
円

払
込

掛
金

累
計

→
7
2
0
,0
0
0
円

7
8
0
,0
0
0
円

8
4
0
,0
0
0
円

9
0
0
,0
0
0
円

9
6
0
,0
0
0
円

1
,0
2
0
,0
0
0
円

1
,0
8
0
,0
0
0
円

↓
加

入
年

齢
(親

)
↓

加
入

年
齢

(親
)

1
8

7
2
3
,3
0
3

7
8
4
,6
4
0

8
4
5
,0
7
7

9
0
5
,7
5
1

9
6
4
,7
5
2

1
,0
2
5
,3
1
6

1
,0
8
7
,2
4
8

1
8

7
4
5
,2
88

8
0
8
,7
6
0

8
7
5
,3
1
3

9
4
0
,6
5
5

1
,0
0
4
,3
2
9

1
,0
7
0
,4
8
4

1
,1
3
5
,3
6
2

1
9

7
2
3
,3
0
3

7
8
3
,3
6
0

8
4
3
,5
2
3

9
0
3
,8
9
6

9
6
4
,7
5
2

1
,0
2
5
,3
1
6

1
,0
8
7
,2
4
8

1
9

7
4
5
,2
88

8
0
8
,7
6
0

8
7
3
,7
0
3

9
3
8
,7
2
8

1
,0
0
2
,0
6
1

1
,0
7
0
,4
8
4

1
,1
3
5
,3
6
2

2
0

7
2
2
,1
2
3

7
8
3
,3
6
0

8
4
3
,5
2
3

9
0
3
,8
9
6

9
6
4
,7
5
2

1
,0
2
5
,3
1
6

1
,0
8
7
,2
4
8

2
0

7
4
4
,0
72

8
0
7
,2
7
2

8
7
3
,7
0
3

9
3
8
,7
2
8

1
,0
0
2
,0
6
1

1
,0
7
0
,4
8
4

1
,1
3
5
,3
6
2

2
1

7
2
2
,1
2
3

7
8
3
,3
6
0

8
4
3
,5
2
3

9
0
3
,8
9
6

9
6
4
,7
5
2

1
,0
2
5
,3
1
6

1
,0
8
4
,7
8
7

2
1

7
4
4
,0
72

8
0
7
,2
7
2

8
7
3
,7
0
3

9
3
8
,7
2
8

1
,0
0
2
,0
6
1

1
,0
7
0
,4
8
4

1
,1
3
2
,5
5
2

2
2

7
2
2
,1
2
3

7
8
3
,3
6
0

8
4
3
,5
2
3

9
0
3
,8
9
6

9
6
4
,7
5
2

1
,0
2
2
,9
9
5

1
,0
8
4
,7
8
7

2
2

7
4
4
,0
72

8
0
7
,2
7
2

8
7
3
,7
0
3

9
3
8
,7
2
8

1
,0
0
2
,0
6
1

1
,0
6
8
,0
6
1

1
,1
3
2
,5
5
2

2
3

7
2
2
,1
2
3

7
8
3
,3
6
0

8
4
3
,5
2
3

9
0
2
,0
4
0

9
6
2
,7
7
2

1
,0
2
2
,9
9
5

1
,0
8
4
,7
8
7

2
3

7
4
4
,0
72

8
0
7
,2
7
2

8
7
3
,7
0
3

9
3
6
,8
0
1

9
9
9
,7
9
3

1
,0
6
8
,0
6
1

1
,1
3
2
,5
5
2

2
4

7
2
2
,1
2
3

7
8
3
,3
6
0

8
4
1
,9
6
8

9
0
2
,0
4
0

9
6
2
,7
7
2

1
,0
2
2
,9
9
5

1
,0
8
2
,3
2
6

2
4

7
4
4
,0
72

8
0
7
,2
7
2

8
7
2
,0
9
3

9
3
6
,8
0
1

9
9
9
,7
9
3

1
,0
6
8
,0
6
1

1
,1
2
9
,7
4
2

2
5

7
2
0
,9
4
3

7
8
2
,0
8
0

8
4
1
,9
6
8

9
0
2
,0
4
0

9
6
2
,7
7
2

1
,0
2
0
,6
7
5

1
,0
8
2
,3
2
6

2
5

7
4
4
,0
72

8
0
5
,7
8
5

8
7
2
,0
9
3

9
3
6
,8
0
1

9
9
9
,7
9
3

1
,0
6
5
,6
3
8

1
,1
2
9
,7
4
2

2
6

7
2
0
,9
4
3

7
8
2
,0
8
0

8
4
1
,9
6
8

9
0
0
,1
8
5

9
6
0
,7
9
2

1
,0
2
0
,6
7
5

1
,0
7
9
,8
6
5

2
6

7
4
2
,8
57

8
0
5
,7
8
5

8
7
2
,0
9
3

9
3
6
,8
0
1

9
9
7
,5
2
5

1
,0
6
5
,6
3
8

1
,1
2
9
,7
4
2

2
7

7
2
0
,9
4
3

7
8
2
,0
8
0

8
4
0
,4
1
4

9
0
0
,1
8
5

9
6
0
,7
9
2

1
,0
1
8
,3
5
4

1
,0
7
9
,8
6
5

2
7

7
4
2
,8
57

8
0
5
,7
8
5

8
7
0
,4
8
3

9
3
4
,8
7
4

9
9
7
,5
2
5

1
,0
6
3
,2
1
5

1
,1
2
6
,9
3
2

2
8

7
2
0
,9
4
3

7
8
0
,8
0
0

8
4
0
,4
1
4

9
0
0
,1
8
5

9
5
8
,8
1
1

1
,0
1
8
,3
5
4

1
,0
7
7
,4
0
4

2
8

7
4
2
,8
57

8
0
4
,2
9
7

8
7
0
,4
8
3

9
3
4
,8
7
4

9
9
8
,3
5
0

1
,0
6
3
,2
1
5

1
,1
2
4
,1
2
1

2
9

7
1
9
,7
6
4

7
8
0
,8
0
0

8
3
8
,8
6
0

8
9
8
,3
3
0

9
5
6
,8
3
1

1
,0
1
6
,0
3
3

1
,0
7
4
,9
4
4

2
9

7
4
1
,6
41

8
0
4
,2
9
7

8
6
8
,8
7
2

9
3
2
,9
4
7

9
9
8
,3
5
0

1
,0
6
0
,7
9
2

1
,1
2
4
,1
2
1

3
0

7
1
8
,5
8
4

7
7
9
,5
2
0

8
3
8
,8
6
0

8
9
9
,4
4
3

9
5
6
,8
3
1

1
,0
1
3
,7
1
3

1
,0
7
4
,9
4
4

3
0

7
4
1
,6
41

8
0
2
,8
0
9

8
6
8
,8
7
2

9
3
1
,0
2
1

9
9
6
,2
8
8

1
,0
5
8
,3
7
0

1
,1
2
1
,3
1
1

3
1

7
1
8
,5
8
4

7
7
8
,2
4
0

8
3
7
,3
0
5

8
9
7
,7
7
3

9
5
4
,8
5
1

1
,0
1
1
,3
9
2

1
,0
7
2
,4
8
3

3
1

7
4
0
,4
25

8
0
1
,3
2
2

8
6
7
,2
6
2

9
3
1
,0
2
1

9
9
4
,2
2
6

1
,0
5
5
,9
4
7

1
,1
1
8
,5
0
1

3
2

7
1
7
,4
0
4

7
7
8
,2
4
0

8
3
5
,7
5
1

8
9
7
,7
7
3

9
5
2
,8
7
1

1
,0
0
9
,0
7
1

1
,0
7
0
,0
2
2

3
2

7
3
9
,2
09

8
0
1
,3
2
2

8
6
5
,6
5
2

9
2
9
,0
9
4

9
9
2
,1
6
4

1
,0
5
3
,5
2
4

1
,1
1
5
,6
9
0

3
3

7
1
6
,2
2
4

7
7
6
,9
6
0

8
3
4
,1
9
6

8
9
6
,1
0
3

9
5
0
,8
9
1

1
,0
0
6
,7
5
1

1
,0
6
5
,1
0
0

3
3

7
3
7
,9
93

7
9
9
,8
3
4

8
6
4
,0
4
2

9
2
7
,1
6
7

9
9
0
,1
0
3

1
,0
5
1
,1
0
1

1
,1
1
2
,8
8
0

3
4

7
1
5
,0
4
4

7
7
5
,6
8
0

8
3
2
,6
4
2

8
9
2
,7
6
4

9
4
8
,9
1
0

1
,0
0
4
,4
3
0

1
,0
6
2
,6
3
9

3
4

7
3
6
,7
78

7
9
8
,3
4
7

8
6
2
,4
3
2

9
2
5
,2
4
0

9
8
8
,0
4
1

1
,0
4
8
,6
7
8

1
,1
0
7
,2
5
9

3
5

7
1
3
,8
6
4

7
7
4
,4
0
0

8
3
1
,0
8
8

8
9
1
,0
9
4

9
4
4
,9
5
0

9
9
9
,7
8
9

1
,0
5
7
,7
1
8

3
5

7
3
5
,5
6
2

80
0
,0
0
0

8
6
0
,8
2
2

9
2
1
,3
8
7

9
8
5
,9
7
9

1
,0
4
6
,2
5
5

1
,1
0
4
,4
4
9

3
6

7
1
2
,6
8
4

7
7
1
,8
4
0

8
2
9
,5
3
3

8
8
9
,4
2
4

9
4
2
,9
7
0

9
9
7
,4
6
8

1
,0
5
5
,2
5
7

3
6

7
3
4
,3
4
6

79
8
,6
7
7

8
5
9
,2
1
2

9
1
9
,4
6
0

9
8
1
,8
5
5

1
,0
4
1
,4
0
9

1
,0
9
8
,8
2
9

3
7

7
1
1
,5
0
4

7
7
0
,5
6
0

8
2
6
,4
2
4

8
8
6
,0
8
5

9
3
9
,0
0
9

9
9
8
,3
1
2

1
,0
5
0
,3
3
5

3
7

7
3
3
,1
3
0

79
6
,0
3
3

8
5
5
,9
9
2

9
1
5
,6
0
6

9
7
7
,7
3
1

1
,0
3
6
,5
6
3

1
,0
9
9
,5
3
1

3
8

7
0
9
,1
4
4

7
6
8
,0
0
0

8
2
4
,8
7
0

8
8
2
,7
4
5

9
3
5
,0
4
9

9
9
4
,0
9
2

1
,0
4
5
,4
1
3

3
8

7
3
1
,9
1
4

79
4
,7
1
0

8
5
4
,3
8
2

9
1
3
,6
8
0

9
7
5
,6
7
0

1
,0
3
1
,7
1
8

1
,0
9
4
,3
7
9

3
9

7
0
7
,9
6
4

7
6
6
,7
2
0

8
2
1
,7
6
1

8
8
1
,0
7
6

9
3
1
,0
8
9

9
8
9
,8
7
3

1
,0
3
8
,0
3
1

3
9

7
2
9
,4
8
3

79
2
,0
6
6

8
5
1
,1
6
2

9
0
9
,8
2
6

9
7
1
,5
4
6

1
,0
2
6
,8
7
2

1
,0
8
9
,2
2
7

4
0

7
0
5
,6
0
4

7
6
4
,1
6
0

8
1
8
,6
5
2

8
7
7
,7
3
6

9
2
7
,1
2
8

9
8
3
,5
4
4

1
,0
3
3
,1
0
9

4
0

7
2
7
,0
5
1

78
9
,4
2
1

8
4
7
,9
4
2

9
0
5
,9
7
3

9
6
5
,3
6
0

1
,0
2
2
,0
2
6

1
,0
8
1
,4
9
8

4
1

7
0
3
,2
4
4

7
6
1
,6
0
0

8
1
5
,5
4
4

8
7
2
,7
2
7

9
2
1
,1
8
8

9
7
9
,3
2
4

1
,0
2
5
,7
2
7

4
1

7
2
4
,6
2
0

78
6
,7
7
6

8
4
4
,7
2
2

9
0
0
,1
9
2

9
6
1
,2
3
7

1
,0
1
4
,7
5
7

1
,0
7
3
,7
7
0

4
2

7
0
0
,8
8
4

7
5
9
,0
4
0

8
1
0
,8
8
0

8
6
7
,7
1
7

9
1
7
,2
2
7

9
7
2
,9
9
5

1
,0
1
8
,3
4
4

4
2

7
2
2
,1
8
8

78
4
,1
3
2

8
3
9
,8
9
2

8
9
6
,3
3
9

9
5
5
,0
5
1

1
,0
0
7
,4
8
8

1
,0
6
6
,0
4
2

4
3

6
9
8
,5
2
5

7
5
5
,2
0
0

8
0
6
,2
1
7

8
6
2
,7
0
8

9
0
9
,3
0
6

9
6
4
,5
5
6

4
3

7
1
9
,7
5
6

7
8
0
,1
6
5

8
3
6,
6
7
2

8
9
7
,6
8
7

9
4
8
,8
6
5

1
,0
0
0
,2
2
0

4
4

6
9
4
,9
8
5

7
5
1
,3
6
0

8
0
1
,5
5
4

8
5
7
,6
9
9

9
0
3
,3
6
6

4
4

7
1
6
,1
0
9

7
7
6
,1
9
8

8
3
1
,8
4
2

8
9
2,
4
8
5

9
4
0
,6
1
8

4
5

6
9
7
,0
5
0

7
4
7
,5
2
0

7
9
6
,8
9
1

8
5
1
,0
2
0

4
5

7
1
2
,4
6
2

7
7
2
,2
3
1

8
2
5
,4
0
2

8
8
5
,5
4
9

4
6

6
9
2
,9
2
0

7
4
2
,4
0
0

7
9
8
,6
1
8

4
6

7
0
8
,8
1
4

7
6
8
,2
6
4

8
1
8
,9
6
2

4
7

6
8
9
,8
2
3

7
3
7
,2
8
0

4
7

7
0
3
,9
5
1

7
6
2
,9
7
5

4
8

6
8
4
,6
6
0

4
8

6
9
9
,0
8
8

【
　
現
　
行
　
】

【
　

改
　

定
　

案
　

】

満
期
金
（
組

合
員

の
死

亡
保

障
額

も
同

程
度

）
満
期
金
（
組
合
員
の
死
亡
保
障
額
も
同
程
度
）
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＜
女

性
＞

※
太
枠
・
網
掛
け
部
分
は
元
本
割
れ
。

＜
女

性
＞

※
太
枠
・
網
掛
け
部
分
は
元
本
割
れ
。

加
入

年
齢

(子
)→

6
歳

5
歳

4
歳

3
歳

2
歳

1
歳

0
歳

加
入

年
齢

(子
)→

6
歳

5
歳

4
歳

3
歳

2
歳

1
歳

0
歳

共
済

期
間

→
1
2
年

1
3
年

1
4
年

1
5
年

1
6
年

1
7
年

1
8
年

共
済

期
間

→
1
2
年

1
3
年

1
4
年

1
5
年

1
6
年

1
7
年

1
8
年

払
込
掛

金
累

計
→

7
2
0
,0
0
0
円

7
8
0
,0
0
0
円

8
4
0
,0
0
0
円

9
0
0
,0
0
0
円

9
6
0
,0
0
0
円

1
,0
2
0
,0
0
0
円

1
,0
8
0
,0
0
0
円

払
込

掛
金

累
計

→
7
2
0
,0
0
0
円

7
8
0
,0
0
0
円

8
4
0
,0
0
0
円

9
0
0
,0
0
0
円

9
6
0
,0
0
0
円

1
,0
2
0
,0
0
0
円

1
,0
8
0
,0
0
0
円

↓
加

入
年

齢
(親

)
↓

加
入

年
齢

(親
)

1
8

7
2
5
,6
6
3

7
8
7
,2
0
0

8
4
8
,1
8
6

9
0
9
,4
6
1

9
7
0
,6
9
3

1
,0
3
2
,2
7
8

1
,0
9
4
,6
3
0

1
8

7
4
7
,7
20

8
1
1
,7
3
5

8
7
8
,5
3
3

9
4
4
,5
0
8

1
,0
0
8
,8
6
5

1
,0
7
7
,7
5
3

1
,1
4
3
,7
9
3

1
9

7
2
5
,6
6
3

7
8
7
,2
0
0

8
4
8
,1
8
6

9
0
9
,4
6
1

9
7
0
,6
9
3

1
,0
3
2
,2
7
8

1
,0
9
4
,6
3
0

1
9

7
4
7
,7
20

8
1
1
,7
3
5

8
7
8
,5
3
3

9
4
4
,5
0
8

1
,0
0
8
,8
6
5

1
,0
7
7
,7
5
3

1
,1
4
3
,7
9
3

2
0

7
2
5
,6
6
3

7
8
7
,2
0
0

8
4
8
,1
8
6

9
0
9
,4
6
1

9
7
0
,6
9
3

1
,0
3
2
,2
7
8

1
,0
9
4
,6
3
0

2
0

7
4
7
,7
20

8
1
1
,7
3
5

8
7
8
,5
3
3

9
4
4
,5
0
8

1
,0
0
8
,8
6
5

1
,0
7
7
,7
5
3

1
,1
4
3
,7
9
3

2
1

7
2
5
,6
6
3

7
8
7
,2
0
0

8
4
8
,1
8
6

9
0
9
,4
6
1

9
7
0
,6
9
3

1
,0
2
9
,9
5
7

1
,0
9
2
,1
7
0

2
1

7
4
7
,7
20

8
1
1
,7
3
5

8
7
8
,5
3
3

9
4
4
,5
0
8

1
,0
0
8
,8
6
5

1
,0
7
5
,3
3
0

1
,1
4
0
,9
8
3

2
2

7
2
5
,6
6
3

7
8
7
,2
0
0

8
4
8
,1
8
6

9
0
9
,4
6
1

9
6
8
,7
1
2

1
,0
2
9
,9
5
7

1
,0
9
2
,1
7
0

2
2

7
4
7
,7
20

8
1
1
,7
3
5

8
7
8
,5
3
3

9
4
4
,5
0
8

1
,0
0
6
,5
9
7

1
,0
7
5
,3
3
0

1
,1
4
0
,9
8
3

2
3

7
2
5
,6
6
3

7
8
7
,2
0
0

8
4
6
,6
3
2

9
0
7
,6
0
6

9
6
8
,7
1
2

1
,0
2
9
,9
5
7

1
,0
9
2
,1
7
0

2
3

7
4
7
,7
20

8
1
1
,7
3
5

8
7
6
,9
2
3

9
4
2
,5
8
1

1
,0
0
6
,5
9
7

1
,0
7
5
,3
3
0

1
,1
4
0
,9
8
3

2
4

7
2
5
,6
6
3

7
8
5
,9
2
0

8
4
6
,6
3
2

9
0
7
,6
0
6

9
6
8
,7
1
2

1
,0
2
9
,9
5
7

1
,0
9
2
,1
7
0

2
4

7
4
7
,7
20

8
1
0
,2
4
7

8
7
6
,9
2
3

9
4
2
,5
8
1

1
,0
0
6
,5
9
7

1
,0
7
5
,3
3
0

1
,1
4
0
,9
8
3

2
5

7
2
4
,4
8
3

7
8
5
,9
2
0

8
4
6
,6
3
2

9
0
7
,6
0
6

9
6
8
,7
1
2

1
,0
2
7
,6
3
7

1
,0
8
9
,7
0
9

2
5

7
4
6
,5
04

8
1
0
,2
4
7

8
7
6
,9
2
3

9
4
2
,5
8
1

1
,0
0
6
,5
9
7

1
,0
7
2
,9
0
7

1
,1
3
8
,1
7
3

2
6

7
2
4
,4
8
3

7
8
5
,9
2
0

8
4
6
,6
3
2

9
0
5
,7
5
1

9
6
6
,7
3
2

1
,0
2
7
,6
3
7

1
,0
8
9
,7
0
9

2
6

7
4
6
,5
04

8
1
0
,2
4
7

8
7
6
,9
2
3

9
4
0
,6
5
5

1
,0
0
4
,3
2
9

1
,0
7
2
,9
0
7

1
,1
3
8
,1
7
3

2
7

7
2
4
,4
8
3

7
8
5
,9
2
0

8
4
5
,0
7
7

9
0
5
,7
5
1

9
6
6
,7
3
2

1
,0
2
7
,6
3
7

1
,0
8
7
,2
4
8

2
7

7
4
6
,5
04

8
1
0
,2
4
7

8
7
5
,3
1
3

9
4
0
,6
5
5

1
,0
0
4
,3
2
9

1
,0
7
2
,9
0
7

1
,1
3
5
,3
6
2

2
8

7
2
3
,3
0
3

7
8
4
,6
4
0

8
4
5
,0
7
7

9
0
5
,7
5
1

9
6
4
,7
5
2

1
,0
2
5
,3
1
6

1
,0
8
7
,2
4
8

2
8

7
4
5
,2
88

8
0
8
,7
6
0

8
7
5
,3
1
3

9
4
0
,6
5
5

1
,0
0
4
,3
2
9

1
,0
7
0
,4
8
4

1
,1
3
5
,3
6
2

2
9

7
2
3
,3
0
3

7
8
4
,6
4
0

8
4
5
,0
7
7

9
0
3
,8
9
6

9
6
4
,7
5
2

1
,0
2
5
,3
1
6

1
,0
8
4
,7
8
7

2
9

7
4
5
,2
88

8
0
8
,7
6
0

8
7
5
,3
1
3

9
3
8
,7
2
8

1
,0
0
2
,0
6
1

1
,0
7
0
,4
8
4

1
,1
3
2
,5
5
2

3
0

7
2
3
,3
0
3

7
8
3
,3
6
0

8
4
3
,5
2
3

9
0
3
,8
9
6

9
6
4
,7
5
2

1
,0
2
2
,9
9
5

1
,0
8
4
,7
8
7

3
0

7
4
5
,2
88

8
0
7
,2
7
2

8
7
3
,7
0
3

9
3
8
,7
2
8

1
,0
0
2
,0
6
1

1
,0
6
8
,0
6
1

1
,1
3
2
,5
5
2

3
1

7
2
2
,1
2
3

7
8
3
,3
6
0

8
4
3
,5
2
3

9
0
2
,0
4
0

9
6
2
,7
7
2

1
,0
2
2
,9
9
5

1
,0
8
2
,3
2
6

3
1

7
4
4
,0
72

8
0
7
,2
7
2

8
7
3
,7
0
3

9
3
6
,8
0
1

9
9
9
,7
9
3

1
,0
6
8
,0
6
1

1
,1
2
9
,7
4
2

3
2

7
2
2
,1
2
3

7
8
2
,0
8
0

8
4
1
,9
6
8

9
0
2
,0
4
0

9
6
0
,7
9
2

1
,0
2
0
,6
7
5

1
,0
8
2
,3
2
6

3
2

7
4
4
,0
72

8
0
5
,7
8
5

8
7
2
,0
9
3

9
3
6
,8
0
1

9
9
9
,7
9
3

1
,0
6
5
,6
3
8

1
,1
2
9
,7
4
2

3
3

7
2
0
,9
4
3

7
8
2
,0
8
0

8
4
1
,9
6
8

9
0
0
,1
8
5

9
6
0
,7
9
2

1
,0
1
8
,3
5
4

1
,0
7
9
,8
6
5

3
3

7
4
2
,8
57

8
0
5
,7
8
5

8
7
2
,0
9
3

9
3
4
,8
7
4

9
9
7
,5
2
5

1
,0
6
3
,2
1
5

1
,1
2
6
,9
3
2

3
4

7
2
0
,9
4
3

7
8
0
,8
0
0

8
4
0
,4
1
4

9
0
0
,1
8
5

9
5
8
,8
1
1

1
,0
1
8
,3
5
4

1
,0
7
7
,4
0
4

3
4

7
4
2
,8
57

8
0
4
,2
9
7

8
7
0
,4
8
3

9
3
4
,8
7
4

9
9
8
,3
5
0

1
,0
6
3
,2
1
5

1
,1
2
4
,1
2
1

3
5

7
1
9
,7
6
4

7
8
0
,8
0
0

8
3
8
,8
6
0

8
9
8
,3
3
0

9
5
6
,8
3
1

1
,0
1
6
,0
3
3

1
,0
7
4
,9
4
4

3
5

7
4
1
,6
41

8
0
4
,2
9
7

8
6
8
,8
7
2

9
3
2
,9
4
7

9
9
6
,2
8
8

1
,0
6
0
,7
9
2

1
,1
2
1
,3
1
1

3
6

7
1
8
,5
8
4

7
7
9
,5
2
0

8
3
7
,3
0
5

8
9
9
,4
4
3

9
5
4
,8
5
1

1
,0
1
3
,7
1
3

1
,0
7
2
,4
8
3

3
6

7
4
0
,4
25

8
0
2
,8
0
9

8
6
8
,8
7
2

9
3
1
,0
2
1

9
9
4
,2
2
6

1
,0
5
8
,3
7
0

1
,1
1
8
,5
0
1

3
7

7
1
8
,5
8
4

7
7
8
,2
4
0

8
3
7
,3
0
5

8
9
7
,7
7
3

9
5
2
,8
7
1

1
,0
1
1
,3
9
2

1
,0
7
0
,0
2
2

3
7

7
4
0
,4
25

8
0
1
,3
2
2

8
6
7
,2
6
2

9
2
9
,0
9
4

9
9
2
,1
6
4

1
,0
5
5
,9
4
7

1
,1
1
5
,6
9
0

3
8

7
1
7
,4
0
4

7
7
6
,9
6
0

8
3
5
,7
5
1

8
9
6
,1
0
3

9
5
0
,8
9
1

1
,0
0
9
,0
7
1

1
,0
6
7
,5
6
1

3
8

7
3
9
,2
09

7
9
9
,8
3
4

8
6
5
,6
5
2

9
2
7
,1
6
7

9
9
0
,1
0
3

1
,0
5
3
,5
2
4

1
,1
1
2
,8
8
0

3
9

7
1
6
,2
2
4

7
7
5
,6
8
0

8
3
2
,6
4
2

8
9
4
,4
3
4

9
4
8
,9
1
0

1
,0
0
4
,4
3
0

1
,0
6
2
,6
3
9

3
9

7
3
7
,9
93

7
9
8
,3
4
7

8
6
4
,0
4
2

9
2
5
,2
4
0

9
8
8
,0
4
1

1
,0
4
8
,6
7
8

1
,1
1
0
,0
7
0

4
0

7
1
5
,0
4
4

7
7
4
,4
0
0

8
3
1
,0
8
8

8
9
2
,7
6
4

9
4
6
,9
3
0

1
,0
0
2
,1
0
9

1
,0
6
0
,1
7
8

4
0

7
3
6
,7
78

8
0
0
,0
0
0

8
6
0
,8
2
2

9
2
3
,3
1
4

9
8
5
,9
7
9

1
,0
4
6
,2
5
5

1
,1
0
4
,4
4
9

4
1

7
1
3
,8
6
4

7
7
3
,1
2
0

8
2
9
,5
3
3

8
8
9
,4
2
4

9
4
2
,9
7
0

9
9
7
,4
6
8

1
,0
5
5
,2
5
7

4
1

7
3
5
,5
6
2

79
8
,6
7
7

8
5
9
,2
1
2

9
1
9
,4
6
0

9
8
3
,9
1
7

1
,0
4
3
,8
3
2

1
,1
0
1
,6
3
9

4
2

7
1
1
,5
0
4

7
7
0
,5
6
0

8
2
7
,9
7
9

8
8
7
,7
5
5

9
4
0
,9
9
0

9
9
5
,1
4
7

1
,0
5
2
,7
9
6

4
2

7
3
3
,1
3
0

79
7
,3
5
5

8
5
7
,6
0
2

9
1
7
,5
3
3

9
7
9
,7
9
3

1
,0
3
8
,9
8
6

1
,0
9
6
,0
1
8

4
3

7
1
0
,3
2
4

7
6
9
,2
8
0

8
2
4
,8
7
0

8
8
4
,4
1
5

9
3
7
,0
2
9

9
9
6
,2
0
2

4
3

7
3
1
,9
1
4

7
9
4
,7
1
0

8
5
4,
3
8
2

9
1
3
,6
8
0

9
7
5
,6
7
0

1
,0
3
4
,1
4
0

4
4

7
0
7
,9
6
4

7
6
6
,7
2
0

8
2
1
,7
6
1

8
8
1
,0
7
6

9
3
3
,0
6
9

4
4

7
2
9
,4
8
3

7
9
3
,3
8
8

8
5
2
,7
7
2

9
1
1,
7
5
3

9
7
3
,6
0
8

4
5

7
0
6
,7
8
4

7
6
5
,4
4
0

8
2
0
,2
0
7

8
7
9
,4
0
6

4
5

7
2
8
,2
6
7

7
9
0
,7
4
3

8
4
9
,5
5
2

9
0
7
,8
9
9

4
6

7
0
4
,4
2
4

7
6
2
,8
8
0

8
1
7
,0
9
8

4
6

7
2
5
,8
3
5

7
8
8
,0
9
9

8
4
6
,3
3
2

4
7

7
0
2
,0
6
4

7
6
0
,3
2
0

4
7

7
2
3
,4
0
4

7
8
5
,4
5
4

4
8

6
9
9
,7
0
5

4
8

7
2
0
,9
7
2

満
期
金

（
組

合
員

の
死

亡
保

障
額

も
同

程
度

）
満
期
金
（
組
合
員
の
死
亡
保
障
額
も
同
程
度
）
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【
別
紙
６
】
介
護
保
障
　
改
定
後
の
掛
金
表

1
.現

行
お
よ
び
改
定
後
の
月
払
掛
金
（
終
身
生
命
プ
ラ
ン
・
介

護
タ
イ
プ
）

＜
男

性
＞

＜
男

性
＞

月
払

半
年

払
年

払
月

払
半

年
払

年
払

月
払

半
年

払
年

払
月

払
半

年
払

年
払

月
払

半
年
払

年
払

月
払

半
年
払

年
払

1
5
歳

6
,9
0
0

4
0
,0
5
0

8
0
,0
5
0

4
,5
9
3
,3
5
0

1
5
歳

6
,5
0
0

3
7
,7
5
0

7
5
,3
0
0

3
,2
2
5
,8
5
0

1
6
歳

7
,0
5
0

4
0
,9
5
0

8
1
,8
0
0

4
,6
0
0
,3
5
0

1
6
歳

6
,6
0
0

3
8
,3
5
0

7
6
,4
5
0

3
,2
4
8
,0
5
0

1
7
歳

7
,1
5
0

4
1
,5
0
0

8
2
,9
5
0

4
,6
0
7
,4
0
0

1
7
歳

6
,7
5
0

3
9
,2
0
0

7
8
,2
0
0

3
,2
7
0
,4
5
0

1
8
歳

7
,3
0
0

4
2
,4
0
0

8
4
,7
0
0

4
,6
1
4
,4
0
0

1
8
歳

6
,8
5
0

3
9
,8
0
0

7
9
,3
5
0

3
,2
9
3
,0
0
0

1
9
歳

7
,4
5
0

4
3
,2
5
0

8
6
,4
5
0

4
,6
2
1
,4
5
0

1
9
歳

7
,0
0
0

4
0
,6
5
0

8
1
,1
0
0

3
,3
1
5
,7
5
0

2
0
歳

7
,5
5
0

4
3
,8
5
0

8
7
,6
0
0

4
,6
2
8
,5
0
0

1
0
,4
5
0

6
0
,7
0
0

1
2
1
,2
5
0

2
0
歳

7
,1
5
0

4
1
,5
0
0

8
2
,8
5
0

3
,3
3
8
,6
0
0

9
,6
5
0

5
6
,0
5
0

1
1
1
,8
0
0

2
1
歳

7
,7
0
0

4
4
,7
0
0

8
9
,3
5
0

4
,6
3
5
,5
0
0

1
0
,7
5
0

6
2
,4
5
0

1
2
4
,7
5
0

2
1
歳

7
,3
0
0

4
2
,4
0
0

8
4
,5
5
0

3
,3
6
1
,6
0
0

9
,9
5
0

5
7
,8
0
0

1
1
5
,2
5
0

2
2
歳

7
,8
5
0

4
5
,6
0
0

9
1
,1
0
0

4
,6
4
2
,5
5
0

1
1
,0
5
0

6
4
,1
5
0

1
2
8
,2
0
0

2
2
歳

7
,4
5
0

4
3
,2
5
0

8
6
,3
0
0

3
,3
8
4
,7
5
0

1
0
,2
5
0

5
9
,5
0
0

1
1
8
,7
5
0

2
3
歳

8
,0
0
0

4
6
,4
5
0

9
2
,8
5
0

4
,6
4
9
,6
5
0

1
1
,3
5
0

6
5
,9
0
0

1
3
1
,7
0
0

2
3
歳

7
,6
0
0

4
4
,1
5
0

8
8
,0
5
0

3
,4
0
8
,1
0
0

1
0
,5
5
0

6
1
,2
5
0

1
2
2
,2
0
0

2
4
歳

8
,1
5
0

4
7
,3
5
0

9
4
,5
5
0

4
,6
5
6
,7
0
0

1
1
,7
0
0

6
7
,9
5
0

1
3
5
,7
5
0

2
4
歳

7
,7
5
0

4
5
,0
0
0

8
9
,8
0
0

3
,4
3
1
,6
0
0

1
0
,8
5
0

6
3
,0
0
0

1
2
5
,7
0
0

2
5
歳

8
,3
5
0

4
8
,5
0
0

9
6
,9
0
0

4
,6
6
3
,7
5
0

1
2
,0
5
0

6
9
,9
5
0

1
3
9
,8
5
0

1
0
,7
5
0

6
2
,4
5
0

1
2
4
,7
5
0

2
5
歳

7
,9
0
0

4
5
,9
0
0

9
1
,5
0
0

3
,4
5
5
,1
5
0

1
1
,2
0
0

6
5
,0
5
0

1
2
9
,7
5
0

1
0
,0
5
0

5
8
,3
5
0

1
1
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6
,6
5
0

4
,5
9
7
,5
5
0

【
　

現
　

行
　

】
【

　
改

　
定

　
案

　
】

加
入

年
齢

終
身

払
一

時
払

短
期

払
（
6
0
歳

払
込

満
了

)
短

期
払

（
6
５
歳

払
込

満
了

)
加

入
年

齢
終

身
払

一
時
払

短
期
払
（
6
0
歳
払
込
満
了
)

短
期
払
（
6
５
歳
払
込
満
了
)
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２
 
制
度

比
較
（
相
違

点
の
詳
細
）

 

 

 
退

職
者

団
体

生
命

共
済

 
退
職
後
共

済
 
（
医
療

・
遺
族
）

 

不
慮
の
事

故
・
感
染
症

に
よ
る
死
亡

 

重
度
障
が

い
 

基
本

契
約

の
死

亡
共

済
金

と
併

せ
て

お
支

払
い

 
な
し

 

通
院
・
入

院
に
お
け
る

通
算
限
度
日

数
 

通
算

限
度

日
数

な
し

 
通

算
限

度
あ

り
（

7
5
0
日

）
 

※
三
大
疾

病
入
院
共
済

金
は
無
制
限

 

不
慮
の
事

故
に
よ
る
通

院
 

（
入
院
を

と
も
な
わ
な

い
）
 

あ
り

 
な
し

 

成
人
病
入

院
と
三
大
疾

病
入
院
共
済

金
 

＜
成

人
病

の
定

義
＞

 

悪
性

新
生

物
（

上
皮

内
が

ん
、

皮
膚

が
ん

を
含

む
）

 

糖
尿

病
、

心
疾

患
、

高
血

圧
症

疾
患

、
脳

血
管

疾
患

 

＜
三
大
疾

病
の
定
義
＞

 

が
ん
、
急

性
心
筋
梗
塞

、
脳
卒
中

 

一
部

の
新

生
物

※
1
を

の
ぞ

き
、
＜

成
人

病
の

定
義

＞
に
定
め

る
疾
病
の
方

が
、
＜
三
大
疾

病
の
定
義

＞
よ
り
範
囲

が
広
い
。 

手
術

共
済

金
給

付
例

（
入

院
5
,
0
0
0
円

）
 

「
手

術
支

払
割

合
表

Ⅰ
」

の
倍

率
に

応
じ

て
お

支
払

い
 

入
院

、
外

来
に

応
じ

た
額

を
お

支
払

い
 

例
①
内
視

鏡
的
大
腸
ポ

リ
ー
プ
・
粘
膜

切
除
術

※
2
を
日
帰
り
で
施
術

し
た
場
合

 
5
万

円
（

1
0
倍

）
 

5
万
円
 

例
②
水
晶

体
再
建
術

※
2
を

日
帰
り
で

施
術
し

た
場
合

 
1
0
万

円
（

2
0
倍
）

 
5
万

円
 

例
③
腹
腔

鏡
下
胆
嚢
摘

出
術

※
3
を
日

帰
り

で

施
術
し
た

場
合
 

2
0
万

円
（

4
0
倍
）

 
5
万

円
 

※
1
 

真
性
赤

血
球
増
加

症
、
骨
髄
異

形
成

症
候

群
な

ど
悪

性
か

良
性

か
確

定
で

き
な

い
一

部
の

新
生

物
。

 

※
2
 

退
職
後

共
済
の
手

術
共
済
金
給

付
件

数
が

多
い

上
位

2
つ

の
手

術
。

 

※
3
 

団
体
生

命
共
済
の

手
術
共
済
金

給
付

件
数

が
、
「

内
視

鏡
的

大
腸

ポ
リ

ー
プ

・
粘

膜
切

除
術

」「
水
晶
体

再
建
術

」「
帝

王
切
開
」

等
に
続
き
、

多
い
手
術
。

 

 
 

【
別
紙
７

】
じ
ち
ろ
う

退
職
者
団
体

生
命

共
済

と
退

職
後

共
済

（
医

療
・

遺
族

）
の

比
較

 

 １
 
制

度
比

較
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
：
保
障

あ
り
 
△
：

三
大
疾
病
特

約
を
付
帯
す

れ
ば
保
障
あ

り
 
－
：
保

障
な
し

 

   
退

職
者

団
体

生
命

共
済

（
医

療
保

障
充

実
型

）
 

退
職
後
共

済
（
医
療
・

遺
族
）

 

死
亡

 
○

 
○
 

重
度
障
害

 
○

 
○
 

ケ
ガ
入
院

 
○

 
○
 

病
気
入
院

 
○

 
○
 

通
院
保
障

 
○

 
○
 

成
人
病
入

院
 

○
 

△
（
三
大

疾
病
保
障
）

 

手
術

 
○

 
○
 

傷
病
諸
費

用
 

○
 

―
 

が
ん
保
障

 
○

 
△
（
三
大

疾
病
保
障
）

 

先
進
医
療

 
○

 
○
 

そ
の
他

 
・
ド
ナ
ー

共
済
金

 

・
診
断
書

料
補
助

 

・
放
射
線

治
療
共
済
金

 

・
生
存
祝

金
 

取
り
扱
い

 

上
の
主
な

 

相
違
点

 

ア
.
1
年
ご
と

に
保

障
額

の
見

直
し

（
減

額
）

が
可

能
 

イ
.
8
5
歳

ま
で

継
続

加
入

可
能

 

ウ
.
生
命
保
障

（
型

）
と

医
療

保
障

（
コ

ー
ス

）
の

組
み

合
わ

せ
が

 

多
数
。

 

エ
.
配
偶
者
・

子
ど

も
の

移
行

加
入

が
可

能
 

オ
.
年
払
口
座

振
替

 

ア
.
移
行
時
に

選
択
し
た

保
障
額
は
変

更
で
き
な
い

 

イ
.
定
期
保
障

は
、
8
0
歳
ま
で
の
加
入

 

ウ
.
遺

族
給

付
は

1
0
0
～

5
0
0
万

円
の

範
囲

で
選

択
。

 

医
療

給
付

は
5
,
0
0
0
円

、
7
,
0
0
0
円

コ
ー

ス
の

み
。

 

エ
.
配
偶
者
の

み
移
行
可

能
 

オ
.
長
期
共
済

の
積
み
立

て
金
か
ら
の

一
括
払
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２
 
制
度

比
較
（
相
違

点
の
詳
細
）

 

 

 
退

職
者

団
体

生
命

共
済

 
退
職
後
共

済
 
（
医
療

・
遺
族
）

 

不
慮
の
事

故
・
感
染
症

に
よ
る
死
亡

 

重
度
障
が

い
 

基
本

契
約

の
死

亡
共

済
金

と
併

せ
て

お
支

払
い

 
な
し

 

通
院
・
入

院
に
お
け
る

通
算
限
度
日

数
 

通
算

限
度

日
数

な
し

 
通

算
限

度
あ

り
（

7
5
0
日

）
 

※
三
大
疾

病
入
院
共
済

金
は
無
制
限

 

不
慮
の
事

故
に
よ
る
通

院
 

（
入
院
を

と
も
な
わ
な

い
）
 

あ
り

 
な
し

 

成
人
病
入

院
と
三
大
疾

病
入
院
共
済

金
 

＜
成

人
病

の
定

義
＞

 

悪
性

新
生

物
（

上
皮

内
が

ん
、

皮
膚

が
ん

を
含

む
）

 

糖
尿

病
、

心
疾

患
、

高
血

圧
症

疾
患

、
脳

血
管

疾
患

 

＜
三
大
疾

病
の
定
義
＞

 

が
ん
、
急

性
心
筋
梗
塞

、
脳
卒
中

 

一
部

の
新

生
物

※
1
を

の
ぞ

き
、
＜

成
人

病
の

定
義

＞
に
定
め

る
疾
病
の
方

が
、
＜
三
大
疾

病
の
定
義

＞
よ
り
範
囲

が
広
い
。 

手
術

共
済

金
給

付
例

（
入

院
5
,
0
0
0
円

）
 

「
手

術
支

払
割

合
表

Ⅰ
」

の
倍

率
に

応
じ

て
お

支
払

い
 

入
院

、
外

来
に

応
じ

た
額

を
お

支
払

い
 

例
①
内
視

鏡
的
大
腸
ポ

リ
ー
プ
・
粘
膜

切
除
術

※
2
を
日
帰
り
で
施
術

し
た
場
合

 
5
万

円
（

1
0
倍

）
 

5
万
円
 

例
②
水
晶

体
再
建
術

※
2
を

日
帰
り
で

施
術
し

た
場
合

 
1
0
万

円
（

2
0
倍
）

 
5
万

円
 

例
③
腹
腔

鏡
下
胆
嚢
摘

出
術

※
3
を
日

帰
り

で

施
術
し
た

場
合
 

2
0
万

円
（

4
0
倍
）

 
5
万

円
 

※
1
 

真
性
赤

血
球
増
加

症
、
骨
髄
異

形
成

症
候

群
な

ど
悪

性
か

良
性

か
確

定
で

き
な

い
一

部
の

新
生

物
。

 

※
2
 

退
職
後

共
済
の
手

術
共
済
金
給

付
件

数
が

多
い

上
位

2
つ

の
手

術
。

 

※
3
 

団
体
生

命
共
済
の

手
術
共
済
金

給
付

件
数

が
、
「

内
視

鏡
的

大
腸

ポ
リ

ー
プ

・
粘

膜
切

除
術

」「
水
晶
体

再
建
術

」「
帝

王
切
開
」

等
に
続
き
、

多
い
手
術
。

 

 
 

【
別
紙
７

】
じ
ち
ろ
う

退
職
者
団
体

生
命

共
済

と
退

職
後

共
済

（
医

療
・

遺
族

）
の

比
較

 

 １
 
制

度
比

較
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
：
保
障

あ
り
 
△
：

三
大
疾
病
特

約
を
付
帯
す

れ
ば
保
障
あ

り
 
－
：
保

障
な
し

 

   
退

職
者

団
体

生
命

共
済

（
医

療
保

障
充

実
型

）
 

退
職
後
共

済
（
医
療
・

遺
族
）

 

死
亡

 
○

 
○
 

重
度
障
害

 
○

 
○
 

ケ
ガ
入
院

 
○

 
○
 

病
気
入
院

 
○

 
○
 

通
院
保
障

 
○

 
○
 

成
人
病
入

院
 

○
 

△
（
三
大

疾
病
保
障
）

 

手
術

 
○

 
○
 

傷
病
諸
費

用
 

○
 

―
 

が
ん
保
障

 
○

 
△
（
三
大

疾
病
保
障
）

 

先
進
医
療

 
○

 
○
 

そ
の
他

 
・
ド
ナ
ー

共
済
金

 

・
診
断
書

料
補
助

 

・
放
射
線

治
療
共
済
金

 

・
生
存
祝

金
 

取
り
扱
い

 

上
の
主
な

 

相
違
点

 

ア
.
1
年
ご
と
に

保
障

額
の

見
直

し
（

減
額

）
が

可
能

 

イ
.
8
5
歳

ま
で

継
続

加
入

可
能

 

ウ
.
生
命
保
障

（
型

）
と

医
療

保
障

（
コ

ー
ス

）
の

組
み

合
わ

せ
が

 

多
数
。

 

エ
.
配
偶
者
・

子
ど

も
の

移
行

加
入

が
可

能
 

オ
.
年
払
口
座

振
替

 

ア
.
移
行
時
に

選
択
し
た

保
障
額
は
変

更
で
き
な
い

 

イ
.
定
期
保
障

は
、
8
0
歳
ま
で
の
加
入

 

ウ
.
遺

族
給

付
は

1
0
0
～

5
0
0
万

円
の

範
囲

で
選

択
。

 

医
療

給
付

は
5
,
0
0
0
円

、
7
,
0
0
0
円

コ
ー

ス
の

み
。

 

エ
.
配
偶
者
の

み
移
行
可

能
 

オ
.
長
期
共
済

の
積
み
立

て
金
か
ら
の

一
括
払
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＜
掛

金
比

較
結

果
＞

 

性
別

 
共

済
期

間
 

退
職

者
団

体
生

命
共

済
 

退
職

後
共

済
（
A
）

 
掛

金
累

計
差

額
（

B）
 

％
 

（
B÷

A）
 

男
性

 

5
年
 

7
4
0
,9

40
円

1
,
1
85

,
22

8
円

▲
 
4
4
4
,2
88

円
▲

3
7
.
5
％

1
0
年
 

1
,
7
50

,
44

0
円

2
,
5
63

,
94

5
円

▲
 
8
1
3
,5
05

円
▲

3
1
.
7
％

1
5
年
 

3
,
2
38

,
62

0
円

4
,
2
92

,
68

2
円

▲
 
1
,
0
54
,
06
2
円

▲
2
4
.
6
％

 

性
別

 
共

済
期

間
 

退
職

者
団

体
生

命
共

済
 

退
職

後
共

済
（
A
）

 
掛

金
累

計
差

額
（

B）
 

％
 

（
B÷

A）
 

女
性

 

5
年
 

4
3
7
,7

00
円

6
8
3
,8

68
円

▲
 
2
4
6
,1
68

円
▲

3
6
.
0
％

1
0
年
 

1
,
0
04

,
16

0
円

1
,
4
72

,
72

0
円

▲
 
4
6
8
,5
60

円
▲

3
1
.
8
％

1
5
年
 

1
,
8
38

,
58

0
円

2
,
5
73

,
68

2
円

▲
 
7
3
5
,1
02

円
▲

2
8
.
6
％

  制
度
比
較

に
あ
た
っ
て

の
注
意
点

 

ア
.
退
職
後
の

保
障
選
択

に
お
け
る
判

断
材

料
と

し
て

、
ま

た
は

退
職

者
団

体
生

命
共

済
の

優
位

性
を

確
認

す
る
こ
と

を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

 

 イ
.
比
較
す
る

保
障
制
度

に
つ
い
て
は

死
亡

保
障

額
と

医
療

保
障

額
を

合
せ

て
い

ま
す

が
、
実

際
に

取
り

扱
わ
れ
て
い

る
保
障
内
容

、
掛
金
で
比

較
し
て
い
る

た
め
、
詳
細
に
は

相
違
点
が

あ
り
ま
す

。（
制

度
比
較
の

た
め

に
、
セ

ッ
ト

化
さ

れ
て

い
る

保
障

を
外

す
等

は
し

て
い

ま
せ

ん
。
例
え
ば
退

職
者
団
体

生
命
共
済
に

は
満
期
共
済

金
は
な
い
が
、

退
職
後
共

済
（
医
療
）

に
は
満
期
共

済
金

1
0
万

円
が

付
帯

さ
れ

て
い

る
。

払
込

方
法

は
年

払
い

と
一
括

払
い
で
あ
る

な
ど
の
相
違

が
あ
り
ま
す

。
）

 

 ウ
.
本
掛
金
比

較
に
お
け

る
退
職
後
共

済
（

医
療

・
遺

族
）

は
全

て
定

期
保

障
と

し
て

い
ま

す
。

 

 エ
.
2
0
2
2
年

6
月

現
在

の
掛

金
額

で
す

。
今

後
、

変
更

さ
れ

る
可

能
性

が
あ

り
ま

す
。

 

３
 
掛

金
比

較
 

 ＜
比

較
条

件
＞

 

ア
.
退

職
者

団
体

生
命

共
済

（
医

療
保

障
充

実
型

・
Ｅ

型
 
+
 
医

療
保

障
2
5
コ

ー
ス

）
 

基
本

契
約

 
災

害
特

約
 

新
災

害
入

院
 

特
約

 

新
病

気
入

院
 

特
約

 

成
人

病
入

院
 

特
約

 
手

術
特

約
 

傷
病

諸
費

用
 

特
約

 

が
ん

保
障

 

特
約

 

先
進

医
療

 

特
約

 

50
0
万
円

50
0
万
円
 

5,
00

0
円

5,
00

0
円

5,
00

0
円

5～
20

万
円

50
万

円
10

0
万

円
1,

00
0
万

円
 

 イ
.
 
退

職
後

共
済

 
（

遺
族

・
医

療
 
+
 
三

大
疾

病
保

障
）

 

遺
族

定
期

給
付

 
定

期
医

療
給

付
5,

00
0
円

コ
ー

ス
 

死
亡

共
済

金
 

入
院

共
済

金
 

手
術

共
済

金
 

放
射

線
治

療
共

済
金

 
入

院
前

・
 

退
院

後
通

院
共

済
金

 
先

進
医

療
特

約
満

期
共

済
金

 
死

亡
・

重
度

 

障
害

共
済

金
 

5
0
0
万

円
 

5
,
0
00

円
 

入
院

1
0
万

円
 

外
来

5
万

円
 

5
万

円
 

1
,
5
00

円
 

1
,
0
00

万
 

1
0
万

円
 

5
0
万

円
 

  

三
大

疾
病

保
障

5,
00

0
円

コ
ー

ス
 

三
大

疾
病

 

入
院

共
済

金
 

三
大

疾
病

 

手
術

共
済

金
 

三
大

疾
病

放
射

線
 

治
療

共
済

金
 

三
大

疾
病

 

退
院

共
済

金
 

在
宅

ホ
ス

ピ
ス

ケ
ア

共

済
金

 

三
大

疾
病

 

診
断

共
済

金
 

5
,
0
00

円
 

入
院

外
来

と
も

に

1
0
万

円
 

5
万

円
 

5
万

円
 

5
,
0
00

円
 

5
0
万

円
 

 ウ
.
移

行
加

入
年

齢
：

6
5
歳

で
移

行
加

入
と

し
ま

す
。

 

 エ
.
掛

金
払

込
方

法
：

退
職

者
団

体
生

命
共

済
は

年
払

口
座

振
替

、
退

職
後

共
済

は
長

期
共

済
積

立
金

か
ら

の
一

括
払

と
し

ま
す

。
 

  
 

上
記
に
保
障
額

を
プ
ラ
ス
し
て
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＜
掛

金
比

較
結

果
＞

 

性
別

 
共

済
期

間
 

退
職

者
団

体
生

命
共

済
 

退
職

後
共

済
（
A
）

 
掛

金
累

計
差

額
（

B）
 

％
 

（
B÷

A）
 

男
性

 

5
年
 

7
4
0
,9

40
円

1
,
1
85

,
22

8
円

▲
 
4
4
4
,2
88

円
▲

3
7
.
5
％

1
0
年
 

1
,
7
50

,
44

0
円

2
,
5
63

,
94

5
円

▲
 
8
1
3
,5
05

円
▲

3
1
.
7
％

1
5
年
 

3
,
2
38

,
62

0
円

4
,
2
92

,
68

2
円

▲
 
1
,
0
54
,
06
2
円

▲
2
4
.
6
％

 

性
別

 
共

済
期

間
 

退
職

者
団

体
生

命
共

済
 

退
職

後
共

済
（
A
）

 
掛

金
累

計
差

額
（

B）
 

％
 

（
B÷

A）
 

女
性

 

5
年
 

4
3
7
,7

00
円

6
8
3
,8

68
円

▲
 
2
4
6
,1
68

円
▲

3
6
.
0
％

1
0
年
 

1
,
0
04

,
16

0
円

1
,
4
72

,
72

0
円

▲
 
4
6
8
,5
60

円
▲

3
1
.
8
％

1
5
年
 

1
,
8
38

,
58

0
円

2
,
5
73

,
68

2
円

▲
 
7
3
5
,1
02

円
▲

2
8
.
6
％

  制
度
比
較

に
あ
た
っ
て

の
注
意
点

 

ア
.
退
職
後
の

保
障
選
択

に
お
け
る
判

断
材

料
と

し
て

、
ま

た
は

退
職

者
団

体
生

命
共

済
の

優
位

性
を

確
認

す
る
こ
と

を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

 

 イ
.
比
較
す
る

保
障
制
度

に
つ
い
て
は

死
亡

保
障

額
と

医
療

保
障

額
を

合
せ

て
い

ま
す

が
、
実

際
に

取
り

扱
わ
れ
て
い

る
保
障
内
容

、
掛
金
で
比

較
し
て
い
る

た
め
、
詳
細
に
は

相
違
点
が

あ
り
ま
す

。（
制

度
比
較
の

た
め

に
、
セ

ッ
ト

化
さ

れ
て

い
る

保
障

を
外

す
等

は
し

て
い

ま
せ

ん
。
例
え
ば
退

職
者
団
体

生
命
共
済
に

は
満
期
共
済

金
は
な
い
が
、

退
職
後
共

済
（
医
療
）

に
は
満
期
共

済
金

1
0
万

円
が

付
帯

さ
れ

て
い

る
。

払
込

方
法

は
年

払
い

と
一
括

払
い
で
あ
る

な
ど
の
相
違

が
あ
り
ま
す

。
）

 

 ウ
.
本
掛
金
比

較
に
お
け

る
退
職
後
共

済
（

医
療

・
遺

族
）

は
全

て
定

期
保

障
と

し
て

い
ま

す
。

 

 エ
.
2
0
2
2
年

6
月

現
在

の
掛

金
額

で
す

。
今

後
、

変
更

さ
れ

る
可

能
性

が
あ

り
ま

す
。

 

３
 
掛

金
比

較
 

 ＜
比

較
条

件
＞

 

ア
.
退

職
者

団
体

生
命

共
済

（
医

療
保

障
充

実
型

・
Ｅ

型
 
+
 
医

療
保

障
2
5
コ

ー
ス

）
 

基
本

契
約

 
災

害
特

約
 

新
災

害
入

院
 

特
約

 

新
病

気
入

院
 

特
約

 

成
人

病
入

院
 

特
約

 
手

術
特

約
 

傷
病

諸
費

用
 

特
約

 

が
ん

保
障

 

特
約

 

先
進

医
療

 

特
約

 

50
0
万
円

50
0
万
円
 

5,
00

0
円

5,
00

0
円

5,
00

0
円

5～
20

万
円

50
万

円
10

0
万

円
1,

00
0
万

円
 

 イ
.
 
退

職
後

共
済

 
（

遺
族

・
医

療
 
+
 
三

大
疾

病
保

障
）

 

遺
族

定
期

給
付

 
定

期
医

療
給

付
5,

00
0
円

コ
ー

ス
 

死
亡

共
済

金
 

入
院

共
済

金
 

手
術

共
済

金
 

放
射

線
治

療
共

済
金

 
入

院
前

・
 

退
院

後
通

院
共

済
金

 
先

進
医

療
特

約
満

期
共

済
金

 
死

亡
・

重
度

 

障
害

共
済

金
 

5
0
0
万

円
 

5
,
0
00

円
 

入
院

1
0
万

円
 

外
来

5
万

円
 

5
万

円
 

1
,
5
00

円
 

1
,
0
00

万
 

1
0
万

円
 

5
0
万

円
 

  

三
大

疾
病

保
障

5,
00

0
円

コ
ー

ス
 

三
大

疾
病

 

入
院

共
済

金
 

三
大

疾
病

 

手
術

共
済

金
 

三
大

疾
病

放
射

線
 

治
療

共
済

金
 

三
大

疾
病

 

退
院

共
済

金
 

在
宅

ホ
ス

ピ
ス

ケ
ア

共

済
金

 

三
大

疾
病

 

診
断

共
済

金
 

5
,
0
00

円
 

入
院

外
来

と
も

に

1
0
万

円
 

5
万

円
 

5
万

円
 

5
,
0
00

円
 

5
0
万

円
 

 ウ
.
移

行
加

入
年

齢
：

6
5
歳

で
移

行
加

入
と

し
ま

す
。

 

 エ
.
掛

金
払

込
方

法
：

退
職

者
団

体
生

命
共

済
は

年
払

口
座

振
替

、
退

職
後

共
済

は
長

期
共

済
積

立
金

か
ら

の
一

括
払

と
し

ま
す

。
 

  
 

上
記
に
保
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し
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N
o 

区
 
分

 
親
子
共
済

 
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

 

4
-
3
-1
 

保 障 内 容  

組 合 員 の 重 度 障 が い  

組
合
員

の
団
生

契
約
が

消
滅

 

 

◆
「
親
子
共
済
」
の
契
約
は
消
滅
（
中
途
解
約
）

 

・
重
度
障
が
い
共
済
金
（
満
期
を
迎
え
た
場
合
の
満
期
共
済
金

1
0

万
円
単
位
で
切
り
上
げ
た
金
額

)
 
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

・
累
加
重
度
障
が
い
共
済
金
（
そ
れ
ま
で
の
積
立
金
に
相
当
す
る

金
額
）
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

・
す
え
置
き
割
戻
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

・
共
済
金
の
お
支
払
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 
 

◆
組
合
員
で
あ
る
配
偶
者
を
契
約
者
本
人
に
し
て
「
団
体
生
命

共
済
子
ど
も
型
」
と
「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
の

契
約
を
継
続
 

◆
ま
た
は
、
｢
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
｣
か
ら
「
こ
く
み
ん
共

済
」
へ
移
行
し
て
「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
の
契

約
を
継
続
 

 

4
-
3
-2
 

 
 

組
合
員

が
団
生

に
再
加

入
 

      

・
共
済
金
の
お
支
払
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 
 

◆
「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
の
契
約
を
継
続

 
 

4
-
4 

 
子
ど
も
の
死
亡

 
 

◆
「
親
子
共
済
」
の
契
約
は
消
滅
（
中
途
解
約
）

 

・
死
亡
共
済
金
（

1
口
あ
た
り

1
0
万
円
）
を
お
支
払
い
し
ま
す
。
 

・
解
約
返
戻
金
（
そ
れ
ま
で
の
積
立
金
に
相
当
す
る
額
）
を
お
支

払
い
し
ま
す
。

 

・
す
え
置
き
割
戻
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

    

 

◆
「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
の
契
約
は
消
滅
（
中
途

解
約
）
 

<
5
0
万
円
型
の
場
合
>
 

・
死
亡
共
済
金

 
5
0
万
円
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

<
1
0
0
万
円
型
の
場
合

>
 

・
死
亡
共
済
金

 
1
0
0
万
円
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

・
累
加
死
亡
共
済
金
（
そ
れ
ま
で
の
積
立
金
に
相
当
す
る
額
）
を

お
支
払
い
し
ま
す
。

 

・
す
え
置
き
割
戻
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

  

【
別
紙
�8
】
 

「
親
子
共
済
」
と
「

こ
ど

も
保

障
満

期
金

付
タ

イ
プ

」
の

制
度

比
較

 

N
o 

区
 
分

 
親
子
共
済

 
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

 

1
 

制
度
の
特
徴

 
「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
」
と
あ
わ
せ
て
ご
加
入
い
た
だ
く

こ
と
で
、
子
ど
も
の
教
育
資
金
、
お
よ
び
主
と
し
て
親
の
万
一
の

保
障
を
一
括
し
て
準
備
し
ま
す
。

 

「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
」
と
あ
わ
せ
て
ご
加
入
い
た
だ
く

こ
と
で
、
子
ど
も
の
教
育
資
金
、
お
よ
び
子
ど
も
の
万
一
の
保
障

を
一
括
し
て
準
備
し
ま
す
。

 

2
 

事
業
規
約

 
個
人
長
期
生
命
共
済

 
個
人
長
期
生
命
共
済

 

3
 

予
定
利
率

 
2
0
1
9
年

7
月
発
効
ま
で
：
1
.
5
％
 

2
0
1
9
年

8
月
発
効
よ
り
：
0
.
5
％
 

2
0
2
5
年

4
月
発
効
よ
り
：
1
.
0
％
 

2
0
1
9
年

8
月
発
効
よ
り
：

0
.
5
％

 

2
0
2
5
年

4
月
発
効
よ
り
：

1
.
0
％

 

4
-
1

保 障 内 容

満
期
共
済
金

 
組
合
員
の
性
別
・
加
入
年
齢
、
子
ど
も
の
加
入
年
齢
に
よ
り
異

な
り
ま
す
。

 

※
満
期
共
済
金
額
は
組
合
員
の
死
亡
保
障
と
同
程
度
で
す
。

※
同
時
に
、
す
え
置
き
割
戻
金
も
お
支
払
い
し
ま
す
。

<
5
0
万
円
型

>
か

<
1
00
万
円
型

>
の
い
ず
れ
か
選
択
し
た
タ
イ

プ
に
基
づ
き
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

※
同
時
に
、
す
え
置
き
割
戻
金
も
お
支
払
い
し
ま
す
。

4
-
2

組
合
員
の
死
亡

 
◆
「
親
子
共
済
」
の
契
約
は
消
滅
（
中
途
解
約
）

・
死
亡
共
済
金
（
満
期
を
迎
え
た
場
合
の
満
期
共
済
金

1
0
万
円

単
位
で
切
り
上
げ
た
金
額

)
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

・
累
加
死
亡
共
済
金
（
そ
れ
ま
で
の
積
立
金
に
相
当
す
る
金
額
）

を
お
支
払
い
し
ま
す
。

・
す
え
置
き
割
戻
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

・
共
済
金
の
お
支
払
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
組
合
員
で
あ
る
配
偶
者
を
契
約
者
本
人
に
し
て
「
団
体
生
命

共
済
子
ど
も
型
」
と
「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
の

契
約
を
継
続

◆
ま
た
は
、
｢
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
｣
か
ら
「
こ
く
み
ん
共

済
」
へ
移
行
し
て
「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
の
契

約
を
継
続
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N
o 

区
 
分

 
親
子
共
済

 
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

 

4
-
3
-1
 

保 障 内 容  

組 合 員 の 重 度 障 が い  

組
合
員

の
団
生

契
約
が

消
滅

 

 

◆
「
親
子
共
済
」
の
契
約
は
消
滅
（
中
途
解
約
）

 

・
重
度
障
が
い
共
済
金
（
満
期
を
迎
え
た
場
合
の
満
期
共
済
金

1
0

万
円
単
位
で
切
り
上
げ
た
金
額

)
 
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

・
累
加
重
度
障
が
い
共
済
金
（
そ
れ
ま
で
の
積
立
金
に
相
当
す
る

金
額
）
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

・
す
え
置
き
割
戻
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

・
共
済
金
の
お
支
払
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 
 

◆
組
合
員
で
あ
る
配
偶
者
を
契
約
者
本
人
に
し
て
「
団
体
生
命

共
済
子
ど
も
型
」
と
「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
の

契
約
を
継
続
 

◆
ま
た
は
、
｢
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
｣
か
ら
「
こ
く
み
ん
共

済
」
へ
移
行
し
て
「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
の
契

約
を
継
続
 

 

4
-
3
-2
 

 
 

組
合
員

が
団
生

に
再
加

入
 

      

・
共
済
金
の
お
支
払
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 
 

◆
「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
の
契
約
を
継
続

 
 

4
-
4 

 
子
ど
も
の
死
亡

 
 

◆
「
親
子
共
済
」
の
契
約
は
消
滅
（
中
途
解
約
）

 

・
死
亡
共
済
金
（

1
口
あ
た
り

1
0
万
円
）
を
お
支
払
い
し
ま
す
。
 

・
解
約
返
戻
金
（
そ
れ
ま
で
の
積
立
金
に
相
当
す
る
額
）
を
お
支

払
い
し
ま
す
。

 

・
す
え
置
き
割
戻
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

    

 

◆
「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
の
契
約
は
消
滅
（
中
途

解
約
）
 

<
5
0
万
円
型
の
場
合

>
 

・
死
亡
共
済
金

 
5
0
万
円
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

<
1
0
0
万
円
型
の
場
合

>
 

・
死
亡
共
済
金

 
1
0
0
万
円
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

・
累
加
死
亡
共
済
金
（
そ
れ
ま
で
の
積
立
金
に
相
当
す
る
額
）
を

お
支
払
い
し
ま
す
。

 

・
す
え
置
き
割
戻
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

  

【
別
紙
�8
】
 

「
親
子
共
済
」
と
「

こ
ど

も
保

障
満

期
金

付
タ

イ
プ

」
の

制
度

比
較

 

N
o 

区
 
分

 
親
子
共
済

 
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

 

1
 

制
度
の
特
徴

 
「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
」
と
あ
わ
せ
て
ご
加
入
い
た
だ
く

こ
と
で
、
子
ど
も
の
教
育
資
金
、
お
よ
び
主
と
し
て
親
の
万
一
の

保
障
を
一
括
し
て
準
備
し
ま
す
。

 

「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
」
と
あ
わ
せ
て
ご
加
入
い
た
だ
く

こ
と
で
、
子
ど
も
の
教
育
資
金
、
お
よ
び
子
ど
も
の
万
一
の
保
障

を
一
括
し
て
準
備
し
ま
す
。

 

2
 

事
業
規
約

 
個
人
長
期
生
命
共
済

 
個
人
長
期
生
命
共
済

 

3
 

予
定
利
率

 
2
0
1
9
年

7
月
発
効
ま
で
：

1
.
5
％
 

2
0
1
9
年

8
月
発
効
よ
り
：

0
.
5
％
 

2
0
2
5
年

4
月
発
効
よ
り
：

1
.
0
％
 

2
0
1
9
年

8
月
発
効
よ
り
：

0
.
5
％

 

2
0
2
5
年

4
月
発
効
よ
り
：

1
.
0
％

 

4
-
1

保 障 内 容

満
期
共
済
金

 
組
合
員
の
性
別
・
加
入
年
齢
、
子
ど
も
の
加
入
年
齢
に
よ
り
異

な
り
ま
す
。

 

※
満
期
共
済
金
額
は
組
合
員
の
死
亡
保
障
と
同
程
度
で
す
。

※
同
時
に
、
す
え
置
き
割
戻
金
も
お
支
払
い
し
ま
す
。

<
5
0
万
円
型
>
か

<
1
00
万
円
型
>
の
い
ず
れ
か
選
択
し
た
タ
イ

プ
に
基
づ
き
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

※
同
時
に
、
す
え
置
き
割
戻
金
も
お
支
払
い
し
ま
す
。

4
-
2

組
合
員
の
死
亡

 
◆
「
親
子
共
済
」
の
契
約
は
消
滅
（
中
途
解
約
）

・
死
亡
共
済
金
（
満
期
を
迎
え
た
場
合
の
満
期
共
済
金

1
0
万
円

単
位
で
切
り
上
げ
た
金
額

)
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

・
累
加
死
亡
共
済
金
（
そ
れ
ま
で
の
積
立
金
に
相
当
す
る
金
額
）

を
お
支
払
い
し
ま
す
。

・
す
え
置
き
割
戻
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

・
共
済
金
の
お
支
払
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
組
合
員
で
あ
る
配
偶
者
を
契
約
者
本
人
に
し
て
「
団
体
生
命

共
済
子
ど
も
型
」
と
「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
の

契
約
を
継
続

◆
ま
た
は
、
｢
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
｣
か
ら
「
こ
く
み
ん
共

済
」
へ
移
行
し
て
「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
の
契

約
を
継
続
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N
o 

区
 
分

 
親
子
共
済

 
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

 

5
 

 

共
済
掛
金
額

 

 

月
払
い

 
1
口

5
,
0
0
0
円
 

※
1
口
～
4
口
の
範
囲
で
加
入

 

※
組
合
員
本
人
１
人
あ
た
り
、「
死
亡
・
重
度
障
が
い
共
済
金
」

1
,
5
00
万
円
（
子
ど
も
１
人
に
つ
き

5
0
0
万
円
）
ま
で
「
満

期
共
済
金
」

1
,
5
0
0
万
円
ま
で
加
入
可
。

 

月
々
の
共
済
掛
金
は
、
加
入
す
る
準
備
コ
ー
ス
ご
と
の
加
入

年
齢
、
満
了
年
齢
、
満
期
共
済
金
額
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

 

※
中
学
／
高
校
／
大
学
準
備
コ
ー
ス
を
組
み
合
わ
せ
て
、「
満

期
共
済
金
」
最
大

3
0
0
万
円
ま
で
加
入
可
。

 

 

6
 

掛
金
収
納

 
チ
ェ
ッ
ク
オ
フ
（
月
払
い
）

 
口
座
振
替
（
月
払
い
）

 

7
 

加
入
年
齢
等

 
【
組
合
員
本
人
】

 

・
発
効
日
の
年
齢
が
、
満

1
8
歳
～
満

4
8
歳
で
あ
る
こ
と
。

 

【
子
ど
も
】

 

・
発
効
日
の
年
齢
が
、

0
歳
～
満

6
歳
で
あ
る
こ
と
。

 

・
発
効
日
時
点
で
、
未
就
学
で
あ
る
こ
と
。

 

【
子
ど
も
】

 

・
発
効
日
の
年
齢
が
、

0
歳
～
満

1
4
歳
で
あ
る
こ
と
。

 

 

8
 

そ
の
他
加
入
要
件

 

（
健
康
告
知
等
）

 

 

【
組
合
員
本
人
】

 

・
団
体
生
命
共
済
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。

 

・
加
入
申
込
日
に
お
い
て
、
団
体
生
命
共
済
の
「
一
般
用
告
知

事
項
」
の
健
康
告
知
区
分
が
「
通
常
就
業
者
」
で
あ
る
こ
と
。
 

・
6
0
歳
を
迎
え
た
年
度
の

3
月
末
ま
で
に
、
満
期
を
迎
え
ら

れ
る
こ
と
。

 

【
子
ど
も
】

 

・
組
合
員
本
人
の
子
ど
も
と
し
て
、「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も

型
」
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。

 

・
加
入
申
込
日
に
お
い
て
、
団
体
生
命
共
済
「
一
般
用
告
知
事

項
」
の
健
康
告
知
区
分
が
「
通
常
就
業
者
」
で
あ
る
こ
と
。
 

・
満
期
ま
で
に

1
2
年
以
上
の
積
立
期
間
が
あ
る
こ
と
。

 

【
組
合
員
本
人
】

 

・
団
体
生
命
共
済
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。

 

【
子
ど
も
】

 

・
組
合
員
本
人
の
子
ど
も
と
し
て
、「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も

型
」
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。

 

・
加
入
申
込
日
に
お
い
て
、
所
定
の
告
知
事
項
に
該
当
し
な
い

こ
と
。

 
 

組
合
員
の
死
亡
や
早
期
退
職
に
よ
り
「
団
体
生
命
共
済
子

ど
も
型
」
契
約
が
消
滅
す
る
場
合
で
も
、
「
こ
ど
も
保
障
満

期
金
付
タ
イ
プ
」
契
約
に
つ
い
て
満
期
ま
で
継
続
加
入
で

き
る
取
り
扱
い
と
し
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

N
o 

区
 
分

 
親
子
共
済

 
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

 

4
-
5
-1
 

保 障 内 容  

子 ど も の 重 度 障 が い  

子
ど
も

の
団
生

契
約
が

消
滅

 

 

◆
「
親
子
共
済
」
の
契
約
は
消
滅
（
中
途
解
約
）

 

・
重
度
障
が
い
共
済
金
（

1
口
あ
た
り

1
0
万
円
）
を
お
支
払
い

し
ま
す
。

 

・
解
約
返
戻
金
（
そ
れ
ま
で
の
積
立
金
に
相
当
す
る
額
）
を
お
支

払
い
し
ま
す
。

 

・
す
え
置
き
割
戻
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

 

◆
「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
の
契
約
は
消
滅
（
中
途

解
約
）
 

<
5
0
万
円
型
の
場
合

>
 

・
重
度
障
が
い
共
済
金

 
5
0
万
円
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

<
1
0
0
万
円
型
の
場
合

>
 

・
重
度
障
が
い
共
済
金

 
1
0
0
万
円
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

・
累
加
重
度
障
が
い
共
済
金
（
そ
れ
ま
で
の
積
立
金
に
相
当
す
る

額
）
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

・
す
え
置
き
割
戻
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 
 

「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
は
「
団
体
生
命
共
済
子

ど
も
型
」
と
あ
わ
せ
て
ご
加
入
い
た
だ
く
共
済
制
度
で
す
。 

お
子
さ
ま
の
重
度
障
が
い
共
済
金
の
お
支
払
い
を
も
っ
て

「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
と
「
団
体
生
命
共
済
子

ど
も
型
」
の
契
約
は
消
滅
し
ま
す
。

 

な
お
、
「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
」
に
つ
い
て
は
、
加
入

要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
新
満
期
に
あ
ら
た
め
て
ご
加

入
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

  

4
-
5
-2
 

 
 

子
ど
も

の
団
生

契
約
に

再
加
入

 

 

◆
「
親
子
共
済
」
の
契
約
を
継
続
 

・
重
度
障
が
い
共
済
金
（

1
口
あ
た
り

1
0
万
円
）
を
お
支
払
い

し
ま
す
。

 
 

「
親
子
共
済
」
は
「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
」
と
あ
わ

せ
て
ご
加
入
い
た
だ
く
共
済
制
度
で
す
。
「
団
体
生
命
共

済
子
ど
も
型
」
は
、
お
子
さ
ま
の
重
度
障
が
い
共
済
金
の

お
支
払
い
を
も
っ
て
消
滅
し
ま
す
が
、
加
入
要
件
を
満
た

し
て
い
れ
ば
、
「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
」
の
新
満
期

に
あ
ら
た
め
て
ご
加
入
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

の
た
め
、
「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
」
の
新
満
期
に
再

加
入
い
た
だ
い
た
場
合
は
、
「
親
子
共
済
」
は
継
続
し
て

ご
加
入
い
た
だ
け
ま
す
。
な
お
、
そ
の
後
同
一
事
由
で
亡

く
な
ら
れ
た
場
合
、
死
亡
共
済
金
は
お
支
払
い
し
ま
せ

ん
。
ま
た
、
「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
」
に
再
加
入
い

た
だ
け
な
か
っ
た
場
合
は
、
「
親
子
共
済
」
も
「
団
体
生

命
共
済
子
ど
も
型
」
の
契
約
消
滅
日
が
属
す
る
月
の
末
日

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
解
約
と
な
り
ま
す
。
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N
o 

区
 
分

 
親
子
共
済

 
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

 

5
 

 

共
済
掛
金
額

 

 

月
払
い
 

1
口

5
,
0
0
0
円
 

※
1
口
～
4
口
の
範
囲
で
加
入

 

※
組
合
員
本
人
１
人
あ
た
り
、「
死
亡
・
重
度
障
が
い
共
済
金
」

1
,
5
00
万
円
（
子
ど
も
１
人
に
つ
き

5
0
0
万
円
）
ま
で
「
満

期
共
済
金
」

1
,
5
0
0
万
円
ま
で
加
入
可
。

 

月
々
の
共
済
掛
金
は
、
加
入
す
る
準
備
コ
ー
ス
ご
と
の
加
入

年
齢
、
満
了
年
齢
、
満
期
共
済
金
額
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

 

※
中
学
／
高
校
／
大
学
準
備
コ
ー
ス
を
組
み
合
わ
せ
て
、「
満

期
共
済
金
」
最
大

3
0
0
万
円
ま
で
加
入
可
。

 

 

6
 

掛
金
収
納

 
チ
ェ
ッ
ク
オ
フ
（
月
払
い
）

 
口
座
振
替
（
月
払
い
）

 

7
 

加
入
年
齢
等

 
【
組
合
員
本
人
】

 

・
発
効
日
の
年
齢
が
、
満

1
8
歳
～
満

4
8
歳
で
あ
る
こ
と
。

 

【
子
ど
も
】

 

・
発
効
日
の
年
齢
が
、

0
歳
～
満

6
歳
で
あ
る
こ
と
。

 

・
発
効
日
時
点
で
、
未
就
学
で
あ
る
こ
と
。

 

【
子
ど
も
】

 

・
発
効
日
の
年
齢
が
、

0
歳
～
満

1
4
歳
で
あ
る
こ
と
。

 

 

8
 

そ
の
他
加
入
要
件

 

（
健
康
告
知
等
）

 

 

【
組
合
員
本
人
】

 

・
団
体
生
命
共
済
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。

 

・
加
入
申
込
日
に
お
い
て
、
団
体
生
命
共
済
の
「
一
般
用
告
知

事
項
」
の
健
康
告
知
区
分
が
「
通
常
就
業
者
」
で
あ
る
こ
と
。
 

・
6
0
歳
を
迎
え
た
年
度
の

3
月
末
ま
で
に
、
満
期
を
迎
え
ら

れ
る
こ
と
。

 

【
子
ど
も
】

 

・
組
合
員
本
人
の
子
ど
も
と
し
て
、「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も

型
」
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。

 

・
加
入
申
込
日
に
お
い
て
、
団
体
生
命
共
済
「
一
般
用
告
知
事

項
」
の
健
康
告
知
区
分
が
「
通
常
就
業
者
」
で
あ
る
こ
と
。
 

・
満
期
ま
で
に

1
2
年
以
上
の
積
立
期
間
が
あ
る
こ
と
。

 

【
組
合
員
本
人
】

 

・
団
体
生
命
共
済
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。

 

【
子
ど
も
】

 

・
組
合
員
本
人
の
子
ど
も
と
し
て
、「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も

型
」
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。

 

・
加
入
申
込
日
に
お
い
て
、
所
定
の
告
知
事
項
に
該
当
し
な
い

こ
と
。

 
 

組
合
員
の
死
亡
や
早
期
退
職
に
よ
り
「
団
体
生
命
共
済
子

ど
も
型
」
契
約
が
消
滅
す
る
場
合
で
も
、
「
こ
ど
も
保
障
満

期
金
付
タ
イ
プ
」
契
約
に
つ
い
て
満
期
ま
で
継
続
加
入
で

き
る
取
り
扱
い
と
し
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

N
o 

区
 
分

 
親
子
共
済

 
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

 

4
-
5
-1
 

保 障 内 容  

子 ど も の 重 度 障 が い  

子
ど
も

の
団
生

契
約
が

消
滅

 

 

◆
「
親
子
共
済
」
の
契
約
は
消
滅
（
中
途
解
約
）

 

・
重
度
障
が
い
共
済
金
（

1
口
あ
た
り

1
0
万
円
）
を
お
支
払
い

し
ま
す
。

 

・
解
約
返
戻
金
（
そ
れ
ま
で
の
積
立
金
に
相
当
す
る
額
）
を
お
支

払
い
し
ま
す
。

 

・
す
え
置
き
割
戻
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

 

◆
「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
の
契
約
は
消
滅
（
中
途

解
約
）
 

<
5
0
万
円
型
の
場
合
>
 

・
重
度
障
が
い
共
済
金

 
5
0
万
円
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

<
1
0
0
万
円
型
の
場
合

>
 

・
重
度
障
が
い
共
済
金

 
1
0
0
万
円
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

・
累
加
重
度
障
が
い
共
済
金
（
そ
れ
ま
で
の
積
立
金
に
相
当
す
る

額
）
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

・
す
え
置
き
割
戻
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 
 

「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
は
「
団
体
生
命
共
済
子

ど
も
型
」
と
あ
わ
せ
て
ご
加
入
い
た
だ
く
共
済
制
度
で
す
。 

お
子
さ
ま
の
重
度
障
が
い
共
済
金
の
お
支
払
い
を
も
っ
て

「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
と
「
団
体
生
命
共
済
子

ど
も
型
」
の
契
約
は
消
滅
し
ま
す
。

 

な
お
、
「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
」
に
つ
い
て
は
、
加
入

要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
新
満
期
に
あ
ら
た
め
て
ご
加

入
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

  

4
-
5
-2
 

 
 

子
ど
も

の
団
生

契
約
に

再
加
入

 

 

◆
「
親
子
共
済
」
の
契
約
を
継
続
 

・
重
度
障
が
い
共
済
金
（

1
口
あ
た
り

1
0
万
円
）
を
お
支
払
い

し
ま
す
。

 
 

「
親
子
共
済
」
は
「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
」
と
あ
わ

せ
て
ご
加
入
い
た
だ
く
共
済
制
度
で
す
。
「
団
体
生
命
共

済
子
ど
も
型
」
は
、
お
子
さ
ま
の
重
度
障
が
い
共
済
金
の

お
支
払
い
を
も
っ
て
消
滅
し
ま
す
が
、
加
入
要
件
を
満
た

し
て
い
れ
ば
、
「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
」
の
新
満
期

に
あ
ら
た
め
て
ご
加
入
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

の
た
め
、
「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
」
の
新
満
期
に
再

加
入
い
た
だ
い
た
場
合
は
、
「
親
子
共
済
」
は
継
続
し
て

ご
加
入
い
た
だ
け
ま
す
。
な
お
、
そ
の
後
同
一
事
由
で
亡

く
な
ら
れ
た
場
合
、
死
亡
共
済
金
は
お
支
払
い
し
ま
せ

ん
。
ま
た
、
「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
」
に
再
加
入
い

た
だ
け
な
か
っ
た
場
合
は
、
「
親
子
共
済
」
も
「
団
体
生

命
共
済
子
ど
も
型
」
の
契
約
消
滅
日
が
属
す
る
月
の
末
日

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
解
約
と
な
り
ま
す
。
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1
0 

保
障
イ
メ
ー
ジ

 

 

  
 

 

 

 

1
1
-
1 

共
済
金
の
支
払
例

 

  

例
１

 
組
合
員

3
0
歳
男
性
、
子
ど
も

0
歳
で

1
口

(
掛
金

5
,
0
00
円
)

加
入
し
た
場
合
の
満
期
共
済
金
額

 

⇒
 
満
期
共
済
金

 
約

1
1
2
万
円
（
改
定
後
金
額
）

 

子
ど
も

0
歳
で

<
1
0
0
万
円
型
>
、

<
大
学
準
備
コ
ー
ス

>
、
<
満

了
年
齢

1
8
歳
>
（
掛
金

4
,
3
50
円
）
に
加
入
し
た
場
合
の
満
期

共
済
金
額

 

⇒
 
満
期
共
済
金

 
1
0
0
万
円

 

1
1
-
2 

 
 

例
２

 
組
合
員

3
0
歳
男
性
、
子
ど
も

0
歳
で

1
口

(
掛
金

5
,
0
00
円
)

加
入
し
、
組
合
員
本
人
が

1
0
年
目
に
死
亡
し
た
場
合
の
共
済
金

額
 ⇒

 
組
合
員
の
死
亡
保
障

 
1
2
0
万
円
（
改
定
後
金
額
）

 

⇒
 
積
立
部
分
の
返
戻
金

 
約
●
万
円
（
改
定
後
金
額
）

 

子
ど
も

0
歳
で

<
1
0
0
万
円
型
>
、

<
大
学
準
備
コ
ー
ス

>
、
<
満

了
年
齢

1
8
歳
>（
掛
金

4
,
3
5
0
円
）
に
加
入
し
、
組
合
員
本
人
が

1
0
年
目
に
死
亡
し
た
場
合
の
共
済
金
額

 

⇒
 
組
合
員
の
死
亡
保
障
な
し

 

⇒
 
契
約
は
消
滅
し
な
い
た
め
、
組
合
員
死
亡
時
点
で
の
返
戻

金
は
な
し

 

1
2 

共
済
金
の
受
取
人

 
受
取
人
は
契
約
者
本
人

 

※
契
約
者
本
人
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
「
団
体
生
命
共
済
」

の
取
り
扱
い
に
準
じ
ま
す
。

 

詳
し
く
は
「
ご
契
約
の
し
お
り
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
 

受
取
人
は
契
約
者
本
人

 

※
契
約
者
本
人
が
死
亡
し
た
場
合
は
、「
個
人
長
期
生
命
共

 

済
」
の
取
り
扱
い
に
準
じ
ま
す
。

 

詳
し
く
は
「
ご
契
約
の
し
お
り
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

 

   

 
 

9
 

                               

満
期
共
済
金
の
被
共
済
者

 

                                

【
組
合
員
本
人
】

 

<
１
口
目
>
 

親
契
約
：
満
期
共
済
金
、
す
え
置
き
割
戻
金

 

子
契
約
：
す
え
置
き
割
戻
金

 

<
２
口
目
>
 

親
契
約
：
満
期
共
済
金
、
す
え
置
き
割
戻
金

 

子
契
約
：
す
え
置
き
割
戻
金

 

<
３
口
目
>
 

親
契
約
：
満
期
共
済
金
、
す
え
置
き
割
戻
金

 

子
契
約
：
す
え
置
き
割
戻
金

 

<
４
口
目
>
 

親
契
約
：
満
期
共
済
金
、
す
え
置
き
割
戻
金

 

子
契
約
：
す
え
置
き
割
戻
金

 

  ※
新
規
加
入
時
に
４
口
契
約
し
た
場
合
の
積
立
金
イ
メ
ー
ジ

 

 
 

          

【
子
ど
も
】

 

<
中
学
準
備
コ
ー
ス

>
 

満
期
共
済
金
、
す
え
置
き
割
戻
金

 

<
高
校
準
備
コ
ー
ス

>
 

満
期
共
済
金
、
す
え
置
き
割
戻
金

 

<
大
学
準
備
コ
ー
ス

>
 

満
期
共
済
金
、
す
え
置
き
割
戻
金

 

  

※
加
入
年
齢

0
歳
、
全
て
の
準
備
コ
ー
ス
に
加
入
し
た
場
合

の
積
立
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1
0 

保
障
イ
メ
ー
ジ

 

 

  
 

 

 

 

1
1
-
1 

共
済
金
の
支
払
例

 

  

例
１

 
組
合
員

3
0
歳
男
性
、
子
ど
も

0
歳
で

1
口
(
掛
金

5
,
0
00
円

)

加
入
し
た
場
合
の
満
期
共
済
金
額

 

⇒
 
満
期
共
済
金

 
約

1
1
2
万
円
（
改
定
後
金
額
）

 

子
ど
も

0
歳
で

<
1
0
0
万
円
型

>
、

<
大
学
準
備
コ
ー
ス

>
、

<
満

了
年
齢

1
8
歳

>
（
掛
金

4
,
3
50
円
）
に
加
入
し
た
場
合
の
満
期

共
済
金
額

 

⇒
 
満
期
共
済
金

 
1
0
0
万
円

 

1
1
-
2 

 
 

例
２

 
組
合
員

3
0
歳
男
性
、
子
ど
も

0
歳
で

1
口
(
掛
金

5
,
0
00
円

)

加
入
し
、
組
合
員
本
人
が

1
0
年
目
に
死
亡
し
た
場
合
の
共
済
金

額
 ⇒
 
組
合
員
の
死
亡
保
障

 
1
2
0
万
円
（
改
定
後
金
額
）

 

⇒
 
積
立
部
分
の
返
戻
金

 
約
●
万
円
（
改
定
後
金
額
）

 

子
ど
も

0
歳
で

<
1
0
0
万
円
型

>
、

<
大
学
準
備
コ
ー
ス

>
、

<
満

了
年
齢

1
8
歳

>（
掛
金

4
,
3
5
0
円
）
に
加
入
し
、
組
合
員
本
人
が

1
0
年
目
に
死
亡
し
た
場
合
の
共
済
金
額

 

⇒
 
組
合
員
の
死
亡
保
障
な
し

 

⇒
 
契
約
は
消
滅
し
な
い
た
め
、
組
合
員
死
亡
時
点
で
の
返
戻

金
は
な
し

 

1
2 

共
済
金
の
受
取
人

 
受
取
人
は
契
約
者
本
人

 

※
契
約
者
本
人
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
「
団
体
生
命
共
済
」

の
取
り
扱
い
に
準
じ
ま
す
。

 

詳
し
く
は
「
ご
契
約
の
し
お
り
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
 

受
取
人
は
契
約
者
本
人

 

※
契
約
者
本
人
が
死
亡
し
た
場
合
は
、「
個
人
長
期
生
命
共

 

済
」
の
取
り
扱
い
に
準
じ
ま
す
。

 

詳
し
く
は
「
ご
契
約
の
し
お
り
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

 

   

 
 

9
 

                               

満
期
共
済
金
の
被
共
済
者

 

                                

【
組
合
員
本
人
】

 

<
１
口
目

>
 

親
契
約
：
満
期
共
済
金
、
す
え
置
き
割
戻
金

 

子
契
約
：
す
え
置
き
割
戻
金

 

<
２
口
目

>
 

親
契
約
：
満
期
共
済
金
、
す
え
置
き
割
戻
金

 

子
契
約
：
す
え
置
き
割
戻
金

 

<
３
口
目

>
 

親
契
約
：
満
期
共
済
金
、
す
え
置
き
割
戻
金

 

子
契
約
：
す
え
置
き
割
戻
金

 

<
４
口
目

>
 

親
契
約
：
満
期
共
済
金
、
す
え
置
き
割
戻
金

 

子
契
約
：
す
え
置
き
割
戻
金

 

  ※
新
規
加
入
時
に
４
口
契
約
し
た
場
合
の
積
立
金
イ
メ
ー
ジ

 

 
 

          

【
子
ど
も
】

 

<
中
学
準
備
コ
ー
ス

>
 

満
期
共
済
金
、
す
え
置
き
割
戻
金

 

<
高
校
準
備
コ
ー
ス

>
 

満
期
共
済
金
、
す
え
置
き
割
戻
金

 

<
大
学
準
備
コ
ー
ス

>
 

満
期
共
済
金
、
す
え
置
き
割
戻
金

 

  

※
加
入
年
齢

0
歳
、
全
て
の
準
備
コ
ー
ス
に
加
入
し
た
場
合

の
積
立
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N
o 

区
 
分

 
親
子
共
済

 
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

 

1
6 

満
期
日

 
大
学
入
学
時
（

1
7
歳
・
1
8
歳
）
 

 -
-
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
--
-
-
--
-
--
-
--
-
--
-
-
 

満
期
日
は
高
校
２
年
生
の
２
月
か
ら
高
校
３
年
生
の
１
月
ま

で
の
い
ず
れ
か
の
月
末
で
、
新
規
加
入
月
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま

す
。

 

共
済
期
間
（
積
立
期
間
）
は
、
1
2
年
～

1
8
年
の
１
年
単
位
の

期
間
で
す
。

 

 

新
規
 

加
入
月
 

満
 

期
 

 
新
規
 

加
入
月
 

満
 

期
 

3
月

 
高

校
2
年

生
の

2
月

末
 

 
9
月

 
高

校
3
年

生
の

8
月

末
 

4
月

 
高

校
2
年

生
の

3
月

末
 

 
10

月
 

高
校

3
年

生
の

9
月

末
 

5
月

 
高

校
3
年

生
の

4
月

末
 

 
11

月
 

高
校

3
年

生
の

10
月

末
 

6
月

 
高

校
3
年

生
の

5
月

末
 

 
12

月
 

高
校

3
年

生
の

11
月

末
 

7
月

 
高

校
3
年

生
の

6
月

末
 

 
1
月

 
高

校
3
年

生
の

12
月

末
 

8
月

 
高

校
3
年

生
の

7
月

末
 

 
2
月

 
高

校
3
年

生
の

1
月

末
 

 
 

中
学
入
学
時
（

1
1
歳
・

1
2
歳
）

 

高
校
入
学
時
（

1
4
歳
・

1
5
歳
）

 

大
学
入
学
時
（

1
7
歳
・

1
8
歳
）

 

-
-
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
--
-
-
--
-
--
-
--
-
--
-
-
 

満
期
日
は
、
選
択
さ
れ
る
準
備
コ
ー
ス
の
満
了
年
齢
、
新
規
加

入
年
齢
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。

 

な
お
、
各
コ
ー
ス
と
も
満
期
共
済
金
を
受
け
取
る
年
齢
（
満
了

年
齢
）
は
２
種
類
あ
り
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
び
ま
す
。

 

 

コ
ー
ス
 

満
了
年

齢
 

新
規
加

入
年
齢
 

契
約
期

間
 

中
学
準

備
コ
ー
ス
 

満
11

歳
 

0
歳
～

満
6
歳
 

5
年
～

11
年
 

満
12

歳
 

0
歳
～

満
7
歳
 

5
年
～

12
年
 

高
校
準

備
コ
ー
ス
 

満
14

歳
 

0
歳
～

満
9
歳
 

5
年
～

14
年
 

満
15

歳
 

0
歳
～

満
10

歳
 

5
年
～

15
年
 

大
学
準

備
コ
ー
ス
 

満
17

歳
 

0
歳
～

満
12

歳
 

5
年
～

17
年
 

満
18

歳
 

0
歳
～

満
14

歳
 

4
年
～

18
年
 

 

1
7 

満
期
共
済
金
の
お
支
払
い

 

 

・
共
済
期
間
満
了
後
、
満
期
共
済
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

・
満
期
共
済
金
は
満
期
直
後
の
１
月
末
日
ま
で
す
え
置
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

 

な
お
、
満
期
が
１
月
末
日
の
場
合
は
、
す
え
置
き
は
で
き
ま
せ

ん
。

 

・
契
約
満
了
日
の
翌
日
以
降
、
満
期
共
済
金
を
お
支
払
い
し
ま

す
。

 

 

 
 

 
 

N
o 

区
 
分

 
親
子
共
済

 
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

 

1
3 

加
入
時
期

 
・
団
体
生
命
共
済
（
セ
ッ
ト
共
済
）
の
継
続
募
集
に
あ
わ
せ
て
、

加
入
で
き
ま
す
。

 

・
新
生
児
誕
生
の
場
合
は
、
共
済
期
間
中
で
も
例
月
に
て
加
入
で

き
ま
す
。

 

・
団
体
生
命
共
済
（
セ
ッ
ト
共
済
）
の
継
続
募
集
に
あ
わ
せ
て
、

加
入
で
き
ま
す
。

 

・
新
生
児
誕
生
の
場
合
は
、
共
済
期
間
中
で
も
例
月
に
て
加
入
で

き
ま
す
。

 

・
す
で
に
「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
」
に
加
入
し
て
い
る
場
合

は
、
例
月
に
て
加
入
で
き
ま
す
。

 

1
4 

追
加
加
入

 
・
既
契
約
加
入
月
の
年
応
当
月
で
、
追
加
加
入
（
増
口
）
が
可
能

で
す
。
（
４
口
限
度
、

1
,
5
0
0
万
円
の
上
限
）

 

※
2
0
2
5
年

4
月
以
降
に
追
加
加
入
し
た
場
合
、
追
加
加
入
分

は
新
制
度
の
適
用
と
な
り
ま
す
。

 

・
準
備
コ
ー
ス
の
追
加
加
入
が
可
能
で
す
。

 

・
準
備
コ
ー
ス
ご
と
に
１
契
約
ま
で
で
、
最
大
３
契
約
ま
で
加
入

で
き
ま
す
。

 

・
満
期
共
済
金
額
は
最
大

3
0
0
万
円
で
す
。

 

 
※

2
0
2
5
年

4
月
以
降
に
追
加
加
入
し
た
場
合
、
追
加
加
入
分

は
新
制
度
の
適
用
と
な
り
ま
す
。
 

1
5 

解
約
／
一
部
解
約

 
積
立
期
間
中
に
契
約
を
全
部
解
約
、
ま
た
は
口
数
単
位
で
解

約
で
き
ま
す
。

 

な
お
、
口
数
単
位
の
解
約
は
、
直
近
契
約
順
（
４
口
目
→
３
口

目
→
２
口
目
→
１
口
目
）
と
な
り
ま
す
。

 

積
立
期
間
中
に
契
約
を
全
部
解
約
、
ま
た
は
準
備
コ
ー
ス
単

位
で
解
約
で
き
ま
す
。

 

な
お
、
準
備
コ
ー
ス
単
位
の
解
約
に
順
番
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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N
o 

区
 
分

 
親
子
共
済

 
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

 

1
6 

満
期
日

 
大
学
入
学
時
（

1
7
歳
・
1
8
歳
）
 

 -
-
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
--
-
-
--
-
--
-
--
-
--
-
-
 

満
期
日
は
高
校
２
年
生
の
２
月
か
ら
高
校
３
年
生
の
１
月
ま

で
の
い
ず
れ
か
の
月
末
で
、
新
規
加
入
月
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま

す
。

 

共
済
期
間
（
積
立
期
間
）
は
、
1
2
年
～
1
8
年
の
１
年
単
位
の

期
間
で
す
。

 

 

新
規
 

加
入
月
 

満
 

期
 

 
新
規
 

加
入
月
 

満
 

期
 

3
月

 
高

校
2
年

生
の

2
月

末
 

 
9
月

 
高

校
3
年

生
の

8
月

末
 

4
月

 
高

校
2
年

生
の

3
月

末
 

 
10

月
 

高
校

3
年

生
の

9
月

末
 

5
月

 
高

校
3
年

生
の

4
月

末
 

 
11

月
 

高
校

3
年

生
の

10
月

末
 

6
月

 
高

校
3
年

生
の

5
月

末
 

 
12

月
 

高
校

3
年

生
の

11
月

末
 

7
月

 
高

校
3
年

生
の

6
月

末
 

 
1
月

 
高

校
3
年

生
の

12
月

末
 

8
月

 
高

校
3
年

生
の

7
月

末
 

 
2
月

 
高

校
3
年

生
の

1
月

末
 

 
 

中
学
入
学
時
（

1
1
歳
・

1
2
歳
）

 

高
校
入
学
時
（

1
4
歳
・

1
5
歳
）

 

大
学
入
学
時
（

1
7
歳
・

1
8
歳
）

 

-
-
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
-
--
--
-
-
--
-
--
-
--
-
--
-
-
 

満
期
日
は
、
選
択
さ
れ
る
準
備
コ
ー
ス
の
満
了
年
齢
、
新
規
加

入
年
齢
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。

 

な
お
、
各
コ
ー
ス
と
も
満
期
共
済
金
を
受
け
取
る
年
齢
（
満
了

年
齢
）
は
２
種
類
あ
り
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
び
ま
す
。

 

 

コ
ー
ス
 

満
了
年

齢
 

新
規
加

入
年
齢
 

契
約
期

間
 

中
学
準

備
コ
ー
ス
 

満
11

歳
 

0
歳
～

満
6
歳
 

5
年
～

11
年
 

満
12

歳
 

0
歳
～

満
7
歳
 

5
年
～

12
年
 

高
校
準

備
コ
ー
ス
 

満
14

歳
 

0
歳
～

満
9
歳
 

5
年
～

14
年
 

満
15

歳
 

0
歳
～

満
10

歳
 

5
年
～

15
年
 

大
学
準

備
コ
ー
ス
 

満
17

歳
 

0
歳
～

満
12

歳
 

5
年
～

17
年
 

満
18

歳
 

0
歳
～

満
14

歳
 

4
年
～

18
年
 

 

1
7 

満
期
共
済
金
の
お
支
払
い

 

 

・
共
済
期
間
満
了
後
、
満
期
共
済
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

・
満
期
共
済
金
は
満
期
直
後
の
１
月
末
日
ま
で
す
え
置
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

 

な
お
、
満
期
が
１
月
末
日
の
場
合
は
、
す
え
置
き
は
で
き
ま
せ

ん
。

 

・
契
約
満
了
日
の
翌
日
以
降
、
満
期
共
済
金
を
お
支
払
い
し
ま

す
。

 

 

 
 

 
 

N
o 

区
 
分

 
親
子
共
済

 
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

 

1
3 

加
入
時
期

 
・
団
体
生
命
共
済
（
セ
ッ
ト
共
済
）
の
継
続
募
集
に
あ
わ
せ
て
、

加
入
で
き
ま
す
。

 

・
新
生
児
誕
生
の
場
合
は
、
共
済
期
間
中
で
も
例
月
に
て
加
入
で

き
ま
す
。

 

・
団
体
生
命
共
済
（
セ
ッ
ト
共
済
）
の
継
続
募
集
に
あ
わ
せ
て
、

加
入
で
き
ま
す
。

 

・
新
生
児
誕
生
の
場
合
は
、
共
済
期
間
中
で
も
例
月
に
て
加
入
で

き
ま
す
。

 

・
す
で
に
「
団
体
生
命
共
済
子
ど
も
型
」
に
加
入
し
て
い
る
場
合

は
、
例
月
に
て
加
入
で
き
ま
す
。

 

1
4 

追
加
加
入

 
・
既
契
約
加
入
月
の
年
応
当
月
で
、
追
加
加
入
（
増
口
）
が
可
能

で
す
。
（
４
口
限
度
、

1
,
5
0
0
万
円
の
上
限
）

 

※
2
0
2
5
年

4
月
以
降
に
追
加
加
入
し
た
場
合
、
追
加
加
入
分

は
新
制
度
の
適
用
と
な
り
ま
す
。

 

・
準
備
コ
ー
ス
の
追
加
加
入
が
可
能
で
す
。

 

・
準
備
コ
ー
ス
ご
と
に
１
契
約
ま
で
で
、
最
大
３
契
約
ま
で
加
入

で
き
ま
す
。

 

・
満
期
共
済
金
額
は
最
大

3
0
0
万
円
で
す
。

 

 
※
2
0
2
5
年

4
月
以
降
に
追
加
加
入
し
た
場
合
、
追
加
加
入
分

は
新
制
度
の
適
用
と
な
り
ま
す
。
 

1
5 

解
約
／
一
部
解
約

 
積
立
期
間
中
に
契
約
を
全
部
解
約
、
ま
た
は
口
数
単
位
で
解

約
で
き
ま
す
。

 

な
お
、
口
数
単
位
の
解
約
は
、
直
近
契
約
順
（
４
口
目
→
３
口

目
→
２
口
目
→
１
口
目
）
と
な
り
ま
す
。

 

積
立
期
間
中
に
契
約
を
全
部
解
約
、
ま
た
は
準
備
コ
ー
ス
単

位
で
解
約
で
き
ま
す
。

 

な
お
、
準
備
コ
ー
ス
単
位
の
解
約
に
順
番
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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N
o 

区
 
分

 
親
子
共
済

 
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

 

2
1 

早
期
退
職
後
の
継
続
利
用

 

（
じ
ち
ろ
う
退
職
者
団
体
生

命
共
済
へ
の
移
行
加
入
）

 

「
親
子
共
済
」
の
満
期
を
迎
え
る
前
に
、
早
期
退
職
を
理
由

に
「
じ
ち
ろ
う
退
職
者
団
体
生
命
共
済
」
に
移
行
加
入
す
る
場

合
は
、
引
き
続
き
「
親
子
共
済
」
を
継
続
利
用
で
き
ま
す
。

 

※
月
払
掛
金
が
労
金
口
座
か
ら
口
座
振
替
が
で
き
る
こ
と
。

 

※
「
じ
ち
ろ
う
退
職
者
団
体
生
命
共
済
」
の
口
座
振
替
と
は
別

扱
い
と
し
ま
す
。

 

「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
の
満
期
を
迎
え
る
前
に
、

早
期
退
職
を
理
由
に
「
じ
ち
ろ
う
退
職
者
団
体
生
命
共
済
」
に
移

行
加
入
す
る
場
合
は
、
引
き
続
き
「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ

プ
」
を
継
続
利
用
で
き
ま
す
。

 

 

 

 
  

N
o 

区
 
分

 
親
子
共
済

 
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

 

1
8 

払
込
掛
金
累
計
額

 
【
2
0
1
9
年

7
月
発
効
ま
で
】

 

・
加
入
時
年
齢
が
男
性

4
2
歳
以
上
の
契
約
に
つ
い
て
、
満
期
共

済
金
が
払
込
掛
金
累
計
額
を
下
回
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

 

※
女
性
の
場
合
は
、
満
期
共
済
金
が
払
込
掛
金
累
計
額
を

下
回
る
ケ
ー
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

【
2
0
1
9
年

8
月
発
効
以
降
】

 

・
加
入
時
年
齢
が
男
性

2
6
歳
以
上
、
女
性

3
3
歳
以
上
の
契
約

に
つ
い
て
、
満
期
共
済
金
が
払
込
掛
金
累
計
額
を
下
回
る
ケ

ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

 

【
2
0
2
5
年

4
月
発
効
以
降
】

 

・
加
入
時
年
齢
が
男
性

4
1
歳
以
上
の
契
約
に
つ
い
て
、
満
期
共

済
金
が
払
込
掛
金
累
計
額
を
下
回
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

 

※
女
性
の
場
合
は
、
満
期
共
済
金
が
払
込
掛
金
累
計
額
を

下
回
る
ケ
ー
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

・
満
期
共
済
金
は
払
込
掛
金
累
計
額
を
上
回
り
ま
す
。

 

1
9 

生
命
保
険
料
控
除

 
一
般
生
命
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

 
一
般
生
命
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

 

2
0 

 

割
り
戻
し
金

 

 

全
労
済
の
毎
年
度
の
決
算
に
お
い
て
剰
余
が
生
じ
た
場
合
、

総
会
の
議
決
に
も
と
づ
き
原
則
と
し
て
割
り
戻
し
金
を
契
約
者

に
お
戻
し
し
ま
す
。

 

割
り
戻
し
金
は
、
共
済
期
間
（
積
立
期
間
）
中
は
所
定
の
利
息

を
つ
け
て
す
え
置
き
（
「
す
え
置
き
割
戻
金
」
）、
共
済
期
間
（
積

立
期
間
）
終
了
時
に
定
め
ら
れ
た
方
法
で
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

な
お
、
必
ず
割
戻
金
が
あ
る
こ
と
を
約
束
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

 

全
労
済
の
毎
年
度
の
決
算
に
お
い
て
剰
余
が
生
じ
た
場
合
、

総
会
の
議
決
に
も
と
づ
き
原
則
と
し
て
割
り
戻
し
金
を
契
約
者

に
お
戻
し
し
ま
す
。

 

割
り
戻
し
金
は
、
共
済
期
間
（
積
立
期
間
）
中
は
所
定
の
利
息

を
つ
け
て
す
え
置
き
（
「
す
え
置
き
割
戻
金
」
）、
共
済
期
間
（
積

立
期
間
）
終
了
時
に
定
め
ら
れ
た
方
法
で
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

な
お
、
必
ず
割
戻
金
が
あ
る
こ
と
を
約
束
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
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N
o 

区
 
分

 
親
子
共
済

 
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

 

2
1 

早
期
退
職
後
の
継
続
利
用

 

（
じ
ち
ろ
う
退
職
者
団
体
生

命
共
済
へ
の
移
行
加
入
）

 

「
親
子
共
済
」
の
満
期
を
迎
え
る
前
に
、
早
期
退
職
を
理
由

に
「
じ
ち
ろ
う
退
職
者
団
体
生
命
共
済
」
に
移
行
加
入
す
る
場

合
は
、
引
き
続
き
「
親
子
共
済
」
を
継
続
利
用
で
き
ま
す
。

 

※
月
払
掛
金
が
労
金
口
座
か
ら
口
座
振
替
が
で
き
る
こ
と
。

 

※
「
じ
ち
ろ
う
退
職
者
団
体
生
命
共
済
」
の
口
座
振
替
と
は
別

扱
い
と
し
ま
す
。

 

「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ
」
の
満
期
を
迎
え
る
前
に
、

早
期
退
職
を
理
由
に
「
じ
ち
ろ
う
退
職
者
団
体
生
命
共
済
」
に
移

行
加
入
す
る
場
合
は
、
引
き
続
き
「
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ

プ
」
を
継
続
利
用
で
き
ま
す
。

 

 

 

 
  

N
o 

区
 
分

 
親
子
共
済

 
こ
ど
も
保
障
満
期
金
付
タ
イ
プ

 

1
8 

払
込
掛
金
累
計
額

 
【

2
0
1
9
年

7
月
発
効
ま
で
】

 

・
加
入
時
年
齢
が
男
性

4
2
歳
以
上
の
契
約
に
つ
い
て
、
満
期
共

済
金
が
払
込
掛
金
累
計
額
を
下
回
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

 

※
女
性
の
場
合
は
、
満
期
共
済
金
が
払
込
掛
金
累
計
額
を

下
回
る
ケ
ー
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

【
2
0
1
9
年

8
月
発
効
以
降
】

 

・
加
入
時
年
齢
が
男
性

2
6
歳
以
上
、
女
性

3
3
歳
以
上
の
契
約

に
つ
い
て
、
満
期
共
済
金
が
払
込
掛
金
累
計
額
を
下
回
る
ケ

ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

 

【
2
0
2
5
年

4
月
発
効
以
降
】

 

・
加
入
時
年
齢
が
男
性

4
1
歳
以
上
の
契
約
に
つ
い
て
、
満
期
共

済
金
が
払
込
掛
金
累
計
額
を
下
回
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

 

※
女
性
の
場
合
は
、
満
期
共
済
金
が
払
込
掛
金
累
計
額
を

下
回
る
ケ
ー
ス
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

・
満
期
共
済
金
は
払
込
掛
金
累
計
額
を
上
回
り
ま
す
。

 

1
9 

生
命
保
険
料
控
除

 
一
般
生
命
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

 
一
般
生
命
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

 

2
0 

 

割
り
戻
し
金

 

 

全
労
済
の
毎
年
度
の
決
算
に
お
い
て
剰
余
が
生
じ
た
場
合
、

総
会
の
議
決
に
も
と
づ
き
原
則
と
し
て
割
り
戻
し
金
を
契
約
者

に
お
戻
し
し
ま
す
。

 

割
り
戻
し
金
は
、
共
済
期
間
（
積
立
期
間
）
中
は
所
定
の
利
息

を
つ
け
て
す
え
置
き
（
「
す
え
置
き
割
戻
金
」
）、
共
済
期
間
（
積

立
期
間
）
終
了
時
に
定
め
ら
れ
た
方
法
で
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

な
お
、
必
ず
割
戻
金
が
あ
る
こ
と
を
約
束
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

 

全
労
済
の
毎
年
度
の
決
算
に
お
い
て
剰
余
が
生
じ
た
場
合
、

総
会
の
議
決
に
も
と
づ
き
原
則
と
し
て
割
り
戻
し
金
を
契
約
者

に
お
戻
し
し
ま
す
。

 

割
り
戻
し
金
は
、
共
済
期
間
（
積
立
期
間
）
中
は
所
定
の
利
息

を
つ
け
て
す
え
置
き
（
「
す
え
置
き
割
戻
金
」
）、
共
済
期
間
（
積

立
期
間
）
終
了
時
に
定
め
ら
れ
た
方
法
で
お
支
払
い
し
ま
す
。

 

な
お
、
必
ず
割
戻
金
が
あ
る
こ
と
を
約
束
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
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５．見積依頼書提出と見積書の作成、取り組み報告の手順 

（１）単組 

 ① チラシの配布・見積依頼書の回収 

   キャンペーンチラシを組合員に配布し、「無保障者をなくす取り組み」の周知と

見積依頼書の提出に取り組みます。 

   単組での取り組みにあたっては、単組執行委員会や単組共済推進委員会で、住ま

いる共済の制度改定内容の再確認と「無保障者をなくす取り組み」の概要と意義に

ついて確認し、執行部の掛金見積書の提出に取り組みます。 

   また、「みんなで無保障者をなくそう」「みんなで被災地応援」をスローガンに、

継続募集期の職場オルグ・組合員説明会・個別保障相談会や、住まいる共済制度学

習会などの際にチラシを配布し、見積依頼書の提出を呼びかけます。 

  

② 見積依頼書の県支部（県推進本部）への送付 

  提出された見積依頼書は、県支部（県推進本部）に送付します。 

 

③ 「見積書」「クリアファイル」の組合員への提示 

  県支部（県推進本部）から送られた「見積書」と「キャンペーンクリアファイ

ル」を一緒に組合員に手渡します。 

 

（２）県支部および県推進本部 

 ① 見積書の作成 

   見積書の作成は原則県支部で行うこととする。ただし、住まいる共済の管理を県

推進本部で行っている場合は、県推進本部との事前打ち合わせを行い、県推進本部

にて見積書の作成を行うことも可能とします。 

   なお、見積書の作成を県推進本部で行う場合であっても、本取組自体を県推進本

部任せにはせず、単組における取り組み要請や学習会・個別相談会の実施、取り組

み結果の集約等については県支部が主体的に担うこととします。 

 

 ② 見積書の単組への送付 

   県支部（県推進本部）は、作成した「見積書」を「キャンペーンクリアファイ

ル」とともに単組に送付します。 

 
６．県本部共済推進委員会、県推進本部との取り組みの共有化 

（１）県本部共済推進委員会での確認 

  県支部の2024年度年間活動計画では予定されていない提案となることから、直近で

開催される県本部共済推進委員会において、「無保障者をなくすための取り組み」の

概要や意義を説明・共有化し、県本部総体の取り組みとなるよう確認します。 

 

（２）定例推進会議での県推進本部との取り組みの確認 

  各県で取り組みを開始する前に定例推進会議を開催し、県推進本部との共同推進体

制による取り組みの意思統一を行います。 

特に、住まいる共済を県推進本部で管理している場合は、県支部と県推進本部との

役割分担についても協議・確認します。 

 

 
Ⅶ 住まいる共済「無保障者をなくすための取り組み」に 

ついて                    
 

住まいる共済「無保障者をなくすための取り組み」について 

  
（添付資料 有） 

Ⅰ．提案の趣旨 
こくみん共済 coop では、2024 年 4 月 1 日に実施する「住まいる共済制度改定 1 年目の取り

組み」として様々な施策を行っていますが、職域生協統括本部ではこれらの取り組みを「無保

障者をなくすための取り組み」として一本化して、住まいる共済未加入組合員を中心に、見積

書を届ける取り組みを実施することとしています。 

本会議では、職域生協統括本部の提起にもとづく自治労共済推進本部における「無保障者を

なくすための取り組み」について報告します。 

なお、具体的な対応については第５回県支部事務局長会議（2024 年 6 月 25 日）にて既に提

起・確認しています。 

 
Ⅱ．「無保障者をなくすための取り組み」の概要 
詳細は、別冊「住まいる共済・無保障者をなくすための取り組み（2024年6月～2025年

5月）取扱手順書＜自治労共済用第1版＞」を参照してください。 

 

１．目的・意義 

 火災共済は、火災保険の保険料が高額であった戦後復興期に「誰もが入れる保障があ

れば、安心して働き、暮らせる」という労働者の助け合いにより制度発足し、今年で70

周年をむかえます。 

 2024年4月の住まいる共済の制度改定を機に、こくみん共済coopが火災共済発足時に掲

げた理念を組合員に伝え、組合員の無保障者をなくす取り組みを実施します。あわせて、

社会課題の解決に向けた取り組みとして、住まいの保障点検を「被災地応援プロジェク

ト」と連動させ、組合員の見積り取得１件につき100円を被災地で復旧支援活動を行うボ

ランティア（支援）団体に寄付する取り組みを行います。 

 

２．取り組みの概要 

 火災共済実施70周年を契機としたPR活動を行い、住まいる共済未加入者に対し、被災

地応援プロジェクトへの協力を呼びかけながら見積りを取得する取り組みを実施します。 

 

３．取り組み期間 

 2024年6月から2025年5月までの1年間。 

 

４．各種ツール 

①キャンペーンチラシ（見積依頼書チラシ） 

②オリジナルクリアファイル・防災啓発資料（クリアファイルにあらかじめ封入） 

③ウェットティッシュ（PR品） 
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５．見積依頼書提出と見積書の作成、取り組み報告の手順 

（１）単組 

 ① チラシの配布・見積依頼書の回収 

   キャンペーンチラシを組合員に配布し、「無保障者をなくす取り組み」の周知と

見積依頼書の提出に取り組みます。 

   単組での取り組みにあたっては、単組執行委員会や単組共済推進委員会で、住ま

いる共済の制度改定内容の再確認と「無保障者をなくす取り組み」の概要と意義に

ついて確認し、執行部の掛金見積書の提出に取り組みます。 

   また、「みんなで無保障者をなくそう」「みんなで被災地応援」をスローガンに、

継続募集期の職場オルグ・組合員説明会・個別保障相談会や、住まいる共済制度学

習会などの際にチラシを配布し、見積依頼書の提出を呼びかけます。 

  

② 見積依頼書の県支部（県推進本部）への送付 

  提出された見積依頼書は、県支部（県推進本部）に送付します。 

 

③ 「見積書」「クリアファイル」の組合員への提示 

  県支部（県推進本部）から送られた「見積書」と「キャンペーンクリアファイ

ル」を一緒に組合員に手渡します。 

 

（２）県支部および県推進本部 

 ① 見積書の作成 

   見積書の作成は原則県支部で行うこととする。ただし、住まいる共済の管理を県

推進本部で行っている場合は、県推進本部との事前打ち合わせを行い、県推進本部

にて見積書の作成を行うことも可能とします。 

   なお、見積書の作成を県推進本部で行う場合であっても、本取組自体を県推進本

部任せにはせず、単組における取り組み要請や学習会・個別相談会の実施、取り組

み結果の集約等については県支部が主体的に担うこととします。 

 

 ② 見積書の単組への送付 

   県支部（県推進本部）は、作成した「見積書」を「キャンペーンクリアファイ

ル」とともに単組に送付します。 

 
６．県本部共済推進委員会、県推進本部との取り組みの共有化 

（１）県本部共済推進委員会での確認 

  県支部の2024年度年間活動計画では予定されていない提案となることから、直近で

開催される県本部共済推進委員会において、「無保障者をなくすための取り組み」の

概要や意義を説明・共有化し、県本部総体の取り組みとなるよう確認します。 

 

（２）定例推進会議での県推進本部との取り組みの確認 

  各県で取り組みを開始する前に定例推進会議を開催し、県推進本部との共同推進体

制による取り組みの意思統一を行います。 

特に、住まいる共済を県推進本部で管理している場合は、県支部と県推進本部との

役割分担についても協議・確認します。 

 

 
Ⅶ 住まいる共済「無保障者をなくすための取り組み」に 

ついて                    
 

住まいる共済「無保障者をなくすための取り組み」について 

  
（添付資料 有） 

Ⅰ．提案の趣旨 
こくみん共済 coop では、2024 年 4 月 1 日に実施する「住まいる共済制度改定 1 年目の取り

組み」として様々な施策を行っていますが、職域生協統括本部ではこれらの取り組みを「無保

障者をなくすための取り組み」として一本化して、住まいる共済未加入組合員を中心に、見積

書を届ける取り組みを実施することとしています。 

本会議では、職域生協統括本部の提起にもとづく自治労共済推進本部における「無保障者を

なくすための取り組み」について報告します。 

なお、具体的な対応については第５回県支部事務局長会議（2024 年 6 月 25 日）にて既に提

起・確認しています。 

 
Ⅱ．「無保障者をなくすための取り組み」の概要 
詳細は、別冊「住まいる共済・無保障者をなくすための取り組み（2024年6月～2025年

5月）取扱手順書＜自治労共済用第1版＞」を参照してください。 

 

１．目的・意義 

 火災共済は、火災保険の保険料が高額であった戦後復興期に「誰もが入れる保障があ

れば、安心して働き、暮らせる」という労働者の助け合いにより制度発足し、今年で70

周年をむかえます。 

 2024年4月の住まいる共済の制度改定を機に、こくみん共済coopが火災共済発足時に掲

げた理念を組合員に伝え、組合員の無保障者をなくす取り組みを実施します。あわせて、

社会課題の解決に向けた取り組みとして、住まいの保障点検を「被災地応援プロジェク

ト」と連動させ、組合員の見積り取得１件につき100円を被災地で復旧支援活動を行うボ

ランティア（支援）団体に寄付する取り組みを行います。 

 

２．取り組みの概要 

 火災共済実施70周年を契機としたPR活動を行い、住まいる共済未加入者に対し、被災

地応援プロジェクトへの協力を呼びかけながら見積りを取得する取り組みを実施します。 

 

３．取り組み期間 

 2024年6月から2025年5月までの1年間。 

 

４．各種ツール 

①キャンペーンチラシ（見積依頼書チラシ） 

②オリジナルクリアファイル・防災啓発資料（クリアファイルにあらかじめ封入） 

③ウェットティッシュ（PR品） 
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Ⅲ．見積り取得の取り組み目標 
（１）各推進本部別目標 
  職域生協統括本部は、各推進本部の「住まいる（火災）年間新規契約件数（2020年

度～2022年度の平均値）×1.5倍」の見積り取得を目標としています。 
推進本部名 新契約過去3年 見積り目標数 

森林労連共済 634 951 
たばこ共済 348 523 
自治労共済 5,224 7,837 
全水道共済 177 266 
職域統括計 6,384 9,576 

 
（２）県支部別の取り組み目標 
  職域生協統括本部の目標設定と各県支部の過去3年間の平均新規契約数を参考に、別

紙2のとおり取り組み目標を設定します。 
  取り組み目標は、見積り件数と新規件数の合計数とします。 
 
Ⅳ．添付資料 

1. 住まいる共済・無保障者をなくすための取り組み（2024年6月～2025年5月）取扱手順
書＜自治労共済用第1版＞ 

2．県支部別見積り取り組み目標 
 

以上 
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別紙 ２ 

県支部別見積り取り組み目標
県支部名 新契約過去3年 見積り目標
北海道 441 706
青森 200 320
岩手 59 94
宮城 99 159
秋田 61 98
山形 94 150
福島 194 311
新潟 156 250
群馬 113 181
栃木 33 53
茨城 54 86
埼玉 26 42
東京 127 203
千葉 15 24
神奈川 70 112
山梨 142 227
長野 97 155
富山 56 90
石川 56 90
福井 46 74
静岡 34 54
愛知 32 51
岐阜 32 51
三重 76 122
滋賀 23 37
京都 24 38
奈良 26 42
和歌山 59 94
大阪 222 355
兵庫 64 102
岡山 48 77
広島 110 176
鳥取 52 83
島根 158 253
山口 95 152
香川 102 163
徳島 86 138
愛媛 29 46
高知 71 114
福岡 326 522
佐賀 99 159
長崎 68 109
大分 211 338
宮崎 87 139
熊本 120 192
鹿児島 357 572
沖縄 115 184
社保労 24 38
本部 6 11
総合計 4,895 7,837  

Ⅲ．見積り取得の取り組み目標 
（１）各推進本部別目標 

  職域生協統括本部は、各推進本部の「住まいる（火災）年間新規契約件数（2020年

度～2022年度の平均値）×1.5倍」の見積り取得を目標としています。 

推進本部名 新契約過去3年 見積り目標数 

森林労連共済 634 951 

たばこ共済 348 523 

自治労共済 5,224 7,837 

全水道共済 177 266 

職域統括計 6,384 9,576 

 

（２）県支部別の取り組み目標 

  職域生協統括本部の目標設定と各県支部の過去3年間の平均新規契約数を参考に、別

紙7のとおり取り組み目標を設定します。 

  取り組み目標は、見積り件数と新規件数の合計数とします。 

 
Ⅳ．添付資料 

1. 住まいる共済・無保障者をなくすための取り組み（2024年6月～2025年5月）取扱手順

書＜自治労共済用第1版＞ 

2．県支部別見積り取り組み目標 

 
以上 
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Ⅷ 統合10周年キャンペーン結果に基づく寄付について 

 

 自治労共済と全労済との統合 10 周年を契機として、助け合いの輪を広げる活動（自

主福祉活動）に参加いただいた組合員に感謝する取り組みとして実施した「広げよう！

たすけあいありがとう」キャンペーンが 2024 年 5 月末をもって終了しました。 

 今回のキャンペーンは、抽選キャンペーンとあわせて社会貢献活動として応募 1 件に

つき 100 円を全国のこども食堂支援に寄付することを目的に取り組みました。寄付額お

よび寄付内容について報告します。 

なお、寄付金の支出については、取り組みの趣旨に賛同いただく自治労共済推進本部

より行うこととします。 

 

１．キャンペーン結果について 

「広げよう！たすけあいありがとう」キャンペーンの応募数について、50,000 件(寄

付額 500 万円)を目標に取り組みましたが、応募総数は 8,378 件（寄付額に換算すると

837,800 円）にとどまり、周知や取り組み方法に課題を残す結果となりました。 

県別抽選結果については〈別紙 4〉参照してください。また、当選者については、別

途、発信文書にてお知らせします。 

 

  【県別キャンペーン取り組み結果】 
 応募数  応募数  応募数 

01-北海道 185 18-長野 94 35-鳥取 204 

03-青森 216 19-富山 103 36-島根 257 

04-岩手 59 20-石川 62 37-山口 377 

05-宮城 90 21-福井 68 38-香川 327 

06-秋田 29 22-静岡 131 39-徳島 53 

07-山形 241 23-愛知 137 40-愛媛 127 

08-福島 119 24-岐阜 86 41-高知 54 

09-新潟 298 25-三重 132 42-福岡 841 

10-群馬 63 26-滋賀 27 43-佐賀 77 

11-栃木 79 27-京都 446 44-長崎 175 

12-茨城 70 28-奈良 82 45-大分 803 

13-埼玉 36 29-和歌山 54 46-宮崎 102 

14-東京 31 30-大阪 166 47-熊本 156 

15-千葉 110 32-兵庫 236 48-鹿児島 240 

16-神奈川 210 33-岡山 36 49-沖縄 206 

17-山梨 58 34-広島 259 60-社保労 366 

     合計 8,378 

 

２．寄付について 

（１）寄付をする団体について 

  こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会をつくることをビジョンに掲
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Ⅷ 統合10周年キャンペーン結果に基づく寄付について 

 

 自治労共済と全労済との統合 10 周年を契機として、助け合いの輪を広げる活動（自

主福祉活動）に参加いただいた組合員に感謝する取り組みとして実施した「広げよう！

たすけあいありがとう」キャンペーンが 2024 年 5 月末をもって終了しました。 

 今回のキャンペーンは、抽選キャンペーンとあわせて社会貢献活動として応募 1 件に

つき 100 円を全国のこども食堂支援に寄付することを目的に取り組みました。寄付額お

よび寄付内容について報告します。 

なお、寄付金の支出については、取り組みの趣旨に賛同いただく自治労共済推進本部

より行うこととします。 

 

１．キャンペーン結果について 

「広げよう！たすけあいありがとう」キャンペーンの応募数について、50,000 件(寄

付額 500 万円)を目標に取り組みましたが、応募総数は 8,378 件（寄付額に換算すると

837,800 円）にとどまり、周知や取り組み方法に課題を残す結果となりました。 

県別抽選結果については〈別紙 4〉参照してください。また、当選者については、別

途、発信文書にてお知らせします。 

 

  【県別キャンペーン取り組み結果】 
 応募数  応募数  応募数 

01-北海道 185 18-長野 94 35-鳥取 204 

03-青森 216 19-富山 103 36-島根 257 

04-岩手 59 20-石川 62 37-山口 377 

05-宮城 90 21-福井 68 38-香川 327 

06-秋田 29 22-静岡 131 39-徳島 53 

07-山形 241 23-愛知 137 40-愛媛 127 

08-福島 119 24-岐阜 86 41-高知 54 

09-新潟 298 25-三重 132 42-福岡 841 

10-群馬 63 26-滋賀 27 43-佐賀 77 

11-栃木 79 27-京都 446 44-長崎 175 

12-茨城 70 28-奈良 82 45-大分 803 

13-埼玉 36 29-和歌山 54 46-宮崎 102 

14-東京 31 30-大阪 166 47-熊本 156 

15-千葉 110 32-兵庫 236 48-鹿児島 240 

16-神奈川 210 33-岡山 36 49-沖縄 206 

17-山梨 58 34-広島 259 60-社保労 366 

     合計 8,378 

 

２．寄付について 

（１）寄付をする団体について 

  こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会をつくることをビジョンに掲
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② 寄付額について  

  自治労共済推進本部は 2024 年度の取り組みとして無保障者をなくす取り組みを通

じて被災地応援に取り組んでいることから、「むすびえ」の被災地支援の活動にも賛

同し、キャンペーン応募総数にもとづく寄付額 837,800 円に、自治労共済推進本部と

しての補てんを加え、合計 100 万円を「むすびえ」の以下の活動にそれぞれ寄付を行

います。 

  ＜寄付の内訳＞ 

  『地域ネットワーク支援事業』    50 万円 

  『能登半島地震こども食堂応援基金』 50 万円 

 

（３）寄付の贈呈 

  寄付の贈呈については、2024 年 8 月までに自治労共済推進本部および本部共済推進

委員会と共同で行います。 

 

３．対応スケジュール 

 7 月 16 日  第 11 回本部共済推進委員会      協議・確認 

 7 月 22 日 第 22 回中央執行委員会        報告 

 7 月 29 日 第 5 回県本部代表者会議        報告 

 8 月までに 寄付の実施 

 

３．添付資料 

＜別紙 1＞臨時共済推進県本部代表者会議（2023 年 7 月 4 日） 

 ＜別紙 2＞むすびえ『地域ネットワーク支援事業』概要 

 ＜別紙 3＞むすびえ『令和６年能登半島地震こども食堂応援基金』概要 

 ＜別紙 4＞「広げよう!たすけあいありがとう」キャンペーン抽選結果一覧 

以上 

げて活動を行う「NPO 法人全国こども食堂支援センター・むすびえ」に寄付を行いま

す。  

団体名 特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ 

主たる事務所 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-27-5 リンクスクエア新宿 16F 

設立年度 2018 年 

 2021 年 5 月 認定 NPO 法人取得 

 2021 年 10 月非営利組織評価センター（JCNE）グッドガバナンス認証 

理事長 湯浅 誠（社会活動家/東京大学特任教授） 

事業内容 地域ネットワーク支援事業、企業・団体との協働事業、調査・研究事業

 

＜こども食堂とは＞ 

子ども食堂は、子どもが 1 人でも行ける無料または低額の食堂で、子どもへの食事

提供から孤食の解消や食育、さらには地域交流の場などの役割を果たしており、「子

どもの貧困対策」と「地域の交流拠点」の 2 つが活動の柱となっています。子ども食

堂は民間発の自主的かつ自発的な取り組みで、その数は全国約 4,000 カ所設置されて

います。 

 

＜「NPO 法人全国こども食堂支援センター・むすびえ」とは＞ 

むすびえは、全国のこども食堂が、相互に支えあい、かつ地域・社会から広く理解

を得て事業を行えるよう、こども食堂の中間支援団体（地域ネットワーク団体）に対

する支援、こども食堂支援に関する企業・団体との協働、さらにはこども食堂に関す

る調査研究を行い、それによってこども食堂がすべての子やこども食堂に行きたいと

思う地域住民が安心して利用できる場になることを通じて、誰も取り残さない共生社

会の創造に寄与することを目的として設立されました。 

 

（２）寄付内容と寄付額 

① 寄付の位置づけと寄付内容 

  寄付について、各県本部の応募件数に応じて当該地域のこども食堂へ寄付すること

を想定していましたが、応募件数が少なく県ごとでは少額の寄付となってしまうこと

から、より効果的に寄付金を使っていただけるよう「むすびえ」が、それぞれの地域

で、こども食堂を支えているネットワーク団体（中間支援団体）の活動を支援するた

めに実施している『地域ネットワーク支援事業』に寄付を行うこととします。 

  また、「むすびえ」では能登半島地震の支援として『令和６年能登半島地震こども

食堂応援基金』を立ち上げ、こども食堂の中間支援団体（地域ネットワーク団体）や

こども食堂が行う被災者支援活動等に関する支援を行っていることから、『令和６年

能登半島地震こども食堂応援基金』に対しても寄付を行います。 
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② 寄付額について  

  自治労共済推進本部は 2024 年度の取り組みとして無保障者をなくす取り組みを通

じて被災地応援に取り組んでいることから、「むすびえ」の被災地支援の活動にも賛

同し、キャンペーン応募総数にもとづく寄付額 837,800 円に、自治労共済推進本部と

しての補てんを加え、合計 100 万円を「むすびえ」の以下の活動にそれぞれ寄付を行
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理事長 湯浅 誠（社会活動家/東京大学特任教授） 

事業内容 地域ネットワーク支援事業、企業・団体との協働事業、調査・研究事業
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子ども食堂は、子どもが 1 人でも行ける無料または低額の食堂で、子どもへの食事

提供から孤食の解消や食育、さらには地域交流の場などの役割を果たしており、「子

どもの貧困対策」と「地域の交流拠点」の 2 つが活動の柱となっています。子ども食

堂は民間発の自主的かつ自発的な取り組みで、その数は全国約 4,000 カ所設置されて

います。 

 

＜「NPO 法人全国こども食堂支援センター・むすびえ」とは＞ 

むすびえは、全国のこども食堂が、相互に支えあい、かつ地域・社会から広く理解

を得て事業を行えるよう、こども食堂の中間支援団体（地域ネットワーク団体）に対
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を想定していましたが、応募件数が少なく県ごとでは少額の寄付となってしまうこと
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で、こども食堂を支えているネットワーク団体（中間支援団体）の活動を支援するた

めに実施している『地域ネットワーク支援事業』に寄付を行うこととします。 
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能登半島地震こども食堂応援基金』に対しても寄付を行います。 

 

－ 125 －



（３）抽選キャンペーン 

キャンペーン期間中の学習会やセミナー等の参加者に、「抽選キャンペーン応募チ

ラシ」を配布し、チラシに記載されている二次元バーコードからスマホ等でアクセス

していただくことで、抽選キャンペーンに応募していただきます。応募者の中から抽

選（合計）で 1,000 人に賞品（5,000 円相当）を進呈します。 

なお、２回目の抽選について、１回目の当選者から応募があった場合は抽選対象外

とします。 

 

  【HYDRO FLASK タンブラー】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ＜色：ホワイト＞ 

 

（４）社会貢献の取り組み 

キャンペーン期間中の県本部や単組が開催する学習会やセミナー等の参加者に、抽

選キャンペーンへの応募をしていただくことで、社会貢献活動を展開する団体（NPO

法人）に対し、応募１件につき 100 円、寄付総額は最高で 500 万円を上限に、各県本

部の応募件数に応じて当該地域のこども食堂への寄付が行えるよう検討します。 

  なお、今回のキャンペーンは、組合員の自主福祉活動や共済制度学習会・説明会へ

の活動参加が広がることで、自治労共済推進本部の取り組みにも大いに寄与すること

から、自治労共済推進本部からの賛同を得ています。 

  寄付金の支出については、取り組みの趣旨に賛同いただく自治労共済推進本部より

行う方向で検討をすすめます。 

 

（５）キャンペーンを契機とした共済推進活動の取り組み強化 

① 県本部と単組でのキャンペーン趣旨の共有 

  今キャンペーンを通じ、組合員の組合活動への参加を促し、コロナ禍で停滞を余儀

なくされていた組合活動を活性化させることで、共済の加入拡大と組織強化に取り組

むという趣旨を、県本部と単組で共有します。 

 

・ハワイでブレイクした世界的大人気ブランド「Hydro Flask 」 

・保冷は 24 時間、保温は 6 時間 

・中のステンレスは「18/8 プログレードステンレス鋼」 

ステンレスの中でも特に錆びにくく強度が高いです 

ボトルへのにおい移りや味移りも防げます 

・普段使いに最適なサイズ感です。 

・ペットボトルの削減につながります。 

【仕様】 

容量：473ｍｌm 

口径：58ｍｍ 

本体寸法 幅×高さ：74ｍｍ×180ｍｍ 

重量：297ｇ  

＜別紙 1＞  

 

  
 

「広げよう！たすけあいありがとう」キャンペーンについて 
 

 第３回共済推進県本部代表者会議（４月 26 日）で確認いただいた「統合 10 周年キャ

ンペーン」の名称募集について、28 県本部（県本部共済推進委員会）より応募がありま

した。これをうけて、自治労本部（本部共済推進委員会）としてキャンペーン名称を決

定し、以下のとおり実施することとします。 

 なお、詳細については、別途発信文書にてお知らせします。 

 

１．キャンペーン名称および採用県本部への景品進呈 

（１）キャンペーン名称 

  「広げよう！たすけあいありがとう」キャンペーン  応募県本部：鳥取県本部 

 

（２）採用県本部への景品進呈 

  採用された鳥取県本部に対して、５万円を進呈します。 

  なお、景品については、キャンペーン趣旨に賛同し、経費負担を行う自治労共済 

 推進本部より、当該県本部の口座に直接振り込みます。 

 

２．「広げよう！たすけあいありがとう」キャンペーンについて 

（１）キャンペーン趣旨 

  自治労共済と全労済との統合 10 周年を契機として、助け合いの輪を広げる活動

（自主福祉活動）に参加いただいた組合員に感謝するキャンペーンとして実施します。 

そのため、すべての県本部・単組において、組合員の積極的な助け合いの活動への

参加を促し、自主福祉活動を学び、助け合いの制度を広く周知し、じちろう共済の加

入拡大をはかることを通じて、組織の団結強化と新たな仲間づくりの取り組みにも寄

与することをめざします。 

 

（２）キャンペーン期間 

  2023 年 10 月１日（日）～2024 年 ５月 31 日（金）の８ヶ月間 

  なお、抽選は以下のとおり２回（2024 年３月、７月）に分けて実施します。 

 応募期間 抽選 

１回目 2023 年 10 月 1 日～2024 年１月 31 日 2024 年３月中 

２回目 2024 年２月１日～2024 年５月 31 日 2024 年７月中 
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（３）抽選キャンペーン 
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選（合計）で 1,000 人に賞品（5,000 円相当）を進呈します。 

なお、２回目の抽選について、１回目の当選者から応募があった場合は抽選対象外

とします。 
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 応募期間 抽選 

１回目 2023 年 10 月 1 日～2024 年１月 31 日 2024 年３月中 

２回目 2024 年２月１日～2024 年５月 31 日 2024 年７月中 

 

－ 127 －



② 組合員が活動参加できる学習会等の開催 

  今キャンペーンは、県本部や単組で開催する自主福祉活動や共済制度に関する学習

会等に参加することで、キャンペーンに応募できる仕組みです。 

  県本部は、県本部や県本部の横断組織で開催する学習会等の際には、共済学習の時

間を設けるなど、学習会等参加者がキャンペーンに応募できるよう取り組みます。 

  また、単組に対しても、積極的な自主福祉活動や共済制度に関する学習会等の開催

を働きかけるなど、キャンペーンを活用した組合活動の活性化をはかります。 

  県本部・単組で開催する学習会等の講師は、共済県支部と事前の打ち合わせを行い、

県本部と共済県支部で担うよう取り組みます。 

 

③ 組合員への活動参加の呼びかけ 

  単組が学習会の開催を組合員に周知する場合、今回のキャンペーンでは、組合活動

へ参加することで抽選キャンペーンに応募できるだけでなく社会貢献（地域のこども

食堂への支援）にもつながることから、組合の活動参加が「組合員同士の助け合いだ

けでなく地域社会とも助けあう」ことを訴求し、積極的な組合員参加とキャンペーン

への応募に取り組みます。 

 

（６）組合員への周知 

 ① キャンペーンの組合員周知 

   機関紙「じちろう」にキャンペーン記事を掲載して周知します。 

   また、キャンペーン告知用に本部共済推進委員会で下記の推進政策物を作成し、

８月中旬までに公開します。 

   本部では機関紙「じちろう」への広告掲載を行うとともに、県本部・単組におい

ても県本部・単組で発行する機関紙等に掲載し、組合員周知に活用します。 

キャンペーン機関紙広告（版下） 機関紙２段広告・３段広告 

キャンペーン告知ポスター（印刷物） Ｂ３版 

 

 ② 抽選キャンペーン応募チラシの作成 

   本部共済推進委員会で学習会等への参加者を対象に配布する「抽選キャンペーン

応募チラシ」を作成し、県本部を通じて単組に配布します。県本部や単組は、学習

会やセミナー参加者を対象に配布し、キャンペーン参加を促します。 

抽選キャンペーン応募チラシ（印刷物） Ａ４両面 

 

 

 

以上 
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＜別紙 2＞② 組合員が活動参加できる学習会等の開催 

  今キャンペーンは、県本部や単組で開催する自主福祉活動や共済制度に関する学習

会等に参加することで、キャンペーンに応募できる仕組みです。 

  県本部は、県本部や県本部の横断組織で開催する学習会等の際には、共済学習の時

間を設けるなど、学習会等参加者がキャンペーンに応募できるよう取り組みます。 

  また、単組に対しても、積極的な自主福祉活動や共済制度に関する学習会等の開催

を働きかけるなど、キャンペーンを活用した組合活動の活性化をはかります。 

  県本部・単組で開催する学習会等の講師は、共済県支部と事前の打ち合わせを行い、

県本部と共済県支部で担うよう取り組みます。 

 

③ 組合員への活動参加の呼びかけ 

  単組が学習会の開催を組合員に周知する場合、今回のキャンペーンでは、組合活動

へ参加することで抽選キャンペーンに応募できるだけでなく社会貢献（地域のこども

食堂への支援）にもつながることから、組合の活動参加が「組合員同士の助け合いだ

けでなく地域社会とも助けあう」ことを訴求し、積極的な組合員参加とキャンペーン

への応募に取り組みます。 

 

（６）組合員への周知 

 ① キャンペーンの組合員周知 

   機関紙「じちろう」にキャンペーン記事を掲載して周知します。 

   また、キャンペーン告知用に本部共済推進委員会で下記の推進政策物を作成し、

８月中旬までに公開します。 

   本部では機関紙「じちろう」への広告掲載を行うとともに、県本部・単組におい

ても県本部・単組で発行する機関紙等に掲載し、組合員周知に活用します。 

キャンペーン機関紙広告（版下） 機関紙２段広告・３段広告 

キャンペーン告知ポスター（印刷物） Ｂ３版 

 

 ② 抽選キャンペーン応募チラシの作成 

   本部共済推進委員会で学習会等への参加者を対象に配布する「抽選キャンペーン

応募チラシ」を作成し、県本部を通じて単組に配布します。県本部や単組は、学習

会やセミナー参加者を対象に配布し、キャンペーン参加を促します。 

抽選キャンペーン応募チラシ（印刷物） Ａ４両面 
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2024-01-04

むすびえ令和6年能登半島地震こども食堂応援基金

令和6年能登半島地震 地域ネットワーク支援 その他

むすびえは、令和6年能登半島地震の緊急支援として「令和6年能登半島地震こども食堂応援基金」を立ち上

げ、寄付募集をおこないます。

https://donation.yahoo.co.jp/detail/5209002

むすびえでは、2024年元日に、石川県能登地方で震度7の地震が発生したという報道を受け、日頃から情報等

連携をしている石川県域で活動するこども食堂の中間支援団体であるかなざわっ子nikoniko倶楽部（事務局：

NPO法人ささえる絆ネットワーク北陸）を通じて、資金・物資支援を想定した情報収集を行っています。

今後、復興に向けては、日頃からのつながりを生かした具体的な支援ニーズの把握や寄り添い・支え合いの活

動がより一層求められることが想定されます。また、石川県だけでなく、富山県、福井県、新潟県の各地域の

新着情報

English
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こども食堂中間支援団体等と連携し情報収集につとめ、こども食堂の中間支援団体（地域ネットワーク団体）
及びこども食堂が行う被災者支援活動等に関する支援を行う予定です。

皆さまからのご寄付は、クレジットカード会社の手数料等（消費税含む）を除き、全額を被災4県のこども食

堂の被災状況の把握や支援ニーズ調査に加えて、以下の活動への活用を想定しています。

・こども食堂に物的被害等が生じていた場合、その復旧にかかる費用

・こども食堂に対するお見舞金

・こども食堂が地域住民に対して行う被災者支援活動のための活動資金への助成等費用

等

また、ご寄付の余剰分が生じた場合には、次の災害への備え、こども食堂の安心・安全な活動のために活用さ

せていただきます。ご了承ください。

[Yahoo!ネット募金]令和6年能登半島地震 こども食堂応援基金
https://donation.yahoo.co.jp/detail/5209002
※Yahoo!ネット募金では「Tポイント」を利用してのご寄付も可能です

[コングラント]令和6年能登半島地震 こども食堂応援基金
https://congrant.com/project/musubie/9945
※銀行振込、クレジットカードによる寄付がお選びいただけます

あなたからの支援に、むすびえは同額寄付を。

本基金への寄付は、500万円を上限金額として、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえが同額

を上乗せして支援活動を行います。ご寄付の受付は、上限を超えても可能ですが、超過分のご寄付は上乗せの

対象となりません。

むすびえ理事長・湯浅誠からのお願い

元日から大変な新年の幕開けとなってしまいました。1月3日時点で、まだ被害の全容は明らかになっておら

ず、被災地で活動しているこども食堂の関係者のみなさんにどのような被害が生まれているのか、わかってい

ません。

しかしすでに被災地での支援活動を始められているこども食堂関係者もいて、これまでの災害時同様、これか

ら多くの方たちが自身の復旧・復興や周辺住民の方たちへの生活支援を始められることと思います。私たちは

その際に現地で思い切った活動ができるよう、せめてもの資金支援をさせてもらえればと願っています。

すでに被災地で支援活動を始めている方は、元旦にこども食堂を開催していたそうです。被災地支援に向かう

べく電話で打合せしているのを聞いていたこどもが、これを使ってと自身のお年玉5000円を差し出してくれ

たとのこと。「5000円の重みを感じながらがんばろうと思う」とおっしゃっていました。

私たちもその重みを感じながら、微力でも自分でできることを行っていきたいと思います。

みなさまからのご理解・ご支援を賜れれば幸いです。

English
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Ⅸ 第10回じちろう全国共済集会の開催について 
 
１．主催者 

 本部共済推進委員会（自治労本部、自治労共済推進本部） 

 

２．集会のテーマ（コンセプト） 

 単組が労働者自主福祉運動の意義を学び、より主体的、より組織的に運動を展開するこ

とを最大の目的とし、労働者自主福祉運動の原点を捉えなおす機会とします。 

 あわせて、各県本部において、後日配信動画や同時配信動画等を活用することにより、

共済推進運動の広がりと強化をはかります。 

 

３．開催目的 

(１) 単組が労働者自主福祉運動の意義を学び、より主体的、より組織的に運動を展開す 

ることをめざす。 

(２) 単組・職場でより実践的に活用できる取り組み事例を共有化する。また、参加者の 

推進技能の向上をはかる。 

(３) 参加者および主催者の経験交流を通じ、共済推進運動の広がりと強化をはかる。 

(４) 県本部役職員、共済推進委員が中心となり、後日、各県で集会・学習会・会議等を 

開催し、全国集会で発信された考えと知識を広く単組・組合員へ広める取り組みを行う。 

(５) 県別の共済集会とあわせて、地連別の共済集会の開催機運を高める。 

 

４．開催日時と会場 

（１）日時  2024 年 11 月 21 日（木）～22 日（金） 

（２）会場 「幕張メッセ」千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1 

 

５．開催概要 

（１）開催形式 

  対面形式で交流と学習の場を提供するため、集合開催とします。 

  あわせて、当日、主会場に集合できない単組と県本部の役員を対象に、補完的に同時

配信を行います。 

 

  

〈別紙4〉広げよう！たすけあいありがとうキャンペーン　応募・当選者数一覧

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 計 10月〜1月 2月〜5月 計

01 北海道 35 13 6 24 48 16 18 25 185 12 14 26

03 青森 55 30 13 9 7 23 24 55 216 23 11 34

04 岩手 9 23 10 4 0 1 11 1 59 6 1 7

05 宮城 5 19 1 5 4 22 18 16 90 3 6 9

06 秋田 6 3 5 0 0 2 10 3 29 3 2 5

07 山形 11 18 23 5 12 65 34 73 241 7 15 22

08 福島 18 12 9 5 16 7 26 26 119 9 6 15

09 新潟 21 73 89 18 58 10 8 21 298 36 9 45

10 群馬 10 11 24 9 5 3 1 0 63 12 1 13

11 栃木 0 0 1 35 1 0 23 19 79 4 4 8

12 茨城 6 19 9 1 31 0 3 1 70 6 3 9

13 埼玉 6 5 2 14 2 1 6 0 36 5 1 6

14 東京 0 0 12 0 3 7 6 3 31 4 2 6

15 千葉 1 9 7 8 1 50 2 32 110 2 6 8

16 神奈川 7 32 23 41 31 29 27 20 210 15 13 28

17 山梨 13 19 1 2 3 4 1 15 58 2 2 4

18 長野 15 27 2 1 19 16 4 10 94 9 4 13

19 富山 22 48 11 5 8 1 2 6 103 10 2 12

20 石川 6 6 3 1 7 1 31 7 62 3 4 7

21 福井 4 20 8 12 8 8 5 3 68 4 2 6

22 静岡 0 8 22 38 24 5 18 16 131 12 6 18

23 愛知 14 34 7 20 56 5 0 1 137 10 6 16

24 岐阜 3 4 3 2 52 8 2 12 86 2 6 8

25 三重 23 16 2 1 2 2 42 44 132 5 8 13

26 滋賀 5 4 1 5 5 2 1 4 27 3 1 4

27 京都 0 118 5 8 66 27 132 90 446 24 27 51

28 奈良 2 1 0 50 15 14 0 0 82 2 3 5

29 和歌山 13 5 1 14 1 0 12 8 54 5 2 7

30 大阪 10 1 2 14 8 122 4 5 166 3 12 15

32 兵庫 2 7 38 5 49 38 53 44 236 9 13 22

33 岡山 3 1 4 12 7 1 4 4 36 6 2 8

34 広島 33 41 80 18 57 19 3 8 259 21 10 31

35 鳥取 29 27 30 30 35 30 14 9 204 23 11 34

36 島根 2 11 28 14 63 38 42 59 257 9 17 26

37 山口 55 26 41 10 19 4 38 184 377 17 26 43

38 香川 53 55 34 32 73 41 14 25 327 40 20 60

39 徳島 6 4 1 0 4 10 23 5 53 2 4 6

40 愛媛 5 11 3 19 44 3 11 31 127 5 7 12

41 高知 1 2 4 1 0 0 7 39 54 1 4 5

42 福岡 0 174 48 77 219 115 93 115 841 43 52 95

43 佐賀 11 3 7 0 3 0 2 51 77 5 5 10

44 長崎 0 8 15 0 11 2 28 111 175 5 14 19

45 大分 104 58 55 34 92 56 95 309 803 32 59 91

46 宮崎 18 8 0 1 3 10 14 48 102 5 7 12

47 熊本 31 12 13 4 37 16 2 41 156 7 11 18

48 鹿児島 14 35 57 6 31 21 19 57 240 21 12 33

49 沖縄 0 20 23 13 48 62 17 23 206 6 19 25

60 社保労連 0 6 0 0 44 19 60 237 366 2 28 30

687 1,087 783 627 1,332 936 1,010 1,916 8,378 500 500 1,000

県
コード

県名
応募数

合計

当選者数
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Ⅸ 第10回じちろう全国共済集会の開催について 
 
１．主催者 

 本部共済推進委員会（自治労本部、自治労共済推進本部） 

 

２．集会のテーマ（コンセプト） 

 単組が労働者自主福祉運動の意義を学び、より主体的、より組織的に運動を展開するこ

とを最大の目的とし、労働者自主福祉運動の原点を捉えなおす機会とします。 

 あわせて、各県本部において、後日配信動画や同時配信動画等を活用することにより、

共済推進運動の広がりと強化をはかります。 

 

３．開催目的 

(１) 単組が労働者自主福祉運動の意義を学び、より主体的、より組織的に運動を展開す 

ることをめざす。 

(２) 単組・職場でより実践的に活用できる取り組み事例を共有化する。また、参加者の 

推進技能の向上をはかる。 

(３) 参加者および主催者の経験交流を通じ、共済推進運動の広がりと強化をはかる。 

(４) 県本部役職員、共済推進委員が中心となり、後日、各県で集会・学習会・会議等を 

開催し、全国集会で発信された考えと知識を広く単組・組合員へ広める取り組みを行う。 

(５) 県別の共済集会とあわせて、地連別の共済集会の開催機運を高める。 

 

４．開催日時と会場 

（１）日時  2024 年 11 月 21 日（木）～22 日（金） 

（２）会場 「幕張メッセ」千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1 

 

５．開催概要 

（１）開催形式 

  対面形式で交流と学習の場を提供するため、集合開催とします。 

  あわせて、当日、主会場に集合できない単組と県本部の役員を対象に、補完的に同時

配信を行います。 
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（３）参加対象 

① 単組にて自主福祉運動を担当している役職員、また将来運動を担う役員・組合員 

② 2024 年度加入拡大モデル単組にて自主福祉運動を担当している役職員 

③ 単組の共済推進委員会の委員 

④ 自治労県本部共済推進委員会の委員 

⑤ 自治労共済推進本部各県支部事務局長または職員 

⑥ 自治労共済推進本部の代表委員、共済協力員 

  ※ ①～④については、過去に本集会へ参加しなかった人を優先します。 

 

（４）集会参加の考え方 

  集合形式の集会として開催します。 

  そのため、各県は集合参加者を最低７人確保します。収容可能人数を超えた際は申請

人数の多い県本部から人数調整を行います。なお、自治労本部旅費規定に基づき、各県

７人まで自治労共済推進本部が負担します。 

あわせて、県拠点会場からの参加も可能とするため、ウェブ環境を整備し同時配信を

行います。その上、後日視聴が可能となるよう一定期間 YouTube 配信を行います。配信

の内容（分科会の取り扱いなど）、および、県拠点のあり方等については、費用面や技術

面の課題を踏まえ、今後、具体化をすすめます。 

  

 

以上 

  

 
 

（２）集会の構成  

日時 集会内容 

【1 日目】

11 月 21 日

（木） 

13：00～

17：30 

全体会 

主催者あいさつ  

基調提起「共済推進運動、それは自治労運動そのもの」 

全体講演 

 ※労働者自主福祉活動の「助け合い・相互扶助」の意義と共済運動の必要性

を認識することのできる内容。 

単組取り組み報告（4 単組） 

【2 日目】 

11 月 22 日

（金） 

9：00～

12：00 

分科会 

分科会 

 

委員長・代表委員分科会 

第１分科会「ライフプランと保障設計」 

講師：㈱ＦＰハーベスト 瀬戸家みのり氏  

※現在の社会保障制度、社会構造およびライフスタイルを考慮し

た新しい保障の考え方と、じちろう共済を活用したライフプラン

設計の提案方法をレクチャーする。 

第２分科会「長期共済・税制適格年金を活用した資産形成方法」

講師：ＦＰユニオン Labo  

※若い世代の組合員を中心に興味の高い「資産形成」に関して、

こくみん共済 coop の積立系制度をふくめた適切なポートフォリ

オの組み立て方をレクチャーする。 

第３分科会「保障相談手法の実践」 

講師：ＦＰＩ-Ｊ生活経済研究所長野 

※対組合員個人に対する提案スキルとコミュニケーションスキル

を身につける実践型カリキュラム。生命保障だけでなく、損害補

償（自動車任意保険や住宅総合保険からの切り替えの相談）にも

触れる。 

第４分科会 コミュニケーションスキル「話し方・聴き方」講座 

 講師：フリーアナウンサー 倉島麻帆氏 

※組合員からの信頼を高めるために好感度を上げるスキルを習得

するカリキュラム。スピーチレベルの向上、笑顔の作り方、発

声・滑舌のポイント、傾聴・承認スキルを学ぶ。 
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（３）参加対象 

① 単組にて自主福祉運動を担当している役職員、また将来運動を担う役員・組合員 

② 2024 年度加入拡大モデル単組にて自主福祉運動を担当している役職員 

③ 単組の共済推進委員会の委員 

④ 自治労県本部共済推進委員会の委員 

⑤ 自治労共済推進本部各県支部事務局長または職員 

⑥ 自治労共済推進本部の代表委員、共済協力員 

  ※ ①～④については、過去に本集会へ参加しなかった人を優先します。 

 

（４）集会参加の考え方 

  集合形式の集会として開催します。 

  そのため、各県は集合参加者を最低７人確保します。収容可能人数を超えた際は申請

人数の多い県本部から人数調整を行います。なお、自治労本部旅費規定に基づき、各県

７人まで自治労共済推進本部が負担します。 

あわせて、県拠点会場からの参加も可能とするため、ウェブ環境を整備し同時配信を

行います。その上、後日視聴が可能となるよう一定期間 YouTube 配信を行います。配信

の内容（分科会の取り扱いなど）、および、県拠点のあり方等については、費用面や技術

面の課題を踏まえ、今後、具体化をすすめます。 

  

 

以上 

  

 
 

（２）集会の構成  

日時 集会内容 

【1 日目】

11 月 21 日

（木） 

13：00～

17：30 

全体会 

主催者あいさつ  

基調提起「共済推進運動、それは自治労運動そのもの」 

全体講演 

 ※労働者自主福祉活動の「助け合い・相互扶助」の意義と共済運動の必要性

を認識することのできる内容。 

単組取り組み報告（4 単組） 

【2 日目】 

11 月 22 日

（金） 

9：00～

12：00 

分科会 

分科会 

 

委員長・代表委員分科会 

第１分科会「ライフプランと保障設計」 

講師：㈱ＦＰハーベスト 瀬戸家みのり氏  

※現在の社会保障制度、社会構造およびライフスタイルを考慮し

た新しい保障の考え方と、じちろう共済を活用したライフプラン

設計の提案方法をレクチャーする。 

第２分科会「長期共済・税制適格年金を活用した資産形成方法」

講師：ＦＰユニオン Labo  

※若い世代の組合員を中心に興味の高い「資産形成」に関して、

こくみん共済 coop の積立系制度をふくめた適切なポートフォリ

オの組み立て方をレクチャーする。 

第３分科会「保障相談手法の実践」 

講師：ＦＰＩ-Ｊ生活経済研究所長野 

※対組合員個人に対する提案スキルとコミュニケーションスキル

を身につける実践型カリキュラム。生命保障だけでなく、損害補

償（自動車任意保険や住宅総合保険からの切り替えの相談）にも

触れる。 

第４分科会 コミュニケーションスキル「話し方・聴き方」講座 

 講師：フリーアナウンサー 倉島麻帆氏 

※組合員からの信頼を高めるために好感度を上げるスキルを習得

するカリキュラム。スピーチレベルの向上、笑顔の作り方、発

声・滑舌のポイント、傾聴・承認スキルを学ぶ。 
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